








(3) 対策別予算

令和７年度予算額 令和６年度予算額
＜繰越明許費＞ ＜繰越明許費＞ 増（△）減 増 減 率
(債務負担行為) (債務負担行為)

510,953,730 475,363,223 35,590,507 7.5%
(141,223,583) (116,335,811) (24,887,772) (21.4%)

510,616,730 475,024,223 35,592,507 7.5%
(141,223,583) (116,335,811) (24,887,772) (21.4%)

特 別 会 計 337,000 339,000 △ 2,000 △ 0.6%
１ 経 営 革 新 支 援 3,681,460 1,585,378 2,096,082 132.2%
２ 経 営 安 定 支 援 10,769,849 10,233,428 536,421 5.2%

47,506,280 20,992,189 26,514,091 126.3%
(8,813,250) (12,592,017) (△ 3,778,767) (△ 30.0%)

４ ネ ッ ト ワ ー ク づ く り 支 援 2,136,516 2,041,798 94,718 4.6%
26,956,094 24,795,284 2,160,810 8.7%
(364,467) (427,698) (△ 63,231) (△ 14.8%)

13,845,646 12,666,818 1,178,828 9.3%
(7,754,647) (4,494,686) (3,259,961) (72.5%)

７ 地 域 工 業 の 活 性 化 4,838,308 4,711,669 126,639 2.7%
８ 地 域 商 業 の 活 性 化 5,116,889 5,117,978 △ 1,089 △ 0.0%

22,371,501 20,622,437 1,749,064 8.5%
(891,670) (1,498,347) (△ 606,677) (△ 40.5%)

10 試 験 研 究 機 関 9,021,457 11,360,021 △ 2,338,564 △ 20.6%
363,797,000 359,381,000 4,416,000 1.2%

(123,399,549) (97,323,063) (26,076,486) (26.8%)
12 商 工 施 設 の 整 備 575,730 1,516,223 △ 940,493 △ 62.0%

中小企業設備導入等資金の貸付
( 特 別 会 計 )

105,690,620 72,433,204 33,257,416 45.9%
(4,912,908) (2,613,153) (2,299,755) (88.0%)

産 業 ・ エ ネ ル ギ ー 政 策 20,077,581 6,641,071 13,436,510 202.3%
の 企 画 ・ 調 整 等 (2,124,940) (936,353) (1,188,587) (126.9%)

２ 省 エ ネ ル ギ ー 施 策 の 推 進 10,069,488 6,925,489 3,143,999 45.4%
13,815,783 8,754,273 5,061,510 57.8%

(0) (873,800) (△ 873,800) (皆減) 
17,971,464 16,169,210 1,802,254 11.1%
(440,000) (0) (440,000) (皆増) 

13,322,369 16,474,616 △ 3,152,247 △ 19.1%
(2,313,468) (380,000) (1,933,468) (508.8%)
30,433,935 17,468,545 12,965,390 74.2%

(34,500) (423,000) (△ 388,500) (△ 91.8%)
30,563,000 30,608,000 △ 45,000 △ 0.1%

(1,437,237) (900,000) (537,237) (59.7%)

１
外 国 人 旅 行 者 誘 致 の
新 た な 展 開

8,489,579 8,119,012 370,567 4.6%

２ Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 誘 致 の 推 進 4,231,391 4,454,766 △ 223,375 △ 5.0%
魅 力 を 高 め る 6,907,403 7,005,259 △ 97,856 △ 1.4%
観 光 資 源 の 開 発 (1,140,000) (850,000) (290,000) (34.1%)

7,712,425 7,919,010 △ 206,585 △ 2.6%
(297,237) (50,000) (247,237) (494.5%)

５ 人 材 の 育 成 ・ 活 用 1,037,702 940,683 97,019 10.3%
６ 推 進 体 制 の 構 築 2,184,500 2,169,270 15,230 0.7%

33,307,391 28,621,007 4,686,384 16.4%
<1,641,000> <1,993,000> <△ 352,000> <△ 17.7%>

(11,686,057) (2,801,365) (8,884,692) (317.2%)
33,208,391 28,466,007 4,742,384 16.7%

<1,641,000> <1,993,000> <△ 352,000> <△ 17.7%>
(11,686,057) (2,801,365) (8,884,692) (317.2%)

特 別 会 計 99,000 155,000 △ 56,000 △ 36.1%
12,068,000 12,470,000 △ 402,000 △ 3.2%
<351,000> <295,000> <56,000> <19.0%>
(451,494) (985,365) (△ 533,871) (△ 54.2%)
8,287,000 8,264,000 23,000 0.3%
<531,000> <551,000> <△ 20,000> <△ 3.6%>
(642,645) (402,207) (240,438) (59.8%)
3,765,000 3,162,000 603,000 19.1%

(1,022,265) (281,715) (740,550) (262.9%)
４ 緑 化 の 推 進 248,000 248,000 0 0.0%

1,762,000 2,087,000 △ 325,000 △ 15.6%
<759,000> <1,009,000> <△ 250,000> <△ 24.8%>
(353,247) (231,030) (122,217) (52.9%)
1,299,000 1,075,000 224,000 20.8%
(565,093) (426,525) (138,568) (32.5%)
5,779,391 1,160,007 4,619,384 398.2%

<0> <138,000> <△ 138,000> (皆減）
(8,651,313) (474,523) (8,176,790) (1,723.2%)

林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 、

沿岸漁業改善の各資金の貸付
( 特 別 会 計 )

66,402,879 54,462,770 11,940,109 21.9%
(9,369,952) (6,248,864) (3,121,088) (49.9%)

１ 雇 用 ・ 就 業 の 促 進 23,941,000 24,572,000 △ 631,000 △ 2.6%
２ 適 正 な 労 働 環 境 の 確 保 21,409,000 13,700,000 7,709,000 56.3%

13,010,000 13,130,000 △ 120,000 △ 0.9%
(3,663,852) (3,414,664) (249,188) (7.3%)

4 労 政 施 設 等 の 整 備 90,491 737,704 △ 647,213 △ 87.7%
7,952,388 2,323,066 5,629,322 242.3%

(5,706,100) (2,834,200) (2,871,900) (101.3%)
30,512,380 22,156,155 8,356,225 37.7%

(23,734) (51,600) (△ 27,866) (△ 54.0%)
１ 産 業 政 策 の 立 案 2,029,000 1,480,000 549,000 37.1%

13,726,000 7,011,724 6,714,276 95.8%
(23,734) (51,600) (△ 27,866) (△ 54.0%)

3 人 件 費 等 14,757,380 13,664,431 1,092,949 8.0%
777,430,000 683,644,359 93,785,641 13.7%

  合                         計 <1,641,000> <1,993,000> <△ 352,000> <△ 17.7%>
(168,653,471) (128,950,793) (39,702,678) (30.8%)

776,994,000 683,150,359 93,843,641 13.7%
<1,641,000> <1,993,000> <△ 352,000> <△ 17.7%>

(168,653,471) (128,950,793) (39,702,678) (30.8%)
特 別 会 計 436,000 494,000 △ 58,000 △ 11.7%

(単位：千円)

事 項 名

Ⅰ 中 小 企 業 対 策

一 般 会 計

３ 販 路 開 拓 支 援

総 合 的 支 援

５ 技 術 支 援

６ 創 業 支 援

９

１

11 金 融 支 援

１

５

産 業 ・ エ ネ ル ギ ー 対 策

水素・新エネルギー施策の推進

337,000 339,000 △ 2,000 △ 0.6%

Ⅳ 農 林 水 産 対 策

Ⅲ 観 光 産 業 対 策

Ⅱ

小 笠 原 諸 島 の 振 興

△ 56,000 △ 36.1%99,000 155,000

３

２ 林 業 経 営 の 安 定

一 般 会 計

５ 農 林 災 害 復 旧

３ 職 業 能 力 の 開 発 ・ 向 上

水 産 業 経 営 の 安 定

2

６

雇 用 就 業 対 策

６ Ｚ Ｅ Ｖ の 普 及 促 進

３

３ 再生可能エネルギー施策の推進

４ 受 入 環 境 の 充 実

一 般 会 計

農 業 経 営 の 安 定

国 際 金 融 都 市 の 推 進

４ エネルギーマネジメントの推進

そ の 他Ⅵ

7 農 林 水 産 施 設 の 整 備

５ 公共職業能力開発施設の整備

Ⅴ



(参考) 

・令和６年度予算

(単位：千円)

当初予算額 三定補正 最終補正 計

475,024,223 0 △ 5,692,000 469,332,223

72,433,204 1,139,023 1,139,023 74,711,250

30,608,000 0 0 30,608,000

28,466,007 0 △ 243,000 28,223,007

54,462,770 0 △ 524,000 53,938,770

1,480,000 14,981,020 0 16,461,020

7,011,724 0 0 7,011,724

13,664,431 0 0 13,664,431

683,150,359 16,120,043 △ 5,319,977 693,950,425

産 業 政 策

人 件 費 等

合 計

区　　分

中 小 企 業 対 策

産 業 ・ エ ネ ル ギ ー
対 策

観 光 産 業 対 策

農 林 水 産 対 策

雇 用 就 業 対 策

国際金融都市の推進
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２　令和７年度東京都予算の概要（計理課）

(1) 財政規模 (単位：億円)

一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 企 業 会 計

(2) 歳  入 (単位：億円)

都 税

地 方 譲 与 税

国 庫 支 出 金

繰 入 金

諸 収 入

都 債

そ の 他 の 収 入

(3) 目的別歳出 (単位：億円)

注：各表の計数は表示単位未満を四捨五入しているため、合計及び小計欄の数字は各欄の合算と一致しない場合

　がある。

6,194 6.8% 3,962 4.7% 2,232 56.3%

区 分 令 和 ７ 年 度 令 和 ６ 年 度 増 減 額 増 減 率

91,580 84,530 7,050 8.3%

66,993 61,908 5,085 8.2%

19,924 19,146 778 4.1%

合 計 178,497 165,584 12,913 7.8%

区 分 令和７年度 令和６年度 増 減 額構成比 構成比 増減率

69,296 75.7% 63,865 75.6% 5,431 8.5%

828 0.9% 638 0.8% 190 29.8%

4,240 4.6% 3,785 4.5% 455 12.0%

7,297 8.0% 7,146 8.5% 151 2.1%

2,034 2.2% 3,127 3.7% △ 1,093 △ 34.9%

1,691 1.8% 2,007 2.4% △ 316 △ 15.7%

構成比 増減率

合 計 91,580 100.0% 84,530 100.0% 7,050

25.7% 16,105 25.3% 1,611

8.3%

区 分 令和７年度 令和６年度 増 減 額構成比

10.0%

教 育 と 文 化 14,555 21.1% 13,983 22.0% 571 4.1%

福 祉 と 保 健 17,716

294 8.5%

労 働 と 経 済 8,039 11.7% 7,146 11.2% 894

14.5% 9,142 14.4% 847

12.5%

生 活 環 境 3,744 5.4% 3,449 5.4%

9.3%

警 察 と 消 防 10,126 14.7% 9,616 15.1% 509 5.3%

都 市 の 整 備 9,989

5,276 8.3%

企 画 ・ 総 務 4,809 7.0% 4,260 6.7% 549

－ 20,828 － 1,774

12.9%

（　小　　　　　計　） 68,978 100.0% 63,702 100.0%

8.5%

合 計 91,580 － 84,530 － 7,050 8.3%

公債費・税連動経費等 22,602
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第５ 広報・広聴 

１  広報（総務課） 

産業労働局で行っている各種の事業を都民に広く周知するために、広報誌・パンフレットなど

の印刷物、テレビ・ラジオ、インターネット（ホームページ、動画及びＳＮＳ）など、様々な媒

体(メディア)を利用して広報活動を行っている。 

(1) 印刷媒体 

中小企業施策及び雇用就業施策の総合案内誌として、「働くあなたと中小企業経営者のため

の支援ガイド」(総務部)を発行している。 

また、各部・所で広報誌、パンフレットなどを作成している。（各部で発行している広報誌

の主なもの：「とうきょうの労働」(雇用就業部)） 

(2) インターネット 

「産業労働局ホームページ」（https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/）において局

事業のＰＲを行い、報道発表資料や調査・統計資料など、分野別にまとめて提供している。ま

た、分野ごとにページを開設し、事業の紹介や優れた技術をもつ中小企業や観光スポット、東

京の農林水産物の紹介、労働に関する知識などの情報を提供している。 

(3) 報道発表 

都庁記者クラブ 20 社（令和７年４月現在）に対して、令和６年度に報道発表した件数は、

812 件である。 

 

２  広聴（総務課） 

都民からの意見や要望などの声を局事業に反映させることを目的として、広聴活動を行ってい

る。 

(1) 都民の声窓口の設置 

総務部総務課広報担当を産業労働局都民の声窓口とし、苦情及び要望等について、所管課や

事業所をはじめ、政策企画局戦略広報部企画調整課や各局とも連携を図りながら、迅速な対応

に努めている。 

(2) 意見募集 

事業の計画策定段階等で都民からの意見募集を行い、政策立案に反映させている。 

また、都政モニターアンケート等を活用し、都民の声を収集し、事業に反映させている。 

 

３  中小企業支援策に係る新たな広報展開（総務課） 

事業者の状況に応じた適切な支援事業が簡単に分かる新たなツールを構築するとともに、支援

機関等と連携した情報発信等、効果的な PR を行う。 



第６ 職員研修 

 

 

産業労働局は、東京の産業振興と雇用就業の安定を図るため、局事業の重要課題に積極果敢に

挑戦し、豊かな実務処理能力と高い専門性を持って、東京の活性化に取り組んでいく人材を育成

していく必要がある。 

このため、令和７年度の研修については、中央研修の基本方針を踏まえ、局独自のニーズを織

り込みながら、職員の職務遂行能力の向上を目指し、実施していく。また、研修効果の向上や柔

軟で多様な働き方を推進する観点から、実施方法等について柔軟に対応していく。 

 

 

１ 基本目標（職員課） 

(1) 職員一人ひとりの資質及び専門・実務能力の向上を通じ、局事業の円滑な遂行に寄与す

る職員を育成する。 

(2) 複雑・多様化する行政課題に迅速かつ的確に対処できるよう、マネジメント力、企画力、

説明能力及び問題解決能力をもって行動できる職員を育成する。 

(3) 都民サービスの最前線に立つ職員として、都民満足度の高いサービスが提供できるよう、

サービス意識・能力の向上を図る。 

(4) 人材育成の面で着実な成果を上げるため、さらなるＯＪＴの活性化・定着化を推進して

いくとともに、職務の能率、質の向上に資する知識及び能力の自主的な習得を目指し、自

己啓発の更なる促進を図る。 

(5) 緊急性、即応性の面から効果的・効率的な研修の実施を目指し、研修規模や内容の見直

しを行い、短期間でかつ充実した研修の実施に努める。 

(6)  総務局人事部や他局との連携と協力を進めるとともに、行政系職員、現業系職員、会計

年度任用職員など、職員の職務の多様性に対応した研修機会の確保に努める。 

また、関係団体の固有職員についても、研修生として受け入れ、関係団体の人材育成を

支援する。 

 

２ 計画の内容（職員課） 

(1) 現任、管理・監督者研修等 

各職層の職員に期待される役割及び責任を踏まえ、新任、１級職、主任級、課長代理級、

統括課長代理級、管理者等それぞれの職層に応じた研修を実施する。 

(2) 課題研修 

「東京都人権施策推進指針」に基づき、都職員に必要な人権感覚を身に付ける「人権研

修」、都職員が遵守すべき法令、方針、各種ルールを身に付ける「コンプライアンス推進

研修」等を、全職員を対象として実施し、職員の一層の理解と認識を深める。 
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(3)  実務研修 

    職員が身に付けておくべき職務に関する実務・専門的知識を付与し、職務能力の向上を

図る。 

    文書事務、契約事務、広報事務等の各科目を実施するほか、各所属においても必要な研

修を実施する。 

 (4) 派遣研修 

国や民間の研修機関等へ職員を派遣し、必要とする専門的な知識や技術の取得を図る。 

(5) 職場内研修（ＯＪＴ） 

職場での日常の職務の遂行を通して、各職場の管理・監督者が、計画的・効果的に実施

する。 

 (6) 自主研修 

資格取得やスキルアップなどを支援する自己啓発支援制度を活用し、職員の自主的な能力

開発を促進するとともに、自己啓発を促進する風土づくりを進める。 

 (7) 関係団体職員の研修受入 

      局事業に深く関わりのある政策連携団体等に対し、研修情報の提供及び受講の受入れを

行う。 

     

３ 令和６年度研修実績（職員課） 

局研修については、531 回実施し、延べ 6,557 名が受講した。 

 

４ 令和７年度研修実施計画（職員課） 

研修区分別の計画は以下のとおり。 

研 修 区 分 回数 研修人員 対象者・内容等 

新 任 研 修      2    240 新規採用職員 

現 任 研 修    16    753 １、２級職員、転入職員、島しょ勤務職員 他 

管理・監督者研修 6 156 課長代理・統括課長代理級職員、部・課長級職員 

派 遣 研 修 140 484 国、民間の研修機関等への派遣研修 

課 題 研 修 18 1,360 人権、コンプライアンス推進 他 

専 門 ・ 実 務 研 修 350 3,684 文書事務、契約事務、各所属実施研修 他 

そ の 他 の 研 修     76     325 他局委託研修 他 

合 計 608 7,002  
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Ⅱ 産業政策及び雇用就業政策の 

企画立案 
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第１ 産業・雇用就業政策の企画立案 

 

１ 産業・雇用就業政策の企画立案（企画調整課） 

  都内の産業振興と雇用就業の安定を図るため、重点的に取り組むべき政策の企画立案を行うと

ともに、局内・他局との調整を行う。 

 

２ 日本各地と連携した産業振興施策の推進（企画調整課） 

東京ひいては日本全体の経済活性化を実現するため、東京と日本各地が双方の強みを活かして

連携し、双方に高い効果が見込まれる産業振興施策を「ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＆ＴＯＫＹＯプロジ

ェクト」として、着実に推進する。 

 

３ 江戸東京きらりプロジェクト（企画調整課） 

江戸東京の伝統の技や老舗の産品等の「宝物」を発掘し、新たな視点で磨きをかけ、その価値

を高めるとともに、東京を代表するブランドとして、世界に発信することを通じて、将来に継承

するとともに、東京のイメージ向上や外国人旅行者増加に資することを目的として「江戸東京き

らりプロジェクト」を推進する。 

 

４ 地域未来投資促進事業（企画調整課） 

  平成 29 年７月に施行された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律」（地域未来投資促進法）の活用を図ろうとする区市町村や都内企業を関係部署と連携

し、支援する。 

 

５ 「女性活躍の輪（ＷＡ）」の戦略的展開（企画調整課） 

  あらゆる場面で女性が持てる力を発揮できるよう、企業や自治体等と連携し、「女性活躍の輪

～Ｗｏｍｅｎ ｉｎ Ａｃｔｉｏｎ～」（ＷＡ）を拡げ、気運醸成を推進する。 

 

６ 企業における女性管理職等の活躍促進事業（企画調整課） 

  企業における女性管理職等の活躍を推進するため、有識者会議を開催するとともに、企業間ネ

ットワークの構築や社会保障制度等に関する普及啓発等を実施する。 

 

７ 「女性応援拠点」のマネジメント体制の構築（企画調整課） 

  働く上で、女性が抱える課題に対応する「はたらく女性スクエア」において、経営者や管理職

等も含めた女性の働き方や活動の基盤づくりを後押ししていくとともに、東京ウィメンズプラザ

やひとり親などを支援する機関等と連携した支援体制を構築する。 

 

８ 業務プロセス最適化（ＢＰＲ）推進事業（企画調整課） 

業務プロセスの最適化（ＢＰＲ）を推進し、ＡＩの活用などを通じて、中小企業等支援の補助
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金事業における事務の効率化及び審査の迅速化を図り、職員の負担軽減や事業者へのクオリテ

ィ・オブ・サービス向上を実現する。 
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第２ 産業・雇用就業に係る統計分析及び調査 

 

東京の産業・雇用就業の実態と動向について、情報を収集・分析し、局事業の基礎資料として供するとと

もに、都民に情報提供を行っていく。また、局の政策課題について調査を行い、政策の実現に資する。 

 

1 統計分析（企画調整課） 

(1)  「東京の産業と雇用就業」の発行 

東京の経済全般に係る実態と動向、主要産業別の特性、また、雇用、失業、賃金、労働時間

等について、ポイントを分かりやすく分析・解説して発行する。 

(2)  「グラフィック東京の産業と雇用就業」の発行 

東京の産業と雇用就業に係る基本的・特徴的な状況を、コンパクトかつビジュアルにまとめ、

広く庁内・庁外にＰＲする資料として発行する。(日本文・英文) 

 (3)  「月刊 東京の産業・雇用就業統計」の提供 

東京及び全国の主要な経済指標（ＧＤＰ、貿易、生産、中小企業景況、設備投資、消費、職

業紹介状況、賃金、労働時間等）の動向を毎月、収集・分析・加工して、タイムリーな情報を

ホームページで提供する。 

(4)  「東京の企業倒産状況」の提供 

都内企業の倒産（負債額 1,000 万円以上）について把握・分析し、詳細情報を関係機関に提

供するとともに、毎月の動向をホームページで提供する。 

(5)  産業と雇用就業に係る基本統計の再編加工 

    国等が調査した産業と雇用就業に係る基本的な統計の原データを借り受け、東京都の産業振

興の視点からデータを再編加工し、政策立案の基礎資料として、関係部署に提供する。 

(6) 資料管理 

政策立案に必要な図書・資料等の収集・購入・整理・保管・提供を行う。 

  

２ 政策調査（企画調整課） 

局事業に関して、今後重要な施策として展開していく必要があると判断される課題、緊急に

対応すべき課題及び部をまたがる横断的テーマを選定し、施策の在り方や方向等について検討す

る際の基礎資料とするため、課題の実態を把握・調査分析する。 

(選定基準) 

ア 全庁的な取組がなされている政策に関わる横断的調査 

イ 部にまたがる政策に関わる横断的調査 

ウ 年度内に緊急に実施する必要性があるものと認められる調査 

エ その他、本事業により実施することが必要とされる調査 
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Ⅲ 中小企業対策 
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・サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進事業

・経営統合等による産業力強化支援事業

・事業承継を契機とした成長支援事業

・有明展示場の運営

ものづくりイノベーション企業創出道場

新製品・新技術開発支援

・多摩地域におけるイノベーション支援施設の運営

中小企業技術活性化支援事業

・製品開発着手支援助成事業

・新製品・新技術開発助成事業

・製品改良・規格等適合化支援事業

技 術 支 援

・組織化の推進

・広域産業交流・連携の推進

・広域ものづくりネットワーク形成支援事業

・多摩イノベーションエコシステム促進事業

・産業貿易センターの管理

・産業交流展

・地域連携型商談機会創出事業

・全国連携を踏まえた展示・商談会開催事業

ネットワークづくり支援

・多摩イノベーション総合支援事業

・シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業

・国際化への支援

・中小企業海外展開支援事業

・国際的ビジネス環境の整備促進

・海外企業とのイノベーション創出支援事業

・メディア活用販路開拓支援事業

・東京国際フォーラムの運営

・中小企業ニューマーケット開拓支援事業

・販路開拓におけるＤＸサポート事業

・市場開拓助成事業

・事業承継税制の対象企業認定

・伝統工芸品産業の振興

・伝統工芸品産業経営課題解決支援事業

・皮革関連産業振興

販路開拓支援

・社会実装参画による多摩イノベーション創出事業

○施策の体系（令和７年８月１日現在）

中小企業対策

経 営 支 援 経営革新支援

・経営革新支援指導

・中小企業事業革新支援事業

・目指せ！中小企業経営力強化アドバンス事業

・工業用水道から上水道への切替に伴う相談窓口の設置

経営安定支援

・小規模企業対策

・中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス

・中小企業人的資本経営支援事業

・中小企業新戦略・事業承継支援事業（団体向け）

・中小企業情報分析

・デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業

・企業変革推進事業

・危機管理対策事業

・事業承継・再生支援事業

・倒産防止特別支援事業

・下請企業対策

・フリーランス取引適正化支援事業

・明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業

・国際展示場の運営



・知的財産総合センターの運営

・知財戦略導入支援事業

・知的財産活用製品化支援事業

・スタートアップ知的財産支援事業

・重要な技術に関する知的財産保護事業

デザイン活用への支援

・東京都ベンチャー技術大賞

・発明くふう展等

知的財産活用への支援

・知的財産活用本部の運営

中小企業デジタルコンシェルジュ

ＴＯＫＹＯ戦略的イノベーション促進事業

先進的防災技術実用化支援事業

安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業

生産性向上のための現場改善推進事業

・デザイン経営支援事業

・東京デザインコンペティション事業

ＤＸ推進支援事業

中小企業デジタルツール導入促進支援事業

都内中小企業向けデジタル技術導入促進ナビゲーター事業

スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援

創 業 支 援

高齢者向け新ビジネス創出支援事業

介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業

大学と連携したものづくり中小企業のイノベーション支援事業

５Ｇによる製造工場のＤＸ・ＧＸ推進事業

ゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発支援事業

ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業

女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業

成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業

・法人設立事業資金の交付

・成果発信事業

インキュベーション施設の運営

・インキュベーション施設

・先駆的ベンチャー支援施設

青山創業促進センターの運営

次世代アントレプレナー育成プログラム

・ビジネスプランコンテスト事業

・アントレプレナーシップ醸成事業

・コミュニティ

創業支援拠点（多摩）の運営

女性ベンチャー成長促進事業

スタートアップ・エコシステムにおける女性活躍推進事業

多様な主体によるスタートアップ支援展開事業

起業家による空き家活用事業

小中学校向け起業家教育推進事業

スタートアップの成長に向けた採用・組織構築支援事業

創業活性化特別支援事業

・インキュベーション施設運営計画認定事業

・インキュベーション施設整備・運営費補助事業

・創業助成事業

インキュベーターによる起業家支援事業

創業支援拠点の運営

高校生起業家養成プログラム

シニア創業促進事業

創業活性化に向けた広報ＰＲ

スタートアップ総合支援拠点の運営

スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業

世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援
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スタートアップ・グローバル交流ＨＵＢ事業

新事業発掘プロジェクト

スタートアップ社会実装促進事業

社会課題解決型スタートアップ支援事業

リスタート・アントレプレナー支援事業

５Ｇ技術活用型開発等促進事業

事業承継を契機とした「第二創業」支援事業

「社会起業家」創出・育成支援事業

エンジェル税制の対象企業確認

地域産業活力創出支援事業

地域産業成長支援事業

地域産業デジタル化推進事業

都内ものづくり企業地域共生推進事業

地域工業連携強化支援事業

地 域 工 業 の 活 性 化

次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業

行政課題解決型スタートアップ支援事業

スタートアップによる島しょ振興促進事業

多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業

開発途上国の社会課題解決に資するスタートアップ支援事業

・江東再開発地区指導

砂利採取及び採石業者指導等

多摩産業交流センターの管理

イノベーション創出拠点の整備推進事業

商店街活性化対策地 域 商 業 の 活 性 化

・商店街実態調査事業

ＴＯＫＹＯ地域資源等を活用したイノベーション創出事業

東京都企業立地相談センターの運営

立地環境の改善指導

・工場適地調査

・集団化指導

・東京都スマート商店街推進事業

大型店環境調整

・大型店届出調整

・大規模小売店舗立地審議会

・大型店調査研究

総合支援事業総 合 的 支 援

・商店街活性化支援

・東京都商店街振興組合連合会指導事業

魅力ある商店街づくり

・商店街チャレンジ戦略支援事業

・商店街ステップアップ応援事業

・進め！若手商人育成事業

新事業分野開拓者認定・支援事業

中小企業情報のネットワーク整備

・中小企業情報システム

・中小企業支援システムの管理運営

中小企業振興公社の管理運営

中小企業振興対策審議会

・総合的支援体制の整備

・事業可能性評価事業

・情報提供事業

・専門家の派遣・人材育成事業

政策課題対応型専門家派遣事業

カスタマーハラスメント対策に向けた経営支援事業

地域中小企業振興センター建物維持管理

産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ建物維持管理

秋葉原庁舎建物維持管理

戦略的産業分野の育成
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・コンテンツ産業の海外展開支援事業

・コンテンツの活用

・アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業

・東京発「クールジャパン」（中小企業等の国際展開）の推進

・中小企業受注拡大プロジェクト

女性経営者等の活躍促進事業

・航空宇宙産業への参入支援事業

・医療機器産業への参入支援

ｅスポーツに係る産業の振興

ＸＲ、メタバース等を活用した産業の振興

中小企業ＳＤＧｓ経営推進事業

ＥＣサイトの活用による東京の特産品販売支援事業

ＥＣサイトの活用による東京の伝統工芸品販売支援事業

伝統工芸品の体験型ビジネス構築支援事業

ファッション産業の振興

地域特性に着目した産業振興

ファッション産業の担い手発掘・育成事業

中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業

オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業

日系製造業等に対する投資促進事業

ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業

・製品開発支援事業

・販路拡大助成事業

都市型産業施設を活用した事業可能性調査

食品利用高度化推進事業

地域特産品開発支援事業

加工食品等海外販路開拓支援事業

先端技術を活用した社会課題解決促進事業

ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業

中小企業経営承継円滑化法による金融支援

中小企業制度融資

中小企業金融の信用補完等

金融・経営一体型支援事業

金融機関と連携した海外展開支援

東京都と地域の金融機関とが連携して実施する融資制度（東京プラスサポート）

試 験 研 究 機 関

金 融 支 援

デジタル技術を活用した産業マーケティング事業

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

東京都地方独立行政法人評価委員会の運営

東京都立皮革技術センター

貸金業の指導監督

私募債を活用した女性活躍支援

地域金融機関による脱炭素化支援事業

災害復旧資金融資等利子補給

高度化資金貸付

包括連携協定に基づく金融機関との連携推進等

都内中小企業に対する施策活用促進事業

中小企業向けファンドへの出資

ファンドを活用した多摩・島しょ地域における中小企業支援

ファンドを活用した人手不足問題の解決に取り組む中小企業支援

クラウドファンディング（購入寄付型・株式型）を活用した資金調達支援事業

債権譲渡による資金調達支援

私募債を活用した事業承継支援

東京都動産・債権担保融資（ＡＢＬ）制度

女性・若者・シニア創業サポート事業

女性・若者・シニア創業サポート2.0

外国人起業家の資金調達支援

地域金融機関による事業承継促進事業
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第１ 経営支援 

 

中小企業は、多様な事業分野で特色ある事業活動を行っており、こうした活動を通じ、都民の日

常生活の財やサービスを提供するとともに多様な就業の機会を創出して、地域経済を支える役割を

担っている。 

しかし、激化する国際競争、人口減少・少子高齢化・後継者不足等により、経営の立て直しが迫

られるなど、中小企業を取り巻く経営環境は、厳しい状況が続いている。 

こうした状況を乗り切るため、個々の中小企業や各業界における新しい技術・製品や新しい事

業・サービスの開発への積極的な自助努力、また、地域・企業のグループによる活性化の取組に対

して支援し、経営の改善・強化を図る。 

 

１ 経営革新支援（経営支援課・調整課） 

中小企業を取り巻く環境は、産業構造のサービス化や情報技術の高度化、世界経済等により、

大きく変化している。こうした状況下の企業経営では、製品・サービスの高付加価値化や市場の

変化に迅速、的確に対応できる力を確保すること等が重要な課題となる。 

経営革新支援は、中小企業等が経営革新を図るため、新たな事業活動や経営力向上に向けた取

組などを行う場合に支援を行うものである。 

(1) 経営革新支援指導 

少子高齢化、経済活動のグローバル化の進展等、中小企業を取り巻く経営環境が絶え間なく

変化する中で、中小企業は多種多様な業種・業界があることに加え、生産や存立の形態が異

なっており、実態に即した施策の検討・構築が必要である。 

このため、製造業、流通業、サービス業等の業界の実態を把握し、各々のニーズを反映した

施策を業界とともに総合的かつ効果的に推進し、中小企業の経営の革新を図っていく。 

・業種別動向調査：業界の現状を把握するため、業種別に調査を行う。 

・情報連絡会：業界との情報交換及び施策の普及を行う。 

・経営革新支援協議会：経営革新の支援体制の整備に関し、関係機関と連絡・協議を行う。 

・全国皮革行政連絡協議会：皮革関連産業を有する都府県が情報交換し、国に対し要望等を行

う。 

・経営革新計画承認企業フォローアップ支援 

ア 実施フォローアップ 

承認直後から計画開始２年未満の企業等に対し、経営の専門家を派遣して計画の実現を

後押しする。また、事例集を発行し経営革新計画への取組拡大を図る。 

イ 終了時フォローアップ 

経営革新計画の残存期間が１年未満の企業等に対し専門家を派遣し指導する。また、

「東京都経営革新優秀賞」を設置して、計画に基づく取組により、付加価値額の向上等、

優れた経営の成果を収めた中小企業の表彰を行う。 

  



・承認申請窓口の設置：商工団体等への受付窓口等を設置し、中小企業の利便性の向上を図る。 

・関係機関への情報提供等 

(2) 中小企業事業革新支援事業 

中小企業等経営強化法に基づき、経済的環境の変化に即応して中小企業自らが行う経営革

新・研究開発等、事業を支援するための措置を講じ、中小企業の創意ある事業の取組により経

営の向上を図っている。 

※中小企業等経営強化法とは、中小企業等が行う経営革新や新たな事業活動、経営力向上に

対し支援することにより、中小企業等の経営強化を図ることを目的とする。（平成 11 年

法律第 18 号） 

ア 経営革新計画の承認 

中小企業者等が策定する経営革新計画を知事が承認する。 

       （計画の内容） 

・新商品の開発又は生産 

・新役務の開発又は提供 

・商品の新たな生産又は販売の方式の導入 

・役務の新たな提供の方式の導入 

・技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動 

   （承認企業への支援策） 

・政府系金融機関による低利融資〔日本政策金融公庫〕 

・中小企業信用保険法の特例〔信用保証協会〕 

・東京都制度融資 

・市場開拓助成事業 等 

イ フォローアップ調査 

     経営革新計画の承認を受けた企業を対象に、アンケート調査を実施する。 

(3) 中小企業人的資本経営支援事業 

都内中小企業が、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期

的な企業価値向上につなげる「人的資本経営」を推進するため、普及啓発や推進人材の育成及

び情報発信等を行うことで、企業価値の創造や競争力の向上を後押しする。 

(4) 中小企業新戦略・事業承継支援事業（団体向け） 

ポストコロナにおいて持続的な成長を実現できるよう、中小企業団体等又は中小企業グルー

プが行う新たな市場開拓や生産性向上等の取組を支援する。具体的には、事業実施主体となる

団体等に対して、コーディネータを配置し、事業計画の策定からその後の実施までを一貫して

支援するとともに、実施に係る経費の一部を助成する。また、団体が取り組むデジタル技術等

を活用した販売力強化や、事業承継支援につながる先進的な事業の実施を後押しして、各業界

の持続的な発展を支援する。 

(5) 中小企業情報分析 

ア 中小企業の現状 

産業振興施策等の企画立案資料として活用するため、また、中小企業の経営に資するため、

都内中小企業の経営実態や行動を把握し、総合的に現状と課題を整理して年度ごとに報告書
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として取りまとめる。製造業、サービス産業、流通産業を３年ごとに調査対象とし、令和７

年度はサービス業を対象に調査を行う。なお、結果はホームページで公開する。 

イ 景況調査 

都内中小企業の景況（業況、売上高、予想業況等）を毎月アンケート調査することによっ

て、業種別、規模別の景気の状況を迅速に把握し、中小企業の経営判断の資料として情報提

供するとともに施策立案等に活用する。 

他に、四半期ごとの調査（設備投資等）及びテーマ別の付帯調査を行う。また、都内中小

企業の景気関連の情報を Web サイトから発信し調査結果の認知度向上やデータの有効活用を

促進する。 

ウ 事業化調査 

産業振興策等の具体的な施策化に当たって、調査の対象や内容を絞り込み、施策効果の向

上と実施の効率化を図るために調査を行う。また、急激な経済環境変化など緊急課題の調査

も行い、その結果を対応策の立案に活用する。 

(6) デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業 

都内総生産の８割以上を占めるサービス産業は東京の経済を支える主要産業である。しかし

ながら、サービス産業の事業者は他の産業に比べ個人経営の割合が高く、経営基盤がぜい弱で、

都内産業の更なる発展を図るには、サービス産業に対する継続的な支援が必要である。 

本事業では、高付加価値が期待でき、経済波及効果が高い「デジタル技術」を有効活用した、

社会変化のニーズに応じた先進的なサービスの創出を後押しすることにより、都内産業の活性

化と都民の QOL の向上を図る。 

(7) 企業変革推進事業 

企業変革を推進するため、都内中小企業の事業計画の見直しや新たな収益基盤の確保等に必

要な支援を行う（新規採択は令和 6年度まで）  

(8) サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進事業    

中小企業が、経営環境の変化に柔軟に対応し、新たな取組の事業化やサプライチェーンの強

化に向けた企業間連携などを着実に実施できる力を高めることが重要である。そこで、サプラ

イチェーンの強化などに資する中小企業の「企業変革力」の向上を図るため、戦略立案から計

画の策定、実行、資金支援までを一気通貫で支援する。 

(9) 経営統合等による産業力強化支援事業 

都内経済がさらなる発展を遂げるためには、サプライチェーンを構成する企業が力を合わせ、

事業承継による経営統合等の大規模な変革を遂げることが必要である。そこで、産業力の強化

を図るため、サプライチェーン全体の付加価値向上につながる経営統合等を契機とした新たな

取組を支援する。 

 

２ 経営安定支援（経営支援課・地域産業振興課） 

経営安定支援は、需要の低迷等により厳しい環境にある産業、親企業の動向に左右される不安

定な下請企業、また、伝統的な技術、技法を今日に伝承する産業などに対し、環境変化への対応

や経営力強化のための各種支援を実施するものである。  

(1) 小規模企業対策 
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中小企業の中でも特に小規模企業者（従業員 20 人以下、商業・サービス業５人以下）の経

営の安定を図るため、商工会・商工会議所等が小規模企業者の経営を改善するために実施する

経営相談、講習会の開催、会計の記帳指導等に係る経費を助成するとともに、商工会等に対し

て現地指導や検査を行う。 

また、小規模企業者が経営を見直し、世代交代や業態の転換等を進めながら地域で持続的な

発展を図ることができるよう、都内９か所に支援拠点を設置し、小規模企業者が抱える事業承

継や事業転換等の課題解決を支援するとともに、地域ブランド開発など商工会等が取り組む活

性化事業等を支援している。さらに、多摩・島しょ地域において事業承継や地域資源を引き継

ぐ取組を支援するための助成事業を実施する。 

(2) 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス 

中小企業が抱える経営課題を解決し、都内中小企業の底力向上と将来の成長を図るため、都

内の中小企業支援機関との連携の下、商工会・商工会議所の経営指導員と専門家を企業に派遣

する。これにより、経営分析の実施から短期的・中長期的課題の解決に向けた支援までを、切

れ目なく一気通貫に支援していく。また、事業計画の進捗確認やその実行継続、計画の見直し

に向けた支援も行う。 

   ア 経営分析（１企業当たり１回まで） 

 中小企業診断士の派遣により企業の抱える顕在的・潜在的な課題を明確にすることで、企

業自身の気づきを促す。 

   イ グロースサポート（１企業当たり 14回まで） 

 経営分析で明らかになった課題の解決に向け、専門家を派遣し、短期的な支援から中長期

計画の策定・実行支援などを行う。 

(3) 下請企業対策 

下請中小企業の経営基盤はぜい弱で、経済情勢の変動等に伴う種々の影響を受けやすいため、

下請取引等を始めとする諸問題の解決に向けて取り組むとともに、適正な仕事の確保等により、

下請中小企業の自立化を図っている。 

ア 下請取引の振興 

受注・発注の情報提供、技術水準向上、育成指導及び経営合理化の指導等を行うとともに、

下請取引の実態調査、展示会出展及び下請企業取引対策商談会を実施し、下請中小企業の適

正な仕事の確保や自立化を支援している。 

イ 下請取引の適正化推進 

下請取引に係る紛争解決のため、法務大臣によるＡＤＲ認証を取得し、迅速かつ効果的な

相談及び調停を実施する。調停人として弁護士を配置するほか、紛争解決専門員が問題の解

決に当たる。また、取引適正化相談員を配置し、巡回による取引改善指導を行うとともにア

ドバイザーによる価格交渉支援を実施する。 

ウ 下請企業等への支援 

下請取引適正化推進員制度を活用し、下請企業に対する不法・不当なしわ寄せの防止と下

請法の法令順守の普及啓発を図るとともに、主要業種団体との協議会を開催し、生産動向や

発注動向等を聴取している。また、東京商工会議所及び東京都商工会連合会に設置する経営

安定特別相談室において倒産防止相談事業を実施している。さらに官公需における中小企業
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の受注機会の確保を図る。 

 (4) フリーランス取引適正化支援事業 

   「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化 

   等法）」が義務付ける内容等について普及啓発や情報発信等を行い、フリーランスと発注事 

   業者間の取引の適正化を推進していく。 

(5) 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業 

主として発注企業の仕様に基づいて製品、サービスを提供する受注型中小企業が行う、自社

の技術・サービスの高度化・高付加価値化に向けた取組に要する経費の一部を助成することに

より、受注機会や事業範囲の拡大等、企業の技術・経営基盤の強化を支援する。 

・ 助成限度額：20,000 千円（一般枠）、10,000 千円（小規模企業枠） 

・ 助成率：２／３以内 

・ 助成期間：１年３ヶ月以内 

(6) 目指せ！中小企業経営力強化アドバンス事業 

ア 展示会等出展支援助成事業（展示会出展助成事業） 

経営基盤の強化に取り組む都内中小企業や積極的にＰＲ展開を図る企業に対し、販路開

拓を目的として、都内中小企業が展示会に出展する取組等に対して、経費の助成を行う。 

また、展示会出展やＰＲ展開をより効果的に実施するためのセミナーを開催する。 

・助成率：２／３以内・助成限度額：150 万円 

イ マッチング商談会の開催 

受注機会の拡大を支援するために、マッチング商談会を開催する。 

(7) 工業用水道から上水道への切替に伴う相談窓口の設置 

 上水道への切替完了後、料金の上昇に伴う経営や技術に関する様々な課題に対応できるよう、      

フリーダイヤルによる相談予約窓口を設置する。 

(8) 危機管理対策事業 

ア 東京都ＢＣＰ策定支援事業 

大地震や風水害、感染症の蔓延などが発生した場合でも速やかに事業を継続するための計

画である事業継続計画（ＢＣＰ）の策定は重要な課題であるため、普及啓発セミナーやＢＣ

Ｐ策定支援講座、策定個別コンサルティングを実施することにより、都内中小企業のＢＣＰ

策定を支援する。また、既にＢＣＰを策定済みの都内中小企業を対象としたセミナーを開催

し、ＢＣＰの継続的な取組を支援する。 

イ 中小企業サイバーセキュリティ対策事業 

テレワークの普及やデジタル化、昨今のサイバー攻撃の激化により、中小企業のセキュ

リティ対策は急務となっているが、セキュリティ対策の必要性を感じていない企業やセキュ

リティ対策を継続できていない企業が存在する。  

こうした状況を踏まえ、社内全体でのセキュリティ意識啓発をはじめ、セキュリティ機

器等の技術的対策の導入支援、サイバーセキュリティ人材の育成支援、インシデント対応を

強化する体制整備の支援を行うことでセキュリティ対策の実践を後押しする。 

(ｱ) サイバーセキュリティ普及啓発事業 
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 ・ 普及促進 

   警視庁や中小企業支援機関等と連携、ポータルサイトやガイドブック等を活用したサ

イバーセキュリティに関する様々な情報の発信 

 ・ 啓発事業 

   セキュリティ診断・ヒアリングにより、個社のセキュリティ状況を確認の上、経営

層・従業員・セキュリティ担当者といった企業における各主体に働きかける取組のうち

必要な支援を提供し、企業全体でセキュリティ対策の必要性を認識させ、対策実践を後

押し(サイバー攻撃演習セミナー、標的型攻撃メール訓練、ネットワーク調査・構成図

作成) 

(ｲ) サイバーセキュリティ基本対策事業 

  セキュリティ機器やソフトウェアの技術的対策の導入支援や、情報セキュリティポリ

シーの策定・見直しや情報資産管理台帳の整備への専門的支援などのサポート 

(ｳ) サイバーセキュリティ社内体制整備事業 

    ・ 実践力強化プログラム 

    サイバーセキュリティ人材の育成支援や実践的な課題解決を通じ、セキュリティ対策

の継続性の担保を後押し 

   ・ インシデント対応強化 

    専門家を支援企業に派遣し、社内のインシデント対応体制(CSIRT、IT-BCP 等)の構築

を支援し、インシデント机上演習を実施し、社内のインシデント対応強化を支援する。 

  ・ フォローアップ 

       過去の東京都事業参加企業等のうち希望する企業について専門家によるセキュリティ

対策点検を行い、定期的なセキュリティ対策の見直しを支援するほか、各機関が発信す

る脆弱性情報やインシデント情報、支援事業等を情報コンテンツとして作成し情報提供 

  ウ 中小企業における危機管理対策促進事業 

都内中小企業にとって首都直下型地震や局地的豪雨といった自然災害、大都市で流行し

やすい感染症や近年増加しているサイバー攻撃は、今すぐにでも起こりうる重大なリスク

となっている。経営基盤が脆弱な中小企業が安全・安心に事業を継続できるよう、様々な

支援メニューにより、実効性ある事業継続対策を後押していく。 

（ｱ） ＢＣＰ実践促進助成金 

助成率：１／２以内（小規模企業２／３以内）、助成限度額：1,500 万円（システム

のクラウド化の場合：450 万円） 

（ｲ） ＬＥＤ照明等節電促進助成金 

助成率：１／２以内、助成限度額：1,500 万円 

（ｳ） サイバーセキュリティ対策促進助成金 

助成率：１／２以内、助成限度額：1,500 万円 

 (9)  事業承継・再生支援事業 

都内中小企業の多くが事業承継の問題を抱え、これを放置すると東京の産業の存立基盤そ

のものが崩壊してしまう恐れがある。円滑な事業承継のためには、早期からの準備や後継者
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の育成等が重要であり、潜在層への働きかけから相談に至る体制を整備するとともに、普及

啓発セミナーや後継者育成支援等の施策を実施していく。  

また、次代に引き継ぐべき優れた技術等を有し、かつ事業承継に取り組む意欲をもつ企業

に対しては、継続的なハンズオン支援の実施や、事業承継、経営安定化のために必要となる

取組に要する経費の一部を助成するほか、会社合併や事業譲渡等の相手先を探すために必要

となる経費の一部を助成する。 

・事業承継支援助成金 助成率（※）：２／３以内、助成限度額：200 万円 

（※小規模企業者が「企業価値や事業価値の算定に取り組む場合は 10/10） 

あわせて、近年増加している第三者承継を支援するため、事業譲渡等を検討している企業

を対象に、事業内容の分析や譲受企業とのマッチングを支援するほか、譲受企業に対しては

Ｍ＆Ａ後の経営統合作業の支援を行う。加えて、創業希望者と後継者不在の企業とのマッチ

ングの仕組みを構築する。 

(10) 倒産防止特別支援事業 

公社に「事業再生特別支援相談窓口」を設置し、公社コーディネータを中心に金融機関・

公社・専門家が連携を図り、金融機関からの依頼等に基づき、倒産の恐れのある都内中小企

業に対して相談に応じるとともに、必要に応じて専門家を派遣する。 

また、東京商工会議所と東京都商工会連合会に「経営安定特別相談室」を設置し、倒産の

恐れのある都内中小企業からの相談に応じる。 

(11) 事業承継税制の対象企業認定 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20 年法律第 33 号）に基づき、

事業承継に伴い、中小企業の非上場自社株式等を先代経営者から贈与、相続又は遺贈により

取得した場合の贈与税・相続税の納税を猶予・免除する特例制度の認定業務を遂行するとと

もに、制度の活用促進を図る。（平成 29 年４月１日より認定事務が国（経済産業省）から

都道府県に移管） 

(12) 事業承継を契機とした成長支援事業 

先代経営者から後継者への事業承継を契機とした新規事業展開を助成金及びアドバイザー

派遣で支援することで、更なる成長を目指す中小企業の発展を推進する。 

・助成金：助成率２／３以内（賃金引上げ計画を策定した場合３／４以内、 

     うち小規模企業は４/５以内）、助成限度額 800 万円 

・アドバイザー派遣：助成金採択事業者を対象に１社２回派遣 

(13) 伝統工芸品産業の振興 

東京には、歴史と風土に育まれ、その伝統を今に伝える伝統工芸品が数多く存在する。し

かし、これらに携わる企業はほとんどが小零細企業であり、近年の社会・経済環境の変化に

対応しきれず、技術の伝承さえ困難な状況にあるため、伝統工芸品産業の保存と発展を図っ

ている。 

・伝統工芸品展等による市場開拓事業 

・展示販売会等による後継者育成支援事業 

・功労者顕彰や伝統工芸士の認定などの普及推進事業 
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なお、伝統工芸品目の指定は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和 49 年法律第

57 号）により国から指定されるものと、都の指定する伝統工芸品目があり、現時点の指定品

目数は、都の指定が 42 品目、国の指定が 21 品目となっている。 

(14) 伝統工芸品産業経営課題解決支援事業 

東京の伝統工芸品業界は、生活様式や社会状況の変化により、存続の危機に瀕している状

況である。厳しい状況を打破していくためには、個々の事業者のみならず業界全体で現状や

経営課題を把握し、今後の経営の方向性を見出していく必要がある。そのために必要となる

経営基盤の強化や業界の喫緊の課題となっている技術承継について支援をする。 

ア 職人ステップアップ事業 

  ・普及啓発セミナー 

  ・課題解決実行支援（ハンズオン） 

イ 技術承継コース 

(15) 皮革関連産業振興 

皮革関連産業の経営環境は、皮革の輸入自由化などの影響を受け、大変厳しいものとなっ

ているため、皮革製品の国内外の展示会出展や技術者の海外研修などにより、皮革関連産業

の振興を図っている。 

ア 皮革産業活性化対策 

(ｱ) 皮革総合見本市参加事業 

皮革の総合見本市等に皮革製品を展示し、国内外の販路開拓を図る。 

・国内展示会：年２回（東京レザーフェア） 

・海外見本市：年１回（ジャパン・シューズフェア） 

(ｲ)  皮革産業技術者研修派遣 

皮革関連産業の技術者をイタリアのアルス製靴学校に派遣し、高度な意匠技術を

習得させるとともに市場動向を把握し、意匠技術や新製品等の開発能力の向上を

図っている。 

・受講資格：概ね２年以上の実務経験を有し選考試験に合格した者 

イ 皮革製品製造業経営安定対策               

消費者ニーズの動向を的確に把握する展示会を開催し、新商品の開発及び販路の開拓

を図っている。 

・年２回開催・・・靴展示会       １回 

皮革製品展示会  １回 

ウ 皮革関連産業振興対策 

(ｱ) 皮革関連産業素材開発支援事業 

欧州先進国における素材、商品等のファッション、トレンド、消費者ニーズ等の

情報を収集・分析・提供し、新素材開発に向けての具体的な検討を行う。 

開発した素材の試作品は、展示会等で展示することで、新素材のＰＲを行う。 

(ｲ)  皮革鞣製業経営安定対策 

豚革の素材を活かしたデザインの新商品などの展示会を実施し、皮革関連製品の

需要開拓を行う。 
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・展示会開催  

豚革のイメージアップと豚革製品の内需拡大を図るため、ファッションショー

等を行う。 

・需要開拓  

皮革関連産業の販路開拓を促進するため、繊維総合見本市やギフトショーへ積

極的に出展する。 

・新商品企画開発 

豚革商品の試作を進め、皮革製品業界の開発意欲の喚起を図る。 

(ｳ)  小規模事業者等啓発事業 

産業界等に対し、人権問題に対する理解と協力を求めるため、有識者による講演

会等を行う。 

 

３ 販路開拓支援（経営支援課・調整課） 

経済のグローバル化により、都内中小企業においては、国内の販路拡大に加え、海外展開を志

向する企業が増加している。 

都では、都内中小企業等が見本市、会議等として活用できる施設の運営・管理をはじめ、海外

展開や海外販路拡大を志向する企業への支援や海外企業の誘致促進によるビジネス機会の拡大な

どに取り組んでいる。 

(1) 国際展示場の運営                

東京国際展示場（東京ビッグサイト）は、見本市、会議、イベントなどの多様な催し

を開催できる国内最大の総合コンベンションセンターである。この施設の運営を通じて

産業や文化の発展と交流に寄与している。 

(2) 有明展示場の運営 

有明展示場（有明GYM-EX）は、東京2020大会で使用された有明体操競技場の後利用と

して整備された展示場である。この施設と東京国際展示場（東京ビッグサイト）との一

体的な運営を通じて、都内中小企業の振興に寄与していく。 

 (3) 東京国際フォーラムの運営 

東京国際フォーラムは、東京の中心から文化と情報を国際規模で発信し、イベント、展示

会、会議などの多様な催しを開催できるコンベンション＆アートセンターである。この施設

の運営を通じて、産業や文化の発展と交流に寄与している。 

 （4） 中小企業ニューマーケット開拓支援事業          

ベンチャー企業をはじめとした中小企業は、製品開発力・技術力を充分備えていても営

業力が弱いため、販路先の確保が難しい面がある。 

そこで、営業経験の豊富な大企業ＯＢなどの持つネットワークや市場情報を有効に活用

して、中小企業の優れた製品や技術を商社やメーカーに紹介するとともに、「売れる製

品・技術」として改良するためのアドバイス等を行う。また、マーケティング戦略策定か

ら支援し、営業力強化及び営業体制の確立に対する意識改革を促しながら自立化へ導く。 

 （5） 販路開拓におけるＤＸサポート事業 

     中小企業における販路開拓手法のＤＸ推進のため、ＤＸの必要性や有用性を説明する普
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及啓発、基礎的な知識や手法を付与する人材育成講座、アドバイザーを派遣し支援するデ

ジタルマーケティング実践支援、また支援の成果事例の発信を実施する。 

（6） 市場開拓助成事業 

       東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社から一定の評価又は支援を受け自ら開発、又

は「イノベーションマップ」に該当する自社の製品等について、国内外の見本市に出展する

費用や新聞・雑誌等に掲載する広告費等の一部を助成する。 

（7） シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業 

   介護を必要とする高齢者や障害者が利用する福祉用具をはじめ、アクティブシニア向け 

  製品・サービス、障害の有無に関わらず誰でも利用できるアクセシブルデザイン製品等、 

  高齢者や障害者を対象とした幅広い製品・サービスの国内外への販路拡大を支援する。 

(8) 国際化への支援 

ア 海外貿易情報の収集提供支援 

（独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）の保有する貿易･投資情報の提供等を通じて、都

内中小企業の海外投資や貿易の振興を促進する。 

イ 輸出信用補償 

株式会社日本貿易保険（旧（独）日本貿易保険）が実施している輸出手形保険に対し、

都は 15％を上限に上乗せ補償を行ってきた。現在、新規付保や荷為替手形買取金融機関へ

のてん補金の支払いは終了しているが、過去にてん補金を受けた金融機関からの回収金の

受入等を行っている。 

  (9) 中小企業海外展開支援事業 

ア 海外展開総合支援事業 

(ｱ) 海外販路ナビゲーターによるハンズオン支援 

海外のビジネス事情に詳しい企業ＯＢ等が、専門商社を活用するなどして、都内中小

企業の海外取引や海外進出に向けた取組を支援する。 

(ｲ)  海外展示会出展等支援 

出展効果の高い海外の展示会・見本市や、海外オンライン展示会、海外現地でのテス

トマーケティング及び現地バイヤーとの商談会等を有効に活用し、中小企業の海外販路

開拓を支援する。 

(ｳ) 海外ワンストップ相談 

輸出入、海外投資、海外事情等の海外展開に関する様々な相談にワンストップで対応

する相談事業を実施する。 

(ｴ)  海外展開チャレンジ支援 

海外展開を目指す企業に対し、セミナー、個別相談会による情報提供や事業計画の策

定支援等を実施する。 

    (ｵ) 欧米中展開サポート事業 

米中貿易摩擦等の国際情勢の著しい変化に的確に対応するため、海外ワンストップ相

談員が欧米中の相談を受けた際に現地情報を収集できるホットラインを設置する。 

     (ｶ) 越境ＥＣ出品支援 

セミナーでの情報提供のほか、特設サイトを開設して出品及びプロモーション支援を
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行い、中小企業の越境ＥＣへの参入をハンズオンで支援する。 

    (ｷ) 海外展開準備サポート 

ハンズオン支援対象企業に対し、ローカライズ、ＷＥＢサイト等の英文対応、貿易

実務、現地規制等への対応など各企業が抱える課題に応じて専門家がサポートする。 

 (ｸ)  ＣＥＯ・バイヤー商談会プログラム 

海外優良企業のＣＥＯやバイヤーを国内外において商談会、工場見学などを実施      

し、成約確度の高い効果的なマッチングの場を提供する。 

  イ ＡＳＥＡＮ展開サポート事業 

(ｱ) タイ事務所 

（公財）東京都中小企業振興公社のタイ事務所において、相談対応や現地情報

の提供、ビジネスマッチングなどにより、都内中小企業の現地での営業活動の支援と技

術・製品等のＰＲのための情報発信を行う。 

(ｲ) サポートデスク     

都内中小企業の海外展開に伴う現地支援拠点として、インドネシア（平成 29 年度）

及びベトナム（平成 30 年度）に設置したサポートデスクで、現地の法規制や経済事情

を踏まえた相談対応、ビジネスマッチング等を実施する。 

ウ 海外進出サポート事業 

  海外進出を目指す都内中小企業に対し、生産委託や技術連携、海外への生産拠点の設置

など、企業規模や成長ステージに合わせ、進出の検討から実施まで企業ニーズに応じたき

め細かな支援を行い、都内中小企業の海外進出を後押ししていく。 

   エ 中小企業のグローバル化に向けた組織構築支援事業 

 ダイバーシティ経営やグローバルで活躍できる組織・人材の育成に対する経営者の意識

を高めるとともに、外国人材活用を含めた国内外の幹部人材及び貿易実務担当者の育成な

どグローバル視点での組織・人材育成を総合的に支援する。 

オ 海外デジタルマーケティング支援事業 

     海外展開を志向する都内中小企業のデジタルツールを活用した英語での情報発信力の強

化を目的に、英語ページやＰＲツールなどの作成等を支援する。 

   カ 商社を活用した輸出拡大支援事業 

海外企業との取引に精通している商社と中小企業のマッチング商談会を開催するととも

に、専門家による商談サポート等を行い、中小企業の間接輸出を後押しする。 

キ 地域間経済交流事業 

海外都市（地域）と経済交流に関する協定等を締結し、都内中小企業が現地支

援機関等のネットワークを活用できる仕組みを構築することで、都内中小企業の

欧米への展開を支援する。あわせて、ドイツＮＲＷ州中小企業の東京でのビジネ

ス機会の拡大を支援し、都内企業及びＮＲＷ州企業の経営活性化を図る。 

ク 成長産業分野の海外展示会出展支援事業 

世界最大級の海外展示会（医療関連機器・環境・エネルギー分野等）への出展を通じ、

優れた製品・技術を世界に発信するとともに海外市場への参入を支援する。 

 (10) 国際的ビジネス環境の整備促進 



東京で起業や事業展開を目指す外国企業、外国人起業家等を対象に、ビジネス及び生活に

関する相談対応を行う「ビジネスコンシェルジュ東京」を運営する。また、誘致した外国企

業等との協働を促進し、都内中小企業のビジネス拡大へ繋げていくため、都内中小企業と外

国企業とのマッチング商談会等を実施する。 

（11） 海外企業とのイノベーション創出支援事業 

都内中小企業と東京進出外資系企業の連携を促進するための支援を行うとともに、多様な

連携先の確保に向け、ＡＳＥＡＮ を中心とする海外企業などに向けて、東京進出に関する情

報提供や相談体制の確保、定着支援などを実施する。 

(12) メディア活用販路開拓支援事業    

メディア（インターネット販売等）を活用して紹介・販売することで、商品開発力を持つ

都内中小企業者の更なる成長につながるよう、販路開拓を支援する。 

(13) 産業貿易センターの管理 

中小企業をはじめとする東京都の商工業及び貿易の振興を図るため、見本市及び展示会等

に必要となる展示室、会議室の貸出を行う。 

・展示室等   産業貿易センター台東館（台東区花川戸２－６－５） 

産業貿易センター浜松町館（港区海岸１－７－１） 

・指定管理者  （公財）東京都中小企業振興公社                     

(14）産業交流展 

首都圏の中小企業の優れた技術や製品を一堂に展示する国内最大級の総合見本市を、九都

県市が連携して開催する。令和３年度から、従来のリアル展示会に加え、ウェブサイト上の

オンライン展示会を開催し、「リアルとオンラインの融合」による新たなビジネスマッチン

グ等の機会を提供する。 

・令和５年度実績 リアル展 

         出展者数：620 社・団体（831 小間）  

来場者（再入場は含まない）：14,137 名 

         オンライン展 

         出展者数：647 社・団体  

ログイン数（重複除く）： 8,863 回 

・令和６年度実績 リアル展 

         出展者数：679 社・団体（855 小間） 

来場者(再入場は含まない）：17,454 名 

         オンライン展 

         出展者数：692 社・団体 ログイン数（重複除く）：11,033 回 

 (15) 地域連携型商談機会創出事業 

都内中小企業と地方の企業の相互のビジネス拡大・発展を図ることを目的として、地方で

開催される展示会等の機会を活用し、各地域の自治体・商工会議所等と連携しながら、都内

中小企業と地方の企業とが受発注や技術連携のための商談・交流を行う機会を創出する。 

 (16) 全国連携を踏まえた展示・商談会開催事業 

国際情勢の変動や急速な円安の進展等に伴う原材料価格や輸送費の高騰に伴い、海外部品
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調達が困難となる状況下で、調達困難な企業と、都内外企業との商談の機会を提供すること

を目的とし、原材料価格高騰等の影響を受けた業種を中心に全国から出展を募集、展示会や

商談会を開催することで、中小企業の販路開拓ツールの確保と国内のサプライチェーンの強

化・構築を行う。 

 

４ ネットワークづくり支援（調整課・創業支援課・経営支援課） 

中小企業は、多様な分野で創造的な事業を展開しているが、技術・情報・人材等の経営資源に

弱い面がある。このため、中小企業の活性化には、個々の企業が経営革新していくことに加え、

同業種あるいは異業種の企業間で、経営資源の相互補完を図れるよう、連携した活動を促してい

くことが重要となる。 

中小企業の連携には、まず、「中小企業等協同組合法」等の法律に基づき結成する事業協同組

合等がある。中小企業が協同して生産、販売、運送、研究等を行い、経営の合理化と取引条件の

改善を図るためのものである。 

もう一つに、目的を持った企業が中心になって参加企業者を募る任意グループがある。産学公

連携にみられるような大学、公的試験研究機関等と共同で技術開発を行うグループや、地域の企

業間で技術交流、意見交流等の種々の交流を通して経営資源を補完しているグループなど、様々

な形態がある。 

都では、中小企業の経営の改善と安定を図るため、中小企業団体の指導機関である「東京都中

小企業団体中央会」への支援や産学公連携事業など、連携した活動を支援している。 

(1) 多摩イノベーション総合支援事業 

  ア 多摩イノベーション総合支援事業 

オープンイノベーション志向の大手企業等からの技術・開発ニーズに応えることや大学

等との連携などを契機に、ゼロエミッション分野などの成長産業分野への参入、新市場へ

の対応、より高いレベルの技術・製品開発を促し、イノベーション創出を促進する。 

イ 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業 

多摩地域を中心としたイノベーション創出を目指し、中小企業に対して大学・研究機       

関等が行う研究開発の社会実装への参画などを支援し、半導体、エネルギーなどの先端技

術産業等への参入を促進する。                       

(2) 組織化の推進 

多くの課題を抱えて厳しい経営環境にある中小企業の組織化を推進している。 

組織化された事業協同組合などの団体が、多様で活力ある成長・発展を図ることができる

よう支援する必要があるため、組合の指導機関である東京都中小企業団体中央会に対し、同

会が行う組合に対する組織運営指導、情報提供、調査研究等の指導事業について助成してい

る。 

(3) 広域産業交流・連携の推進 

イノベーションを誘発し、新事業を創出していくため、首都圏の自治体と中小企業支援機

関の連携により合同商談会を実施し、都域を超えた異業種・異分野間における企業の新たな

マッチング機会の創出と産業交流の促進を図る。 
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(4) 広域ものづくりネットワーク形成支援事業 

多摩地域を中心とした活発なイノベーション創出を広域で推進するため、複数の中小企業

等の連携によるものづくりネットワークを広域で組成し、大手企業等への提案や新事業展開

に向けた連携体制の構築を支援するとともに、あわせて提案用の試作品開発等の支援も行う

ことで、新たな産業分野や市場等への参入を支援する。 

(5) 多摩イノベーションエコシステム促進事業 

  ア 多摩イノベーションエコシステム促進事業 

多摩を世界有数のイノベーションエリアへ進化させるため、多摩における地域課題等の 

解決を図るリーディングプロジェクトの実施に向けた支援をはじめとして、イノベーショ

ンエコシステムの形成に向けた取組を促進する。 

  イ 多摩地域におけるイノベーション支援施設の運営 

     「2050 東京戦略」における、多摩イノベーションパーク構想実現に向け、多摩地域のイ

ノベーションエコシステム形成を促進するため、旧労働相談情報センター八王子事務所及

び国分寺事務所を暫定的に利用し、中小企業等のイノベーション創出を支援する施設を運

営する。 
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第２ 技術支援 

 

グローバル化の進展による国内外での厳しい競争に加え、省エネルギーや環境への対応など経営

環境の変化は大きく、中小企業の経営が安定し、さらに発展していくためには、新製品・新技術の

開発をたゆまず続けることが重要である。 

しかし、多くの中小企業にあっては、人材や資金の不足などが製品や技術の開発を続けていくう

えで、大きな制約要因となっている。 

このため、都では、以下の各種取組により、中小企業の技術力向上を支援する。 

１ 新製品・新技術の開発や基盤技術強化のための助成 

２ 新製品・新技術の開発成果の実用化に向けた支援、都市課題解決に寄与する新製品・新技術の

開発促進、普及に向けた支援 

３ 知的財産制度にかかわる普及啓発活動、一般相談支援と権利の取得から活用、ノウハウ秘匿な

どの高度な知的財産戦略を導入するための支援、大企業等の保有する知的財産権を活用した中小

企業の新製品の開発・製品化支援 

４ セミナー等による中小企業のデザイン導入・活用支援、デザインを活用した中小企業の製品開

発支援、中小企業のパートナーとなるデザイナーの育成等の支援 

 

１ 中小企業技術活性化支援事業（創業支援課） 

中小企業等が産業構造の転換等による経済社会環境の変化に円滑に対応できるよう、技術の活

性化に必要な経費を助成し支援している。 

助成事業メニュー  （ ）内は助成限度額、助成率はすべて１／２以内 

(1) 製品開発着手支援助成事業（100 万円） 

本格開発の実現可能性を検証し、開発の質的向上に向けた取組を支援するため、開発の初

期段階のアイデアや構想の技術検証等に要する経費の一部を助成する。 

(2) 新製品・新技術開発助成事業（2,500 万円） 

技術力の強化及び新分野の開拓を促進し、東京の産業の活性化を図るため、都内の中小企

業者等に対して、新製品・新技術の研究開発に要する経費の一部を助成する。  

※一定の賃上げを実施した場合は、助成率３／４以内 

（ただし、小規模企業者については４／５以内） 

(3) 製品改良・規格等適合化支援事業（500 万円） 

国内外の販路開拓にあたり必要となる製品改良や輸出に必要な規格適合の取組を支援す

るため、市場投入にあたり、製品改良が必要となった場合に要する経費の一部及び規格へ

の適合や認証取得のために要する経費の一部を助成する。助成事業終了後、価格設定等に

対してアドバイザーによる支援を実施する。 

 

２ ものづくりイノベーション企業創出道場（経営支援課） 

  新製品の構想（アイデア）はあるものの実現化のノウハウや社内体制が脆弱な中小企業を対

象に、新製品の開発から事業化までの一連の取組に対して、座学による講座や専門家によるハン
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ズオン支援を組み合わせることにより一貫した支援を行う。 

 

３ 新製品・新技術開発支援（創業支援課） 

(1) 東京都ベンチャー技術大賞 

中小企業が開発した、革新的で将来性のある製品・技術、サービスを表彰している。「新

規性･創造性」、「技術的完成度」、「独自性」、「市場性」、「成長性」等を総合的に審査

し、その経緯を踏まえて、知事が大賞等を決定する。 

【各賞及び開発・販売等奨励金】 

・東京都ベンチャー技術大賞 （開発・販売等奨励金 300 万円：１企業） 

・東京都ベンチャー技術優秀賞（ 〃  150 万円：３企業程度） 

・東京都ベンチャー技術奨励賞（ 〃  100 万円：３企業程度） 

・東京都ベンチャー技術特別賞（ 〃   50 万円：８企業程度） 

※ 受賞企業の中から、女性経営者や開発者等の活躍が認められた企業へ賞を贈呈する場合

がある。 

 (2) 発明くふう展等 

ア 児童生徒発明くふう展 

児童・生徒の創意工夫による自由作品を展示し、児童・生徒の発明工夫に関する知識と科

学技術への関心を高め、科学的な思考の育成と創造性の向上を図る。 

・会期、会場：４日間開催、港区立みなと科学館（予定） 

イ 科学技術関係功労者表彰 

科学技術の進歩・発展のために尽力し、産業の振興や都民生活の向上に貢献した方、優秀

な発明・考案を行った方を都民の日に表彰する。 

・表彰区分：技術振興功労 

 

４ 知的財産活用への支援(創業支援課） 

今日のグローバル化した市場の中で、国際競争力のある企業を創出していくためには、より多

くの中小企業が知的財産に対する認識を高め、市場で勝てる高付加価値製品を生み出す源泉とな

る知的財産を活用していくことが重要となる。 

そこで、「東京都知的財産活用本部」において、都としての「知的財産活用戦略」を構築し、

中小企業の知的財産活用の実現を図る施策を総合的に推進している。 

(1) 知的財産活用本部の運営 

中小企業の知的財産活用をめぐる様々な課題を研究するため、活用本部のもとに研究会を

設置する。 

(2) 知的財産総合センターの運営 

     中小企業の知的財産に係る相談に総合的かつ専門的に対応する。 

また、マニュアルの作成をはじめ、弁理士と中小企業のマッチングを図るサイトを知財

センターのホームページに設けるなど、知的財産に係る様々な情報を発信する。さらに、

各種セミナー・シンポジウムの開催により知的財産に関する人材育成及び普及啓発を図る。 

(3) 知財戦略導入支援事業 
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独自の技術力、製品を保有するものの、知財戦略が十分でない中小企業に対して、企業が

知財戦略を策定し実施するための支援を行う。 

ア ハンズオン支援 

知的財産戦略の策定・実施に係る高度な課題の解決を図るため、相談・指導や専門人材

の育成など最長３年間の継続的支援を行う。また、知財戦略の策定及び実施に必要な知的

財産の体系的な知識習得に関する支援(知的財産人材育成スクール)を実施するとともに、

ＡＩ等によるデータ活用技術の知的財産取得に関する支援を行う。 

イ 知財戦略導入助成事業(基金事業) 

助成事業メニュー  （ ）内は助成限度額、助成率はすべて１／２以内 

(ｱ) 特許調査費用助成事業（100 万円） 

   知財戦略策定に必要な先行技術調査に対する助成 

(ｲ) 外国意匠・商標出願費用助成事業（60万円） 

   外国への意匠、商標出願に対する助成 

(ｳ) 外国特許出願費用助成事業（最大 400 万円） 

   外国への特許出願から中間手続に対する助成 

(ｴ) 外国侵害調査費用助成事業（200 万円） 

   外国における模倣品被害の事実確認調査等に対する助成 

(ｵ) 外国実用新案出願費用助成事業（60万円） 

   外国への実用新案出願に対する助成 

(ｶ) グローバルニッチトップ助成事業（３年間で 1,000 万円） 

   海外展開における知的財産戦略の構築・実施に対する助成 

(ｷ) 外国著作権登録費用助成事業（10万円） 

   外国における著作権登録に対する助成 

(ｸ) 海外商標対策支援助成事業（500 万円） 

   海外での商標係争に対する助成 

(ｹ) 知的財産活用製品化支援助成事業（500 万円） 

   知的財産活用製品化支援事業の支援企業に対する開発経費の助成 

(ｺ) スタートアップ知的財産支援助成事業（３年間で 1,500 万円） 

   スタートアップ知的財産支援事業の支援企業に対する知財取得費用及び開発経費の助成 

(4) 知的財産活用製品化支援事業 

大企業等の保有する知的財産を活用し、中小企業の新製品の開発・製品化を支援する。知

的財産の使用について合意を得られた中小企業に対しては、技術移転等のサポートを実施す

る。 

事業化への成功率を高めるため、市場調査によるターゲット顧客の提案や開発後のテスト

マーケティングなどを実施する。 

 （5） スタートアップ知的財産支援事業 

    スタートアップを対象とした知的財産に関する相談やセミナー等を開催し、知的財産への

意識の醸成を図るとともに、優れた技術を有しているものの、知的財産の活用ノウハウを持
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たないスタートアップに対し、知的財産の活用を取り入れた経営戦略の策定から知的財産権

取得までのハンズオン支援を行う。 

 （6） 重要な技術に関する知的財産保護事業 

    東京都知的財産総合センターに特別相談窓口を設置し、都内中小企業が有する重要な技術

の流出防止を図るための知的財産保護に関する情報収集・提供を行うとともに、特許出願以

外の権利保護方法等に関しても、窓口相談・セミナー・ハンズオン支援を通して普及啓発を

実施することで、都内中小企業の重要な技術の流出防止を後押しする。 

 

５ デザイン活用への支援（創業支援課） 

(1) デザイン経営支援事業 

デザインを活用した経営手法である「デザイン経営」を軸とする人材育成とともに、これ

に資する情報提供、相談対応、マッチングによる中小企業とデザイナーの協働促進を実施す

る。 

(2) 東京デザインコンペティション事業 

都内のものづくり中小企業と優れた課題解決力と提案力を併せ持つデザイナーとが協働す

ることを目的とした、企業参加型のデザイン・事業提案コンペティションを実施する。 

 

６ ＤＸ推進支援事業（経営支援課） 

  都内中小企業のＤＸを推進するために、アドバイザーによるＤＸ戦略の策定支援や、デジタ

ル技術の導入から活用まで長期的なサポートを実施するとともに、デジタル技術を活用した機

器・システム等を導入する場合に必要な経費の一部を助成する。 

・助成限度額：3,000 万円 

・助成率： 

①ＤＸ戦略策定支援コース２／３以内 

※賃金引上げ計画を作成した場合は、３／４以内 

(ただし小規模企業については４／５以内) 

※「働き方改革推進枠」として、人手不足問題に取り組む運輸業、建設業等の場合は、４

／５以内 

 

②生産性向上コース１／２以内（ただし小規模企業については２／３以内） 

※賃金引上げ計画を作成した場合は、３／４以内 

 (ただし小規模企業については４／５以内) 

※「働き方改革推進枠」として、人手不足問題に取り組む運輸業、建設業等の場合は、４

／５以内 

 

７ 中小企業デジタルツール導入促進支援事業（経営支援課） 

都内中小企業に対し、デジタルツールの導入に係る経費の一部を助成するとともに、ツール導

入に係る課題解決等に向けたフォローアップを行うことで、事業活動のデジタル化を促進させ、

継続的な成長・発展を支援する。 
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・助成限度額：100 万円 

・助成率：１／２以内（ただし小規模企業については２／３以内） 

 

８ 都内中小企業向けデジタル技術導入促進ナビゲーター事業（経営支援課） 

  都内中小企業に対し経営課題・業務課題解決のためのデジタル化の必要性を周知するとともに、

デジタル化診断を行い、各企業のデジタル化の取組状況に応じた支援メニューにつなげることで、

都内中小企業の事業活動のデジタル化を促進していく。 

(1) ＤＭ等によるデジタル化の必要性や都デジタル事業の普及に向けた広範なアプロ―チ 

(2) 関心層への企業訪問、デジタル診断及びデジタル化に向けた簡易業務棚卸等 

 

９ スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援（経営支援  

課） 

  リスキリングに知見のあるスタートアップを活用し、デジタル化が進んでいない中小企業との

マッチング機会を創出することで、都内中小企業のデジタル化の更なる推進を図る。 

 

10 スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業（経営支援課） 

スタートアップの技術等を活用し、中小企業の自社コスト把握を支援することで、都内中小企

業の適正な価格交渉に向けた準備を支援するとともに、適正な賃上げやスタートアップの成長も

後押しする。 

 

11 中小企業デジタルコンシェルジュ（経営支援課） 

  都や政策連携団体等が行う中小企業向けデジタル化関連の支援策について、各中小企業のデ

ジタル化の取組状況や要望に応じて、適切な事業を案内し、支援の組合せや順序をワンストップ

で総合的にアドバイスする窓口を設置することで、事業活動のデジタル化を促進していく。 

 

12 ＴＯＫＹＯ戦略的イノベーション促進事業（創業支援課） 

高いポテンシャルを有する中小企業を核とした連携体の構築を促し、集中的に支援すること

で、その技術力を最大限に活かし、今後の都内産業を牽引するような技術・製品の開発及びそ

の事業化を支援する。 

また、その成果により、2050 東京戦略等で示される都市課題を解決し、東京の魅力をさらに

高めていく。 

(1) イノベーションマップの策定 

(2) 他企業、大学、公設試等との連携による技術・製品開発への助成、ハンズオン支援 

・助成限度額：8,000 万円 

・助成率：２／３以内 

・助成期間：３年以内 
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13 先進的防災技術実用化支援事業（創業支援課） 

高度防災都市の実現に向け、都内中小企業等が開発した都市の防災力を高める新規性の高い優

れた技術・試作品を対象に、その実用化を支援するとともに、ユーザーに向けてその導入を促す

仕組を構築し、新技術の普及による都市防災力の向上と産業の活性化を促進する。 

※令和７年度は過年度採択者に対する継続支援のみ実施 

・防災関連技術・試作品等の選定 

・実用化等の経費助成 

助成限度額：1,000 万円、助成率：２／３以内、助成期間：１年９か月以内 

  ・製品等の普及促進 

   助成限度額：350 万円、助成率１／２以内、助成期間：１年以内 

 

14 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業（創業支援課） 

安全・安心な東京の実現に向け、都内中小企業等の安全・安心をテーマとする新規性の高い製

品開発や改良を支援するとともに、ユーザーに向けてその導入を促す仕組を構築し、新製品等の

普及による安全・安心な東京の実現と産業の活性化を促進する。 

・セミナー開催、専門家の派遣 

・安全・安心をテーマとする製品・技術の選定 

・開発・改良の経費助成 

助成限度額：1,500 万円、助成率：２／３以内、助成期間：１年９か月以内 

・製品等の普及促進 

助成限度額：350 万円、助成率：１／２以内、助成期間：１年以内 

 

15 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業（創業支援課） 

都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」の

ための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成することで、都内

中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化につなげる。 

なお、競争力強化・生産性向上とあわせてＤＸ推進・イノベーションの創出・後継者による

チャレンジを実施する場合や企業全体でゼロエミッションへの取組又は一定の賃上げを実施する

場合は、助成率を引き上げる。 

（競争力強化区分） 

・助成限度額：１億円〔小規模企業の場合は、3,000 万円又は１億円〕 

・助成率：１／２以内、２／３以内又は３／４以内 

〔小規模企業の場合は、２／３以内、３／４以内又は４／５以内〕 

 ※働き方改革推進区分は、４／５以内 

（ＤＸ推進・イノベーション区分、後継者チャレンジ区分） 

・助成限度額：１億円 

・助成率：２／３以内又は３／４以内 

  (アップグレード促進区分） 
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  ・助成限度額：２億円 

  ・助成率：３／４以内 

 

16 生産性向上のための現場改善推進事業（経営支援課） 

改善活動の重要性についての普及啓発を図るとともに、生産管理などの体系的な知識と現場改

善を指導する手法を総合的に学習するスクールを開設し、改善活動の中心的役割を担う中核人材

を育成する。さらに、社内人材だけでは解決できない改善課題に対して専門家による伴走型支援

を行うことで、都内中小企業の現場改善の推進を図り、生産性の向上を促進する。 

 

17 ５Ｇによる製造工場のＤＸ・ＧＸ推進事業（創業支援課） 

 ローカル５Ｇの特徴は、個別のニーズに合わせて５Ｇの通信環境を自前で構築できることであ

り、あらゆる産業の姿を変える可能性を秘めている。その中で有望視されているものの１つが製

造工場への導入である。本事業は、ローカル５Ｇを導入し製造工場のＤＸを図ることに加え、そ

の５Ｇの通信環境を、製造業の重要課題であるＧＸにも活用する中小企業を支援する。 

※令和７年度は過年度採択者に対する継続支援のみ実施 

 

  ・助成限度額：２億円 

  ・助成率：４／５以内 

  ・助成期間：３年以内 

 

18 ゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発支援事業（創業支援課） 

  世界が「脱炭素」へとシフトする中、東京も大都市の責務と持続可能な成長のため、社会全体

を「脱炭素化」へと転換することが求められている。 

  東京都には、多くの中小企業やベンチャー企業が集積しており、ゼロエミッションの実現に向

けたソリューション創出に期待ができることから、脱炭素社会の実現に向け、技術開発を支援し

ていく。※令和７年度は過年度採択者に対する継続支援のみ実施 

 大企業等と連携した研究開発支援 

・補助限度額：６億円 

・補助率：２／３以内 

・補助期間：３年３か月以内 

 

19 ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業（創業支援課） 

   新たな発想や優れた技術力を持つスタートアップ・中小企業と、資金・人材・販路等を有する

大企業等とのオープンイノベーションによる大規模プロジェクトを支援し、東京の社会的課題

の解決や経済活性化、スタートアップ・中小企業が大きく成長する機会の創出へと繋げていく。 

   また、脱炭素事業等に取り組むエネルギー・環境系のスタートアップ・中小企業を積極的に支

援することで、ゼロエミッション東京へ貢献するオープンイノベーションをさらに加速させる。 

・ ゼロエミッション枠 
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補助限度額：10 億円、補助率：２／３以内、補助期間：３年以内 

・ 大学発ベンチャー・一般枠 

補助限度額：３億円、補助率：１／２以内、補助期間：２年以内 

 

20 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業（創業支援課） 

働く女性が増え続ける中、女性の心身の不調に関する研究の進展、技術の進歩も相まって、

女性特有の悩みや問題を可視化・解決する技術・製品・サービスへのニーズが顕在化し、国内

でもフェムテック分野への関心が高まっている。 

そこで、フェムテック開発に取り組む都内中小企業者等を支援することで、フェムテックの

技術開発・普及促進を後押しするとともに、女性活躍社会の実現を加速させる。 

 ・助成限度額：2,000 万円、助成率：２／３以内、助成期間：１年９か月以内 

 

21 成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業（創業支援課） 

都内中小企業の中には、優れた技術を有し、財務的には経営継続可能であるにもかかわらず、

事業に将来性がないという理由から廃業を選択する企業も多く、これらを放置すると東京の産業

の存立基盤の崩壊や、産業活力の衰退・雇用喪失の恐れがある。 

そこで、優れた技術力を活かして新たな成長産業分野へ参入・事業転換を行う都内中小企業に

対し、診断士、大学等が成長産業分野へ進出できる技術力等の目利きを行い、方向性をアドバイ

スするとともに、必要に応じて技術開発や設備投資に係る経費を助成することにより、都内中小

企業の事業継続や成長産業分野への進出を促進する。 

（1） アドバイザリー会議の設置 

（2） 技術開発助成 

 ・助成限度額：1,500 万円、助成率：２/３以内、助成期間：１年６か月以内 

（3） 設備投資助成  

     ・助成限度額：2,000 万円、助成率：２/３以内、助成期間：１年以内 

 

22 高齢者向け新ビジネス創出支援事業（創業支援課） 

高齢化率の上昇が予測されており、それに伴い、今後一層、高齢者のニーズを満たす製

品・サービスの需要が高まることが見込まれている。しかし、健康状態、経済環境、家族

構成等、高齢者の実態は多様であるため、中小企業が自ら高齢者市場のマーケティングを

行うにはハードルが高い状況である。 

そこで、高齢者のニーズを踏まえた支援テーマを設定し、都内中小企業等が高齢者市

場でビジネスチャンスを獲得できるよう支援していく。 

・支援テーマの設定 

・支援テーマに沿った製品・サービスの開発等の経費助成 

助成限度額：750 万円、助成率：２／３以内、助成期間：１年９か月以内 

 

23 介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業（創業支援課） 

高齢社会が進展し介護需要が増大している中、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率
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化のため、介護環境の改善に資する次世代介護機器等の開発が求められている。このため、介

護事業者のニーズと中小企業の技術力を結び付け、次世代介護機器等の開発を支援することで、

介護従事者のニーズに応えるとともに中小企業の成長を促進する。 

  ・助成限度額：2,000 万円 

・助成率：２／３以内 

・助成期間：１年９か月以内 

 

24 大学と連携したものづくり中小企業のイノベーション支援事業（創業支援課） 

 教員等を活用したイノベーション人材育成や企業の生産性向上等につながる取組を行う大学を

支援し、産学公一体による中小企業のイノベーション促進に向けた取組の推進を図る。 
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第３ 創業支援 

 

経済のグローバル化が進展し、産業構造が大きく変化する中で、事業所数の減少傾向が続いてい

る。こうした状況は、東京の産業活力低下の大きな要因となるおそれがあることから、創業の活発

化が重要な課題となっている。創業の活発化により、次のことが期待できる。 

１ リスクを克服して新事業を展開していく創業者を多数輩出することにより、市場競争が活性化

し、経済の新陳代謝が促進される。 

２ 中小企業は、地域の工業集積、商業集積の中核を担っており、新たな発想と起業家精神にあふ

れる創業者の出現は、地域社会に大きな刺激を与え、イノベーションの促進、新たな雇用機会の

提供などにつながる。 

しかし、新たに事業を開始し、創業した企業の経営を軌道に乗せていくためには、資金調達や製

品開発、製品の販売ルートの開拓など、多くの課題を克服していく必要がある。意欲にあふれ、優

れた発想や技術を持っていても、こうした課題に対応することは難しく、また、創業者を支援・育

成する民間機関の態勢も、十分には整っていない。 

そのため、都では、意欲的に創業に取り組む人々に対し、起業とその後の経営の安定・発展に向

けた支援を行うことで、活発な創業の促進を目指している。 

都の創業支援施策は、起業を予定している人や創業間もない企業に対し、 

１ 創業に必要な知識、経営基盤の確立に必要な販売戦略、財務管理等のノウハウ習得や、経営者

としての資質向上に資する機会の提供 

２ インキュベーションオフィスなどによる創業の場や創業者同士が切磋琢磨する場の提供 

３ 創業の立ち上がりに必要な運転・設備の資金調達や、技術開発・販路開拓に要する資金の助成 

４ 取引先の開拓や出資等につなげるための既存企業やベンチャーキャピタル等との交流の場の提

供や専門家の継続的な助言による経営の安定的発展を目指すソフト支援など創業が円滑に行われ

るよう、多様なニーズに応じた支援を行っている。 

 

１ 次世代アントレプレナー育成プログラム（創業支援課） 

次世代を担う若者を対象としたビジネスプランコンテストを実施し、コンテストで選ばれた

者に対する集中的な育成支援を行い起業を促進し、起業の成功事例を広く発信することで、起

業に対する機運を醸成する。 

(1) ビジネスプランコンテスト事業 

都内で起業する意思のある 15 歳以上 40 歳未満の者を対象に、ビジネスプランコンテスト

を開催し、事業計画書による書類審査、一般公開イベントの決勝大会におけるプレゼンテー

ション審査等により、次世代を担う意欲的な若手起業家を発掘する。最優秀賞、優秀賞、

ファイナリストには賞金を交付する。 

(2) アントレプレナーシップ醸成事業 

コンテスト事業で選抜された優れたビジネスプランと高い志を持つ将来有望な若手起業家

に対して、優れた経営者としての資質やリーダーシップを磨くための経験値を高めることを

重視した育成メニューを提供する。 
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(3)  コミュニティ 

起業関心層等を対象に、コンテスト参加の有無に関わらず年度を通じた継続的な支援

を行い、アイデアのブラッシュアップや、起業同期と出会い、互いを高めあう体制を構

築するなど、起業に向けたアクションを続けられる場を提供する。 

 (4)  法人設立事業資金の交付 

ビジネスプランコンテスト事業のセミファイナリストのうち、その翌々年度末までに都内

に法人を設立した者に対し、事業の継続性を審査のうえ、法人設立事業資金を交付する。 

(5)  成果発信事業 

コンテスト受賞者の起業後の状況を常に把握し、成功事例をホームページや動画、電車内

広告等で広く発信することで、若者への起業に対する普及啓発を行い、起業への機運を高め

る。 

 

２ インキュベーション施設の運営（創業支援課） 

  創業者を支援するため、低廉な家賃でオフィスを提供し、あわせて経営支援などを行う創業支

援施設（インキュベーション施設）の運営を行う。 

(1) インキュベーション施設 

産業サポートスクエア・ＴＡＭＡにおいて、創業を図ろうとする者又は創業間もない中小

企業者に対し、低廉な賃料で創業の場を提供し、インキュベーションマネージャーによる経

営支援を行う。 

インキュベーションオフィス・ＴＡＭＡ 

     所 在：昭島市東町３－６－１ 

    産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ内 経営サポート館３階 

     部屋数：６室 

(2) 先駆的ベンチャー支援施設 

特定分野の成長性の高い事業計画を持つ創業間もない企業等に、低廉な賃料で創業の場を

提供し、ベンチャーキャピタル等のインキュベーションマネージャーによる経営支援を行う。 

ア  東京コンテンツインキュベーションセンター（略称：ＴＣＩＣ）（コンテンツ･アニメ

産業等） 

所 在：中野区本町２－46－１ 中野坂上サンブライトツイン 14階 

部屋数：30 室 

イ 白鬚西Ｒ＆Ｄセンター（研究開発型等） 

所 在：荒川区南千住８－５－７ 

部屋数：14 室 

 

３ 世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援（創業支援課） 

 コンテンツ関連産業に特化した創業支援施設である東京コンテンツインキュベーションセン

ターにおいて、新たにＣＧやデジタル環境を整えたアニメーター・漫画家向けのアトリエラボを

整備するとともに、先端技術を用いた起業や事業構築、事業展開など、時代の変化に対応した支

援を展開することにより、デジタル社会に適応するクリエイターの創出を後押しし、アニメ産業
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等の裾野の拡大を図る。 

 

４ 青山創業促進センターの運営（創業支援課） 

都が抱える政策課題の解決に結び付く分野や、ベンチャーキャピタルが投資しにくい分野等

で起業に取り組む有望な起業家及び起業予定者に対し、短期集中的にアクセラレーションプロ

グラムを提供する（希望者は宿泊滞在可能）。またアクセラレーションプログラム受講者を応

援しうる先輩起業家等に対し、低廉な賃料でオフィスを提供する。両者を一体的に運営するこ

とで、入居者同士が活発に交流しながら切磋琢磨する場を構築し、創業のさらなる促進を図る。 

 所 在：渋谷区神宮前５－53－67（コスモス青山ＳＯＵＴＨ棟内） 

 

５ 創業活性化特別支援事業（創業支援課） 

  インキュベーション施設運営事業者及び創業予定者等への支援を通じて、都内開業率のさらな

る向上を図る。 

(1)  インキュベーション施設運営計画認定事業 

民間事業者等による創業支援（インキュベーション）施設の整備・運営に係る事業計画の

うち一定の基準を満たしたものを都が認定し、当該施設（計画）の公開、事業者間の交流を

行うことにより、官民挙げての創業支援への機運醸成を図る。※令和７年度は過年度採択者

に対する継続支援のみ実施 

(2) インキュベーション施設整備・運営費補助事業 

インキュベーション施設運営計画認定事業において認定された事業のうち優良な事業につ

いて、当該工事及び工事実施後の運営に要する経費を補助することにより、開業率の向上を

図る。※令和７年度は過年度採択者に対する継続支援のみ実施 

・助 成 率：２／３以内（ただし、区市町村は１／２以内） 

      ※多摩産材を使用して施設整備等を行う場合は、当該部分につき３／４以内 

・助成限度額：整備・改修費⇒2,500 万円（最長２か年） 

（ただし、区市町村は 2,000 万円（最長２か年）） 

運営費⇒年毎 2,000 万円（最長２か年） 

（ただし、区市町村は年毎 1,500 万円（最長２か年）） 

※整備・改修費及び運営費に係る補助対象期間は通算して最長３年 

・規 模：10 か所 

(3) 創業助成事業                   

一定の要件を満たした創業予定者等に対して、審査のうえ創業に係る経費を助成する。 

・助 成 率：２／３以内 

・助成限度額：400 万円  

・規   模：200 件 

 

６ インキュベーターによる起業家支援事業（創業支援課） 

インキュベーター向けコミュニティを構築し、インキュベーター間での連携促進や情報発信

を支援するとともに、新たな支援サービスの実施を検討するインキュベーターへのハンズオン

支援や資金助成を行うことにより、インキュベーターによる起業家支援の更なる充実を図り、

都内における起業家の成長を強く後押しする。 

・助 成 率：２／３以内 

・助成限度額：1,000 万円 
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・規   模：15 件 

 

７ 創業支援拠点の運営（創業支援課） 

創業に関心のある誰もが利用でき、情報提供から事業化支援までをワンストップで行う拠点で

ある「ＴＯＫＹＯ創業ステーション」を運営する。 

拠点では、（公財）東京都中小企業振興公社の創業相談・セミナーのほか、先輩起業家による

助言・指導等も実施し、創業を後押しする。 

所在：千代田区丸の内２－１－１明治安田生命ビル低層棟１階～３階 

 

８ 創業支援拠点（多摩）の運営 (創業支援課) 

創業に関心のある誰もが利用でき、情報提供から事業化支援までをワンストップで行う拠点を

立川市において運営する。 

拠点では、自治体や大学などの地域の支援機関とも連携しながら、多摩地域全体の起業機運を

高めていく。 

   所在：立川市緑町３－１GREEN SPRINGS E2 ３階 

 

９ 女性ベンチャー成長促進事業(創業支援課) 

女性ベンチャー等に共通して必要となる知識等を提供するための育成講座を実施し、その上

で、社会課題の解決やグローバル市場の進出など、スケールアップする可能性の高い事業ビ

ジョンを持つ女性起業家向けに３ヵ月程度のアクセラレーションプログラムを実施する。 

プログラム修了後、選抜された受講生を海外に派遣し、現地のメンターや起業家等へのプレ

ゼン会などを企画することで、現地におけるネットワーク構築を支援する。帰国後、成果発表

会等を企画し、成長意欲の喚起を図る。 

 

10 スタートアップ・エコシステムにおける女性活躍推進事業(創業支援課) 

 女性起業家に対し、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）・事業会社等との相談会を通じ、資金調

達やビジネスモデルのブラッシュアップなどのサポートを実施する。 

 また、スタートアップ・エコシステムにおける女性活躍を促進するため、ＶＣにおける女性

活躍の支援やジェンダーによる対応の違いの解消に向けた取組を実施する。 

 これらの取組を通じて、スタートアップ・エコシステムにおける女性活躍を促進する。 

 

11 スタートアップの成長に向けた採用・組織構築支援事業(創業支援課) 

  採用等の課題を有するスタートアップと個人とが集まるコミュニティを構築するとともに、

採用から制度構築・運用まで一貫した人事戦略の構築に向けた支援を実施する。 

 これらの取組を好事例として発信することで、スタートアップの成長につなげていく。 

 

12 多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(創業支援課) 

 ベンチャーキャピタル、アクセラレータ、事業会社、大学などの多様な主体と東京都が、ス

タートアップ支援に関する協定を締結することにより、民間のアイデア、ネットワーク、フィー

ルドなどを最大限に生かしたこれまでにない多彩なスタートアップ支援を展開する。 

 

13 起業家による空き家活用事業(創業支援課)          
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   都内に空き家は令和５年時点で約90万戸あり、空き家が諸問題の発生要因となっている。そ

こで、空き家を活用した事業を考えている起業家に対し、家賃等相当額の補助を行うとともに、

当該起業家に空き家を提供した建物所有者に対し、管理費相当額（固定資産税、都市計画税）

を補助することにより、空き家を有効活用した事業を創出する。 

起業家の柔軟な発想で空き家を活用した事業を創出していくことで、空き家活用の波及効果

及び新たな起業が期待される。 

 

14 小中学校向け起業家教育推進事業(創業支援課)  

  都内の開業率向上を図る上で、起業への関心を高めるとともに、変化や失敗から学べる、目

標に向かって進む力、最後まで諦めない力、自分の力でやり切る力など子供の生きる力を育成す

るため、会社の設立、原材料の仕入れ、商品等の企画・販売などを体験する起業家教育を総合

的な学習の時間等に導入を図る都内小中学校を支援する。起業家教育プログラムの策定及びそ

の実施を支援し、各小中学校が自立的に当該プログラムを運営できる体制の構築を目指す。 

 

15 高校生起業家養成プログラム(創業支援課) 

起業家の裾野を一層拡げていくため、学校向けのアントレプレナーシップ教育教材の配布や、

将来的に起業を目指す高校生等を掘り起こすことを目的とした講座を実施する。その上で、起業

の意向を持つ高校生等向けに知識やスキル取得、起業家精神の涵養に寄与する実践的なプログラ

ムの提供を行う。 

また、身近なロールモデルとしての成果等を広く発信する機会やアルムナイのコミュニティ等

を設けることにより、学生の起業機運醸成につなげていく。 

 

16 シニア創業促進事業(創業支援課)  

  シニア向けのビジネスプランコンテストを開催することにより、シニア層に定年退職後の選

択肢として起業への関心を高めてもらうとともに、実際の起業に向けた後押しを行うことで、

シニア層の起業を促進していく。 

  また、コンテストの最終選考に残った 10 名に対して、起業支援資金として 100 万円を交付す

ることで、資金面での起業支援を行う。 

 

17 創業活性化に向けた広報ＰＲ(創業支援課) 

  都内開業率は伸び悩んでおり、政策目標の達成には未だ不十分な状況にある。 

そこで、創業活性化に向けた各種広報ＰＲを行い、創業への機運を醸成して創業希望者の増加

を図り、開業率の向上を図る。 

 

18 スタートアップ総合支援拠点の運営(創業支援課) 

スタートアップが抱える課題に対し多種多様な支援を実施し、都内外のスタートアップと、

その支援パートナーとなる大企業、投資家、大学、自治体や既存支援機関等との連携関係を生

み出す総合的な支援拠点「NEXs Tokyo」を運営し、スタートアップの成長促進を図る。 

 

19 「社会起業家」創出・育成支援事業(創業支援課)  

社会性と経済性の両立を志向する起業家や全国の自治体等に向け、協働のノウハウ提供等の

支援を実施し、社会課題の解決や起業家の成長を図る。 
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20 エンジェル税制の対象企業確認(創業支援課)              

   第５次地方分権一括法（平成 27 年法律第 50 号）の成立により、国（経済産業省）から都道

府県に対し、中小企業等経営強化法に基づく特定新規中小企業に対する投資等の確認業務が移

管されたことを受け、当該業務を適切かつ円滑に遂行するとともにエンジェル税制活用促進を

期し周知を図る。 

 

21 スタートアップ・グローバル交流ＨＵＢ事業（創業支援課） 

成長志向の強いスタートアップを選抜し、世界各地の大規模なピッチ会等に派遣して、現地

の大企業やＶＣとのマッチングの機会を設け、グローバル展開につながるプログラムを実施す

る。また、有望な海外スタートアップ等との交流を通して、都内スタートアップのグローバル

での成長志向を高める取組を行う。 

これらの取組の実施にあたっては、（独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）と協定を締結し、

連携して実施する。 

 

22 新事業発掘プロジェクト（創業支援課） 

大企業の中で眠る優れたアイデアを掘り起こし、新たな事業創出、その先のカーブアウト型

の起業等を促すための取組として、大企業の中で事業アイデアを抱えた人材を掘り起こし、先

輩起業家や専門家との交流、セミナー、ワークショップ等を行うプラットフォームを構築する。 

さらに、有望な参加者を選抜し、事業化に向けて、メンターによるサポートやＶＣ等との

マッチングサポートを主な内容とするアクセラレーションプログラムを実施する。 

 

23 スタートアップ社会実装促進事業（創業支援課） 

革新的なアイデアを武器に新たなビジネス領域の開拓を目指すスタートアップによる、ビジ

ネスモデルの検証・磨き上げのためのコンセプト検証が着実に実施できるよう効果的な支援を

行う。具体的には、大企業や行政機関など検証の場を提供できる主体とのマッチング・調整の

サポートや検証の際に必要となる機材の手配などの物的サポートを行う。 

 

24 社会課題解決型スタートアップ支援事業（創業支援課） 

社会課題解決に資する革新的な製品・サービスを有するスタートアップと企業とのマッチング

により、ビジネスモデルの検証や製品の実装等を支援する。 

 

25 リスタート・アントレプレナー支援事業（創業支援課） 

起業の失敗への恐れを払拭し、東京における起業機運をさらに高めていくため、廃業・倒産

等の過去の経験を糧に再起を目指す起業家を掘り起こし、再起業などの起業経験を生かしたセカ

ンドキャリアをテーマにしたイベントなどを行うコミュニティを構築する。また、再スタートを

志す有望な起業家を選抜し、ビジネスプランの検証等を通じ、過去の経験を次の成功に昇華させ

るためのアクセラレーションプログラムを行う。 

 

26 事業承継を契機とした「第二創業」支援事業（創業支援課） 

 事業承継を行った企業に対する人材面、ノウハウ面等の支援を行い、新規事業開発、第二創業

を促進する。 
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27 ５Ｇ技術活用型開発等促進事業（創業支援課） 

５Ｇ技術を活用して新製品やサービスの開発等を目指すスタートアップの取組を促すため、

スタートアップが５Ｇ技術を保有する通信キャリア等と連携する仕組づくりを行い効果的な支

援を図る。具体的には、通信キャリアに加え、日頃よりスタートアップへの支援を行うアクセ

ラレータ等と連携、協働しスタートアップ等の開発・事業化を資金的、技術的な側面からサ

ポートするとともに、ビジネスマッチング支援などのネットワーク面でも支援を行う。 

※令和７年度は、過年度採択者間の連携促進、機運醸成、成果発信等を実施 

 

28 次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業（創業支援課） 

都内スタートアップ企業等が、5G をはじめとした次世代通信技術を活用した新たなビジネス

やイノベーションを創出し、各スタートアップ企業の企業価値向上を目指す。その実現に向け

て、都が選定した開発プロモーターを通して、通信キャリアをはじめとした様々な連携企業等

と連携し、資金面、技術面、ネットワーク面での支援を行う。 

 

29 行政課題解決型スタートアップ支援事業（創業支援課） 

西新宿でスタートアップ支援の拠点を運営し、ピッチイベント開催と交流の場を創出するこ

とで、行政の課題をこれまでにない製品やサービスを提供するスタートアップにより解決する

ことができる環境を生み出す。 

 

30 スタートアップによる島しょ振興促進事業（創業支援課） 

島しょ地域の現状を知るための説明会を実施して、島しょ振興に熱意ある者を掘り起こし、意

欲的なスタートアップ等に対しては、事業化に向けた集中的な支援を行う。事業成果を広く発信

していくことで、島しょ振興機運の醸成と島しょ地域におけるスタートアップのビジネス機会の

創出を促進する。 

 

31 多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業（創業支援課） 

ものづくり起業家の掘起しを行い、既存の中小企業などの製造業との連携を促進し、次世代の

スタートアップ起業家へと育成することで、創業機運を醸成、ものづくり起業家を輩出していく。 

 

  

32 開発途上国の社会課題解決に資するスタートアップ支援事業（創業支援課） 

途上国が抱える社会課題の解決及び都内スタートアップの海外展開への足掛かりを築くため、

都内スタートアップが有する優れた技術や製品、アイデアが途上国市場に参入可能か検証する

など、市場投入に向けた必要なサポートを実施する。 
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第４ 地域工業の活性化 

 

東京のものづくり産業は、城東、城南などで地域的に特色ある集積を形成している。そこでは、

域内の中小企業が地域内で蓄積された技術、情報、人材等を基に企業間ネットワークを形成するな

ど、集積のメリットを活かした生産活動を行ってきた。しかし、近年、工場等の跡地へのマンショ

ン進出などにより、域内での事業環境が悪化し都外への転出や廃業を余儀なくされる事業者もある。

また、世界規模でのデジタル化の進展により、中小企業はデジタル技術の実装による経営の効率化

やビジネスモデルの変革、新たな価値の創出が急務となっている。   

都では、地域産業の成長と継続的・安定的な発展に向け、多様な主体の協業・参画や自己変革へ

の挑戦を促し、区市町村が地域産業の振興に向けて行う事業や、地域の産業特性・実情に応じたデ

ジタル化の推進に係る取組等を支援するとともに、操業環境の整備など産業基盤強化に向けた取組

を推進し、地域産業の活性化を図る。     

また、都内での立地を希望する企業に対して情報提供等を行う相談センターを運営することで、

きめ細かな立地支援を行う。 

さらに、東京の地域資源を活用、あるいは東京の都市課題を解決する取組を支援し、地域経済の

活性化を図る。 

 

１ 地域産業活力創出支援事業（地域産業振興課） 

  「多様な主体との連携により地域の産業力を強化する取組」とあわせ、「感染症や自然災害

などの発生による社会経済活動の大きな変化や社会構造の変革への対応」を含む区市町村の地

域産業活性化計画を支援することで、地域産業振興施策をより力強く推進する。※令和７年度

は過年度採択者に対する継続支援のみ実施   

    （区市町村計画に対する補助事業） 

  ・補助率：１／２以内（ただし、小規模企業支援に特化した事業は２／３以内） 

  ・補助期間：３年以内 

  ・補助限度額：１億円（ただし、小規模企業支援に特化した事業は3,000万円以内）（年度ご

との上限額） 

   

２ 地域産業成長支援事業（地域産業振興課） 

  「多様な主体の協業・参画」及び「中小企業等の自己変革への挑戦」を促進する取組を含む区

市町村の地域産業活性化計画の取組を支援するほか、地域産業の振興に意欲的に取り組む区市町

村を後押しする仕組みにより都内産業の成長・発展を図る。また、多摩・島しょの市町村が、地

域産業活性化のための施策立案に向け地域産業の実態や課題等を把握する取組を支援することに

加え、区市町村が連携して地域産業の振興に資する事業を実施する取組を支援することにより、

都内全域の産業力を高めていく。 

  （区市町村計画に対する補助事業） 

  ・補助率：１／２以内（ただし、小規模企業支援に特化した事業は２／３以内） 

  ・補助期間：３年以内 
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  ・補助限度額：１億円（ただし、小規模企業支援に特化した事業は 3,000 万円以内）（年度ご 

   との上限額） 

  （一般事業に対する補助事業） 

  ・補助率：１／２以内 

  ・補助限度額：1,000 万円 

  （地域産業実態調査事業に対する補助事業） 

  ・補助率：１／２以内 

  ・補助限度額：1,000 万円 

  （広域連携事業に対する補助事業） 

  ・補助率：１／２以内 

  ・補助限度額：500 万円 

 

３ 地域産業デジタル化推進事業（地域産業振興課） 

  コロナ禍を機とした世界規模でのデジタル化の進展により、中小企業はデジタル技術の実装

による経営の効率化やビジネスモデルの変革、新たな価値の創出が急務となっている。 

  デジタル化の推進に当たっては、地域ごとに異なる産業特性や地域の実情に応じた支援が必

要であり、中小企業の生産性向上・競争力強化や新産業の創出等に取り組む区市町村を後押し

することにより、都内における地域産業のデジタル化をきめ細かく推進する。 

  ・補助率：２／３以内 

  ・補助期間：交付決定の日から令和８年３月 31 日まで  

  ・補助限度額：4,000 万円 

 

４ 都内ものづくり企業地域共生推進事業（地域産業振興課）          

都内ものづくり企業が今後も操業を継続し、地域産業が持続的な発展を行っていくためには、

近隣住民に対する防音・防臭といった操業環境の改善に留まらず、地域との調和・共生をめざし、

主体的な取組を行っていくことが重要である。 

都は、区市町村と連携し、地域との共生に意欲的なものづくり企業に対しての支援を行うこと

により、産業集積の維持・発展を図る。 

  （操業環境改善事業、住民受入環境整備事業） 

・補助率：１／２以内 

  ・補助限度額：250 万円 

  （耐震補強事業） 

  ・補助率：１／３以内 

  ・補助限度額：700 万円（耐震診断：100 万円、耐震設計：200 万円、耐震工事：400 万円） 

 

５ 地域工業連携強化支援事業（地域産業振興課） 

(1)  東京工業団体連合会補助（事務費） 

東京工業団体連合会が実施する都内ものづくり産業の維持発展を図る事業を支援し、地域

工業者の経営の安定と都内産業の振興を図る。  
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 (2） 東京工業団体連合会補助（事業費） 

 ア 専門家派遣支援事業（１企業当たり５回以内） 

    地域工業者等が自ら解決することが困難な、様々な課題（会計全般、財務・申告、特許

出願、専門技術等）に対して専門家を派遣し、個別に問題解決していくことにより、地域

工業者等の経営基盤の見直しや強化を図る。 

  イ 依頼試験等助成事業 

    地域工業者等が技術開発及び製品開発等に係る課題の解決や技術革新を図ることができ

るよう、必要となる依頼試験等に要する経費の一部を助成する。 

   ・助成率：２／３以内 

   ・助成限度額：20 万円 

  ウ ものづくり基盤技術強化支援事業 

    地域の工業団体等がものづくり基盤技術の強化を図るため、自主的に取り組む事業に対し

経費の一部を助成することにより、厳しい経営環境に置かれている都内ものづくり企業の経

営力・技術力の向上を図る。 

   ・助成率：２／３以内 

   ・助成限度額：360 万円 

 

６ ＴＯＫＹＯ地域資源等を活用したイノベーション創出事業（地域産業振興課） 

東京の「地域資源」（鉱工業、農林水産物）を活用した、あるいは東京の都市課題の解決に

つながる中小企業等の新製品・新サービスの開発・改良を支援することにより、イノベーショ

ンを創出し、地域経済等の活性化を図る。 

・助成率：１／２以内（「東京の都市課題解決事業」の「環境・エネルギー」分野について

は２／３以内） 

・助成期間：２年以内 

・助成限度額：1,500 万円 

  

７ 東京都企業立地相談センターの運営（地域産業振興課）  

都内での立地を希望する企業に対して適時適切なアドバイスや情報提供を行う相談センターを

設置し、都内への立地を支援する。センターでは、区市町村や民間の不動産事業者と連携し、立

地を希望する企業へ産業振興施策や物件の情報を提供することで、きめ細かな立地支援を行う。 

 

８ 立地環境の改善指導（地域産業振興課） 

(1) 工場適地調査 

工場立地が環境の保全を図り適正に行われるよう、立地条件等を調査し、工場を設置しよ

うとする者にその情報を提供する。 

(2) 集団化指導 

市街地で事業を行っている中小企業者の多くは、公害問題や作業環境の悪化、店舗等の狭

隘化などの課題を抱えている。このような課題に対応するため、中小企業者が組合等を結成

し、集団で移転するなどの場合に、計画実施から移転後の企業経営の運営までの指導や移転



経費等の貸付を実施している。 

(3) 江東再開発地区指導 

ア 営業再建指導 

江東防災再開発事業の実施により、立地環境に大きな変化が生じている地区の中小企業の

営業再建を進め、再開発後の新地域における環境に適応した商工業者の振興を指導し、経営

基盤の確保を図る。 

イ 白鬚共同利用工場管理 

白鬚東・西地区の中小企業で、再開発事業実施後も同地区内で営業の継続を希望しながら、

権利変換施設・再開発住宅併設作業所等に立地し難い者の営業再建を図るため、当該企業が

入居した共同利用工場の管理を実施する。 

・白鬚東共同利用工場（26作業室）  墨田区堤通２－１－12 

・白鬚西共同利用工場（41作業室）  荒川区南千住８－５－７ 

白鬚東共同利用工場では、空区画が生じた際の対応として、特定地域の中小企業に対し公

募し、審査会を経たうえで、平成 19年５月から最大３年間の短期貸付を行っている。 

また、白鬚西共同利用工場では、研究・技術開発型のインキュベーション施設（白鬚西

R&D センター）として、平成 19年７月から最大５年間の短期貸付を行っている。さらに、平

成 28 年度からは、白鬚西共同利用工場においても、白鬚東共同利用工場と同様に、最大３

年間の短期貸付を実施している。 

  ウ 白鬚共同利用工場管理（工事） 

 経年劣化等により、白鬚共同利用工場の更新が必要な設備等を改修することで、工場の安

全性向上を図り、入居者が安心して作業を行える環境を提供する。 

 

９ 砂利採取及び採石業者指導等（地域産業振興課） 

砂利採取法及び採石法に基づく業者登録、採取計画認可のほか、災害防止、環境の保全、地域

社会との調和などの指導を行い、砂利・岩石採取業者の健全な企業活動を促進している。 

・砂利採取業者登録数： 299 業者（令和７年３月末現在） 

・採石業者登録数：77 業者（令和７年３月末現在） 

 

10 多摩産業交流センターの管理（経営支援課） 

多摩地域の持つ産業集積の強みを活かし、広域的な産業交流を通じてイノベーションの創出を

活性化するため、広域的産業交流の中核機能を担う多摩産業交流センター（東京たま未来メッセ）

を管理運営し、展示室、会議室等の貸出を行う。 

指定管理者制度を導入しており、令和３年度から令和７年度の５ヶ年の運営を委任し、管理運

営の効率化、利用者サービスの向上を図っている。また、指定管理者は多摩産業交流センター

（東京たま未来メッセ）の共用部分等についても維持管理を行う。 

 

11 イノベーション創出拠点の整備推進事業（地域産業振興課） 

地域産業の活性化を図るため、イノベーション創出に向けた拠点の整備等について調査などを

実施する。 
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第５ 地域商業の活性化 

 

都内には、約 2,400 の商店街があり、都民の日々の暮らしに必要な商品やサービスを提供すると

ともに、それぞれの地域の特性を活かしながら、地域経済や雇用を支える場として、地域住民の生

活やコミュニティの核として、大変重要な役割を果たしている。 

しかし、商店街を取り巻く現状は、大型店舗の進出や商店主の高齢化などの課題のほか、来街者

の減少や消費者の買い物スタイルの変化など厳しい状況にあり、地域の経済や社会に大きな影響を

及ぼしている。 

その一方、商店街の活性化に向けて意欲ある取組を行い、にぎわいを維持している商店街も数多

く存在している。 

商店街の活性化支援は、このような元気な商店街を増やしていくために、区市町村や商店街と緊

密な連携をとりながら展開していくことが重要であり、都は、区市町村や商店街の多種多様な取組

を積極的に支援している。 

また、都が直面する行政課題の解決につながる商店街の取組への支援や商店街が地域団体と連携

して行う地域ぐるみの活動に対して支援を行い、商店街の活性化を図る。 

さらに、新たな取組にチャレンジする商店街を側面支援し、商店街の主体的で創意工夫ある取組

を後押しする。 

大規模小売店舗の進出に対しては、多数の来客、物流により周辺環境に大きな影響を及ぼす恐れ

があるため、地域住民や区市町村の意見を聴取するなど、地域社会と調和した立地を図るよう指導

している。 

 

１ 商店街活性化対策（地域産業振興課） 

(1) 商店街活性化支援 

商店街等が行う先駆的で意欲的な取組の中で、大きな効果が期待できる事業について各区

市町村や他の商店街への普及に努めるとともに、商店街等の活性化に向けた多様な取組に対

して助言等を行う。 

(2) 東京都商店街振興組合連合会指導事業 

小売商業者の経営の安定を図るため、都内の法人格をもつ商店街の連合会である東京都商

店街振興組合連合会が傘下組合等を対象にして行う指導事業に要する経費の一部を助成する。 

   (3)  商店街実態調査事業 

商店街振興施策の立案と対策を推進するための基礎資料として「商店街基本台帳」を       

作成する。 

 

２ 魅力ある商店街づくり（地域産業振興課） 

(1) 商店街チャレンジ戦略支援事業 

魅力ある商店街づくりに向けて、将来を見据えた戦略的な取組にチャレンジする商店街

に対し、区市町村を通じて補助を行う。 

また、区市町村の行政区域を越えた広域的な商店街の取組に対しても支援を行い、「単
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一的取組」と「面的取組」の両面から商店街の活性化を図る。 

あわせて、「政策課題対応型商店街事業」において、環境や防災、買物弱者支援など都

が直面する行政課題の解決につながる商店街等の取組に対し支援を行うとともに、令和７

年度は、大規模な自然災害に備える緊急対策として、「商店街防災力向上緊急支援事業」

にて、商店街における防災力の強化を後押しする。 

他に、都内商店街で開業又は事業承継をする方を対象に、開業等の際の店舗新装・改装

等に要する経費等の支援や開業後の経営面等に係る継続的な支援を行い、商店街及び個店

の更なる活性化や後継者の育成を目指す。 

加えて、若手・女性を対象に、開業の際の店舗新装・改装等に要する経費等の支援、

チャレンジショップでの商品販売機会の提供、繁盛店の経営手法を学ぶ集団研修を行い、

商店街の後継者となる新たな担い手の発掘を図る。 

さらに、商店街や個人の多様な取組の中から、「東京商店街グランプリ」として、優れ

た取組を表彰し、商店街の意欲ある取組を促すとともに、広く都民に紹介する。 



各事業別の補助率・補助対象者・補助限度額については以下のとおりとする。 

※１ 新たに法人化した商店街にあっては、都補助率１／２、都補助限度額 7,500 万円 

※２ 会則、役員名簿、過去 24か月分の決算書等を具備した任意商店街の補助限度額は 1,000 万円 

都補助率 補助対象者
補助限度額
（千円）

１／３ 3,000

１／２ 500

７／１２ 5,250

７／１２ 583

５／９ 555

５／９ 555

５／９ 555

小額支援事業（100万円以下） ５／９ 555

小額助成（任意商店街） １／３ 200

１／３(※１)
50,000

(※1.2)

女性活躍推進事業 ７／１２ 583

１／２
50,000

(※1.2)

１／２ 区市町村 10,000

１／２ 5,000

７／１２ 20,000

小額支援事業（100万円以下） ５／９ 555

小額助成（任意商店街） １／３ 200

２／５ 4,000

１／３ 3,333

２／５ 100,000(※2)

１／３ 200

３／５ 3,000

１／２ 1,000

１／２
１年目　15,000

２・３年目
50,000

３／４ 20,000

２／３ 東京都商店街振興組合連合会 20,000

（環境・買物弱者支援事業以外） ４／５

（環境・買物弱者支援事業） ９／１０

１０／１０ 300

①店舗新装・改装工事費
②店舗賃借料

２／３

①2,500
②1年目月額150

2年目月額120
3年目月額100

①店舗新装・改装工事費
②店舗賃借料

３／４

①4,000
②1年目月額150

2年目月額120
3年目月額100

多言語対応事業

商店街戦略的リノベーション支援事業

商店街防災力向上緊急支援事業

若手・女性リーダー応援プログラム

調査事業

キャッシュレス対応事業

イベント事業（新規）

活性化事業

東京都中小企業振興公社

事業名

100万円以下

広域支援型商店街事業

商店街起業・承継支援事業

イベント事業

こども応援事業活性化事業

組織力強化支援事業

100万円超

組織活力向上支援事業

女性活躍推進事業

若手・女性支援事業（100万円以下）

こども応援事業

全国連携事業

120,000

下記事業以外

地域連携型商店街事業 イベント事業（継続）

政策課題対応型
商店街事業

未来商店街
活力向上支援事業

ブランド化調査・実行事業

計画実行事業

地域力向上事業

商店街等
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(2) 商店街ステップアップ応援事業 

商店街が抱える潜在的な課題の抽出や課題解決に向けた取組の提案をアウトリーチで行う

体制を区市町村が整備できるよう支援する。 

また、専門家派遣事業の都内での実施体制を整備し、商店街が新たな取組を行う際に必要

とする知識やノウハウを提供することで、商店街の主体的な取組を後押しする。 

さらに、上記の専門家による助言等を受けた商店街が行う市場調査や計画策定に対して支

援を行う。 

(3) 進め！若手商人育成事業 

商店街の活性化を図るには、次代を担う商店主や後継者の意欲、経営能力を高めるととも

に、商店街づくりの核となるリーダーの育成など、商店街の人材育成が急務である。このた

め、専門家の商店街への派遣、商人大学校の開催や商店街リーダー実践力向上塾の実施等に

より、次世代の商店街を担う若手商人を中心に据えた実践的かつ総合的な人材の育成を図る。 

(4) 東京都スマート商店街推進事業 

商店街のデジタル化の取組を後押しするため、キャッシュレス化の推進やアプリ開発（デ

ジタルスタンプカードなど）などに取り組む商店街に対し、コーディネーターの派遣や必要

な機器の購入等に係る経費及び導入機器の活用に必要な経費を助成するなど、その取組を支

援する（商店街デジタル化推進事業）。 

また、区市町村が商店街区において無電柱化を行った場合に生じる地上機器（トランス）

にラッピングする経費を補助することで商店街の景観向上を図る（商店街無電柱化推進事

業）。 

 

３ 大型店環境調整（地域産業振興課） 

大規模小売店舗の出店は、多数の来客・来車、大規模物流等を伴うことから、周辺環境に大き

な影響を及ぼす恐れがある。地域住民や区市町村の意見を聴取し、大規模小売店舗立地法の「指

針｣に沿った調整を行い、地域の生活環境など地域社会と調和した立地を図る。 

(1) 大型店届出調整 

大規模小売店舗立地法に基づく新設、変更等の届出に対し、住民や商業その他の業務の利

便確保に配慮すべき事項（交通渋滞、駐車場等）や周辺地域の生活環境の悪化防止に配慮す

べき事項（騒音、廃棄物等）を審査･調整する。 

(2) 大規模小売店舗立地審議会 

審議会において、地域社会に融和した大型店の適正な立地を確保できるよう、届出案件ご

とにその内容を審議し、勧告、公表等の意見形成を行う。 

(3) 大型店調査研究 

大規模小売店舗立地法の調査対象項目は交通、騒音、駐車場・駐輪場の設置、廃棄物処理

など広く、調整においては専門的知見を聴取しつつ適切な運用を図ることが必要であること

から、大型店の実態を把握するための委託調査を実施する。調査結果については、大型店問

題研究会において検討を行うなど、東京都における立地法の適正な運用のためのデータ資料

とする。 
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第６ 総合的支援 

 

中小企業に対する支援をより効果に行うためには、個々の施策を有機的に結びつけるとともに、

各支援機関が相互に連携して支援を行うことが重要である。 

このため、（公財）東京都中小企業振興公社を核として、商工部等の都の機関や（地独）東京都

立産業技術研究センター等の各支援機関が相互に連携して支援を行う総合支援事業等を行っている。 

また、都の中小企業振興対策の方針や施策のあり方を見直すために、中小企業振興対策審議会を

設置している。 

 

１ 総合支援事業（経営支援課・創業支援課） 

産業構造の変化など激変する社会情勢の中で、大企業に比べ経営基盤の脆弱な中小企業は厳し

い環境に置かれている。こうした中小企業の経営を下支えするためには、技術、経営、資金面な

ど、各企業が抱える経営課題に応じた支援を行っていく必要がある。 

そこで、都が中小企業支援法第７条第１項に基づき指定した（公財）東京都中小企業振興公社

を核として、商工部等の都の機関及び産業技術研究センターが中心となり、労働部門や民間とも

連携し、総合的・継続的な支援を行う。 

(1) 総合的支援体制の整備 

総合相談窓口を設置し、中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士、司法書士等の専門家

を配置して、経営・金融、法律、創業・会社設立、ＩＴ関連、税務会計、悪質クレーム等の

分野についての様々な相談にワンストップで対応する。 

(2) 事業可能性評価事業 

ア プロジェクトマネージャー等の配置 

創業者等が抱える技術・経営等の様々な課題に対し、適切な支援策を講じるため、プロ

ジェクトマネージャー、サブマネージャー、アドバイザーを配置している。 

イ 事業可能性評価委員会の運営  

事業成長の可能性が高く、将来的に有望な企業を発掘し、総合的、継続的な支援を行うた

め、中小企業等の事業の可能性について総合的な評価を行う。 

(3) 情報提供事業 

ア  産業セミナー 

中小企業の経営者、実務担当者等を対象に経営方法、経営管理、ＩＴ活用等をテーマに、

今日的課題の普及を目的としたセミナーを実施する。 

イ 交流会  

経営者を対象とした「経営者交流会」を側面から支援するとともに、適切な助言、相談等

を行う。 

ウ  情報支援室の設置 

中小企業に経営や技術に関する最新の情報を提供する。 
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(4) 専門家の派遣・人材育成事業 

ア 専門家の派遣 

企業の経営上の様々な課題を解決するため、中小企業診断士、税理士等の民間の専門家が

直接中小企業を訪問し、助言・指導を行う。 

イ 人材育成事業 

中小企業の経営者、その従業員を対象に経営方法に関する専門知識や技術・技能の習得並

びにＩＳＯ内部監査員の養成等を目的とした研修を行う。 

 

２ 政策課題対応型専門家派遣事業（経営支援課） 

「未来の東京」戦略においても言及されているデジタルやグリーンなどの政策課題に係る取組

を行う都内中小企業者等に対し、その取組に係る経営上の様々な課題を解決するため、専門家派

遣事業を実施する。 

 

３ カスタマーハラスメント対策に向けた経営支援事業（経営支援課） 

近年、商品やサービスを提供する企業に対し顧客等が著しい迷惑行為を行うカスタマーハラス

メントが社会問題となっている。 

そこで、中小企業者が行うカスタマーハラスメント対策に係る体制整備等を支援するため、相

談対応や専門家派遣事業、講習会の開催を実施する。 

 

４ 新事業分野開拓者認定・支援事業（創業支援課） 

新規性等一定の条件を満たす新商品等を生産・提供するベンチャー企業等の中小企業者を「新

商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者」として東京都が認定し、認定事業者

が生産・提供する新商品等を都のホームページ等でＰＲするとともに、当該新商品等の一部を都

の機関が試験的に購入・評価することによって、販路開拓を支援する。 

 

５ 中小企業情報のネットワーク整備（調整課・創業支援課） 

(1) 中小企業情報システム 

中小企業を様々な側面から支援するためには、情報ニーズの高度化、迅速化に対応した情

報収集体制が必要である。企業情報の収集等を行う共通情報システム、専門情報が収集可能

な個別情報システムをはじめとした各システムにおいて、情報の充実を図るとともに、その

効率的な運営を行う。 

(2) 中小企業支援システムの管理運営 

（公財）中小企業振興公社のシステムの管理運営に必要な経費を補助し、円滑な執行及び

効率的な運営を実現し地域経済の健全な発展に寄与するための、安定的な運営を行う。 

 

６ 中小企業振興公社の管理運営（調整課） 

都内中小企業の中核的な支援機関である（公財）東京都中小企業振興公社に対し、管理運営経

費の一部を補助している。 

（公財）東京都中小企業振興公社の概要 
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昭和 41 年に中小企業の下請取引の紹介等を行うため、東京都により設立された。その後、

平成 12 年に「中小企業支援法」に基づく中小企業支援センターの指定及び「新事業創出促進

法」第 26 条に基づく中核的支援機関の認定を受け、東京都における総合的支援機関として地

域経済の振興に寄与している。 

(1) 本  社  〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町一丁目９番地 

(2) 設  立  昭和 41 年７月 29 日 

(3) 目  的  都内中小企業の経営基盤の強化に関する事業を総合的に実施することにより、

中小企業の経営の安定と発展に貢献し、もって地域経済の振興に寄与すること

を目的とする。 

(4) 職員定数 707 名（うち常勤 424 名、非常勤 283 名）（令和７年４月１日現在） 

(5) 主な事業 

ア 中小企業の経営支援、勤労者の福祉向上並びに地域産業の振興に関する事業 

イ 中小企業の事業者及び勤労者等に対する共済事業 

 

７ 中小企業振興対策審議会（調整課） 

中小企業の振興を図り産業の発展に寄与するために設置される知事の附属機関であり、知事の

諮問に応じて、中小企業の振興対策の基本方針などに関して審議・答申を行い、これにより都内

中小企業の振興を図る。 

<近年の審議会答申> 

・平成６年 10月 21 日 「東京の新しい中小企業像について」答申 

・平成 14 年８月 28 日 「都のものづくり振興のあり方について」答申 

・平成 16 年５月 24 日 「都のものづくり産業の集積施策のあり方」答申 

 

８ 地域中小企業振興センター建物維持管理（創業支援課） 

地域における中小企業振興の拠点として、都内２か所に設置している産業労働局庁舎である地

域中小企業振興センターの建物維持管理を（地独）東京都立産業技術研究センターに委託して行

う。 

地域中小企業振興センターの名称及び所在地 

(1) 城東地域中小企業振興センター（所在地：葛飾区青戸７－２－５）※休館中 

(2) 城南地域中小企業振興センター（所在地：大田区南蒲田１－20－20） 

 

９  産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ建物維持管理（創業支援課） 

平成 22 年２月に開設した、多摩における初の本格的産業支援拠点である、「産業サポートス

クエア・ＴＡＭＡ」内の多摩テクノプラザ（テクノプラザ本館、別館）及び経営サポート館の建

物維持管理を、（地独）東京都立産業技術研究センターに委託して行う。 

   産業サポートスクエア・ＴＡＭＡ（所在地：昭島市東町３－６－１） 

(1)  テクノプラザ本館・別館（（地独）東京都立産業技術研究センター） 

(2)  経営サポート館  （（公財）東京都中小企業振興公社・東京都商工会連合会） 
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10  秋葉原庁舎建物維持管理（調整課） 

（公財）東京都中小企業振興公社及び（地独）東京都立産業技術研究センター等が入居する産

業労働局秋葉原庁舎の土地、建物、工作物の維持管理を（公財）東京都中小企業振興公社に委託

して行う。 

 

11 戦略的産業分野の育成（創業支援課・経営支援課） 

(1) 航空宇宙産業への参入支援事業 

   成長産業分野として期待される航空宇宙産業への都内中小企業の参入に向けた取組を 

  支援する。 

〇航空宇宙産業参入支援セミナー・交流会 

〇宇宙製品等開発経費助成 

 ・機器開発助成 

  助成限度：１億円、助成率：２／３以内 

 ・ソリューション開発助成 

  助成限度：2,000 万円、助成率：２／３以内 

〇航空機産業参入支援（Tokyo Metropolitan Aviation Network） 

 

(2) 医療機器産業への参入支援 

ものづくり中小企業と臨床機関、医療機器製造販売企業（以下「製販企業」という。）、

大学等研究機関との間での医工連携の取組を介して、ものづくり中小企業の医療機器産業へ

の参入を促進し、都内経済の活性化を図る。 

    ア 医工連携ＨＵＢ機構等による医工連携の推進 

医工連携ＨＵＢ機構、中小企業振興公社及び都立産業技術研究センターが連携し、もの

づくり中小企業・臨床機関・製販企業・研究機関から医療機器に関するニーズやシーズ、

技術情報を収集・集約し、関係機関同士のマッチング支援を行う。また、医療機器開発に

係る各種相談対応や助言を行う。これらの活動を通じて新たな医療機器の研究・開発が立

ち上がり、事業化されていくことを支援する。 

   イ マッチング交流会 

機器・分類毎に整理されたニーズとシーズを事前に検討した、製販企業と中小企業との

効率的なマッチングを図る。 

ウ 医療機器産業参入促進助成 

都内ものづくり中小企業等と製販企業が新たな医療機器の共同開発を行うにあたり、研

究開発から実用化までの経費の一部を助成する。 

     助成率２／３以内、助成限度額 5,000 万円 

うち、以下の部分を切り出して単独利用することができる。 

・開発着手支援助成：助成率２／３以内 助成限度額 500 万円 

エ 支援拠点の運営 

大学病院等の臨床現場から寄せられるニーズに基づく新たな医療機器開発に向けたマッ

チング支援や機器開発支援の拠点として、中央区日本橋において医工連携ＨＵＢ機構及び
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中小企業振興公社からなる東京都医工連携イノベーションセンターを運営する。 

   オ 臨床アカデミアとの連携 

     都内医学部を中心とするネットワークを形成し、臨床アカデミアにおいて事業可能性が

高いニーズを定常的に収集・整理することで、関係機関同士の確度の高いマッチングを促

進する。 

カ 医工連携人材育成 

都内中小企業の医工連携を推進する人材育成を目的とする講座を 3 コース開設する。 

   キ 現地ニーズを踏まえた海外向け医療機器開発支援 

世界の中でもとりわけ高い成長が見込まれる新興国を訪問し、現地医療機関の現場観察

やヒアリングを行うと共に現地の関係機関とのネットワーク作り等を支援することで海外

向け医療機器開発及び事業化を支援する。 

ク 先端医療機器アクセラレーションプロジェクト 

都内に集積する臨床機関、医療機器開発に係る専門人材、研究機関、製販企業、ベン

チャースピリットに富む中小企業などの医療機器開発のための高いポテンシャルを活用し

集中的な支援を行うことで、東京に先端医療機器を生み出すエコシステムを構築する。 

  (3) コンテンツ産業の海外展開支援事業 

    専門家等による相談窓口の設置や普及啓発セミナーを実施し、コンテンツ産業に従事する 

  都内中小企業等の海外展開を促進する。 

  (4) コンテンツの活用 

都内のコンテンツ産業の発展に向けては、コンテンツ産業と他の産業との交流を契機として、

コンテンツ活用の裾野を拡げていくことが重要である。そのため、異業種交流イベント等を実

施し、業種を超えた連携を促進する。 

  (5) アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業 

    国内アニメーション制作会社等の大半が集まる東京において、海外でのビジネス展開に向 

   けた機運を高めるとともに、優れたオリジナルアニメ企画を持つ事業者を選定し、海外の国 

   際アニメ見本市への出展を支援することで、アニメーションの海外展開を促進する。 

(6) 東京発「クールジャパン」（中小企業等の国際展開）の推進 

ファッション、伝統工芸品など我が国の生活文化を活かした産業分野には、優れた技術・

商品・アイデアなどを持つ都内中小企業等が多く存在し、海外での事業展開が期待される。 

このため、優れた事業プランを有した中小企業等の海外展開や、国際的に通用する優れた

人材の育成等を支援するとともに、こうした取組を通じて東京の「クールジャパン」を世界

へ発信・浸透させ、東京の産業力とブランド力の強化を図る。 

 (7) 中小企業受注拡大プロジェクト  

東京2020大会等を契機とする中長期的な受注機会の拡大や販路開拓を支援し、中小企業の

更なる成長を後押しするため、これまで、中小企業支援機関と連携し、「中小企業世界発信

プロジェクト」を実施して、官民連携の受発注のマッチングサイト「ビジネスチャンス・ナ

ビ」の構築などを行ってきた。こうした取組を東京2020大会のレガシーとして定着させ、更

なる発展を目指す必要がある。 
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そこで、「中小企業受注拡大プロジェクト」として事業を継続し、利用者のニーズを捉え

ながら、「ビジネスチャンス・ナビ」の充実強化を行うなど、プロジェクト内の取組におけ

る利便性向上を図り、中小企業の受注機会の拡大を強力に後押ししていく。 

 

12 女性経営者等の活躍促進事業（創業支援課） 

本格的な人口減少時代を迎える中、都内産業の持続的発展を図るためには、未だ十分でない女性

の活躍をさらに推進し、その能力をより一層活用することが不可欠である。企業経営における女性

の活躍の推進により、これまでにない新たな視点での事業展開など、事業活動の活性化が期待され

るが、企業経営を志す女性や新たに経営者となった女性は、ロールモデルの少なさなど、男性には

ない様々な課題に直面することとなる。 

そこで、ビジネス分野における女性活躍の気運を一層盛り上げるとともに、新たな知識・ネッ

トワークの獲得を支援する施策を実施する。 

 

13 ファッション産業の振興（経営支援課） 

東京では、ファッションに関する様々なショーや展示会が異なる時期と場所で個別に開催され

ているため、いずれも世界や国内からの注目の度合いは高くなく、商談や来場者の増加による発

展のきっかけが見通せない状況にある。 

このため、都とファッション業界が連携し、街全体でファッションを盛り上げる雰囲気を醸成

し、幅広い層へ東京のファッションの魅力を発信することにより、新たなビジネスチャンスの創

出やアジアのファッション拠点としての東京のプレゼンス確立を目指す。 

 

14 地域特性に着目した産業振興（経営支援課） 

業界団体や民間企業などが企画・実施するそれぞれのエリアの地域特性に着目した産業振興に

資するイベントや広報・ＰＲへの支援を行うことにより、今後見込まれる様々な中長期のビジネ

スチャンス拡大に向け、中小企業の優れた製品やサービス等を効果的にアピールする機会を創出

し、東京の産業力を高め、活性化を図っていく。 

 

15 ファッション産業の担い手発掘・育成事業（経営支援課） 

  ファッション・アパレル産業を持続的に発展させていくためには、ファッション界の未来を担

う若きファッションデザイナーの潜在能力を引き出し、世界にも通用する人材として育て上げる

ことが重要である。 

 このため、ファッションデザイナーを志す若き世代に挑戦・活躍する機会を与えるとともに、

将来につなげるためビジネス展開に向けた支援も提供することで、若き才能が世界に羽ばたく後

押しをする。 

 

16 ｅスポーツに係る産業の振興（経営支援課） 

  ｅスポーツは、日本のみならず全世界で流行の兆しを見せ、競技人口・市場規模ともに飛躍的

な増加が見込まれる。ｅスポーツに係るゲーム・コンテンツ開発や周辺機器の製造・販売など、
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関連産業の裾野は広く、ｅスポーツへの関心を高めていくことは、様々なニーズを生み出し、中

小企業の力を発揮する機会をつくることにつながる。 

そこで、ｅスポーツの競技大会と関連産業展示会からなる「東京ｅスポーツフェスタ」を開催

し、ｅスポーツの認知度の向上を図るとともに、関連産業における都内中小企業の優れた製品や

サービス等を効果的に発信する機会を創出することにより、東京の産業力を高め、さらなる活性

化を図っていく。 

 

17 ＸＲ、メタバース等を活用した産業の振興（経営支援課） 

  デジタル空間活用の拡大に伴い、流通経路の多様化・複層化やメタバース・NFT 等の技術革新

によるマネタイズ機会の拡大等、コンテンツ市場には様々な変化が生じている。また、コンテン

ツはデジタル空間のブランド化に不可欠な要素となることから、重要性の高まりや消費機会の拡

大が進んでいる。更に、リアル空間でのコンテンツ消費にはデジタル空間とは異なる付加価値が

求められると共に、デジタルとの連動・融合等による新たなビジネス機会の拡大も見込まれる。 

  そこで、コンテンツを軸に、ＸＲやイベント等の多様な事業者が、業務提携によるビジネスの

拡大や販路の開拓等の商談を行う展示会を開催することで、更なる市場の拡大を後押しし、都内

産業の発展に結び付けていく。 

 

18 中小企業ＳＤＧｓ経営推進事業（経営支援課） 

  ＳＤＧｓの活用は企業イメージの向上や取引条件の優位性など「経営戦略の強化」等が期待で

きるが、中小企業におけるＳＤＧｓ認知度は高まっている一方で、ＳＤＧｓへの対応・アクショ

ンを行っている中小企業は少ない状況にある。 

そこで、都内中小企業に対して、ＳＤＧｓ経営を推進するための施策（普及啓発、ハンズオン

支援、情報発信等）を展開し、企業の中長期的な成長を促進することで、企業価値や競争力の向

上を図っていく。 

 

19 ＥＣサイトの活用による東京の特産品販売支援事業（経営支援課） 

東京の特産品の販路拡大を後押しするため、民間ＥＣサイト（インターネットショッピング

モール）内に特産品販売の特設ページを開設し、東京の特産品を取り扱う都内中小企業等のＥＣ

サイト活用を支援する。 

 

20 ＥＣサイトの活用による東京の伝統工芸品販売支援事業（経営支援課） 

コロナ禍等で販売機会が減少した東京の伝統工芸品の販路拡大を後押しするため、ＥＣサイト

を活用し、伝統工芸品の販売及びプロモーションを支援することで、東京の伝統工芸品を広く発

信し、認知度を向上させることで販路拡大につなげていく。 

 

21 伝統工芸品の体験型ビジネス構築支援事業（経営支援課） 

 コロナ禍が収束し、今後多くの外国人の来日が見込まれる。外国人は、製作体験など伝統工芸

品に触れる機会への期待が大きいが、その機会や情報を得る機会が不足している。一方、多くの
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伝統工芸品事業者は、イベント等で製作体験を実施した実績はあるが、製作体験をビジネスにつ

なげるノウハウやスキル、情報発信が不足している。そこで、製作体験を核とした誘客、事業化、

顧客開拓までをパッケージ化した新たなビジネスモデル構築の支援を実施する。 

 

22 食品利用高度化推進事業（経営支援課） 

原料農産物内外格差の拡大、輸入拡大、流通コストの上昇など食品産業の競争条件は悪化して

おり、その体質改善を図ることが大きな課題となっている。 

そこで、新製品の開発、技術の向上、販路拡大、人材育成を図り、食品産業の高度化を総合的

に推進するとともに、都内食品産業と農林水産業との連携を図り、地域特産品のブランド化を推

進する。 

 

23 地域特産品開発支援事業（経営支援課） 

東京 2020 大会等を契機として、東京の特産品への関心は急速に高まり、この機会を活かして東

京都の特産品を国内外に向けて広くＰＲし、認知度を向上させることが急務となっている。 

そこで、東京の高い技術や東京産の農林水産物等を活用し、質の高い東京ならではの食品の開

発を支援するとともに、販路開拓・ＰＲ策を強化し、特産品の国内外への提供・ＰＲを図り、

もって都内中小食品製造企業の活性化を目指す。 

 

24 加工食品等海外販路開拓支援事業（経営支援課） 

 食品産業を取り巻く環境において、国内では生活様式の変化等から加工食品ニーズの高まりや

人口減少に伴う内需の低下懸念が見られる。他方、海外では、人口や所得の増加等による食品市

場の拡大や健康的な日本食への関心の高まり等新たなビジネスチャンスが期待される。  

 そこで、地域特産品「認証マーク」を取得している商品を中心に、加工食品等に特化した海外

販路開拓のためのハンズオン支援を実施する。 

 

25 先端技術を活用した社会課題解決促進事業（経営支援課） 

 ＡＩ/ＸＲ/メタバース等に代表されるデジタル技術に関する先端技術は、日々進歩している。

ＡＩの利活用は、業務の効率化や新たな商品・ビジネスモデルの開発につながり、生産性の向上

が期待される。また、ＸＲ/メタバースは、現実世界と仮想世界を接続し、新たな価値を創出し、

私たちの生活や社会を変える可能性を秘めている。 

 こうした先端技術を活用した製品やサービスは、都が抱える少子高齢化・インフラメンテナン

ス・医療/健康・スポーツ等の社会的な課題の解決にもつながることから、都内中小企業が持つ社

会課題の解決に資するソリューションを表彰するとともに、事業連携先のマッチング支援等を行

うことで、その普及を後押しし、都が抱える社会課題解決を加速化させていく。 

 

26 ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業（経営支援課） 

世界的な環境問題の深刻化により、企業におけるゼロエミッションの推進は、企業経営の競争

力を高める上で重要となっており、中小企業振興においても重要な政策課題となっている。 
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そこで、中小企業のゼロエミッションの実現に向けて、脱炭素化などの取組の普及啓発から経

営戦略の策定、実行支援、助成金までを総合的に支援（ＰＤＣＡ支援）する。 

 

27 ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業（創業支援課、経営支援課） 

  都内中小企業等のゼロエミッションに資する新製品開発・技術開発及び販路開拓等を総合的に

支援することにより、都内中小企業等の成長を図るとともに、脱炭素社会の実現に貢献する。 

(1) 製品開発支援事業 

ア 製品開発助成 

・助成限度額：（単独申請）1,500 万円、（共同申請）3,000 万円 

・助成率  ：２／３ 

・助成期間 ：１年６か月以内 

イ 普及啓発イベントの開催 

ウ コーディネーターによるハンズオン支援 

(2) 販路拡大助成事業 

  販路拡大に係る経費の一部を助成 

・助成限度額：150 万円 

・助成率  ：２／３ 

・助成期間 ：１年１か月以内 

 

28 都市型産業施設を活用した事業可能性調査（調整課） 

イノベーション創出に向けた中小企業支援機関の連携方法など、施設の運営方法の動向等を調

査し、今後都内で求められるイノベーション創出に向けた施設の在り方について整理する。 

 

29 中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業（経営支援課） 

原油価格等の高騰やエネルギー供給の不安定化に伴い、都内中小企業の経営に懸念が生じてい

る。そこで都内中小企業が、自ら使用する電気を安定的に供給することができるよう、創電・蓄

電の取組について、専門家の派遣及び助成金による支援を行う。 

 

30 オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業（経営支援課） 

原油価格等の高騰やエネルギー供給の不安定化に伴い、都内中小企業の経営に懸念が生じてい

る。そこでオフィスビルが集積する東京において、オフィスビル等の所有者がビル等の省エネ化、

創エネ化に取り組み、エネルギー消費量を削減することで都内中小企業の経営基盤を安定化する

ことができるよう、専門家の派遣及び助成金による支援を行う。 

 

31 日系製造業等に対する投資促進事業（調整課） 

海外でのビジネスには様々なリスクがある中で、海外に拠点等を持つ中小企業が都内への投資

により安定した事業活動が行えるよう、投資の計画策定から実行までの支援を行う。 
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32 デジタル技術を活用した産業マーケティング事業（調整課） 

  都内中小企業を取り巻く経営環境は急激に変化し、直面する課題は多岐にわたるなど、厳しい

状況が続いている。都においては、様々な中小企業支援策を展開しているところだが、より的確

な施策を届けるためには、都内中小企業の現状やニーズとともに、都の支援策の浸透度等を把握

することで、施策の改善等を図っていく必要がある。 

そこで、これらの事項を毎年度継続して調査・分析することで、中小企業支援策の検討や施策

のブラッシュアップ等に活用していく。 

 

33 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業（経営支援課） 

 中小企業を取り巻く経営環境は、エネルギー、原材料価格や人件費の高騰が長期化するなど、

厳しい状況にある一方、コロナ後の需要回復、消費者ニーズの変化や米国関税措置への対応なども

喫緊の課題となっている。 

こうした中、中小企業・小規模企業の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を

作成した場合に、経費の一部を助成し、アドバイザーによる運用改善などのアドバイスを実施する。 

- 92 -



第７ 試験研究機関 

 

先端技術による革新的な技術開発によって新たな製品等を開発し、ユーザーの信頼を勝ち取る

ことは中小企業にとって重要な課題である。 

  そこで、東京都は、試験研究機関を設置して、中小企業の抱える技術的課題の解決を積極的に

支援している。 

 

試験研究機関名及び所在地 

＜地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター＞ 分野：産業技術（食品工業技術を含む） 

  ・ 本部        江東区青海２－４－10 

  ・ 多摩テクノプラザ  昭島市東町３－６－１ 

・ 城東支所      葛飾区青戸７－２－５※休館中 

・ 墨田支所      墨田区横網１－６－１ＫＦＣビル 12 階 

・ 城南支所       大田区南蒲田１－20－20  

・ 食品技術センター  千代田区神田佐久間町１-９ 

東京都産業労働局秋葉原庁舎６～８階 

・ ＤＸ推進センター 江東区青海２－５－10 テレコムセンタービル東棟 

・ バンコク支所(タイ王国) 

   399 Interchange building, 20th Fl, Sukhumvit Road, 

            Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 

 

＜皮革技術センター＞ 分野：皮革技術 

・ 皮革技術センター  墨田区東墨田３－３－14 

   ・ 台東支所      台東区花川戸１－14－16 

 

１ 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

東京都立産業技術研究センターの業務運営に必要な経費を交付し、試験研究施設・設備の整備

や必要な人材の確保・育成など、運営体制の維持・強化を図ることにより、都内中小企業に対す

る技術支援や研究開発を効率的かつ効果的に実施し、もって東京の産業の発展と都民生活の向上

に寄与する。 

(1) 総合的支援 

中小企業の「稼ぐ力」を高めていくため、新製品開発などに意欲のある中小企業のニーズを

的確に捉えて、東京都立産業技術研究センターが保有する幅広い技術分野の研究開発を実施す

る。また、研究成果を技術相談などの各種支援施策を通して社会に還元していく。 

  （主な事業） 

・ 技術相談 

   ・ 依頼試験 
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   ・ 機器利用 

・ オーダーメード型技術支援 

・ 基盤研究 

・ 共同研究 

・ 外部資金導入研究・調査 

・ 知的財産の取得と活用 

(2) プロジェクト型支援 

情報技術を活用した新産業の創出や社会的課題解決に向けて、最先端の技術を用いた製品や、

これらに組み込まれる付加価値の高い部品の開発を支援する。 

（主な事業） 

・ 航空機産業への参入支援事業 

・ 活発な活動を支える障害者用具等研究開発推進事業 

・ 介護現場のニーズに対応した研究開発推進事業 

・ バイオ基盤技術を活用したヘルスケア産業支援事業 

・ ものづくりベンチャー育成事業 

・ クラウドと連携した５Ｇ・ＩｏＴ・ロボット製品開発等支援事業 

・ ゼロエミッションに資するモビリティ産業支援事業 

・ フードテックによる製品開発支援事業 

・ サーキュラーエコノミーへの転換支援事業 

・ 海外展開競争力強化支援事業 

・ 水素エネルギーの活用に関する研究開発推進事業 

(3) 新事業展開支援 

企業や大学など多様な主体と連携することにより、オープンイノベーション等を促進するこ

とで、新製品開発などを支援する。また、東京都立産業技術研究センターの保有する資源や

ネットワークを活用して、起業を目指す方などの製品化・事業化を後押しする。 

海外市場への展開を目指す中小企業に対して、首都圏の広域連携や現地支所と本部の連携を

活用して、きめ細かい支援を実施する。 

（主な事業） 

・ 業種別交流会、技術研究会 

・ 公設試験研究機関連携 

・ 製品開発支援ラボ 

・ 海外展開技術支援（広域首都圏輸出製品技術支援センター（ＭＴＥＰ）） 

・ 海外支援拠点（バンコク支所） 

(4) 地域や支所の特色を活かした支援 

多摩や城南などの地域の産業特性を踏まえ、技術支援を実施する。また、公益財団法人東京

都中小企業振興公社や大学などとの連携を通じて、中小企業の製品開発や技術的課題の解決を

支援する。 
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食品技術センターでは、食品分野への技術支援を引き続き行うとともに、東京都の食の安

全・安心の確保や地産地消関連部署との連携も図っていく。 

(5) 産業人材の育成 

新技術や産業動向に係わる実践的な研修・セミナーを行い、中小企業の技術力向上や中核人

材の育成を支援する。 

また、大学や高専などから研修学生を受け入れることにより、次世代を担う人材の育成も推

進していく。 

（主な事業） 

・ 技術セミナー、講習会 

・ 研修学生の受入れ 

(6) 情報発信の推進 

研究発表会や展示会、オンラインによるイベント開催など様々な機会や各種広報媒体を活用

して、東京都立産業技術研究センターの研究開発成果や保有する技術情報等を発信し、その普

及・利活用を促進する。 

 

２ 東京都地方独立行政法人評価委員会の運営（創業支援課） 

地方独立行政法人法で定める附属機関である評価委員会を運営し、地方独立行政法人法に基づ

き知事が行う東京都立産業技術研究センターの各事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に

関する評価、同センターの業務運営に関する中期目標の策定や中期計画の認可等について意見の

聴取などを行う。 

 

３ 東京都立皮革技術センター 

(1) 依頼試験 

品質管理や性能評価などの要望に応じて、皮革原材料、革製品、靴についての各種試験を行

う。また、この試験を通じて、企業の技術開発力の強化、品質向上等に結びつける技術支援も

合わせて実施する。 

(2) 受託事業 

皮革工業技術の高度化、需要の多様化に対応するため、探求的要素を含む分析を必要とする

など依頼試験にはなじまない試験、開発について、受託事業として実施する。 

（受託事業実績例） 

・皮革から溶出する六価クロムの定量 

・ソフトネステスト 

・ブリ皮の鞣製 

・海外製革の性状調査 

・ISO 規格に基づく透湿度の測定 

・靴底の耐滑性試験 

・トゥシューズ及び芯材の性能評価試験 
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(3) 技術支援 

皮革産業が抱える技術的課題に対し、随時技術相談に応じるとともに、講習会、講演会、セ

ミナー、情報誌、ホームページなどにより情報提供を行う。実験棟内にある皮革製造用機械を

試験・製品開発用として有料で開放している。 

（事業実績例） 

・ホームページによる情報提供 

・皮革産業技術者研修 

・情報誌「かわとはきもの」の発行 

・皮革関連セミナー 

(4) 研究 

業界の要望や行政需要にマッチしたテーマを取り上げ、皮革技術の応用研究に重点をおいて

多用な研究に取り組んでいる。その結果を各種講習会、実地技術支援などで活用し、皮革関連

産業の技術振興を図っている。 

（研究事例） 

・ＩＳＯ規格に基づく試験方法の検討－吸湿度－ 

・靴用材料の性状調査～甲材料と裏材料～ 

・加水分解ケラチンによる豚ウェットブルーの改質 

・ウォッシャブル革の性状調査 
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第８ 金融支援 

 

中小企業が経営の安定化や積極的な事業展開を図るためには、新たな取組に必要となる事業資金

を円滑に調達することが重要である。しかし、中小企業は大企業と比べて信用力が弱く、金融機関

からの融資を受けにくい状況にあり、資金調達の選択肢も限られている。 

そこで都は、中小企業の資金調達の円滑化を図るため、信用保証制度に基づく中小企業制度融資

を実施するとともに、資金調達手法の多様化に向けて、地域金融機関と連携した都独自の融資制度

（東京プラスサポート）や、動産・債権などの事業用資産を担保に活用した融資制度（ＡＢＬ制度）

などを実施している。また、創業や事業承継など個別の経営課題への対応として、融資と経営サ

ポートを組み合わせた支援やファンド、クラウドファンディングを活用した支援などにも取り組ん

でいる。 

さらに、貸金業者の適切な業務運営を確保し、資金需要者等の利益保護を図るため、貸金業の指

導監督を行っている。 

 

１ 中小企業制度融資（金融課） 

中小企業制度融資は、信用力が弱く、金融機関からの融資を受けにくい中小企業の資金調達の

円滑化を図るため、都、東京信用保証協会及び金融機関の３者が協調して行う融資である。都は

融資の原資となる資金を金融機関へ預託し、金融機関が都の定める融資条件の範囲内で、東京信

用保証協会の保証を付して融資を行っている。 

令和７年度は、「政策課題対応資金（ＨＴＴ・女性活躍・ＤＸ・育業等）」の融資対象に、①

賃上げに取り組む中小企業者等を追加するとともに、②「えるぼし認定」を取得した事業者や、

女性活躍推進法で情報公開義務のない事業者が自発的に国の女性活躍推進企業データベースへ登

録した場合も対象に追加した。 

また、③外部環境の変化に伴い事業活動に影響を受けている中小企業の資金ニーズの増加に対

応するため、「経営一般」において、物価高騰などで営業利益率が減少した事業者を融資対象へ

追加し、融資限度額の引上げを行ったほか、④様々な経営課題を抱える中小企業が業態転換や事

業多角化等に積極的に取り組むことをサポートするため「事業再構築・業態転換」の融資対象を

拡充し、「金融・経営一体型支援事業」（後掲）の利用者を追加した。 

 

２ 中小企業金融の信用補完等（金融課） 

中小企業の資金需要に対し東京信用保証協会の積極的な保証を促進するため、東京信用保証協

会が保証債務の履行により取得した求償権の一部について、原則として償却の際に補助を行うほ

か、中小企業の資金調達に係る費用負担軽減のため、信用保証料の一部を都が負担する。 

＜令和６年度実績＞ 

・東京信用保証協会保証債務履行に伴う損失補助             39 億 6,819 万円 

・信用保証料補助                            103 億 9,805 万円 

＜東京信用保証協会＞ 

・根拠法令  信用保証協会法（昭和 28年法律第 196 号) 
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・業 務  中小企業者等に対する資金融資が円滑に行われるよう、中小企業又はこれらの

組織する組合が、銀行その他の金融機関から資金の貸付等を受ける際に、その

貸付金等の債務を保証する。 

・令和６年度末基本財産          3,699 億 5,554 万円（都出えん金  129 億 1,954 万円） 

・令和６年度保証承諾額                    ７万 4,291 件     １兆 1,064 億 1,384 万円 

・令和６年度代位弁済額                   7,027 件                863 億 827 万円 

 

３ 金融・経営一体型支援事業(金融課) 

東京都信用金庫協会等と連携を図りながら、金融機関と経営支援機関を一体的につなぐ体制

を整備するとともに、コーディネーターの派遣を通じ、資金繰りや経営改善など様々な経営課

題を抱える中小企業を支援する。 

 

４ 金融機関と連携した海外展開支援（金融課） 

（独）日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、信金中央金庫、（独）中小企業基盤整備機構、（公

財）東京都中小企業振興公社と金融機関とが連携し、融資実行と併せ、状況に応じた継続的なハ

ンズオン支援を実施し、中小企業の海外展開を後押しする。 

 

５ 東京都と地域の金融機関とが連携して実施する融資制度（東京プラスサポート）（金融課） 

高い技術力や優れたビジネスプラン等を有しているにもかかわらず、当面の事業継続に必要な

運転資金等の確保に困窮する中小企業に対し、都と地域の金融機関とが連携して金融支援を適切

かつ円滑に実施し、中小企業の資金繰りの改善を図る。 

金融機関に対して都が貸付原資の一部を預託して、低利な資金を供給するとともに、個別の中

小企業の債務不履行に伴う保証機関又は金融機関が被る損失に対し、補助を実施する。 

 

６ 東京都動産・債権担保融資（ＡＢＬ）制度（金融課） 

中小企業の資金調達の多様化を図るため、不動産に頼らずに、中小企業が保有する機械・設備

（車両、建設機械、工作機械等）や売掛債権、在庫など様々な資産を担保として有効活用し、事

業資金を融資する。 

担保物件の種類ごとに優れたノウハウを持つ専門機関が動産や債権の評価・管理等を行い、金

融機関の融資をサポートする。 

都は、中小企業の負担軽減のため、担保物件の評価費用や保証料等の必要経費を補助するとと

もに、個別の債務不履行等に対して、損失補助を実施する。 

 

７ 女性・若者・シニア創業サポート事業（金融課） 

都内での女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するため、信用金庫・信用組合

を通じた低金利・無担保の融資と地域創業アドバイザーによる経営サポートを組み合わせて提供

する。 

都は東京都信用金庫協会・東京都信用組合協会を通じて、融資原資を信用金庫・信用組合に預

託して低利な資金を供給するとともに、アドバイザーによる経営サポート費用を補助している。 
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（融資実行は令和６年３月まで） 

 

８ 女性・若者・シニア創業サポート 2.0（金融課） 

都内での女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するため、信用金庫・信用組合

を通じた低金利・無担保の融資と地域創業アドバイザーによる経営サポートを組み合わせて提供

する。 

都は東京都信用金庫協会・東京都信用組合協会を通じて、融資原資を信用金庫・信用組合に預

託して低利な資金を供給するとともに、アドバイザーによる経営サポート費用を補助している。 

 

９ 外国人起業家の資金調達支援（金融課） 

外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、金融機関を通じた融資と、外国人起業家

に対する事業計画の日本語化サポート、融資実行後の経営サポート等を組み合わせて提供し、資

金調達を支援する。（融資実行は令和６年３月まで） 

 

10 地域金融機関による事業承継促進事業（金融課） 

地域経済において大きな役割を果たす中小企業が保有する技術や人材を次世代に引き継ぐため、

都と地域金融機関が連携し、事業承継に係る啓発から計画の策定などの取組を支援する。 

 

11 中小企業経営承継円滑化法による金融支援（金融課） 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第 13 条及び第 14 条による金融支援の前提

となる同法第 12条に基づく認定等を行う。 

 

12 中小企業向けファンドへの出資（金融課） 

中小企業やベンチャー企業は、事業拡大に必要となる資金の調達が困難であるとともに、技術

のさらなる展開や販路拡大等に必要なネットワークの構築が難しい現状がある。そこで都は、

ファンドへの出資を通じて、中小企業やベンチャー企業に対して資金供給と経営支援を行ってい

る。 

(1) ベンチャー企業成長支援ファンド 

平成 25 年１月、民間事業者等とともに本ファンドへの出資を行い、有望な技術力を持つも

のづくりベンチャー企業を対象に、資金・経営の両面からの支援を行っている。 

(2) 中小企業連携促進ファンド  

平成28年11月、民間事業者等とともに本ファンドへの出資を行い、知名度の低さなどによ

りネットワーク構築に取り組むことが困難な中小企業を対象に、大学・大企業・地方の企業

等との連携を促進し、資金・経営の両面からの支援を行っている。 

 (3) ベンチャーファンド  

平成 29 年 12 月、民間事業者等とともに本ファンドへの出資を行い、IoT や AI など先端技

術を活用したイノベーションの創出やグローバルな活躍を目指すベンチャー企業を後押しし

ていくとともに、ベンチャーに対する民間投資の活性化につなげていくための支援を行って

いる。 
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 (4) 事業承継支援ファンド 

    平成 31 年１月、民間事業者等とともに本ファンドへの出資を行い、成長可能性を有する中

小企業の事業承継を円滑に進めるとともに、事業承継を契機とした次なるステージへの成長を

促進するための支援を行っている。 

 (5) 事業承継Ｍ＆Ａファンド・オブ・ファンズ 

令和２年 12 月、事業承継を手掛ける複数のファンドに出資を行う本ファンド・オブ・ファ

ンズへの出資を行い、より多様な中小企業の事業承継と更なる成長支援を積極的に後押しして

いる。 

(6) ＤＸスタートアップ成長支援ファンド 

令和３年 12 月、民間事業者とともにＤＸスタートアップの支援に実績のある本ファンドへ

の出資を行い、将来のネクストユニコーンとなり得るスタートアップを創業から支援し、ＤＸ

活用が進んでいない分野でのイノベーションの流れを後押ししている。 

 (7) 脱炭素化ベンチャー支援ファンド・オブ・ファンズ 

令和４年 12 月、脱炭素化への貢献が期待できるベンチャー企業を支援する複数のファンド

に出資を行う本ファンド・オブ・ファンズへの出資を行い、脱炭素社会の実現に向けた動きを

後押ししている。 

（8） 脱炭素化に向けたスコープ３対応・中小企業支援ファンド・オブ・ファンズ 

令和６年３月、企業のサプライチェーン全体でスコープ３への対応に取り組む中小企業を支

援するファンド・オブ・ファンズへの出資を行い、より多様な中小企業の脱炭素化の取組と更

なる成長を積極的に後押ししている。 

（9） 開発途上国の社会課題解決に資するスタートアップ支援ファンド 

 令和６年３月、本ファンドへ出資を行い、独自の技術・アイデアにより開発途上国などの海

外で社会課題解決に貢献することが期待されるスタートアップを支援している。 

（10） 女性活躍推進スタートアップ支援ファンド 

令和７年３月、本ファンドを設立し、女性起業家や女性活躍推進に資するサービス・商品

を有するスタートアップを後押ししている。 

（11） ＴＯＫＹＯ白馬の騎士ファンド 

令和７年３月、本ファンドを設立し、経営者が安心して会社を引き継げる後継者の確保を

通じて中小企業の円滑な事業承継を後押ししている。 

 

13 ファンドを活用した多摩・島しょ地域における中小企業支援（金融課） 

  ファンドへの出資を通じ、多摩・島しょ地域において事業展開を行う魅力的なベンチャー企業

や地域を支える中小企業を支援し、地域経済の持続的な発展と、地域特有の社会問題の解決を後

押しする。 

 

14 ファンドを活用した人手不足問題の解決に取り組む中小企業支援（金融課） 

  ファンドへの出資を通じ、人手不足問題の解決に資する技術やサービス等を有するベンチャー

企業を支援し、当該ベンチャー企業の技術等が広く普及していくことで、中小企業の人手不足問
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題の解決を後押しする。 

 

15 クラウドファンディング（購入寄付型・株式型）を活用した資金調達支援事業（金

融課） 

ベンチャー企業や中小企業者等による、新しいビジネスへの挑戦を促進するため、クラウド

ファンディング（購入寄付型・株式型）による資金調達を支援する。また、本事業を通じクラウ

ドファンディングの普及も推進する。 

 

16 債権譲渡による資金調達支援（金融課） 

法令等による業規制がないファクタリングについて、自主規制等の取組みを進める業界団体等

と連携し、中小企業者が安心して資金調達できる環境の整備を後押しする。 

 

17 私募債を活用した事業承継支援（金融課） 

中小企業の円滑な事業承継を促進するため、金融機関と連携し、私募債を活用して、事業承継

課題の解決と事業承継時の資金調達を支援する。 

 

18 私募債を活用した女性活躍支援（金融課） 

  中小企業の女性活躍支援の取組を促進するため、金融機関と連携し、私募債による資金調達と

対外的ＰＲを支援し、社会全体における女性活躍の機運醸成を推進する。 

 

19 地域金融機関による脱炭素化支援事業（金融課） 

中小企業の脱炭素化を促進するため、地域金融機関が行う、脱炭素化に係る啓発から、排出量

の現状診断や計画策定等の支援を後押しする。 

 

20 災害復旧資金融資等利子補給（金融課） 

平成 25 年 10 月に発生した大島台風、令和元年９月に発生した台風 15 号、同年 10 月に発生し

た台風 19 号及び 21 号の被害に係る災害復旧資金融資について、被災者の負担を軽減するため利

子補給を行う。 

 

21 高度化資金貸付（金融課） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成 14 年法律第 147 号)に基づき、中小企業者が事業の

共同化、協業化、工場・店舗等の集団化等、中小企業構造の高度化に寄与する事業を実施する場

合に必要な資金の一部を、事業協同組合等中小企業者が組織する団体に貸し付ける。 

 

22 包括連携協定に基づく金融機関との連携推進等（金融課） 

都は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ等と締結している「東京における産業振興

に関する包括連携協定」に基づく金融機関との連携の推進等を図っている。 

また、都は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの株主であることから、同社の経営
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状況の把握等を行っている。 

 

23 都内中小企業に対する施策活用促進事業（金融課） 

地域に密着した地域金融機関の力を最大限に活用し、都内中小企業に対して都の産業振興施策

の更なる浸透を図るため、オンラインコミュニティ等による産業振興施策のＰＲや産業振興施策

コーナーの設置等を行っている。 

 

24 貸金業の指導監督（貸金業対策課） 

貸金業法等の関係法令に基づき、新規・更新等の登録や立入検査等による貸金業者の指導監督

を実施するとともに、苦情・相談等に適切に対応することにより、貸金業者の業務の適正化と資

金需要者等の利益の保護を図る。 

(1) 根拠法令 

「貸金業法」（昭和 58 年法律第 32 号)､同法施行令（昭和 58 年政令第 181 号）、同法施行規

則（昭和58年大蔵省令第40号）、「利息制限法」（昭和29年法律第100号）、「出資の受入

れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（昭和 29年法律第 195 号) 

(2) 事業内容 

ア 貸金業者の登録事務（新規・更新の登録、休業・廃業等の届出受理、証明・照会・閲覧等

に係る事務） 

イ 貸金業に係る苦情・相談への対応 

ウ 登録業者の指導・立入検査及び行政処分、事業報告書・業務報告書の徴求及び集計 

エ 貸金業に係る会議、関係機関との連絡調整 

オ 貸金業の総合的監督対策（登録業者の資質向上のための取組等） 

カ 資金需要者等に対する啓発宣伝事業等 
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Ⅳ 産業・エネルギー対策 
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○　施策の体系（令和７年８月１日現在）

　産業・エネルギー対策

大企業等の保有資産を活用したオープンイノベーション促進事業

グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業

企業の脱炭素経営に向けた計画策定支援事業

データセンター高効率化実装促進事業

国産ＳＡＦ利用促進事業

ＧＸスタートアップ開発製品等の需要創出支援

プログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業

島しょ地域における再エネ導入促進事業

他自治体と連携した再エネ調達手法等の検討

グリーン水素の産業利用促進事業

水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業

東京都環境科学研究所水素エネルギー調査研究

グリーン水素の環境価値評価・活用促進事業

グリーン水素取引推進事業

パイプラインを含めた水素供給体制構築事業

東京における水素実装課題解決技術開発促進事業

新エネルギー推進に係る技術開発支援事業

グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業

グリーン水素の活用事業

・福島県産グリーン水素の利用

グリーン水素の製造・利活用事業

中央防波堤埋立地におけるグリーン水素の製造・利活用事業

水素の社会実装化に向けた国際連携推進事業

水素・新エネルギー施策の
推 進 再生可能エネルギー由来水素利活用促進事業

・グリーン水素の社会実装化に向けた設備等導入促進事業

マイクログリッド形成推進事業

再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業

需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業

水素社会実現に向けた普及促進

企業・団体との連携による水素エネルギー促進事業

エネルギーマネジメントの
推 進

スマートエネルギー都市推進事業

・コージェネレーションシステム導入支援事業

再エネの安定運用に向けた島しょでの検討

・島しょでの再エネ100%運用を目指した取組

・地中熱利用の普及促進

地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業

島しょ地域における再生可能エネルギーの利用拡大

・中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業

・ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業

・中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業

・中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業

再生可能エネルギー施策の
推 進

再エネ電源都外調達事業（都外ＰＰＡ）

都有施設の再エネ100%化につながる島しょ地域における太陽光発電設備等導入事業

未利用エネルギーの普及

省エネルギー施策の推進 中小規模事業所対策の推進

・中小規模事業所における省エネルギー総合支援事業

企業のＳｃｏｐｅ３対応に向けた航空貨物輸送でのＳＡＦ活用促進事業

ＧＸ関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業

中小企業等における排出量取引創出に向けた社会実装事業

カーボンクレジット取引システム運営事業

吸収・除去系カーボンクレジット創出促進事業

環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支援事業

グローバルサウスのＧＸ促進プロジェクト

ＣＯ２の回収・利活用モデル創出事業

都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進支援事業

カーボンクレジット活用促進事業

私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援

中小企業特別高圧電力・工業用ＬＰガス価格高騰緊急対策事業

ＣＶＣと連携した中小企業・スタートアップの成長促進支援事業

都内事業者向けＨＴＴ実践推進ナビゲーター事業

ＨＴＴ推進に向けた普及啓発・機運醸成事業

運輸・物流分野における脱炭素化支援事業

中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業

脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業

産 業 ・ エ ネ ル ギ ー
政 策 の 企 画 ・ 調 整 等

大企業と連携した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業

金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業
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水素モビリティ・ステーション普及加速化総合支援事業

・中小企業等への水素ステーション導入に向けた支援事業

ＧＸ実現に向けたキャンペーンの展開

・空港等におけるＦＣモビリティ早期実装化支援事業

充電設備普及促進事業

・燃料電池バス・タクシー導入促進事業

水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業

ガソリンスタンド等における水素ステーション導入支援事業

電動バイク充電環境促進事業

水素ステーション設備等導入促進事業

・燃料電池フォークリフト実装支援事業

・ＺＥＶごみ収集車実装支援事業

Ｚ Ｅ Ｖ の 普 及 促 進 ＺＥＶ等普及促進事業

・ＺＥＶ普及促進事業

・ｅ－モビリティ等利活用促進事業

・燃料電池等トラック実装支援事業

・ＺＥＶ活用による島しょ地域防災力向上事業

・シェアリング・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業

・ＥＶバス・ＥＶトラック導入促進事業
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第１ 産業・エネルギー政策の企画・調整等 

 

エネルギー安定供給をめぐる情勢の変化に対応することが必要である一方、深刻化する気候変動

への対策も引き続き喫緊の課題であり、都は、エネルギーの安全保障の確立と脱炭素化を目指し、

電力を「Ⓗへらす、Ⓣつくる、Ⓣためる」ＨＴＴの取組等を実施している。 

こうしたエネルギー対策の実効性を高めるためには、都内経済を支える中小事業者のＧＸの推進

が欠かせない。そのためには、環境政策の視点に加え、脱炭素の最新動向を踏まえた企業経営への

支援や革新的なイノベーションの創出・活用など、産業政策の視点を併せ持った施策を、大企業を

含む多様な主体と連携しながら展開していくことが必要である。 

また、大企業の知見・リソース等の活用により、企業間人材交流の促進や投資活動の活性化を図

り、中小企業・スタートアップの成長を促すとともに、中堅企業の新事業展開なども支援すること

で、エネルギー・ＧＸ分野のみならず、多様な領域における社会課題の解決につなげていく。 

 

１ 大企業と連携した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事

業（計画課） 

円滑な企業間人材交流を促進するため、人材の輩出元となる大企業と、受入先となる中小企業・

スタートアップをマッチングし、人材交流に向けた総合的な支援体制を構築する。 

※在籍型出向及び副業を支援対象とする。 

 

 

２ 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業（計画課） 

都内企業との取引拡大など都内産業の振興につなげるため、金融機関等と協定を締結し、海外 

企業誘致を促進するとともに、海外企業の都への進出費用等への補助を行う。 

図表 1-1 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業の補助内容等 

区分 補助額・成功報酬額 

海外企業への補助金 
都内進出に係る経費の３分の２以内（最長令和９年度末までの合

計額 上限１億円／社） 

金融機関等への成功報酬 支援対象企業の補助対象経費の３％（１件あたり上限２千万円） 
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３ ＣＶＣと連携した中小企業・スタートアップの成長促進支援事業（計画課） 

ＣＶＣ※と中小企業・スタートアップ（ＳＵ）とのマッチングや投資に結びつけるための取組を

支援することで、中小企業・ＳＵの成長を促し、都内産業を活性化していく。 

（1）ＣＶＣと中小企業・スタートアップとのマッチング支援 

   ＣＶＣの活動促進のため、投資領域の明確化と投資分野の選定を支援する。あわせて、投資 

先となり得る中小・ＳＵの発掘、ＣＶＣへの紹介・マッチングを支援する。 

(2) ＣＶＣによる中小企業・スタートアップへの投資環境整備 

上記(1)で選定したＣＶＣに対して、投資資金以外の投資活動に必要な概念実証（ＰｏＣ）経

費※を補助し、中小・ＳＵへの投資に結びつけるための取組を支援する。 

※ＣＶＣ（コーポレート・ベンチャー・キャピタル） 

自社事業との相乗効果を得ることを主な目的に、ＳＵ等への出資や支援を行う大企業が設立 

する法人等 

※概念実証（ＰｏＣ）経費 

ＣＶＣが投資判断前に仮説検証を行うため、ＳＵ等が開発したい製品やサービスについて簡 

易版の作成等を行うための経費 

 

４ 大企業等の保有資産を活用したオープンイノベーション促進事業（計画課） 

大企業等の保有する設備について、利用を希望するスタートアップ（ＳＵ）等とのマッチング

を支援することで、オープンイノベ―ションを促進し、中小企業・ＳＵの成長を支援していく。 

(1) 大企業等の保有する設備等の活用可能性調査 

都内大企業等が保有する研究開発設備の状況や技術の商業化ニーズ等の実態把握 

のための調査を実施する。 

(2) 中小企業・スタートアップとのマッチング支援 

中小・ＳＵとの協業を見据え、設備提供の意向がある大企業等を公募し、利用を希望するＳ

Ｕ等とのマッチングを支援する。 

 

５ 都内事業者向けＨＴＴ実践推進ナビゲーター事業（計画課） 

脱炭素化・省エネルギー等の取組に興味のある潜在的関心層を掘り起こし、個々の事業者に適

したＨＴＴの取組を促すため、ＨＴＴ実践推進ナビゲーターによる都の支援策の周知やセミナー

を実施する。 

(1) ＨＴＴ実践推進ナビゲーター 

都内事業者への電話やダイレクトメールによる周知を行うことで、脱炭素化・省エネルギー

等の取組に興味のある潜在的関心層に対して、アウトリーチ型の掘り起こしを行う。あわせ

て、当該事業者への訪問を実施し、個々の状況に適した都の支援策の活用につなげていく。 

(2) ＨＴＴ実践推進セミナー  

ＨＴＴ実践推進ナビゲーターによる事業者へのアウトリーチ型の掘り起こしと組み合わせ、

より効果的にＨＴＴの取組を周知するため、脱炭素化やＧＸ等をテーマとした事業者向けセミ

ナーを実施する。 
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６ ＨＴＴ推進に向けた普及啓発・機運醸成事業（計画課） 

脱炭素社会の実現に向け、ＨＴＴ推進に向けたＰＲや情報発信等を行うことで、事業者等への

普及啓発を行う。 

(1) ＨＴＴ推進に向けた事業者の先進的な取組の創出・情報発信 

節電・省エネ等に積極的に取り組む事業者を「ＨＴＴ取組推進宣言企業」として登録し、

ウェブサイト等で登録事業者の取組を発信する。 

(2) 企業等と連携したＨＴＴ推進に向けた取組のＰＲ 

ＨＴＴ取組推進宣言企業等と連携し、各企業の特色を活かした多くの人に訴求できるイベン

トやＰＲキャンペーン等の実施に加え、都が主催するイベントへのブース出展等を通じて、Ｈ

ＴＴ推進に向けた取組のＰＲを行う。 

 

７ 運輸・物流分野における脱炭素化支援事業（計画課） 

  運輸・物流分野における脱炭素化の促進を図るため、荷主である中小企業者等がグリーン経営

認証等を取得した運輸事業者を利用する場合の運送費を支援するとともに、運輸事業者がグリー

ン経営認証等を取得するために必要な経費を支援する。 

 図表 1-2 運輸・物流分野における脱炭素化支援事業の補助対象等 

補助内容 

１ 荷主に対する支援 

次のいずれかの認証等を取得している貨物自動車運送事業者を利用 

グリーン経営認証制度、ＩＳＯ14001の認証、東京都貨物輸送評価制度の「三つ星」評価 

２ 運輸事業者に対する支援 

新たに次のいずれかの認証を取得する運輸事業者 

グリーン経営認証制度、ＩＳＯ14001の認証 

補助対象者 補助率 

１ 荷主である中小企業者等 

２ 認証等を取得する運輸事業者 

１ 運送にかかる経費の２分の１（上限100万円） 

２ 認証の審査及び認証登録経費の２分の１（上限50万円） 

 

８ グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業（計

画課） 

  都内産業の脱炭素化の取組促進のため、カーボンフットプリント算定を活用し、従来品よりも

ＧＨＧ排出量が少ないグリーン製品の開発・生産、ＰＲを実施するサプライチェーン等に対し、

ハンズオン支援や開発・生産、PR 等に要する経費を支援する。 

図表 1-3 グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業の 

補助内容 

補助対象 補助上限額 補助率 

中小企業等 5,000 万円 ２／３ 

中堅企業 5,000 万円 １／２ 
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９ 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業（計画課） 

  グループで一体的に脱炭素化に取り組む中小企業に対し、削減計画の策定等のハンズオン支援

やＣＯ₂排出量の可視化システム・設備の導入等の助成支援を実施する。 

図表 1-4 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業の補助内容 

補助上限額 補助率 

3,000万円 ２／３ 

 

10 企業の脱炭素経営に向けた計画策定支援事業（計画課） 

企業の脱炭素化の促進に向けＣＯ₂排出量の見える化を支援するとともに、ＣＯ₂削減目標の認

定であるＳＢＴの取得に向けた経費支援を実施する。 

図表 1-5 企業の脱炭素経営に向けた計画策定支援事業の補助内容 

補助対象 補助上限額 補助率 

中小企業 80 万円 ２／３ 

大企業 600 万円 １／２ 

 

11 データセンター高効率化実装促進事業（計画課） 

  生成ＡＩ等の普及に伴う電力需要の増加を見据え、データセンターの省エネ・高効率化に資す

る先駆的な取組についてモデルを構築するとともに、省エネ等に向けたノウハウの共有などを図

るための調査を実施し、省エネ・高効率化技術の実装を促進する。 

図表 1-6 データセンター高効率化実装促進事業（モデル構築）の支援内容 

区分 上限額 

大規模 １事業につき 250,000 千円 

中小規模 １事業につき 50,000 千円 

   ※大規模：大規模な設備の導入・改修等を想定 

   ※中小規模：中小規模の設備導入や運用改善、ソフトウェア開発によるエネルギーマネジメント

等を想定 

 

12 脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業（計画課） 

バイオ燃料の活用を促進するため、新たな分野で商用化・実装化に取り組む事業者やバイオ燃

料の活用・普及拡大に取り組む事業者に対し、それに係る経費を支援する。また、バイオ燃料と

同様に環境負荷の少ない合成燃料の普及拡大を図るため、合成燃料の普及拡大に取り組む事業者

に対し、それに係る経費を支援する。 

図表 1-7 脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業の補助内容（バイオ燃料） 

募集分野 補助上限額 補助率 

新たな分野における

バイオ燃料活用  
8,000万円 ４／５ 

国際的なスポーツ

イベントでのバイオ

燃料活用  

１億2,000万円 ４／５  
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図表 1-8 脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業の支援内容（合成燃料） 

支援上限額 対象期間 

＜１件あたり＞  

令和７年度：2,200万円 

令和８年度：2,200万円 

令和８年度末まで 

 

13 企業のＳｃｏｐｅ３対応に向けた航空貨物輸送でのＳＡＦ活用促進事業（計画課） 

  ＳＡＦを使用した航空貨物輸送を利用する事業者に対し、ＳＡＦ使用に伴う輸送料の上乗せ分 

を貨物代理店を通じて支援する。 

図表 1-9 企業のＳｃｏｐｅ３対応に向けた航空貨物輸送でのＳＡＦ活用促進事業の補助内容 

荷主 補助上限額 補助率 

大企業 400万円 １／２ 
 

中小企業 240万円 10／10 

 

14 国産ＳＡＦ利用促進事業（計画課） 

  航空燃料の脱炭素化のみならず、東京の国際競争力強化、ＳＡＦの安定的な供給や市場の発展

に寄与するため、羽田空港において航空会社へ国産ＳＡＦを供給する都内事業者に対し、国産Ｓ

ＡＦと海外産ＳＡＦとの供給価格の差を助成する。 

図表 1-10 国産ＳＡＦ利用促進事業の支援内容 

助成単価（上限） 対象期間 

100円/L 令和７年度末まで 

 

15 ＧＸ関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業（計画課） 

  ＧＸ関連産業の創出のため、新たなビジネスの構築や技術の社会実装に取り組む事業者等を支

援する。 

   図表 1-11 ＧＸ関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業の支援内容 

区分 支援期間 支援上限額 

短期 最長２か年度 １億円/年度 

長期 最長５か年度 ２億円/年度 

 

16 ＧＸスタートアップ開発製品等の需要創出支援（計画課） 

事業会社とＧＸスタートアップ等とのマッチングを行い、ＧＸスタートアップ等が開発した製

品等への需要を創出する。 

 

17 グローバルサウスのＧＸ促進プロジェクト（計画課） 

  優れたＧＸ関連の技術やビジネスモデルを有する都内企業がグローバルサウス諸国に展開する

ために必要な経費を補助するとともに、現地での事業展開を関係機関等と連携しながら伴走支援

する。 
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図表 1-12 グローバルサウスのＧＸ促進プロジェクトの補助内容 

補助対象経費 補助上限額 補助率 

マスタープラン 

・ＦＳ経費 
１億円 

中小企業・スタートアップ ２/３ 

中堅企業 １/２ 

実証・事業化 

経費 

３億円からマスタープラ

ン・ＦＳ費用を除いた額 
１/２ 

 

18 ＣＯ２の回収・利活用モデル創出事業（計画課） 

  都内で排出されたＣＯ２を利活用するサプライチェーンの構築に向け、民間事業者等と研究会

を設置し、都市におけるカーボンリサイクルモデルの創出を目指す。 

 

19 都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進支援事業（計画課） 

中小企業やスタートアップを牽引し、都内産業の活性化に重要な役割を果たす中堅企業の成長

促進のため、新事業展開や事業多角化、研究開発等に必要な計画策定からプロジェクト推進まで

を一気通貫で支援する。 

 

20 中小企業等における排出量取引創出に向けた社会実装事業（計画課） 

中小企業等における脱炭素化の取組を加速させるため、ＧＸの普及啓発や排出量取引事例を創

出する実装事業等を実施する。 

 

21 カーボンクレジット取引システム運営事業（計画課） 

中小企業等が国内外のカーボンクレジットを容易に取引できる都独自の取引システムの円滑な

運営及び運用改善を実施する。 

 

22 カーボンクレジット活用促進事業（計画課） 

都の取引システムで購入したカーボンクレジットを活用してブランディングを行う場合に、プ

ロモーション経費等を助成する。 

図表 1-13 カーボンクレジット活用促進事業の補助内容 

対象事業者 補助対象経費 補助率 補助上限額 

中小企業 ・商品・イベント等に係るＧＨＧ排出量の算定に

要する経費 

・ブランディング及びプロモーションの企画立案

等に係るコンサルティングに要する経費 

・プロモーション実施に要する経費 

２／３ 200 万円 

中小企業以外 ・プロモーション実施に要する経費 １／２ 100 万円 

 

23 吸収・除去系カーボンクレジット創出促進事業（計画課） 

スタートアップと連携し、都内における吸収・除去系カーボンクレジットの創出モデルとなる 

事業を実施する。 
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24 プログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業（計画課） 

複数の中小企業等の小規模なＣＯ₂削減活動を集約してカーボンクレジット化する「プログラ

ム型プロジェクト」の活用に取り組む事業者を支援することで、中小企業等によるクレジット創

出を促進する。 

 

25 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入

等支援事業（計画課） 

  将来のマルチエネルギーステーション化を目指す中小企業者等が経営するガソリンスタンドに

対して、設備の機能向上や事業多角化に向けた取組、事業者に対して、空きスペースを活用した

事業展開等を支援する。 

図表 1-14 環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化・設備導入等支

援事業の補助対象等 

補助対象者 補助額 条件 

１ 都内でガソリンスタンドを営

む中小企業者等 

ガソリンスタンドの機能向上や事業 

多角化に関する取組に係る経費の３ 

分の２（上限額2,500万円） 

専門家派遣における助 

言等に基づき、設備等 

の導入等を行うこと 

２ 都内のガソリンスタンド内の

空きスペース等を活用して、ビジ

ネスを展開する都内中小企業者等 

土地使用料などガソリンスタンドに

支払われる経費の２分の１（上限額

75万円）※脱炭素化に役立つビジネ

スの場合３分の２（上限額100万円） 

 

 

26 私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援（計画課） 

 中小企業等の脱炭素化への取組の推進と脱炭素社会の実現に向けた機運醸成のため、脱炭素化

に取り組もうとする中小企業等に対し、私募債の発行に必要な手数料の一部を補助し、私募債を

活用した資金調達とＰＲを支援する。 

 

27 中小企業特別高圧電力・工業用ＬＰガス価格高騰緊急対策事業（計画課） 

特別高圧電力や工業用ＬＰガスを利用する中小企業者等の負担軽減に向けた緊急対策として、

支援金を支給する。 

図表 1-15 中小企業特別高圧電力・工業用ＬＰガス価格高騰緊急対策事業の支援内容 

特別高圧電力 
(3) 工業用ＬＰガス 

(1) 直接受電 (2) テナント 

500万円 /所 10万円 /所 10万円 /所 
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第２ 省エネルギー施策の推進 

 

都は、2050 年「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内温室効果ガス排出量を 2035 年ま

でに 60%以上削減(2000 年比)を目指している。 

さらに、脱炭素化に向けた取組、とりわけ事業活動におけるエネルギーの効率的利用（省エネル

ギー）が喫緊の課題となっている。 

都内には、約 63 万の中小規模事業所（燃料、熱及び電気の使用量を原油に換算して年間 1,500kL

未満となる事業所又は事業所内に設置する事務所、営業所等）があり、都における業務・産業部門

の約６割のＣＯ２を排出している。 

都は、これら中小規模事業所に対し、省エネルギー診断や省エネルギー研修会、助成事業などを

実施し、中小規模事業所の省エネルギー対策を推進している。 

 
１ 中小規模事業所における省エネルギー総合支援事業（事業者エネルギー推進課） 

都は、中小規模事業所の省エネルギー対策を推進するため、東京における地球温暖化対策

の拠点である東京都地球温暖化防止活動推進センターと連携し、個々の事業所の実態に即し

た無料の「省エネルギー診断」や、対策の基本から実践的な知識を学べる「省エネルギー研

修会」のほか、省エネ・再エネ等に係るワンストップ相談窓口、業種別省エネルギー対策推

進研修会、地球温暖化対策ビジネス事業者登録紹介制度などの各種支援策を実施している。 

また、地球温暖化対策報告書（環境局所管）を提出した中小企業者が、都で指定した機器

を導入した場合、法人（個人）事業税の減免を受けられる中小企業者向け省エネ促進税制（主

税局所管）において、対象となる照明設備、空調設備、ボイラー設備類、再生可能エネルギー

設備の各機器について、メーカー及び機器型番を指定し、ホームページにより対象機器を検

索できる仕組みになっている。 

 
２ 中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 

（事業者エネルギー推進課） 

都内で中小規模事業所を所有又は使用する中小企業者に対し、換気の確保と、エネルギー

消費量及びＣＯ₂排出量の増加抑制を両立できるよう高効率な換気設備と空調設備の導入に

対する補助を行う。申請期間は、令和３年度から令和４年度まで。 

 

３ ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 

（事業者エネルギー推進課） 

2050 年ゼロエミッション、2035 年までの都内温室効果ガス排出量 60%以上削減(2000 年

比)を目指して、中小企業等の更なる省エネルギー化を推進するため、省エネ設備の導入及

び運用改善の実践に要する経費の一部を助成する。 
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図表2-1 ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の補助対象等 

補助対象設備 

１ 省エネ設備の導入 

高効率空調設備、全熱交換器、LED照明設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、 

高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備などの省エネ設備 

２ 運用改善の実践 

人感センサー等の導入、照明スイッチ細分化工事などの運用改善 

補助対象者 補助率 ※上限額に応じた要件あり 

１ 中小企業者等 

２ 上記と共同で事業を

実施するリース事業者

又はESCO事業者 

○年間CO2排出量を更新前後で3t-CO2又は30％以上削減可能な省エネ

設備導入又は運用改善の実践に要する経費の３分の２ 

（上限額2,500万円ほか） 

※年間CO2排出量を更新前後で28t-CO2以上の場合は助成率４分の３

（上限額4,500万円） 

  

 ４ 中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業 

（事業者エネルギー推進課） 

業務・産業部門における建物由来のＣＯ２排出量は、都内排出量全体の約４割以上を占

めており、その削減に向けた取組が重要である。 

そこで、建物の断熱性能の向上と省エネ設備の導入等を行い、ゼロエミッションビル化を

図る取組の支援を実施する。 

 

  図表 2-2 中小規模事業所のゼロエミッションビル化支援事業の補助対象等 

補助対象 

① ゼロエミビル化設計支援【要件】BELS認証取得 

全体又は部分改修を行うために必要な調査、設計、計画策定等に係る経費の一部を助成 

②ゼロエミビル化設備導入支援【要件】ZEB水準の省エネ性能を達成 

断熱材、空調設備、再エネ設備等の導入に係る経費の一部を助成 

補助対象者 補助率 

１ 中小企業者等 

２ 上記と共同で事業を

実施するリース事業者

又はESCO事業者 

補助対象①の場合 

助成対象経費の３分の２（上限1,000万円） 

補助対象②の場合 

助成対象経費の３分の２（上限１億5,000万円） 

 
 ５ 中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業 

（事業者エネルギー推進課） 

事業所や工場等から発生する廃熱等を有効利用する設備の導入に要する費用の一部を助

成する。 
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図表 2-3 中小規模事業所向け廃熱等有効利用設備導入支援事業の補助対象等 

補助対象設備 

１ 事業所等から発生する廃熱や大気熱を抽出するために必要な設備の導入 

熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等 

２ 再生可能エネルギー熱を利用するために必要なヒートポンプの更新 

補助対象者 補助率  

１ 中小企業者等 

２ 上記と共同で事業を実施するリース事業者又はESCO事業者 

助成対象経費の３分の２ 

（上限額1,000万円） 

 
  

- 116 -



 

第３ 再生可能エネルギー施策の推進 

 

 都は、エネルギーの大消費地としての責務を踏まえ、一層の省エネ・節電とともに、再生可能エ

ネルギーの基幹エネルギー化による脱炭素化を推進していくことが必須である。 

 このため、再生可能エネルギーによる電力利用割合を、令和 12（2030）年に 50％程度、令和 17

（2035）年に 60％以上とする目標を掲げ、事業者等の再エネ設備導入と利用の両面での取組を積

み重ねながら、令和 32（2050）年の「使用エネルギーの 100％脱炭素化」を目指していく。 

 

１ 再エネ電源都外調達事業（都外ＰＰＡ）（事業者エネルギー推進課） 

都外に再エネ発電設備を設置し、その再エネ電気又は環境価値の利活用に取組む都内需要家

に対し、当該設備の導入に必要な経費の一部を補助する。都外からの再エネ電気又は環境価値

の利活用を促進し、都内需要家の再エネ比率向上の手法を確立することで、都内の再生可能エ

ネルギー電力利用割合を拡大していく。 

 

図表 3-1 再エネ電源都外調達事業（都外ＰＰＡ）の補助対象等 

種別 
都内施設に供給する種類毎の助成率 対象設備の助成上限額 

再エネ電気 環境価値 特別高圧以外 特別高圧 

同時設置※ 
再エネ発電設備 ２／３以内 １／２以内 

３億円 ６億円 
蓄電池 ２／３以内 

単独設置 
再エネ発電設備 １／２以内 １／３以内 ２億円 ５億円 

蓄電池 ２／３以内 １億円 

※蓄電池容量が再エネ発電設備の発電容量×１時間以上の場合に限る。なお、蓄電池容量が再エネ

発電設備の発電容量×１時間未満の場合は単独設置の助成率等を適用する。 

 

２ 都有施設の再エネ 100%化につながる島しょ地域における太陽光発電設備等 

導入事業（事業者エネルギー推進課） 

（個人、区市町村向け補助は環境局で所管。事業者向け補助は環境局へ執行委任） 

都有施設の再エネ電力 100%化に向け、島しょ地域の事業所等に対して、都への環境価値の帰

属を条件に、太陽光発電設備・蓄電池の導入に係る経費の一部を補助する。 

 

   図表 3-2 都有施設の再エネ 100％化につながる島しょ地域における太陽光発電設備等 

導入事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 
島しょ地域の事業所等に
設置する太陽光発電設
備・蓄電池 
※蓄電池の補助上限容量
を撤廃 

設備設置に係る設計費、
機器費、工事費の４分の
３以内（上限額１億円）  

・系統負荷軽減に資すること 
・発電により得られる環境価

値を都に帰属すること 
・島しょ地域の自然条件を踏

まえ、設置する場所におけ
る風況、塩害等への対策を
考慮して設置すること 等 
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３ 地中熱利用の普及促進（事業者エネルギー推進課） 

地中熱は、地中の温度と外気との温度差を空調などの熱源として利用する再生可能エネルギー

熱の一つであり、電力消費量の削減に寄与するとともに、再生可能エネルギーの利用拡大という

面からも、導入の意義は大きい。 

都内においては、有明アリーナをはじめとする都有施設やオフィスビル等に導入されているが、

地中熱交換器設置に係るボーリング工事等の導入費用の負担が大きいこと、事業者等の認知度が

低いこと等の理由から、十分に普及が進んでいない。 

このため、都は、東京地中熱ポテンシャルマップを作製するなど、地中熱利用について普及啓

発を行ってきた。引き続き、普及啓発ツールの活用等により、事業者等の認知度向上を図ってい

く。 

 

４ 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業（事業者エネルギー推進課） 

エネルギー価格上昇の長期化が懸念される中、系統負荷の軽減や地域防災力の向上などにも資

する地産地消型再エネ設備の導入促進がますます重要になっている。 

そこで、都内に地産地消型再エネ発電等設備・熱利用設備若しくは蓄電池を設置、または、都

内に環境価値を還元することを条件に、都外（東京電力管内）に地産地消型再エネ発電等設備を

設置する事業者に対して、当該設備の導入に必要な経費の一部を補助する。 

 
図表 3-3 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業の補助対象等 

助成対象事業 中小企業等※1 その他 

・都内再エネ発電等設備 

・都外再エネ発電等設備 

再エネ発電設備：２／３以内 

同時設置する蓄電池：３／４以内 

（上限２億円※2 ※3） 

再エネ発電設備：１／２以内 

同時設置する蓄電池：２／３以内 

（上限２億円※2 ※3） 

・都内再エネ熱利用設備 

・都内地域活性化につながる 

再エネ設備※4 

３／４以内（上限２億円） ２／３以内（上限２億円） 

・都内蓄電池単独 ３／４以内（上限 900 万円） ２／３以内（上限 800 万円） 

※1 中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等 

※2 都外設置の場合、再エネ発電設備の発電容量×１時間以上の蓄電池同時設置で上限２億円、

それ以外の場合は上限 1 億円 

※3 同時設置の再エネ発電設備と合わせた上限 

※4 営農型太陽光発電、廃材等を利用したバイオマス発電 

 

５ 島しょ地域における再生可能エネルギーの利用拡大（事業者エネルギー推進課） 

島しょ地域は豊かな自然環境を有し、再生可能エネルギーのポテンシャルが大きい地域であ

る一方、電力の多くを重油を燃料とする内燃力（ディーゼル）発電で賄っている。 

各島の特性を生かした再生可能エネルギーを活用することにより、内燃力による発電を低減

することが可能となることから、割高な化石燃料の使用が抑えられ、気候変動対策にも貢献で
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きる。また、島のエネルギー自給率が高まることで、防災力の向上にもつながる。 

具体的な取組として、平成 25 年１月から都は八丈町とともに、八丈島の地熱発電所におい

て、検討委員会を設置し、地熱利用の継続拡大について検討してきた。平成 28 年度には、町

が地熱発電事業者を公募選定し、協定書を締結した。平成 29 年度から選定事業者による事業

化に向けた本格的な取組を行っている。 

令和６年度からは、大島にて先駆的な再エネ機器を小規模で実装する再エネパイロット事業

を開始するとともに、浮体式洋上風力発電の設置に向けた支援を実施している。 

 

６ 島しょ地域における再エネ導入促進事業（事業者エネルギー推進課） 

  島しょ地域では再生可能エネルギーの初期費用が大きく、輸送費等の導入費用が本土と比べ割

高であることから民間事業者の参入が進まない。 

  令和７年度から、固定価格買取制度（ＦＩＴ）対象の電源を導入する事業者を対象に、島しょ

地域への再生可能エネルギー普及拡大に向け、発電量に応じた支援を実施する。 

 

７ 島しょでの再エネ 100%運用を目指した取組（事業者エネルギー推進課） 

 ゼロエミッションアイランドの実現に向けた取組の一環として、平成 30 年度から小笠原母  

島において太陽光発電と蓄電池を組み合わせて１年のうち半年程度の電力供給を行う実証事業に

向けた調査を実施している。令和６年度からは設備の設置工事を行っており、令和７年度に実証

を開始する。実証後は、太陽光発電による電力供給を継続するとともに、更なる再生可能エネル

ギーの拡大を目指していく。 

  また、令和７年度からは、母島実証事業で得られた知見を活かし、他島展開に向けて土地調査

等を実施する。 

 
８ 他自治体と連携した再エネ調達手法等の検討（事業者エネルギー推進課） 

再エネの更なる導入拡大には、再エネ資源を豊富に有する他自治体と連携し、その再エネを

都内に調達する取組を進めていくことが重要である。 

そこで、再エネ利用による利益を地域に還元することで、再エネ設置地域の活性化を支援す

るとともに、都内事業者が再エネをより調達しやすいスキームを検討する。 
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第４ エネルギーマネジメントの推進 

 

都は、「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、エネルギーマネジメントによるエネルギーの

需給最適化に向けた取組を行っている。この中で、再生可能エネルギーの導入拡大が進み、出力変

動を補完する調整力の重要性はますます高まっている。 

このため、事業者向けの支援として、大規模な調整力として電力の安定供給に貢献する系統用大

規模蓄電池の導入や、事業者が主体的にエネルギーマネジメントを行うためのシステム導入、再エ

ネや蓄電池等の分散型電源を束ねて需給をマネジメントするアグリゲーションビジネス等の取組の

ほか、再生可能エネルギーの出力変動を補完するコージェネレーションシステムや熱電融通インフ

ラの導入を支援し、さらなる電力需給の安定化を目指す。 

加えて、地域内での再エネを面的に融通するマイクログリッドのモデル構築を支援する。 

 

１ コージェネレーションシステム導入支援事業（事業者エネルギー推進課） 

「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、再エネ

の出力変動を補完する調整力の重要性はますます高まっている。コージェネレーションシステム

（ＣＧＳ）は、需給ひっ迫時の焚き増し対応等による需給安定化への貢献などにより導入意義が

さらに高まっている。 

こうした背景を受けて、東京都内における大規模開発や設備更新等を見据えて開発規模や期間

に応じたＣＧＳの導入を支援し、面的利用・面的融通による需給最適化を図ることで、調整力確

保と災害時のレジリエンス強化を進め、カーボンハーフの実現を目指す。 

 

図表 4-1 コージェネレーションシステム導入支援事業の補助対象等 

補助対象機器 補助額 条件 

① ＣＧＳ 

② 熱電融通インフラ

（送電線、熱導管

等） 

 

 

 

 

〇中小企業 

① ２分の１(上限４億円) 

② ２分の１(上限１億円) 

  

〇中小企業以外 

① (②と同時設置) 

２分の１(上限４億円) 

① (単独設置) 

４分の１(上限２億円) 

② 熱電融通インフラ  

２分の１(上限１億円) 

〇ＣＧＳを設置する建築物及

び供給対象建築物において

エネルギーマネジメントを実

施し、デマンドレスポンスの

実行を可能にする体制を構

築すること 

 

〇事業規模に応じ、ＣＧＳを設

置する建築物又は供給対象

建築物に一時滞在施設の設

置や従業員の安全確保等の

災害時の対策を行うこと  

等 
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２ マイクログリッド形成推進事業（事業者エネルギー推進課） 

地域内での電気の地産地消、エネルギーの効率的な利用の促進に加え、レジリエンス強化、

地域活性化にも資するマイクログリッドの普及拡大を図ることは重要である。そこで、先進的

な取組を含むモデル事業を公募し、その成果を広く発信することで、地域での最適な再エネの

面的な融通による分散型エネルギーマネジメントシステムの実装を加速化していく。 

 

事業内容： 

平常時及び非常時において、再エネを地域で無駄なく最適に利用する分散型エネルギーマネ

ジメントシステムの実装に向けた事業（公募によるモデル事業）の実施 

 

３ 再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 

（事業者エネルギー推進課） 

電力の需給バランス調整を行う事業者に対して、東京電力管内の電力系統に直接接続する大

規模蓄電池の導入に必要な経費の一部を補助する事業を実施している。変動型の再エネ導入を

進めるための大規模な調整力を確保し電力の安定供給に貢献するとともに、電力市場を通じて

調整力を供出することで、需要最適化の取組を後押しする。 

 

図表 4-2 再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業の補助内容等 

助成率 助成上限額 

助成対象経費の３分の２以内※ 

（国等の助成金と併給する場合でも、合計３分の２以内） 
20 億円 

※ ＥＶバッテリーをリユースする場合は４分の３以内 

 

４ 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業 

（事業者エネルギー推進課） 

  現在、「ゼロエミッション東京」の実現や再生可能エネルギーの導入拡大等を見据えた電力

需給最適化の推進や、調整力確保が急務となっている。 

  そこで、東京都内又は東京電力管内における電力需給の最適化の推進を目指すものとして、

エネルギー消費の見える化やデマンドレスポンス等の最適化などのエネルギーマネジメント

や、アグリゲーションビジネス（ＥＲＡＢ）※、新たな電力料金体系の構築等、需給最適化に

資する取組を行う事業者の設備導入等に係る経費の一部を助成するとともに、事業者の取組を

促すための普及啓発を行う。 

※ ＥＲＡＢ：エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス 

分散型エネルギーリソースを束ね、あたかも 1 つの発電所のように制御するＶＰＰ

（バーチャルパワープラント）の構築・形成を行うビジネス 

 

図表 4-3 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業の補助対象等 

① 区分：エネルギーマネジメント 

助成対象経費※１ 助成率 １事業所あたり 

助成上限額 
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システムの導入・改修 都内中小企業      ：２／３ 

都内での ERAB 実施     ：２／３ 

上記以外（東電管内※２ ）：１／２ 

見える化 1,000 万円 

最適制御 5,000 万円 
エネルギー貯留設備の 

導入・改修 
※1:リース契約等の事前の現地調査費・機器設置工事費等(ランニングコストは助成対象外)  

※2:都外の場合は ERAB 参画が必須 

   ② 区分：アグリゲーションビジネス（ＥＲＡＢ） 

助成対象経費 助成率 助成上限額 

システムの構築・改修 

（都登録アグリゲーター※3の

み申請可） 都内中小企業     ：２／３ 

都内での電力の市場供出：２／３ 

上記以外（東電管内） ：１／２ 

1,250 万円／システム 

再エネ発電の設備の導入 7,500 万円／所 

エネルギー貯留設備の導入 1 億 5,000 万円／所 

通信機器の導入 50 万円／所 

※3: 都登録アグリゲーター： 

電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第 15 の４号に規定する特定卸供給事業者及び、特定 

卸供給事業者と契約を締結して、需要家に対してＥＲＡＢを提供する事業者で、別に定める登録を受けた者 
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第５ 水素・新エネルギー施策の推進 

 

水素は、利用の段階でＣＯ２を排出しないなど多くの優れた特徴を有しているほか、大規模・長

期間のエネルギー貯蔵が可能であり、再生可能エネルギー由来電力が大量導入された際の調整力と

して有望である。また、昨今の国際情勢や自然災害などによりエネルギーの安定供給が危ぶまれる

中、水素は、多様な資源からの製造が可能なことから、調達先を多様化することができ、エネル

ギーの安全保障やレジリエンスの向上にも寄与する。 

水素は産業のすそ野が広く、運輸・発電・熱利用等幅広い分野での活用が期待されることから、

水素エネルギー技術の一層の社会実装化を進め、更なる需要拡大を目指す必要がある。 

しかし、社会実装化に当たっては、インフラ整備などのコスト面、法規制などの制度面、サプラ

イチェーンの構築、都民の理解促進など様々な課題がある。 

都は、2050 東京戦略で 2035 年までの水素エネルギーの普及拡大に関する政策目標を設定してい

る。 

 

政策目標 

商用車対応水素ステーションの整備※ 

目標 2030 年：約 40 基、2035 年：約 100 基 

燃料電池自動車・商用モビリティの普及※ 

目標 
【燃料電池自動車】 2030年：都内で新車販売される乗用車100％非ガソリン化 

【燃料電池商用モビリティ】  2030 年：約 5,000 台、2035 年：約 10,000 台 

※水素ステーションの整備及び燃料電池自動車・商用モビリティの普及については、第６ Ｚ

ＥＶの普及促進に掲載 

 

「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ（令和７年３月）」では、再エネ由来の

ＣＯ２フリー水素であるグリーン水素は、再エネの調整力としても有望であるほか、運輸・発電・

熱利用等幅広い分野の脱炭素化に貢献するため、脱炭素社会実現の柱の一つとなるよう、需要拡

大・早期社会実装化が必要であると位置付けている。 

国に対しては、令和６年５月に「水素社会推進法」が成立したことを踏まえ、大規模水素需要の

創出、大量かつ安定的な水素供給の確立に向けた取組及び技術開発支援、水素ステーションの整備

促進に向けた更なる規制緩和及びグリーン水素の環境価値評価の確立のほか、民間事業者が長期

的視点を持って事業展開ができるよう複数年にまたがる長期的かつ柔軟な財政支援等を強く要望

している。 

また、令和４（2022）年３月に「東京水素ビジョン」を策定し、2050 年の目指す姿（ビジョン）

とマイルストーンとなる 2030 年に向けた水素施策展開について、取組の方向性を紹介するととも

に、令和４（2022）年８月から７回にわたり、国際的な水素サプライチェーン構築やグリーン水素

等の普及について先進的な取組を行う企業や自治体と意見交換等を実施する「東京グリーン水素ラ

ウンドテーブル」を開催し、企業との連携を強化して、水素の更なる社会実装やサプライチェーン

構築に向けて取り組んでいる。 
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加えて、脱炭素社会に向け、水素を含む新エネルギーの開発・利活用に係る取組の支援を強力に

進める必要から、新エネルギー等の開発・普及を早期に促進するための支援も行っている。 

 

１ 再生可能エネルギー由来水素利活用促進事業（新エネルギー推進課） 

(1)  グリーン水素の社会実装化に向けた設備等導入促進事業 

（区市町村向け補助は環境局で所管） 

脱炭素社会を支えるエネルギーの柱のひとつとなるグリーン水素の活用を促進するため、

事業者による設備の導入を促進する。 

 

図表5-1 グリーン水素の社会実装化に向けた設備等導入促進事業の補助対象等 

補助対象設備 補助率※1 補助上限額 補助要件 

グリーン水素製造設備 

２/３ ３億円 

・補助対象設備を都

内（グリーン水素製

造・貯蔵・運搬設備

については、東京電

力管内も可※２）の事

業所等において新た

に設置すること。 

・グリーン水素や水

素を利用する機器

に関する普及啓発

を実施すること。 

グリーン水素貯蔵設備 

グリーン水素運搬設備 

純水素型燃料電池 

その他の水素利用設備※３（専焼

/混焼） 

２/３（混焼機器

は１/２） 

３億円（混焼機

器は２億 2,500

万円） 

(※１)国補助併給時には、助成対象経費から国補助額を差し引いた額に、都補助率を乗じた額

とする。 

(※２) 都内へのグリーン水素供給量を１/２以上にすること。 

(※３)混焼機器には水素利用率の条件あり。 

 

(2)  福島県産グリーン水素の利用 

東京都、福島県、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び公益財団法人東京都環境公社

の四者で締結した協定（平成 28 年５月）に基づき、環境イベントなどでの相互の取組紹介

やグリーン水素の活用等に関する専門的知見の共有等に取り組んでいる。令和７年２月に福

島県と協定を締結し、水素社会の実現に向け、モビリティ分野等における普及拡大、グリー
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ン水素の活用促進、水素関連産業の振興等を図るため、相互に連携・協力している。 

令和６年５月からは、ＮＥＤＯの実証施設である「福島水素エネルギー研究フィールド（Ｆ

Ｈ２Ｒ）」で製造したグリーン水素について都内での利用拡大を進めている。さらに、都営

バスが保有する燃料電池バスの一部で福島県浪江町の子ども達がデザインしたラッピングバ

スを運行し、取組のＰＲを行っている。 

 

２ 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業 （新エネルギー推進課） 

（区市町村向け補助は環境局で所管） 

事業所等における低炭素化とレジリエンス機能向上を図るため、業務・産業用燃料電池を

導入する事業者に対して、設置に対する補助を行う。 

 

図表5-2 水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業の補助対象等 

補助対象 補助率・補助上限額 条件 

業務・産業用 
燃料電池 

３分の２ ＊定格発電出力 

（５kW 超＊ 上限額３億 3,300 万円 

 1.5kW 超～５kW 以下＊ 上限額 1,300 万

円） 

設置した設備を活用

し、水素エネルギー

に関する普及啓発を

実施すること 等 

※ 国補助併給時には、国補助を控除 

 

３ 水素社会実現に向けた普及促進（新エネルギー推進課） 

水素エネルギーの普及に当たっては、利用する意義や安全性などに関する都民・事業者の理解

を深めることが重要であることから、イベント等への出展及び水素エネルギー特集ホームページ

の運営を通じて、都民等に対して幅広く水素の情報発信を行うことにより認知度を高めていく。 

 

４ 企業・団体との連携による水素エネルギー促進事業（新エネルギー推進課） 

平成 29 年度に水素エネルギーの普及に向け、官民一体によるムーブメントを醸成すべく、民

間企業や都内自治体等の 100 以上の団体と共に「Tokyo スイソ推進チーム」を組織した。 

都と「Tokyo スイソ推進チーム」参加団体が連携してイベントを実施し、企業・団体等の取組

状況を PR することで普及促進に向けたムーブメントを醸成する。 

 

５ 水素の社会実装化に向けた国際連携推進事業（新エネルギー推進課） 

水素の社会実装化に向けて先進的な取組を行う都市等を招聘した国際会議の実施や、協定締

結都市との連携事業を実施することで、国際サプライチェーン構築や需要拡大に向けた取組を

推進している。  

令和５年度からは、海外都市・企業等の先進的な取組及び都施策の情報発信や、取組の加速

等を目的とした水素エネルギーをテーマとする国際会議「ＨＥＮＣＡ Ｔｏｋｙｏ」（水素エネ

ルギー行動会議）を開催している。また、令和６年２月には、豪ニュー・サウス・ウェールズ州

と水素エネルギーの社会実装化に関する合意書を締結、同年 12 月には、豪クイーンズランド州

とクリーンエネルギーの貿易・投資における協力に関する合意書を締結した。 



 

令和７年度は、これら豪２州との連携事業として、シドニーで開催される水素エネルギー関

連の展示会に出展し、水素関連技術等を持つ都内中小企業等のＰＲやビジネスマッチングを新

たに行う。また、東京を目的地とした国際的な水素サプライチェーン構築に向けた課題等の検

討調査を新たに実施する。 

 

６ グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業（新エネルギー推進課） 

都内設置に適した形でグリーン水素の製造から利用まで設備をパッケージ化したモデルプラ

ンを水素製造設備メーカー等から公募し、当該モデルプランを導入する事業者に対し支援を実

施する。 

 

図表5-3 グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業の補助対象等 

補助対象設備 補助率 補助上限額 

ワンパッケージ 10/10 

４億円 

（水素製造能力 10Ｎ㎥/h 以上） 

３億 3,000 万円 

（水素製造能力 10Ｎ㎥/h 未満） 

ワンパッケージ以外 10/10 

２億 8,000 万円 

（水素製造能力 10Ｎ㎥/h 以上） 

２億 4,000 万円 

（水素製造能力 10Ｎ㎥/h 未満） 

再エネ電力製造設備 

10/10 

（水素製造能力を超え

る分は 2/3 以内） 

5,400 万円 

（24kW あたり 720 万円） 

 

※ 国補助等併給時には、補助対象経費から国補助等を控除した額を補助対象経費とする。 

 

７ グリーン水素の活用事業（新エネルギー推進課） 

グリーン水素の活用促進等に関し連携することを目的として、令和４年 10 月に「グリーン水

素の活用促進に関する基本合意書」を山梨県と締結した。これを踏まえ、令和５年５月に東京

国際展示場に、令和７年４月にお台場海浜公園に燃料電池を設置し、グリーン水素を供給、当

該施設の電力の一部に活用するとともに、施設来場者等へのグリーン水素活用のＰＲを実施し

ている。 

 

８ グリーン水素の製造・利活用事業（新エネルギー推進課） 

都がグリーン水素製造・利活用のモデルを示しグリーン水素の普及拡大を推進するため、都

有地におけるグリーン水素製造設備の設置に向けた施設整備等を実施し、水素製造設備第一基

目の稼働を開始する。 
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９ グリーン水素の産業利用促進事業（新エネルギー推進課） 

都民にグリーン水素を身近に感じてもらうとともに、民間事業者のグリーン水素の利用・転

換を推進するため、産業分野において東京都産グリーン水素を原料として利用するパイロット

事業を実施し、取組や成果を発信する。 

 

10 中央防波堤埋立地におけるグリーン水素の製造・利活用事業（新エネルギー推進

課） 

中央防波堤に太陽光発電設備及び水素製造設備等を整備し、太陽光発電による電力を活用し

てグリーン水素を製造する。 

 

11 グリーン水素の環境価値評価・活用促進事業（新エネルギー推進課） 

東京都内でグリーン水素を率先して利用する事業者等を前年度の利用実績に応じて認証し、

取組を広く周知するとともに、利用量に対する奨励金を支給することで、都内におけるグリー

ン水素の活用等を促進していく。 

 

12 グリーン水素取引推進事業（新エネルギー推進課） 

グリーン水素取引所の立ち上げに向けた取組として、制度設計及び水素需給等に係る調査検

討を行う。併せて、国産グリーン水素を用いたトライアル取引を実施し、得られた知見を制度

設計に活用する。 

 

13 パイプラインを含めた水素供給体制構築事業（新エネルギー推進課） 

将来的な海外からの水素受入を想定した空港臨海エリアへの水素供給体制構築に向け、関係

者間での合意形成を目指し、官民の協議会を設置・事務局運営を実施するとともに、川崎臨海部

から空港臨海エリアに対するパイプライン等の検討を主導的に進めていくため、事業性に関する

フィージビリティスタディ等を民間企業と共同で実施する。 

 

14 東京における水素実装課題解決技術開発促進事業（新エネルギー推進課） 

東京における水素の運搬方法等、水素の利活用に係る課題について、優れた技術を有する民

間企業等と都が協定を締結の上、その解決に向け共同で取り組むことにより、水素の更なる普

及拡大を目指す。 

 

15 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業（新エネルギー推進課） 

2030 年のカーボンハーフや 2050 年のゼロエミッション東京の実現、そして東京の産業振興等

に寄与するため、新エネルギーの開発及び当該エネルギーの利活用・普及に資するシステム・製

品・サービスの調査研究、技術開発、実証、実装等にかかる取組に対して、必要な経費を支援す

る。 
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図表 5-4 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業の主な概要  

補助対象 補助額等 主な条件 

新エネルギー推進に

係る技術開発や実証

等に必要な経費  

補助限度額 30 億円  

対象となる経費の３分の２以内。

下限となる総事業費は 10 億円。 

都内に本店又は支店を置く大

企業と一体となったグループ

（事業期間中に都内中小企業

１者以上を含む。）   

 

16 東京都環境科学研究所水素エネルギー調査研究（新エネルギー推進課） 

温室効果ガスの排出が少ない水素の水準や水素製造装置等の技術開発動向把握など、水素エ

ネルギーの都内実装に必要な調査・研究を実施する。 
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第６ ＺＥＶの普及促進 

 

ゼロエミッション東京の実現に向け、自動車についても、走行時にＣＯ２を排出しないゼロエミッ

ションビークル（以下「ＺＥＶ」という。）の普及が重要である。平成 30 年５月に開催した国際

会議「きれいな空と都市 東京フォーラム」において知事は、令和 12（2030）年の都内の乗用車新

車販売に占めるＺＥＶの割合を 50％まで高めるとの目標を掲げた。 

さらに都は、令和元年 12 月の「ゼロエミッション東京戦略」及びその個別プログラムである「Ｚ

ＥＶ普及プログラム」において、上記の目標に加えて、令和 12（2030）年までに小型路線バスの新

車販売原則ＺＥＶ化、ゼロエミッションバスの導入 300 台以上、公共用急速充電器 1,000 口とする

目標を掲げ、続いて令和３年３月の「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」において

は、都内で新車販売される乗用車を令和 12（2030）年までに、二輪車を令和 17（2035）年までに

100％非ガソリン化する目標を掲げ、さらに令和７年３月の「ゼロエミッション東京戦略 Beyond 

カーボンハーフ」においては、令和 17（2035）年までにＥＶバス導入 1,300 台、ＥＶトラック導入

７万台とする目標を掲げた。 

これらの目標の達成に向け、ＺＥＶの普及を加速させるため、事業者の取組を支援する施策等を

進めていく。 

 
１ ＺＥＶ等普及促進事業（事業者エネルギー推進課・新エネルギー推進課） 

(1) ＺＥＶ普及促進事業 

（個人、区市町村向け補助は環境局で所管） 

ア 電気自動車・電動バイク等の普及促進 

都内に事業所等を有する事業者に対して、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッ

ド自動車（ＰＨＥＶ）、外部給電器及び電動バイクの購入補助を行う。 

令和７年度から、自動車メーカー別の上乗せ補助額において、ＺＥＶ乗用車の販売実績

等に加え、新たにＧＸ実現に向けた取組や車両のラインナップ数等について評価し補助額

を設定することを開始した。 

 

図表 6-1 電気自動車・電動バイク等の普及促進事業の補助対象等  

補助対象 補助額 条件 
電気自動車・プラグイ
ンハイブリッド自動車 

①基本補助額  
給電機能 有 20 万円 
給電機能 無 10 万円 

補助対象自動車の使用の
本拠が都内にあること 
等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②自動車メーカー別の上乗せ補助額 
 最大 40 万円 

③再エネ電力導入による上乗せ補助額 
再エネ 100％電力メニューの契約時 

15 万円 
又は 
太陽光発電システム設置時  
電気自動車 30 万円、 
プラグインハイブリッド自動車 15 万

円 
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④充放電設備（Ｖ２Ｂ）又は公共用充電

設備導入による上乗せ補助額 一口に

つき最大 10 万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤高額車両における補助額 

 高額車両（税抜 840 万円以上）につい

ては、①～④の合計額に 0.8 を乗じた額 

電気自動車・プラグイ

ンハイブリッド自動車

用外部給電器 

購入額の２分の１（上限額 40 万円） 

電動バイク 同種同格のガソリン車両との価格差か

ら国の補助金を除いた額（上限額 48

万円） 

 

イ 燃料電池自動車等の普及促進 

都内に事業所等を有する事業者に対して、燃料電池自動車（ＦＣＶ）及び外部給電器の購入

補助を行う。 

図表 6-2 燃料電池自動車等の普及促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 
燃料電池自動車 ①基本補助額 

 給電機能 有 150 万円 

給電機能 無 140 万円 

補助対象自動車の使用の

本拠が都内にあること 

等 
②自動車メーカー別の上乗せ補助額 

最大 40 万円 

③充放電設備（Ｖ２Ｂ）導入による上

乗せ補助額 

最大 10 万円 

④再エネ電力導入による上乗せ補助額 

 25 万円 

⑤高額車両における補助額 

高額車両（税抜 840 万円以上）につい

ては、①～④の合計額に 0.8 を乗じた額 

燃料電池自動車用外部

給電器 
購入額の２分の１（上限額 40 万円） 燃料電池自動車の所有者

であり、主に都内で使用さ

れること 等 

 

(2) 燃料電池バス・タクシー導入促進事業 

（区市町村向け補助は環境局で所管） 

バス・タクシー事業者等に対して、燃料電池バス（以下「ＦＣバス」という。）の車両導

入費及び燃料電池タクシー（以下「ＦＣタクシー」という。）の車両導入費・燃料費の補助

を行う。 
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図表 6-3 燃料電池バス・タクシー導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 
燃料電池バス 助成対象経費から国等の補助額及

び基準額（助成対象バスと乗車定

員、全長等の仕様が同等であって、

かつ、原動機に内燃機関を用いた自

動車の本体の購入に要する費用の

標準的な額として別に定める額）を

差し引いた額 

上限額：5,000 万円 

【上乗せ補助】 

①集中的な導入に対する補助 

②水素ステーション整備と連動した

補助 

上限額（①②いずれかの要件を満た

す場合）：2,000 万円 

③グリーン経営認証又は ISO14001

認証取得事業者の場合 50 万円上

乗せ 

使用の本拠が都内にあること 

等 

①集中的な導入に対する補助 

５年度以内に、ＦＣバスを５台

以上純増させる計画書の提出 

②水素ステーション整備と連

動した補助 

都内の自らの営業所等に定置

式水素ステーションの整備又

は誘致を図り、商用の目的で

運用する場合 

③グリーン経営認証又は

ISO14001認証取得事業者の場

合 

①、②のどちらも対象外の場合 

燃料電池タクシー 【車両導入費】 

本体購入費用、装備類費用及び改造

費の合計額から国補助等の額及び

基準額（助成対象タクシーと乗車定

員、全長等の仕様が同等であって、

かつ、原動機に内燃機関を用いた自

動車の本体の購入に要する費用の

標準的な額として別に定める額）を

差し引いた額 

上限額：370 万円 

【上乗せ補助】 

①集中的な導入に対する補助 

②水素ステーション整備と連動した

補助 

上限額：240 万円（①②いずれかの

要件を満たす場合） 

【燃料費】 

水素燃料代実績から水素充填量実

績に LP ガス相当分単価を乗じた額

を差し引いた額 

上限額：130 万円 

 

使用の本拠が都内にあること 

等 

①集中的な導入に対する補助 

５年度以内に、ＦＣタクシーを

５台以上純増させる計画書の

提出（中小企業者は 3 台以上） 

②水素ステーション整備と連

動した補助 

都内の自らの営業所等（コン

ソーシアムやグループ会社の

敷地内の場合を含む）に定置

式水素ステーションの整備又

は誘致を図り、商用の目的で

運用する場合 

 

 

(3) ＥＶバス・ＥＶトラック導入促進事業 

（区市町村向け補助は環境局で所管） 

バス又はトラックを事業用に供する者に対して、ＥＶバス、ＰＨＥＶバス、ＥＶトラック

及びＰＨＥＶトラックの購入補助を行う。 
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図表 6-4 ＥＶバス・ＥＶトラック導入促進事業の補助対象等  

補助対象 補助額 条件 

ＥＶバス、ＰＨＥＶバ

ス、ＥＶトラック、ＰＨ

ＥＶトラック 

同等燃費水準車（ディーゼル車）の車

両価格との差額 
(上限額：4,200 万円) 
【上乗せ補助】 
①グリーン経営認証又は ISO14001 認

証取得事業者の場合 50 万円上乗せ 
②充放電設備（Ｖ２Ｂ）又は公共用充

電設備を導入した場合 一口につき最

大 10 万円上乗せ 

使用の本拠が都内にあるこ

と 等 

 

(4) ＺＥＶ活用による島しょ地域防災力向上事業 

（個人、町村向け補助は環境局で所管） 

島しょ地域（都と協定を締結した町村に限る。）において、災害時の給電等に可能な限り   

協力する事業者に対して、ＺＥＶ中古車の購入補助を行う。 

 

図表 6-5 ＺＥＶ活用による島しょ地域防災力向上事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

ＺＥＶ中古車 上限額 30 万円 使用の本拠が都と協定を締結

した町村内にあること 等 

 

(5) シェアリング・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業 

カーシェアリング事業者やレンタカー事業者等に対して、事業等に供する電気自動車・プ

ラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車・電動バイクの購入補助を行う。 

 

図表 6-6 シェアリング・レンタル用車両ＺＥＶ化促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

電気自動車 
プラグインハイブリッ

ド自動車 

①基本補助額 
給電機能 有 50 万円 

給電機能 無 40 万円 

使用の本拠が都内にあり、

カーシェアリング又はレンタ

カー事業用車両であること 

等 ②自動車メーカー別の上乗せ補助額 

 最大 40 万円 

③充放電設備（Ｖ２Ｂ）又は公共用

充電設備導入による上乗せ補助額 

一口につき最大 10 万円 

④高額車両における補助額 

高額車両（税抜 840 万円以上）に

ついては、①～③の合計額に 0.8 を

乗じた額 

燃料電池自動車 ①基本補助額 

給電機能 有 215 万円 

給電機能 無 205 万円 
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②充放電設備（Ｖ２Ｂ）導入による

上乗せ補助額 一口につき最大10万

円 

③高額車両における補助額 

高額車両（税抜 840 万円以上）に

ついては、①・②の合計額に 0.8 を

乗じた額 

電動バイク 同種同格のガソリン車両との価格差

から国の補助金を除いた額に５万円

を加えた額（上限額 53 万円） 

 

(6) e-モビリティ等利活用促進事業 

ｅ-モビリティ等（特定小型原動機付自転車、電動バイク及び電動バイク用のバッテリー）

の新たな利活用を促進する先駆的取組を公募し、需給両面からバイクの非ガソリン化に向け

た取組を共同で実施する。 

 

(7) 燃料電池等トラック実装支援事業 

燃料電池トラック（以下「ＦＣトラック」という。）または水素エンジントラックを導入

する事業者等に対して、車両導入費、改造費及び燃料費の補助を行う。 

 

図表 6-7 燃料電池等トラック実装支援事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

燃料電池トラック 

水素エンジントラック 

【車両導入費（ＦＣトラック）】 

車両本体価格(助成対象者が中小企業

の場合はリース契約費用) から国補助

等の額及び助成対象トラックと同等仕

様のディーゼルトラックの車両本体価

格（またはリース契約費用）を差し引

いた額 

上限額： 

1,300 万円（ＦＣ小型トラック） 

5,600 万円（ＦＣ大型トラック） 

※助成対象者が中小企業の場合 

2,600 万円（ＦＣ小型トラック） 

9,600 万円（ＦＣ大型トラック） 

 

【改造費（水素エンジントラック）】 

車両改造費用から国補助等の額を除い

た額に３分の２を乗じた額 

上限額：1,100 万円 

【上乗せ補助（車両導入費・改造費）】 

①集中的な導入に対する補助 

②水素ステーション整備と連動した補

助 

使用の本拠が都内にあるこ

と 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上乗せ補助】 

①集中的な導入に対する補

助 

５年度以内に、ＦＣトラッ
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上限額（①または②を満たす場合）： 

3,400 万円（ＦＣ小型トラック） 

11,500 万円（ＦＣ大型トラック） 

1,100 万円（水素エンジントラック） 

＊ＦＣトラックは基本補助と合わせた

上限額 

③グリーン経営認証又は ISO14001 認

証取得事業者の場合 50 万円上乗せ

（ＦＣトラックのみ） 

【燃料費】 

水素燃料代実績から水素充填量実績に

軽油相当分単価を乗じた額と国補助等

の額を差し引いた額 

上限額： 

900 万円（ＦＣ小型トラック） 

2,880 万円（ＦＣ大型トラック） 

1,200 万円（水素エンジントラック） 

クを一定台数以上純増させ

る計画書の提出 

＊一定台数 

大企業：５台（大トラ含ま

ない場合は 10 台） 

中小企業：３台 

 

②水素ステーション整備と

連動した補助 

都内の自らの営業所等に定

置式水素ステーションの整

備又は誘致を図り、商用の

目的で運用する場合 

③グリーン経営認証又は

ISO14001 認証取得事業者

の場合 

①、②のどちらも対象外の

場合 

  

(8) 燃料電池フォークリフト実装支援事業 

燃料電池フォークリフトを導入する事業者等に対して、車両導入費の補助を行う。 

 

図表 6-8 燃料電池フォークリフト実装支援事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

燃料電池フォークリフ

ト 

助成対象経費から基準額（定格荷重、

装備類等の仕様が同等のエンジン式

フォークリフトの購入費用）を差し引

いた額の２分の１又は基準額及び国等

の補助金を差し引いた額 

上限額：600 万円 

【上乗せ補助】 

・水素ステーション整備と連動した補

助  

上限額：350 万円 

使用の本拠が都内にあるこ

と 等 

・水素ステーション整備と

連動した補助 

都内の自らの営業所等に定

置式水素ステーションの整

備又は誘致を図り、商用の

目的で運用する場合 

 

(9) ＺＥＶごみ収集車実装支援事業 

 早期に燃料電池ごみ収集車（以下「ＦＣごみ収集車」という。）の量産化を促進するため、

令和５年度に試験利用を希望する区市町村及び本格的導入を目指す区市町村を募集し、実施

区市町村を決定した。この試験利用を希望する区市町村に一定期間無償貸与することで、車

両性能の体感や導入効果の検証等ができる機会を創出する。また、本格的導入を目指す区市

町村に対して車両導入費等の支援を行う。 
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図表 6-9 ＺＥＶごみ収集車実装支援事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

燃料電池ごみ収集車 ①ＦＣごみ収集車を５台以上導入 

助成対象経費の４分の３から国補助等

を差し引いた額 

②商用水素ステーションの整備又は誘

致を図り、ＦＣごみ収集車を 10 台以

上導入 

助成対象経費から国補助等を差し引い

た額（水素ステーション運用開始前は、

助成対象経費の５分の４から国補助等

を差し引いた額） 

使用の本拠が都内にあるこ

と 等 

 

(10) 空港等におけるＦＣモビリティ早期実装化支援事業 

 空港臨海エリアにおける水素需要を喚起するため、航空機地上支援車両（以下「ＧＳＥ車

両」という。）を燃料電池等によって駆動するＧＳＥ車両に改造し試験運用及び導入効果の

検証を行うなどし、事業者を支援する。 

 

２ 充電設備普及促進事業（事業者エネルギー推進課） 

（住宅、区市町村向け補助は環境局所管） 

  充電設備の所有者に対して、都内に設置する充電設備の設置及び運営に係る経費の補助を行

う。 

図表 6-10 充電設備普及促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

非公共用充電（事務所・

工場等）、公共用充電

（商業施設・宿泊施設

等） 

【設備購入費】 
国の補助金交付額と合わせて 10 分の

10（機器によって上限額あり。一部都

単独で 10 分の 10）、蓄電池付きの場合

335 万円上乗せ 
【Ｖ２Ｂ設備購入費】 
設備購入費から国の補助金交付額を除

いた額※ 
上限額：250 万円（Ｖ２Ｂ） 

    30 万円（エネルギーマネ

ジメントシステム） 

Ｖ２Ｂ導入基数１基：補助率２分の１ 
Ｖ２Ｂ導入基数２基：補助率４分の３ 

Ｖ２Ｂ導入基数３基以上：補助率 

10 分の 10 

 
【設置工事費】 
設置工事費から国補助額を除いた額 
上限額： 
普通充電設備（充電用ｺﾝｾﾝﾄ以外） 

都内に設置され、国の補助

事業の対象となっている機

器を導入すること 等 
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135 万円(１基目)、68 万円(２基目以降) 
充電用ｺﾝｾﾝﾄ 
95 万円(１基目)、48 万円(２基目以降) 
機械式駐車場 
171 万円(１基目)、86 万円(２基目以降) 
（車両導入と同時申請の場合は、普通

充電設備(充電用ｺﾝｾﾝﾄ以外) 定額 20

万円/基、充電用ｺﾝｾﾝﾄ 定額 10 万円/
基） 
急速充電設備 合計出力１kW 当たり

6.2 万円を乗じた額 
超急速充電設備 合計出力１kW当たり

８万円を乗じた額  
先行配管工事 ７万円/区画(機械式の

場合 30 万円/区画) 
ほか、機器及び場所に応じた上乗せあ

り 
【Ｖ２Ｂ設置工事費】 
設置工事費から国補助額を除いた額※ 
上限額：125 万円 
Ｖ２Ｂ導入基数１基：補助率２分の１ 
Ｖ２Ｂ導入基数２基：補助率４分の３ 
Ｖ２Ｂ導入基数３基以上：補助率 10 分

の 10 

【受変電設備改修費】 
新設する充電設備の合計出力が50kW以

上になる場合  
上限額 435 万円 
【遠隔制御用エネルギーマネジメント

設備導入費】 
上限額 30 万円 
【既設充電設備の撤去費】 
充電設備の更新にて、合計出力が向上

する場合、撤去費の 1/2 を補助 
超急速：上限額 100 万円/基 
急速：上限額 75 万円/基 
上記以外：上限額 25 万円/基 
【機械式駐車場パレット更新費】 
充電設備を設置し、パレットの改修が

必要な場合 
上限額 140 万円/パレット 
【運営費】 
公共用充電設備が対象。維持管理費は

設置から３年間、電気基本料金及び土

地の使用に要する経費は設置から８年

間が対象（維持管理費及び電気基本料

金は、超急速・急速充電設備のみ対象 
） 
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維持管理費：上限額 40 万円／年 
電気基本料金：上限額 

 66 万円／年(急速) 
334 万円／年(超急速) 

土地の使用に要する経費：上限額 
 62 万円／年 

※ 設置基数により、上限額は異なる。 

 

３ 電動バイク充電環境促進事業（事業者エネルギー推進課） 

（個人向け補助は環境局で所管） 

都内に事業所等を有する事業者に対して、電動バイクの充電環境の整備を促進するため、バッ

テリーの専用充電器の購入費やバッテリーシェアリングサービス料の補助を行う。 

 

   図表 6-11 電動バイク充電環境促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

電動バイク専用充電器

等、バッテリーシェア

リングサービスの基本

料金 

上限額 ５万円 

※バッテリーシェアリングサービスの

場合は月 1,400 円を上限とし、最大

３年間にわたって交付 

「ＺＥＶ普及促進事業」ま

たは「シェアリング・レン

タル用車両ＺＥＶ化促進事

業」に申請する電動バイク

で利用するものであること 

等 

 

４ 水素ステーション設備等導入促進事業（新エネルギー推進課） 

(1) 水素ステーション整備及び運営に対する補助 

  水素ステーションの整備又は運営をする事業者に対して、水素ステーションの整備費及び運営

費の補助を行う。 

図表 6-12 水素ステーション設備等導入促進事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 
整備費 【大規模 ST 整備】（供給能力 500N ㎥/h 以上） 

 国と都の補助を合わせて全額補助 

（国と都補助を合わせた上限額 10 億円） 

【大規模以外の ST 整備】 

国と都の補助を合わせて整備費用の 

５分の４（中小企業は全額補助） 

（供給能力 300N ㎥/h 以上 500N ㎥/h 未満 上限額 5 億

円、供給能力 50N ㎥/h 以上 300N ㎥/h 未満 上限額 3.6

億円、50N ㎥/h 未満 上限額 2 億円） 

【増設・改修】 

燃料電池バス・トラック対応に必要な費用の５分の４（中

小企業は全額補助）（上限額 ４億円） 

【障壁】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 

3,000 万円） 

【既存設備等の撤去・移設】 

都内に設置さ

れていること 

等 
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整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 

3,000 万円）（バス・トラック対応に必要な増設・改修

時を含む。） 

【土地の造成】 

造成費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 ２

億円） 

【水素 ST 併設・転換に伴う損失経費】 

全額補助（上限額 500 万円）（バス・トラック対応に

必要な増設・改修時を含む。） 

【FCV 以外（FL・船等）用 ST 整備】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 ３

億円） 

【建築工事費等】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 １

億円。ただし、次世代キャノピーを含む場合 ２億円 ） 

【水素パイプライン整備】 

整備費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 10

億円） 

【基本設計費】 

全額補助（中小企業のみ）（上限額 1,000 万円） 
【太陽光発電設備の設置】 
設置費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 ２

億円） 
【水電解装置の設置】 
設置費用の５分の４（中小企業は全額補助）（上限額 10

億円） 

運営費 

 

 

 

【土地賃借料（令和３年度以前整備）】 

土地賃借料の４分の１ 

【土地賃借料（令和４年度以降整備）】 

土地賃借料の５分の４（中小企業は全額補助） 

 

ステーション運営費 

乗用車用の場合 

大企業  上限額  500 万円／年 

中小企業 上限額 1,000 万円／年 

燃料電池バス対応で１系統設備の場合 

大企業  上限額 1,000 万円／年 

中小企業 上限額 2,000 万円／年 

燃料電池バス対応で２系統設備の場合 

大企業  上限額 2,000 万円／年 

中小企業 上限額 4,000 万円／年 

営業時間拡大に伴う上乗せ 

大企業  上限額 2,000 円／時間(深夜割増 1.25 倍) 

中小企業 上限額 4,000 円／時間(深夜割増 1.25 倍) 

【機器予備品購入費】 

全額補助（中小企業のみ）（上限額 500 万円） 

【計画外設備修繕費】 

全額補助（中小企業のみ）（上限額 1,000 万円） 
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【グリーン電力購入費】 

グリーン電力と通常電力の価格差（中小企業のみ） 

水素燃料費 都内燃料電池バス 

水素販売価格と軽油相当額の価格差 
 

 

(2) 都有地等活用水素ステーション整備 

平成 28 年３月に、江東区潮見の公益財団法人東京都環境公社の用地を活用して、民間事業

者が商用水素ステーションを開設した。 

また、令和２年２月に都有地としては初めて、下水道局が所管する葛西水再生センターの敷

地の一部を活用して、民間事業者が燃料電池バス対応水素ステーションを開設した。 

令和５年９月に、江東区新砂の都有地で燃料電池バス・トラック対応の水素ステーションを

整備する事業者を公募の上、決定し、水素ステーション開設に向けた準備を進めている。 

令和７年１月に、都内初の都有地（新宿区西新宿）を活用したグリーン水素を供給する定置

式水素ステーションを整備する事業者を公募の上、決定し、水素ステーション開設に向けた準

備を進めている。 

 

５ 水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業（新エネルギー推進課） 

  35MPa の水素ステーションとカーシェア等※を併せて実施する事業者に対象経費をパッケージ

で補助を行う。 

  ※カーシェア・レンタカー事業、タクシー・ハイヤー事業、カーリース事業 

図表 6-13 水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業の補助対象等 

補助対象 補助額 条件 

ステーション整備費 整備費用の５分の４（中小企業は全額

補助）（上限額 ST 規模により 1.5 億

円～５億円） 

都内に設置されていること 

等 

ステーション運営費 整備費用の２分の１（中小企業は全額

補助）（大企業 上限額 500 万円／年、

中小企業 上限額 1,000 万円／年） 

 

カーシェア等ＦＣＶ導

入費 

上限額  300 万円／台  

カーシェア等事業開始

費 

事業開始費用の２分の１ 

（上限額 500 万円） 

 

 

６ 水素モビリティ・ステーション普及加速化総合支援事業（新エネルギー推進課） 

水素モビリティの需要創出やステーション事業者とのマッチング等の一体的支援により、水素 

モビリティの普及や水素ステーションの整備を促進する。 
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７ 中小企業等への水素ステーション導入に向けた支援事業 

（新エネルギー推進課） 

中小企業等に対し、水素ステーション導入や運営に関する相談窓口の開設や講習会等の実施に

より、水素ステーションの整備や運営に向けた支援を行っている。 

また、中小企業等による水素ステーションの整備を促進するため、水素ステーション導入に向

けた手続の支援など経営面と技術面において伴走型で支援する。 

 

８ ＧＸ実現に向けたキャンペーンの展開（計画課） 

令和５年度から開始しているＺＥＶの認知度向上に向けた年間キャンペーンを引き続き実施す

ることに加え、脱炭素社会の実現に向けた取組について、集客力のある大規模イベントを活用し

て普及啓発を行う。 
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Ⅴ 観光産業対策 
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○　施策の体系（令和７年８月１日現在）

　観光産業対策

・国際スポーツ大会を契機とした観光振興

・世界自然遺産を活用した観光振興

・近隣県と連携した海外向けレガシーＰＲ事業

・山形県との連携による女性の視点を生かした観光振興

外国人旅行者誘致の
新 た な 展 開

情報の収集及び発信

・観光マーケティング調査

・観光データマーケティング

・ウェブサイトによる情報発信

・東京ブランドの推進

・多様なチャネルを活用したＢｔｏＢプロモーション

・東京観光レップの運営

・インナーブランディングの強化

・海外市場向け東京の魅力発信プロモーション

・成長見込市場等におけるＰＲの推進

・メタバースを活用した観光ＰＲ

観光プロモーション等の積極的な展開

・高付加価値旅行者向けプロモーション

・「マラソン祭り」を通じた観光振興事業

・春の食フェスティバルの実施・運営

・東京の食の魅力発信プロモーション

・東京の多彩な食のプレゼンテーション

・国際的なイベントを活用した観光ＰＲ

・自治体等と連携した観光促進事業

・東京をゲートウェイとした日帰り旅行の魅力発信事業

イベントを通じた観光振興

・東京アニメアワードフェスティバル

・東京国際映画祭

・ショートショート フィルムフェスティバル

・ＭＩＣＥプロモーション基盤の強化

ＭＩＣＥの誘致・開催支援

・国際会議誘致・開催支援事業

・報奨旅行等誘致・開催支援事業

・多摩地域におけるＭＩＣＥ誘致促進事業

・島しょ地域におけるＭＩＣＥ誘致促進事業

アニメ等拠点の運営

ＭＩＣＥ誘致の
推進

東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会の運営

ＭＩＣＥ誘致に向けたプロモーションの展開

・ＭＩＣＥマーケティング戦略の構築

・ＭＩＣＥ情報発信の展開

ＭＩＣＥ拠点育成支援事業

多摩地域におけるＭＩＣＥ拠点の育成支援

ＭＩＣＥ施設の受入環境整備支援

都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進

次世代型ＭＩＣＥの推進

環境配慮型ＭＩＣＥの推進

・ユニークベニューワンストップ窓口の設置

・ユニークベニューの魅力発信

・ユニークベニュー利用促進事業

・ユニークベニュー施設の受入環境整備支援

・イベント等誘致・開催等支援事業

サステナブルＭＩＣＥ発信

・日本各地とのインバウンド誘客促進事業

・江戸を感じる観光の魅力発信

・ユニークべニュートライアル開催支援
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・東京都版エコツーリズムの推進

・多摩・島しょ観光交通促進プロジェクト

・島しょ地域を活用した縁結び観光プロジェクト

・キャッシュレスを活用した島しょ地域誘客促進事業

東京プロジェクションマッピング促進支援事業

魅力を高める
観光資源の開発

自然と調和した観光

・多摩・島しょ地域観光施設整備等補助事業

・島しょ地域の観光振興事業

・島しょ地域における観光連携実践プロジェクト

観光まちづくり

・地域における観光まちづくりの支援

・東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業

地域資源発掘型プログラム事業

水辺のにぎわい創出事業

東京ライトアップ発信プロジェクト

・多摩・島しょアドベンチャーツーリズム推進事業

・滞在型旅行（ロングステイ）推進事業

・多摩・島しょ地域観光課題解決事業

・多摩・島しょ安定集客促進事業

多摩の観光・産業振興ネットワーク事業

旅行博による東京の魅力ＰＲ

東京フィルムコミッション事業

海外作品制作支援事業

アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業

アニメ関連観光情報等発信事業

プロジェクションマッピング国際アワードＴＯＫＹＯ

都庁舎におけるプロジェクションマッピング運営事業

民間との協力等によるプロジェクションマッピング展開事業

ナイトタイム等における観光促進事業

東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト

受入環境の充実 温かく迎える仕組みづくり

・ウェルカムカードの作成・配布等

・宿泊業活性化対策

江戸情緒あふれる景観創出事業

・東京ひとり歩きサイン計画

・デジタルサイネージを活用した観光情報ネットワーク事業

デザインマンホール等ツーリズム推進事業

観光まちづくりサポート事業

Old meets New 日本文化を活用した観光振興支援事業

サステナブル・ツーリズム推進事業

観光協会等と連携した観光産業活性化支援事業

ムスリム等多様な文化・習慣に関する受入環境整備

多言語メニュー作成支援ウェブサイト保守・運営

多言語コールセンター事業

タクシー事業者向け多言語対応端末導入補助事業

飲食事業者向け食の多様性対応支援事業

観光案内機能の充実

・多摩地域魅力ＰＲ事業

・島しょ地域魅力ＰＲ事業

・多摩地域誘客促進プロジェクト

・島しょ地域におけるクルーズ船寄港地でのアクティビティ開発事業

・サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進事業

ナイトタイム観光推進エリアの創出事業

ナイトタイム観光プロモーション事業

ＤＸを活用したアニメ等コンテンツの魅力発信事業

江戸・東京の魅力を活用した観光周遊促進事業

観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業
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・東京観光情報センターバスターミナル東京八重洲（仮称）の整備

・広域的な観光案内拠点等整備事業

ＡＩ等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業

ＴＯＫＹＯ旅館ブランド構築・発信事業

住宅宿泊事業の適正な運営

宿泊施設経営力向上推進事業

観光関連事業者のＤＸ・経営力強化支援事業

観光産業の活性化促進事業

宿泊事業者向け外国人材活躍推進事業

ＤＸによる観光データ活用等支援事業

観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業

観光関連事業者デジタルシフト応援事業

インバウンド対応力強化支援事業

推進体制の構築 都市観光支援事業

東京観光財団の管理運営

被災地応援ツアー

多様な体験型観光推進事業

人材の育成・活用 観光経営人材育成事業

観光産業外国人材活用支援事業

ＭＩＣＥ専門人材育成

観光ボランティアの活用

江戸の歴史・文化の理解促進事業

観光産業の育成

・観光事業の企画調整

・東京の観光振興を考える有識者会議の運営等

・振興育成等

・旅行業者の登録等

ユースホステル施設の貸付

通訳案内士育成事業

青少年の教育旅行受入促進

ロボットトライアル導入支援事業

観光産業の魅力向上応援事業

観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業

観光関連事業者による環境対策促進事業

観光事業者向けワンストップ支援センターの運営

アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業

歴史ある建物や技術等観光資源の維持保全支援事業

宿泊施設のバリアフリー化支援事業

ナイトタイム観光フォーラム

「持続可能な観光」加速化事業

・旅行業者の登録等（クラウド移行対応）

アクセシブル・ツーリズム支援事業

誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業

観光事業者の災害対応力強化事業

外国人旅行者受入に係るサービス向上支援事業

先端技術を活用したバリアフリー観光推進事業

島しょ地域のバリアフリー観光整備支援事業

バリアフリー観光ツアー開発人材育成事業

・広域的な観光案内拠点等の運営

・全国特産品等の展示紹介事業

観光インフラ整備支援事業

観光バス等バリアフリー化支援事業

ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進

都民向けおもてなしポケットガイドの作成

・外国人旅行者に対するＷｉ－Ｆｉ利用環境整備事業

・観光案内所の運営
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第１ 外国人旅行者誘致の新たな展開 

 

東京に旅行者を誘致するため、官民一体となったブランディングを進めるとともに、効果的で的

確なプロモーション活動を実施し、東京の魅力を国内外にアピールしていく。 

 
１ 情報の収集及び発信（企画課・受入環境課） 

(1) 観光マーケティング調査 

   ア 市場動向調査 

     各種プロモーションの検討にあたり、各市場における旅マエの旅行行動や興味・関心な

どを把握する。 

   イ 観光客数等実態調査 

     今後の観光施策の基礎資料とするため、訪都旅行者数、観光消費額、経済波及効果等を

把握する。 

   ウ  国・地域別外国人旅行者行動特性調査 

訪都外国人の行動特性を国籍又は地域別に把握することで、旅行者の特徴を国ごとに明

らかにし、効果的な観光施策の実施につなげていく。 

エ 持続可能な観光振興に向けた現況調査 

経済、文化、環境等のバランスのとれた持続可能な観光の推進に係る各種指標を把握す

ることで、今後の施策展開につなげていく。 

オ 新たな観光コンテンツ発掘調査 

今後ニーズが高まる可能性のある新しい観光テーマを探求するためのリサーチを行い、

今後の取組につなげていく。 

   カ 東京都観光データカタログ（統計データダッシュボードサイト）の運営 

都内の各地域や団体等が行うマーケティング活動を支援するため、既存の統計調査デー

タをダッシュボード化したウェブサイトの運営を行う。 

   キ ナイトタイム観光に関する実態調査 

東京のナイトタイム観光に関する旅行者のニーズなどを調査し、今後の施策展開に活用

していく。 

(2) 観光データマーケティング 

データを有効活用した観光マーケティングを推進するため、各事業の過程で蓄積したデー

タを集約し、旅行者の属性や関心などの傾向を分析することで、より詳細なターゲティング

に基づく戦略的なプロモーションを展開する。 

(3) ウェブサイトによる情報発信 

東京の観光公式サイト「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」やＳＮＳを活用し、東京の魅力や観光情報を世

界に発信する。 
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(4) 東京ブランドの推進 

アイコンとキャッチフレーズ「Tokyo Tokyo Old meets New」を活用しながら東京ブランド

の浸透を図るとともに、ＰＲ映像や公式サイト、各種広告等を展開し、東京の持つ都市とし

ての魅力をより印象的に発信する。 

(5) インナーブランディングの強化 

   東京や各地域への愛着を向上させ、観光客の受入気運を醸成するため、地域と連携した都

民参加型のキャンペーンや次世代の観光を担う若者が東京の魅力を考えるプログラムを提供

し、インナーブランディングの強化を図る。 

(6) 海外市場向け東京の魅力発信プロモーション 

  ア テレビＣＭの放映やオンライン広告の掲出 

世界的なケーブルテレビネットワーク等を活用したＣＭを放映するほか、ウェブメディア

 におけるオンライン広告や世界的なニュースサイト、旅行サイト等を活用して、「旅行地と

 しての東京」を効果的にＰＲする。 

  イ 東京観光レップを活用した広告展開 

東京観光レップのネットワークを活用し、現地で訴求力の高い広告媒体を通じて、現地市

 民の志向に応じた東京観光のプロモーションを行う。  

ウ 世界有数の観光都市等との相互ＰＲ 

パリ、ニューヨーク等世界有数の観光都市と相互に連携し、広告媒体等を通じて各都市の

 魅力を一般市民向けにＰＲすることで、旅行地としての各都市の認知度を高め、都市間の旅

 行者の増加を図る。 

(7) 成長見込市場等におけるＰＲの推進 

    世界に開かれた観光都市・東京としてのプレゼンスを高めるため、より幅広い国・地域か

らの誘客促進の観点で、新規市場の開拓や今後訪都旅行者の増加が見込まれる地域へのプロ

モーションを強化する。 

  (8) メタバースを活用した観光ＰＲ 

    高度なデジタル技術を活用して、世界各国へより効果的な観光プロモーションを行うため、

メタバース空間において実際の訪都旅行に繋げる仕掛けづくりなどを展開する。 

 

２ 観光プロモーション等の積極的な展開（企画課） 

(1) 高付加価値旅行者向けプロモーション 

滞在中に多くの消費が期待できることに加え、都市のイメージ向上にも寄与する高付加価

値旅行者を誘致するため、「ＩＬＴＭ※ カンヌ」等の旅行商談会への出展をはじめ、旅行会

社等が加盟する高付加価値旅行者に特化したサービスを提供するVirtuosoやConnections等

の国際組織を活用したプロモーションのほか、ウェブサイト等を通じ高付加価値旅行者向け

に東京の魅力を発信する。 

また、高付加価値旅行に係る人材を育成し都内の高付加価値旅行の受入体制の充実を図る。 

※International Luxury Travel Market 
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 (2) 多様なチャネルを活用した B to B プロモーション 

アジア及び欧米豪地域における、現地の旅行博や商談会への出展に加え、旅行事業者向け

のセミナーを開催する。また、東京観光レップを設置している市場の旅行事業者を東京へ招

聘して商談イベントを開催するなど、市場の特性に応じた観光プロモーションを実施する。 

(3) 東京観光レップの運営 

    現地の旅行事業者やメディアに対する東京の最新情報の提供や、訪都旅行商品造成・販売

促進のためのセールス活動等を継続的に行う「東京観光レップ」を設置し、一般市民や現地

旅行事業者の東京に対する関心を惹きつけ、訪都旅行者の拡大を図る。 

    ・設置状況：アジア地域 ６市場、欧米豪地域 ９市場   

 (4) 日本各地とのインバウンド誘客促進事業 

    東京と日本各地双方へのインバウンド誘客を促進するため、東京と日本各地の地方自治体、

民間事業者等が連携し、東京と各地双方の魅力を堪能できる観光ルートを設定し、共同招聘

や都内外国人旅行者向け広報などにより、効果的なＰＲを実施する。 

(5) 国際スポーツ大会を契機とした観光振興 

    国内で実施される国際スポーツ大会の機会を活用し、東京及び東京以外の各地の観光情報

を発信し、観戦客の東京及び日本各地への観光を促進する。 

(6) 世界自然遺産を活用した観光振興 

    世界自然遺産を有する都と５道県（北海道、青森県、秋田県、鹿児島県、沖縄県）とが連

携し、世界自然遺産の知名度を生かした共同プロモーションを実施する。 

(7)  近隣県と連携した海外向けレガシーＰＲ事業 

    東京２０２０大会が開催された近隣県と連携して海外向けプロモーションを実施し、東京

を拠点に近隣県への旅行を促す。 

(8) 山形県との連携による女性の視点を生かした観光振興 

女性目線の新たな観光の推進に向け、女性有識者等を含む協議会を設置するとともに、東 

京都と山形県とが連携した共同キャンペーン等を実施する。 

(9) 自治体等と連携した観光促進事業 

    都がこれまで連携していない、もしくは都との連携意欲が高い自治体等とタイアップし、

双方の魅力を発信していくことで、相互送客の促進につなげていく。 

(10) 東京をゲートウェイとした日帰り旅行の魅力発信事業 

    東京に長期滞在しながら、都外の観光地への訪問を促すプロモーションを実施することで、

地方への送客と持続可能な都内観光の推進を図る。 

(11) 江戸を感じる観光の魅力発信 

    日本各地に存在する江戸の歴史や文化を感じられる観光スポット等を海外向けウェブサイ

トにより発信し、江戸をテーマとした観光における東京と日本各地の相互送客を促進する。 

 

３ イベントを通じた観光振興（振興課・企画課） 

(1) 東京アニメアワードフェスティバル 

    国際的なアニメーション映画祭の開催を通じて、アニメーション制作を担う次世代の人材
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の発掘・育成等を行い、アニメーション産業の発展・振興を図るとともに、海外でも評価の

高いアニメの魅力を発信する。 

  (2) 東京国際映画祭 

    映像産業の発展、国際文化交流の推進及び地域の振興に寄与することを目的に開催される

「東京国際映画祭」を共催し、海外の映像関係者等へ東京の魅力をアピールする。開催都市

として映画祭の円滑な発展を支え、都民等に楽しんでもらうとともに、国際的なイベントに

おいて国内外に東京が誇る映像コンテンツを発信していく。 

 (3) ショートショート フィルムフェスティバル 

 アジア発の新しい映像文化の発信、新進若手映像作家の育成、映像を通した国際的な芸術・

文化交流の振興などを目的に開催される「ショートショート フィルムフェスティバル アジ

ア」を共催し、海外の映像関係者等に東京の魅力をアピールする。東京の多彩な魅力を発信

するためのプロジェクトとして、国内外の多くの人々が訪れたくなる「東京」をテーマにし

たコンペティション「Cinematic Tokyo 部門」を実施する。 

 (4) 「マラソン祭り」を通じた観光振興事業 

     東京マラソンの開催に合わせて、マラソンコース周辺の観光マップを作成し、広く広報宣

伝活動を行うことで、都内の観光周遊につなげる。 

 (5) 春の食フェスティバルの実施・運営 

 東京が誇る食の魅力を体験できる大規模なグルメフェスティバル「Tokyo Tokyo Delicious 

Museum」を開催し、東京の優れた食の魅力を国内外に広く発信する。 

 (6) 東京の食の魅力発信プロモーション 

    伝統的な江戸前料理、世界中の様々な料理、地場産の食材の豊かさ等、東京ならではの多

彩な食の魅力を、将来の訪都者にとってより価値の高い情報として発信していくためのＰＲ

施策を実施する。 

(7) 東京の多彩な食のプレゼンテーション 

    海外のメディア等を対象とした調理実演等のプレゼンテーションイベントを実施し、東京

が誇る食の魅力を効果的に発信する。 

  (8) 国際的なイベントを活用した観光ＰＲ 

    インバウンドの誘客を一層促進するため、世界各国から注目が集まる国際的なイベントの

機会を捉え、観光都市としての東京の魅力を効果的に発信する観光プロモーションを実施す

る。 

 

４ アニメ等拠点の運営（振興課） 

アニメ・マンガ等国内外からの評価が高いコンテンツを活用した集客拠点「アニメ東京ステー 

ション」（所在地：豊島区南池袋２－２５－５）を運営し、展示イベントやワークショップ等を 

行うことで、インバウンドの誘客促進を図る。 
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第２ ＭＩＣＥ誘致の推進 

 

 ＭＩＣＥ※の開催は、多くの外国人旅行者を呼び込むことで、高い経済波及効果をもたらすとと

もに、都市のプレゼンス向上や観光地としての東京のＰＲにもつながることから、様々な施策を効

果的に展開し、東京への誘致を推進する。 

 

 ※ Ｍ：Meeting（企業等の会議）、Ｉ：Incentive Travel（企業等の報奨・研修旅行）、Ｃ：

Convention（国際機関等が行う国際会議）、Ｅ：Exhibition/Event（展示会やイベント等）

の頭文字を取った総称 

 

１ 東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会の運営（企画課） 

 (1) ＭＩＣＥ連携推進協議会の設置 

東京観光財団が中心となり、国や政府観光局(JNTO)、民間事業者、地域の団体などの関係主

体からなる官民一体の協議会を設置し、ＭＩＣＥの誘致や開催に向けて連携した取組を進め

る。 

 (2) ＭＩＣＥシンポジウムの開催 

ＭＩＣＥ誘致の意義や取組等を関連事業者のほか都民にも広くＰＲし、普及啓発を図るため

のシンポジウム等を開催する。 

 

２ ＭＩＣＥ誘致に向けたプロモーションの展開（企画課） 

 (1) ＭＩＣＥマーケティング戦略の構築 

    戦略的なプロモーションのため、国内及び海外の競合都市のＭＩＣＥ誘致活動状況を把握

するための調査等を実施し、今後のマーケティング戦略や事業の見直しに活用する。 

 (2) ＭＩＣＥ情報発信の展開 

海外専門誌、学術研究誌等への広告掲載や海外への訪問営業等を通じ、開催都市としての

東京の魅力を発信する。 

また、開催地決定に影響力のある海外のＭＩＣＥ専門事業者等の招待旅行を実施するほか、

ＭＩＣＥ専門の海外見本市において開催都市としての東京の魅力を効果的にＰＲする。 

 (3) ＭＩＣＥプロモーション基盤の強化 

    東京観光財団が加盟する国際的なコンベンションビューローの連携組織等を通じて、国際

会議の誘致に有益な情報の収集やプロモーション活動を戦略的に進めていく。 

 

３ ＭＩＣＥの誘致・開催支援（企画課） 

 (1) 国際会議誘致・開催支援事業 

    国際会議の東京誘致を優位に進めるための支援を実施する。 
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 ア 国際会議誘致・開催資金助成 

    (ｱ) 国際会議誘致資金助成 

      東京が開催候補地となっている国際会議を対象に、一定の要件を満たすものについて、

主催者に対し広報宣伝費や渡航費などの誘致活動に必要な経費を支援する。 

      ・助成率：10／10 以内 

      ・助成限度額：800 万円 

   (ｲ) 国際会議開催資金助成 

      東京が開催候補地となっている国際会議を対象に、一定の要件を満たすものについて、

主催者に対し開催時の会場借上費などを支援する。 

      ・助成率：10／10 以内 

      ・助成限度額：１億 5,000 万円 

   イ 国際会議開催支援プログラム 

   (ｱ) 誘致支援事業 

東京が開催候補地となっている国際会議を対象に、一定の要件を満たすものについて、

誘致競争の段階で、都内観光ツアーや日本文化体験プログラムの提供など、開催時の支

援を確約する。 

    (ｲ) 開催支援事業 

ａ 東京開催における支援 

東京で開催される一定の要件を満たす国際会議に対し、参加者が実際に東京の魅力

を体験できるプログラム等を提供する。 

ｂ 前回大会における支援 

東京での開催が予定されている国際会議について、他国で開催される前回大会に参

加し東京の魅力をＰＲすることにより、東京大会への参加を促進する。 

   ウ 観光ボランティアを対象とした国際会議向けの研修 

     東京で開催される国際会議において運営をサポートするため、観光ボランティアに対し

て必要な知識やマナー等の研修を実施し、主催者の要望に応じて派遣する。 

(2) 報奨旅行等誘致・開催支援事業 

ア 報奨旅行等誘致・開催支援事業 

企業等の会議や報奨・研修旅行の東京誘致を優位に進めるための支援を実施する。 

    (ｱ) 誘致支援事業 

東京が開催候補地となっている報奨旅行等を主催する海外企業等を対象に、一定の要

件を満たすものについて、視察の際の滞在費などを負担するとともに、視察ツアーを提

供するなどの支援を行う。 

(ｲ) 開催支援事業 

東京で開催される報奨旅行等を主催する海外企業等を対象に、一定の要件を満たすも

のについて、開催時にギブアウェイやアトラクション、東京ならではの特別感のある体

験メニュー等のプログラムを提供する。また、一定規模以上の報奨旅行等を対象に、会

場借上げ手配を行う。 
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イ 報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発 

     報奨旅行等の誘致を優位に進めるため、開催時に参加者へ提供する体験メニューの開発

を行う。 

 (3) 多摩地域におけるＭＩＣＥ誘致促進事業 

多摩地域におけるＭＩＣＥ誘致を促進するため、多摩地域でのＭＩＣＥ開催を予定してい

る主催者に対して、参加者の輸送費用など地域の特性を踏まえた支援を実施する。 

・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：Ｍ／Ｃ／Ｅ 600 万円 

            Ｉ 350 万円 

 (4) 島しょ地域におけるＭＩＣＥ誘致促進事業 

島しょ地域へのＭＩＣＥ誘致促進に向けた支援を実施する。 

ア 島しょ地域におけるＭＩＣＥ誘致・開催資金助成 

(ｱ) 島しょ地域におけるＭＩＣＥ誘致資金助成 

島しょ地域が開催候補地となっているＭＩＣＥを対象に、一定の要件を満たすものに

ついて、主催者等に対し広報宣伝費や渡航費などの誘致活動に必要な経費を支援する。 

・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：500 万円 

(ｲ) 島しょ地域におけるＭＩＣＥ開催資金助成  

島しょ地域が開催候補地となっているＭＩＣＥを対象に、一定の要件を満たすものに

ついて、主催者等に対し開催時の会場借上費などを支援する。 

・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：1,500 万円 

イ 島しょ地域におけるＭＩＣＥ開催支援プログラム 

島しょ地域が開催候補地となっているＭＩＣＥを対象に、一定の要件を満たすものにつ

いて、誘致競争の段階で、島内観光ツアーや日本文化体験プログラムの提供など、開催時

の支援を確約する。 

ウ 島しょ地域におけるＭＩＣＥ開催に向けたプロモーション 

主催者や開催地決定に影響力のある海外のＭＩＣＥ専門事業者等の招待旅行等を実施し、

開催地としての島しょ地域の魅力をＰＲする。 

エ 「島しょ地域へのＭＩＣＥ誘致のモデル地区」等への支援 

観光協会をはじめとした地元関係者などによるＭＩＣＥ受入体制構築に向けた支援を実

施する。 

(5) ユニークベニューワンストップ窓口の設置 

東京観光財団内に設けたワンストップ総合支援窓口において、主催者等が行うユニークベ

ニューの選定作業や手続等の負担軽減、施設へのサポートを行うことにより、利用者と施設

側との効果的なマッチングを推進する。 

   ※ユニークベニュー：博物館・美術館や歴史的建造物等で、会議・レセプションを開催す

ることで特別感や地域特性を演出しながら開催できる会場 
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(6) ユニークベニューの魅力発信 

国内外のＭＩＣＥ主催者等に向けて都内ユニークベニューの魅力や活用方法等を幅広く発

信するため、ショーケースイベントを実施するとともに、都内ユニークベニューを紹介する

専用ウェブサイトの内容の更新・充実を図る。 

(7) ユニークベニュー利用促進事業 

ユニークベニューの利用を促進するため、主催者等に対して、ユニークベニューの利用に

伴う会場設営費等を支援する。 

  ・助成率：２／３以内 

  ・助成限度額：1,500 万円 

(8) ユニークベニュー施設の受入環境整備支援 

ユニークベニューの会場となる民間施設等を対象に、レセプション等の開催に必要な設備

などの整備を支援する。 

・助成率：２／３以内 

・助成限度額：1,500 万円 

(9) ユニークベニュートライアル開催支援 

施設又は都内ＭＩＣＥ拠点のトライアルとして開催するユニークベニューのショーケース

イベント経費を支援する。 

   ・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：1,500 万円 

 (10) イベント等誘致・開催等支援事業 

   ア 展示会における海外参加促進支援 

都内で展示会開催を予定する主催者に対して、当該展示会の海外ＰＲ経費等を支援する。 

・助成率：１／２以内 

・助成限度額：400 万円 

   イ イベント等開催支援プログラム 

(ｱ)  誘致支援事業 

東京が開催候補地となっている国際イベント等を対象に、一定の要件を満たすものに

ついて、誘致競争の段階で、都内観光ツアーや日本文化体験プログラムの提供など、開

催時の支援を確約する。 

(ｲ)  開催支援事業 

東京で開催される国際イベント等に対し、参加者が実際に東京の魅力を体験できるよ

うなプログラム等を提供する。 

  

４ ＭＩＣＥ拠点育成支援事業（企画課） 

  会議・宿泊・商業施設などのＭＩＣＥ関連施設が集積しているエリアを都が指定し、受入体制

の強化に向けた取組、各エリア間又は国内他都市との連携に向けた取組等を支援することで、Ｍ

ＩＣＥ拠点として育成していく。 
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５ 多摩地域におけるＭＩＣＥ拠点の育成支援（企画課） 

  都心部以外でもＭＩＣＥの開催を増やしていくために、多摩地域におけるＭＩＣＥの誘致・受

入れや人材育成に向けた取組、国内見本市への出展を支援し、拠点の育成を図る。 

 

６ ＭＩＣＥ施設の受入環境整備支援（企画課） 

  国際会議等の会場となる会議施設やホテル、大学などの施設機能の強化を図るため、Ｗｉ－Ｆ

ｉや高解像度プロジェクター、同時通訳システムなどＭＩＣＥの開催に役立つ設備の導入等を支

援する。 

 (1) 情報通信機能、映像機能、会場設備機能、多言語対応機能等 

・助成率：１／２以内 

・助成限度額：3,000 万円 

 (2) オンライン会議整備機能 

・助成率：１／２以内 

・助成限度額：3,000 万円 

(3) 環境配慮機能等 

・助成率：ア 環境配慮機能（国際認証資格取得） 10／10 以内 

イ 環境配慮機能（国際認証資格取得に伴う設備導入経費） ２／３以内 

ウ 先端テクノロジー機能 ３／４以内 

・助成限度額：3,000 万円 

 

７ 都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進（企画課） 

  連携都市と共同で、東京と異なる魅力を有する国内他都市を周遊する報奨・研修旅行の誘致

や、国際会議等参加者の他都市への送客に向けた取組を実施する。 

  （連携都市）札幌市、福島県、石川県、愛知県・名古屋市、京都市、福岡市、沖縄県 

 

８ 次世代型ＭＩＣＥの推進（企画課） 

主催者向けのテクノロジー導入ガイドラインを活用し、オンライン併用のハイブリッド型ＭＩ

ＣＥの開催や先端テクノロジーの実装を推進する。 

(1)  ハイブリッド型会議等開催資金助成 

都内でＭＩＣＥ開催を予定している主催者に対して、会議等の一部オンライン化に要する

経費を支援する。 

・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：600 万円 

(2)  次世代型ＭＩＣＥ開催資金助成 

都内でＭＩＣＥ開催を予定している主催者に対して、先端テクノロジーの活用等に要する

経費を支援する。 

・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：3,000 万円 
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９ 環境配慮型ＭＩＣＥの推進（企画課） 

  都内でＭＩＣＥ開催を予定している主催者等に対し、環境に配慮した取組を推進するための

ノウハウ提供や経費助成等の支援を行う。 

 (1) サステナブルＭＩＣＥサポートデスクの運営 

ＭＩＣＥ主催者が環境に配慮した取組を実施するための支援を行うサポートデスクを運営

する。また、サステナブルＭＩＣＥアドバイザーの派遣を行う。 

 (2) 環境配慮型ＭＩＣＥ開催資金助成 

都内でＭＩＣＥ開催を予定している主催者に対し、サステナビリティに配慮した取組に要

する経費等を支援する。 

・助成率：10／10 以内 

・助成限度額：700 万円 

 

10 サステナブルＭＩＣＥ発信（企画課） 

都内でＭＩＣＥ開催を予定している主催者、ＭＩＣＥ施設をはじめとした関連事業者等に対

し、ＭＩＣＥにおけるサステナビリティに配慮した取組を推進するためのノウハウ提供や開催方

法等を幅広く発信・展開していくため、多様な手法を提案するショーケースイベントを実施す

る。 
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第３ 魅力を高める観光資源の開発 

 

 東京が持つ様々な観光資源を生かし、旅行者のニーズを把握しながら、多様な観光資源を複合的

に組み合わせ、旅行者を惹き付けるとともに、来訪者の回遊性を高める。 

 

１ 自然と調和した観光（振興課） 

 (1) 多摩・島しょ地域観光施設整備等補助事業 

    多摩・島しょ地域への旅行者の誘致促進を目的として、市町村が行う観光施設整備や情報

発信、観光振興イベント等の事業を支援する。 

・補助対象事業：施設整備事業 案内板、標識の整備等 

             観光振興事業 ①観光パンフレット、ホームページの作成等 

                   ②観光振興イベント 

・補助率：１／２以内 

・補助限度額：施設整備事業 2,000 万円 

           観光振興事業 ①500 万円、②250 万円 

 (2) 島しょ地域の観光振興事業 

    観光を主要な産業の一つとしている島しょ地域において、地域が主体的に取り組む観光振

興事業を支援し、地域の更なる魅力の向上を図る。 

   ア 島しょ観光産業活性化支援事業 

      島しょ地域の民間団体が主体的に取り組む誘客事業を、町村とともに支援することで、     

島しょ地域の観光産業の活性化を図る。 

   イ 島しょ観光客誘致支援事業 

      島の個性的な魅力を活かして実施されるイベント事業を活用して旅行者を誘致し、島しょ

観光の振興を図る。 

 (3) 島しょ地域における観光連携実践プロジェクト 

    島しょ地域の観光関連団体を中心とした広域連携によるＰＲ体制を維持するとともに、実

際の誘客につなげる新たなツールや商品等を開発し、東京諸島の連携強化につなげる。 

 (4) 東京都版エコツーリズムの推進 

    小笠原村、御蔵島村及び三宅村において、貴重な自然を保護するとともに、それを新たな

観光資源として活用し、自然への理解と関心を深める啓発等に取り組むことを通じて、「東京

都版エコツーリズム」を定着させる。 

   ア 小笠原諸島 

世界自然遺産地域における国内旅行者の誘致に向けて、旅行者の実態やニーズについて

調査を行う。 

   イ 御蔵島 

     御蔵島村が実施する観光施設整備事業を支援する。 
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  ウ 三宅島 

     三宅村が実施する観光施設整備事業を支援する。 

(5) 多摩地域魅力ＰＲ事業 

多摩地域の魅力を様々な情報発信ツールを活用して発信し、国内外の旅行者の認知を高め、

多摩地域への誘客を促進する。    

  (6) 島しょ地域魅力ＰＲ事業 

島しょ地域の魅力を様々な情報発信ツールを活用して発信し、国内外の旅行者の認知を高

め、誘客を促進する。また、島しょ地域における魅力的なコンテンツを開発・磨き上げ、広

くプロモーションしていくことで、認知拡大を図る。 

ア 魅力ＰＲ事業 

イ 島しょ地域の観光資源開発・磨き上げ支援 

(7) 多摩・島しょ観光交通促進プロジェクト   

多摩・島しょ地域において、新たな交通サービスの導入など、市町村等の交通インフラ開

発を支援する。 

・補助率：２／３以内 

・補助限度額： ①シェアサイクルの実施支援 1,000 万円 

②新たな交通用具の導入支援 1,000 万円 

③ＰＲツールの作成支援    200 万円 

（8) 島しょ地域を活用した縁結び観光プロジェクト 

婚活や縁結びに関連する観光資源開発、観光資源を活用したイベント等への支援により、

島しょ地域への誘客を促進する。 

    ・補助率：２／３以内 

・補助限度額：ハード整備事業 1,000 万円 

        ソフト事業     500 万円 

 (9) キャッシュレスを活用した島しょ地域誘客促進事業 

島しょ地域で利用可能なプレミアム付き宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」を発行し、島しょ

地域のＰＲ及び旅行者の誘客を促進し、島しょ地域の観光産業の活性化を図る。 

 ※プレミアム付き宿泊旅行商品券「しまぽ通貨」 

    10,000 円の宿泊旅行商品券を発行し、うち 3,000 円を都が負担する。12 万セット発行 

(10) 多摩・島しょアドベンチャーツーリズム推進事業 

   多摩・島しょ地域におけるアドベンチャーツーリズムに係る新たな取組に必要な経費を助

成するとともに、アドバイザー支援及び広報支援を行う。 

    ・補助率：２／３以内 

    ・補助限度額：2,000 万円 

（11） 滞在型旅行（ロングステイ）推進事業    

多摩・島しょ地域における滞在型旅行（ロングステイ）に係る新たな取組に必要な経費を

助成するとともに、アドバイザーによる支援を行う。 
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    ・補助率：２／３以内 

    ・補助限度額：1,500 万円 

(12)  多摩・島しょ地域観光課題解決事業 

多摩・島しょ地域の観光産業の課題解決に向けた取組の支援や取組状況の周知により、多

摩・島しょ地域における観光産業の活性化を図る。 

    ・補助率：２／３以内 

     ・補助限度額：2,000 万円 

(13)  多摩・島しょ安定集客促進事業 

多摩・島しょ地域における閑散期の誘客につながるコンテンツの開発やプロモーション等 

の安定集客促進に係る新たな取組に必要な経費を助成する。   

・補助率：２／３以内 

・補助限度額：2,000 万円（新たな観光施設の整備に係る取組は補助限度額 3,000 万円） 

(14)  多摩地域誘客促進プロジェクト 

多摩地域への誘客を目的として、都内外に向けて魅力の認知度を更に向上させるため、地

元の観光協会や観光関連事業者等と連携し、ＰＲイベント等の観光プロモーションを実施す

る。 

(15)  島しょ地域におけるクルーズ船寄港地でのアクティビティ開発事業   

クルーズ船寄港地において、クルーズ船客をはじめとする来島者に向けた新たな体験型ア

クティビティ開発を行うことで、島しょ地域の魅力向上を図り、誘客促進に繋げていく。 

(16)  サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進事業 

近年、観光の世界的な潮流となっているサステナブルな志向を持つ旅行者を島しょ地域に

誘客するため、宿泊施設整備を行う民間企業等を支援し、地域経済の持続的な発展に結びつ

けていく。 

 

２ 観光まちづくり（振興課） 

 (1) 地域における観光まちづくりの支援   

地域が主体となって取り組む観光まちづくりを推進するとともに、地域観光の担い手であ

る観光協会等の経営力の強化や、観光協会に加え多様な主体と連携した取組を支援する。 

   ア 観光活性化フォーラムの開催 

     地域の観光まちづくりの参考となる基調講演や事例発表等を行うとともに、地域の取組

等を他の観光協会や関連団体、自治体等に紹介する展示交流会を実施する。 

   イ アドバイザー派遣事業 

     東京観光財団の地域支援窓口において、地域の様々な課題に対応するとともに、地域の

要望に応じた観光まちづくりの専門家を観光協会等へ派遣し、指導・助言等を行う。また、

観光協会等を対象としたポータルサイトを活性化させるための支援や、観光協会等が地域

の多様な主体と連携し、マーケティングを活用して策定する事業計画等の取組に対する支

援を行う。 
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   ウ 地域の観光力強化事業 

   (ｱ) 学生インターン事業 

関東圏の大学及び専門学校の学生を観光協会等に派遣し、新たな視点による取組を促

進するとともに、将来の地域活性化の新たな担い手を育成する。 

     (ｲ) 観光人材育成支援事業 

      地域の観光振興を担う観光協会等に対して人材育成研修を行い、地域の観光振興をリー

ド・コーディネートしていくことのできる人材の育成を図る。 

   (ｳ) 観光まちづくり支援助成事業 

      観光協会、商工会・商工会議所・商工会連合会、観光協会を含む地域の多様な主体の

連携による地域の観光振興を主たる活動目的とした協議会（ＤＭＯ等）が行う、地域の

観光産業の活性化や経営力強化を図ることを目的とした事業を支援する。 

※広域連携（他道府県の協会等との連携を含む）も可 

・助成対象事業：観光協会・協議会（ＤＭＯ等）の設立支援、情報発信、イベント実施、

旅行商品造成、経営力強化、地域における旅行者受入気運の醸成に向けた取組 

・助成率：２／３以内 

・助成限度額：300 万円（広域の取組は 600 万円） 

 (2) 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 

    国内外の旅行者の多様な観光ニーズに応えるため、その地域ならではの特性を活かした観

光まちづくりに対する支援を行う。 

    ・補助対象事業： 

① 次に掲げるテーマに関する観光ルートの整備など 

 伝統・文化、産業、食、景観、自然、水辺、スポーツ、インフラツーリズム、国内会

議等の誘致、国内外他都市との連携、ＳＤＧs に配慮した観光 

     ② 区市の直接事業及び民間事業者への補助事業 

      ・補助率：１／２以内 

      ・補助限度額：施設等整備事業 2,000 万円 

             広報・ＰＲ事業等  500 万円 

             ※１区市 上限 2,000 万円 

 

３ 地域資源発掘型プログラム事業（振興課） 

  観光協会のほか民間企業など多様な主体が共同で実施する観光資源の発掘や既存の観光資源

の磨き上げなどによる特産品の開発、イベント等の誘客の取組を支援する。 

 (1) 対象事業 

    ・地域における特産品の企画・開発 

    ・旅行者誘致イベントの企画・実施 

    ・着地型旅行商品の企画・造成 など 
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(2) 助成内容 

ア 新規採択事業（委託） 

     ・各区市町村内での取組（単域）     

         委託金額上限 600 万円 

※以下の条件を満たした場合は各 50 万円の増（最大上限 800 万円） 

①外国人対応の取組、②地域の子供達が積極的に参加する取組、③デジタル技術を活用

し、旅行者の満足度の向上に資する取組、④地域住民達が街への誇り・愛着を深める取

組 

      ・複数の区市町村（他道府県との連携を含む）にまたがる取組（広域） 

         委託金額上限 1,000 万円 

  イ 継続支援助成（補助） 

     ・２年目：助成率１／２以内、３年目：助成率１／３以内 

 

４ 水辺のにぎわい創出事業（振興課） 

観光協会や水辺活動団体等による、水辺空間に新たなにぎわいを創出する事業に対して支援

を行うとともに、水辺の観光ルートやイベント等の情報発信を行うことで、水辺空間に多彩なに

ぎわいを演出する。 

・助成率：１／２以内（初めて採択される団体は、初年度は２／３以内） 

・助成限度額：1,000 万円 

 

５ 東京ライトアップ発信プロジェクト（振興課） 

都内の建造物、春の桜や秋の紅葉を活用したライトアップ等を行う取組を支援することで、地

域の魅力を高めていく。また、都内の夜景やライトアップの魅力を Web サイト等で発信し、旅行

者誘致に繋げていく。 

 (1) 建造物等のライトアップモデル助成 

      都内の建造物等を保有する民間事業者、区市町村等が行う常設のライトアップの取組を支

援する。 

    ・助成率：２／３以内 

    ・助成限度額：3,000 万円（広域の場合 6,000 万円） 

 (2)  春・秋のライトアップモデル助成 

    地域が行う春の桜や秋の紅葉を活用したライトアップの取組を支援する。 

    ・助成率：10／10 以内（２年目：１／２以内、３年目：１／３以内） 

     ※節電やＨＴＴの取組を行う場合は、２年目２／３以内、３年目１／２以内 

    ・助成限度額：600 万円 

※継続２年目案件は助成限度額 300 万円、継続３年目案件は助成限度額 200 万円 

（3）ライトアップスポット等のＰＲ 

    都内のライトアップ施設やおすすめのエリア等をマップ及び Web サイト通じて紹介し、ライ 

トアップの魅力を発信する。 
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６  東京プロジェクションマッピング促進支援事業（振興課） 

プロジェクションマッピングを利用した地域の取組を支援し、活用を促進することで、東京の

新たな夜間観光の盛り上げに繋げる。 

 (1) プロジェクションマッピング促進支援助成 

    民間事業者、区市町村等が行うプロジェクションマッピングの取組を支援する。 

    ・助成率：２／３以内（２年目：１／２以内、３年目：１／３以内） 

     ※プロジェクションマッピング投影用のプロジェクター購入費は４／５以内 

    ・助成限度額：2,500 万円 

※継続２年目案件は助成限度額 2,000 万円、継続３年目案件は助成限度額 1,500 万円 

        ※プロジェクションマッピング投影用のプロジェクター購入費は以下のとおり 

      １年目：1,000 万円、２年目：750 万円、３年目：500 万円 

 (2) プロジェクションマッピング総合相談窓口 

    プロジェクションマッピングに係る総合相談窓口を設置し、プロジェクションマッピング

の実施に向けて調整が必要な行政機関や補助制度の案内、専門家派遣を通じたアドバイスを

行う。 

 

７ プロジェクションマッピング国際アワードＴＯＫＹＯ（振興課） 

プロジェクションマッピングの国際大会を実施することで、東京のプレゼンスを一層高めると

ともに、本大会の実施を通して民間事業者等によるプロジェクションマッピングの取組の裾野拡

大とその定着を図る。 

 

８ 都庁舎におけるプロジェクションマッピング運営事業（振興課） 

都庁第一本庁舎をキャンバスに、光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピン

グの通年での上映を実施する。 

 

９ 民間との協力等によるプロジェクションマッピング展開事業（振興課） 

民間施設をはじめ、歴史・文化的な建造物などを効果的に活用し、民間事業者等と連携したプ

ロジェクションマッピングの取組を促進させ、ナイトタイム観光の新たな名所とすることで、都

内でのプロジェクションマッピングを面的に広げていく。 

 

10 ナイトタイム等における観光促進事業 

夜間・早朝に行われるイベント等の取組を支援し、これらの時間帯に楽しめる観光スポットを

Web サイト等で情報発信することで、東京への誘客を推進する。 

   ・助成率：２／３以内（２年目：１／２以内、３年目：１／３以内） 

   ・助成限度額：一定期間において定期的に実施する夜間・早朝イベント等               

3,000 万円（２年目：2,250 万円、３年目：1,500 万円） 

          地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組    

500 万円（２年目：375 万円、３年目：250 万円） 

          ナイトツアー造成  500 万円（２年目：375 万円、３年目：250 万円） 
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11 ナイトタイム観光推進エリアの創出事業（振興課） 

国内外からの旅行者誘致の促進を図るとともに、東京のナイトタイム観光を楽しんでもらうた

め、地域の理解や持続可能性にも配慮しながら、エリアごとの特色を生かしてナイトタイム観光

を推進する地域を支援する。 

 

12 ナイトタイム観光プロモーション事業（振興課） 

ナイトタイム観光に関する情報発信を充実させるとともに、ナイトタイムも楽しめる街として

のムーブメントづくりを進めることで、訪都外国人旅行者の誘致促進につなげる。 

 

13 東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト（振興課） 

東京の夜の賑わいを創出するためのイベントを実施するとともに、東京のナイトタイムの魅力

を広く発信する。 

 

14 多摩の観光・産業振興ネットワーク事業（振興課） 

多摩地域のコーディネート役となる団体に対して支援を行い、面的・広域的に事業を展開する

ことで、多摩地域への国内外の旅行者誘致とリピーター増加を促進し、多摩地域の観光振興を図

る。 

 

15 旅行博による東京の魅力ＰＲ（振興課） 

世界最大級の国内旅行博「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２５」（開催場所：Aichi Sky Expo）

でＰＲし、地域への誘致拡大を図ることで、地域の活性化につなげる。 

 

16 東京フィルムコミッション事業（振興課） 

 (1) 東京ロケーションボックス（ＴＬＢ）の運営 

    円滑なロケ撮影を支援するため、都内での撮影に関する情報提供や施設管理者との撮影許

可の調整等を行う。また、支援作品を活用したパネル展の実施等により、ロケ撮影に対する

都民等の理解促進を図るとともに、国内外の観光客を誘致する。 

 (2) 地域におけるフィルムコミッション設立等支援事業 

    ロケ撮影の円滑化及びそれを活用した地域振興を図るため、活動の中核となるフィルムコ

ミッションの設立に対しアドバイザーとして支援を行う。また、各自治体等におけるロケ撮

影担当者を対象に講習会を行うことで、窓口担当者の育成を図る。 

 (3) 国内外へのＰＲ活動 

    海外の制作者が多数集まる映画見本市にブースを出展するとともに、海外の映像制作会社

等を招聘し、都内のロケ地等のツアーを実施することで、ロケ地としての東京の魅力を世界

に向け広くＰＲし、海外作品のロケ誘致を推進する。 
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17 海外作品制作支援事業（振興課） 

都内で撮影の全部又は一部を行う、海外で公開又は放映が見込まれる映像作品の撮影やロケ

ハンを支援することにより、海外映像作品のロケ地誘致を積極的に行い、映像作品を通じて東京

の魅力を国内外に発信する。 

・助成率：ロケハン１／２以内 

撮影１／２以内（本事業を活用しロケハンを実施した場合２／３以内） 

・助成限度額：ロケハン 100 万円／件 

撮影 1,000 万円／件 

 

18 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業（振興課） 

国内外で関心の高いアニメ等のコンテンツを活用して観光振興を行う区市町村、地域の観光

振興団体の取組に対して支援を行う。 

・補助率：区市町村２／３以内、観光振興団体４／５以内 

・補助限度額：①施設・構造物等の建設・改修・整備に関する事業 2,000 万円／件         

②情報発信等に関する事業、集客イベント事業 500 万円／件 

 

19 アニメ関連観光情報等発信事業（振興課） 

(1) 「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」での情報発信 

東京の観光公式サイト「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」に、都内全域のアニメ関連観光情報等を多言

語で掲載することにより、アニメファンをはじめとする旅行者の誘致促進を図る。 

(2) アニメツーリズム推進事業 

都内複数箇所をデジタルスタンプラリーのスポットに選定し、特設サイトを活用したア

ニメツーリズムを実施することにより、都内における回遊性向上を図る。 

（3） アニメ関連スポット周遊マップ 

    都内のアニメ関連スポットや周遊ルートを掲載したマップを作成し、アニメ東京ステー

ション等において配布することにより、アニメファンをはじめとする旅行者の誘致促進を図

る。 

 

20 デザインマンホール等ツーリズム推進事業（振興課） 

東京に集積するアニメ関連産業のキャラクター等を活用したデザインマンホール等を巡るデ

ジタルスタンプラリーを実施し、都内全域における回遊性向上を図る。  

 

21 ＤＸを活用したアニメ等コンテンツの魅力発信事業（振興課） 

高度なデジタル技術を活用して、メタバース空間においてアニメ関連情報を発信するととも

に、貴重なアーカイブ資料を活用できる仕掛けづくり等を展開することで、世界中のアニメファ

ンの誘客促進を図る。 
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22 観光まちづくりサポート事業（振興課） 

都内の観光協会が抱える地域の観光まちづくりの課題を解決するため、多様な職務経験等を

有するプロボノ人材のノウハウを活用した支援を実施する。 

 

23 Old meets New 日本文化を活用した観光振興支援事業（振興課） 

東京にある芸術・音楽・伝統芸能や伝統工芸、歴史的な建造物等の日本文化を活用したイベン 

ト等の観光振興の新たな取組を支援し、持続的な賑わい創出につなげる。 

・助成率：２／３以内 

・助成限度額：A 協議会 1,300 万円、B 協議会 600 万円 

A 協議会…都内で活動する複数の団体・企業が３者以上連携し、設置する協議会（※） 

     ※文化・芸術団体を１者以上含むこと 

B 協議会…都内で活動する複数の団体・企業が２者以上連携し、設置する協議会（※） 

     ※都内の地域で主体となって観光まちづくりに取り組む団体等（観光協会、

商工会等）及び文化・芸術団体を各１者以上含むこと 

 

24 サステナブル・ツーリズム推進事業（振興課） 

観光協会や観光関連事業者等が行うコンテンツ開発やプロモーション等、環境配慮型旅行に

係る新たな取組を支援する。また、地域における持続可能な観光まちづくりに係る取組を支援す

ることで、都内のサステナブル・ツーリズムの推進を図る。 

(1) 環境配慮型旅行推進事業 

環境配慮型旅行に係る新たな取組に対して費用を助成するとともに、アドバイザー支援及

び広報支援を行う。 
(2) 地域のサステナブル・ツーリズム推進事業 

経済・文化・環境などの観点から持続可能な観光まちづくりを目的として実施する新たな

取組を支援する。 

・助成率：２／３以内 

 ・助成限度額：500 万円 

 

25 観光協会等と連携した観光産業活性化支援事業（振興課） 

都内の観光協会等と連携して実施する、地域の特産品の販売及び地域の観光ＰＲを目的とし

たイベント「TOKYO 周穫祭 2025」に対して支援を行う。 

 

26 江戸情緒あふれる景観創出事業（振興課） 

都内の地域が主体となり、のれんや提灯、簾などを活用して江戸情緒あふれる地域の景観を創

出する。また、セレモニーイベントの開催や情報発信等の取組を実施することで、地域の認知度

向上や集客力の強化を図り、地域の持続的な賑わいの創出につなげていく。 
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27 江戸・東京の魅力を活用した観光周遊促進事業（振興課） 

「江戸・東京の歴史・文化」を観光資源として効果的に活用していくため、隠れた名所等を巡

る新たな観光モデルコースを作成し、東京を訪れる国内外の旅行者へ情報発信する。また、モニ

ターツアー等を実施し、東京の魅力を再発見・発信することにより、民間ツアーへの活用を推進

するなど、旅行者誘致に繋げていく。 

 

28 観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業（振興課） 

都内各地に残る江戸の文化財等の魅力や価値を体感できる取組を支援することで、地域の住

民が江戸の文化財や歴史・文化を大切に守る意識を高めるとともに、旅行者をはじめ多くの人々

がその魅力に触れる機会を創出し、地域の魅力向上や来訪者の増加に繋げていく。 
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第４ 受入環境の充実 

 

 東京を訪れる旅行者が安心かつ快適に観光を楽しめるよう、旅行者への円滑な情報提供に取り組

むとともに、多言語対応や宿泊施設のバリアフリー化支援など、旅行者を迎え入れる滞在環境の整

備を推進する。また、観光関連事業者のＤＸ導入推進や収益力向上に向けた支援などにより、経営

基盤の強化を図る。 

 

１ 温かく迎える仕組みづくり（受入環境課） 

 (1) ウェルカムカードの作成・配布等 

観光スポット、観光地図、緊急時連絡先及び施設割引情報などを記載した「TOKYO TRAVEL 

GUIDE」を作成し、東京観光情報センター及び観光案内窓口等で配布する。 

 (2) 宿泊業活性化対策 

    宿泊施設における受入環境の充実を図るため、宿泊事業者により構成される団体が実施す

る、旅行者の誘致やサービス向上につながる取組等を支援する。  

・補助率：１／２以内 

・補助限度額：810 万円 

 

２ ムスリム等多様な文化・習慣に関する受入環境整備（受入環境課） 

  ムスリムを含む多様な文化・習慣を持つ外国人旅行者の受入環境整備に取り組んでいる施設

などを紹介するとともに、事業者等に対して、必要な知識・ノウハウなどの普及啓発を図る。 

 (1) パンフレットの作成・配布 

    ムスリム旅行者の受入れに取り組んでいる都内の飲食店や宿泊施設、礼拝所などを紹介し

たパンフレットに加え、ベジタリアン向けメニュー対応の飲食店を紹介したパンフレットを

作成・配布する。 

 (2) 受入対応セミナーの開催 

    受入環境整備に必要な知識・ノウハウなどに関する情報提供や、先進事例の紹介などを目    

的とした事業者向けセミナーを開催する。 

 (3) 専門家の派遣 

    飲食メニュー開発等に取り組む事業者に対し、専門家を派遣し受入環境整備を支援する。 

(4) マッチング会の実施 

    ムスリムやベジタリアン対応の製品取扱事業者と、飲食事業者等とのマッチング会を実施

する。 

(5) 外国人旅行者向け観光マナー啓発パンフレットによるマナー啓発 

    日本旅行時におけるマナー等を紹介する外国人旅行者向けパンフレットを多言語化し、外

国人旅行者に向けた観光マナー情報の動画等による発信を実施する。 
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３ 多言語メニュー作成支援ウェブサイト保守・運営（受入環境課） 

都内の飲食店が多言語のメニューを簡単に作成でき、外国人旅行者が外国語メニューを置く飲

食店を検索できる機能を備えたウェブサイト「ＥＡＴ 東京」を運営する。 

また、多言語メニューのさらなる普及を図るため、ウェブサイトの操作研修会や登録済み店舗

に対する個別のフォローアップ等を行う。 

 

４  多言語コールセンター事業（受入環境課）  

  外国人旅行者の利用頻度の高い施設（都内宿泊施設、飲食店、タクシー事業者及び小売店（免

税店含む））に対して、通訳等を行う 24 時間対応のコールセンターサービスを提供する。 

 

５ タクシー事業者向け多言語対応端末導入補助事業（受入環境課） 

  多言語対応及び決済機能を持つタブレット端末等を導入する都内タクシー事業者に対して、

支援する。 

・助成率：法人事業者１／２以内、個人事業主９／10 以内 

・１台あたりの助成限度額：法人事業者５万円、個人事業主９万円 

 

６ 飲食事業者向け食の多様性対応支援事業（受入環境課） 

(1)  食の多様性に向けた普及啓発  

先進的な料理店等の協力を得て、ヴィーガンなど食の多様性に対応したメニューを開発す

るとともに、レシピのコンテンツを作成し、ウェブサイト等で発信する。 

(2)  ベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援    

都内飲食店が、新規顧客獲得のため、ベジタリアン及びヴィーガンに関する認証を新たに

取得する際に要する経費について助成する。 

・補助率：１／２以内 

・補助限度額 １店舗当たり 20 万円 

 

７ 観光案内機能の充実（受入環境課・企画課） 

 (1) 東京ひとり歩きサイン計画 

ア 案内サインの統一化の周知・推進 

外国人旅行者や障害者、高齢者が安心して東京の観光を楽しめるように、平成 27 年 2 月

に改定した「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針」に基づき、各区

市町村等に対して、案内サインの統一化を周知･推進していく。 

イ 歩行者用観光案内標識の維持管理(都道) 

ピクトグラム(絵文字)や多言語で表記した観光案内標識について、地図面の更新等の維

持管理を行う。（建設局への執行委任） 

 (2) デジタルサイネージを活用した観光情報ネットワーク事業 

   多言語での観光情報の提供を目的にデジタルサイネージを屋内外に設置するとともに、地

図上に表示する様々な情報を効率的に収集・管理するためのデータベースを運営する。 
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 (3) 外国人旅行者に対するＷｉ－Ｆｉ利用環境整備事業 

東京を訪れる外国人旅行者が観光情報の収集等を目的にインターネットを利用する際に、

ストレスフリーで無料Ｗｉ－Ｆｉに接続できる環境を整備する。 

 (4) 観光案内所の運営 

  ア 東京観光情報センターの運営 

都内５カ所にある東京観光情報センターを運営し、観光情報の提供を行う中核として、

国内外旅行者のニーズに合った情報を提供するとともに、国内外からの問合せに対し、コ

ンシェルジュ及び生成ＡＩによりビデオ通話やチャット等で案内するオンライン観光案内

を実施する。また、東京 2025 デフリンピック大会において臨時観光案内所を設置し、東京

の魅力を広くＰＲする。 

・東京観光情報センター設置場所 

東京都庁第一本庁舎１階、羽田空港、京成上野駅、バスタ新宿、エキュート立川 

   イ 全国観光ＰＲコーナーの運営 

東京都と全国の各自治体が連携して、都庁舎を「全国の観光情報発信拠点」として活用

し、日本各地域の魅力を広くＰＲするため、各自治体の最新の観光パンフレット等を設置、

配布するとともに、観光・物産等のＰＲイベントを行うスペースを提供する。 

     設置場所：東京都庁第一本庁舎１階 

(5) 東京観光情報センターバスターミナル東京八重洲（仮称）の整備    

    東京駅八重洲口周辺において整備が進められている高速バスターミナルに新たな東京観光 

情報センターを整備するため、実施設計等の開設に向けた準備を行う。 

(6)  広域的な観光案内拠点等整備事業   

    都内の観光案内窓口を強化し、都内全域での観光案内機能の充実を図る。 

（観光案内窓口整備） 

    ・助成率：２／３以内（区市町村は１／２以内） 

・助成限度額：１施設 300 万円（区市町村は 225 万円） 

(7) 広域的な観光案内拠点等の運営 

    国内外の旅行者に対して観光情報を円滑に提供できるよう、デジタルサイネージの貸与や 

東京トラベルガイドの提供など、広域的な観光案内拠点及び観光案内窓口の運営を支援する。 

 (8) 全国特産品等の展示紹介事業 

    都内アンテナショップ等と連携した特産品の販売イベントを開催し、全国の特産品を販売

する。また、都内アンテナショップを周遊し、各地の魅力に触れることができるイベントを

実施する。 

 

８ 観光インフラ整備支援事業（受入環境課） 

  都内全域における受入環境の整備を促進するため、旅行者を迎え入れる快適な滞在環境の整

備を促進していく。 
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(1) 区市町村観光インフラ整備支援   

多言語対応の改善・強化や情報通信技術の活用など、地域の特色を生かし、地域の実情に

応じて旅行者の受入環境整備を計画的に実施する区市町村の主体的な取組を支援する。 

①多言語対応の改善・強化、②情報通信技術の活用、③国際観光都市としての標準的な

サービスの導入、④多様な文化や習慣に配慮した対応、⑤観光バス車両乗降場等のバリ

アフリー化、⑥安全・安心の確保、⑦地域・住民に寄り添った観光地域経営の推進（混

雑緩和やマナー啓発等） 

       ・助成率：１／２以内（①～⑤） 

２／３以内（⑥～⑦ うち、実効性のある具体的な対応策は３／４以内） 

        ・助成限度額：１区市町村 １億円（令和７年度から５か年合計） 

 (2) 観光施設の国際化支援 

       多様化する旅行者のニーズに対応し、旅行者の受入環境整備を実施する都内の民間美術館・

博物館等の取組を支援する。 

・助成率：１／２以内 

・助成限度額：１施設 1,000 万円（令和７年度から５か年合計） 

 

９ 観光バス等バリアフリー化支援事業（受入環境課） 

国内外から多様な旅行者を迎えるにあたり、障害者や高齢者が安心して都内観光を楽しめる

よう、主要な交通インフラである観光バスのバリアフリー化を推進するため、リフト付観光バス

の新たな導入に取り組む事業者に対して支援する。 

・助成率：10／10 以内  

・助成限度額：１車両 大型 800 万円、中型 500 万円、小型 300 万円 

 

10 ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進（受入環境課）    

都内旅行事業者がドローンを活用し、障害者や高齢者など、誰もが都内観光を楽しみ地域の魅

力を実感できる旅行商品を造成・販売・運営する取組を支援する。 

・補助率：２／３以内 

・補助限度額：500 万円 

 

11 都民向けおもてなしポケットガイドの作成（受入環境課）    

障害者や外国人旅行者等に対する道案内や配慮の仕方などを掲載した冊子を配布し、都民の

おもてなしの心の醸成を図る。 

 

12 宿泊施設のバリアフリー化支援事業（受入環境課）    

東京を訪れる高齢者や障害者等が、宿泊施設を安全かつ快適に利用できるよう、都内宿泊施設

のバリアフリー化を推進する。 
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(1) 宿泊施設バリアフリー化支援補助金    

宿泊施設の段差解消や手すりの設置など、バリアフリー化のための施設整備（共用部）、

客室整備、備品購入、コンサルティング等に要する経費を支援する。 

(2) 宿泊施設バリアフリー化促進事業   

宿泊施設のバリアフリー化を推進するため、宿泊事業者や備品製造事業者等に向けたセミ 

ナーを開催するとともに、宿泊事業者に対しアドバイザー派遣を実施する。 

 

13 アクセシブル・ツーリズム支援事業（受入環境課） 

障害者や高齢者等が積極的に外出して、快適に移動しながら都内観光を行う、アクセシブル・

ツーリズムの充実に向けた取組を推進する。 

(1)  都民・観光関連事業者向け支援 

ア シンポジウムの開催 

都民や観光関連事業者等を対象に、アクセシブル・ツーリズムの普及啓発と機運醸成を

図る。 

イ アクセシブル・ツーリズム推進セミナー 

経営層等に対するセミナーを開催し、アクセシブル・ツーリズム推進に向けた受入環境

整備の取組を促す。 

ウ アクセシブル・ツーリズム推進ウェブサイトの運営・情報発信 

障害者や高齢者等の受入事例や観光地の情報等を集約した総合ウェブサイト等を用いて、

都内のアクセシブル・ツーリズムの情報を発信する。 

(2)  旅行者向け支援 

ア バリアフリー観光情報集約・発信 

都内（区部・多摩地域、島しょ地域）の主な観光ルート上のバリアフリー情報や留意事

項、観光モデルコースの 360°動画等を集約し、「東京観光バリアフリー情報ガイド」とし

てウェブサイト等を通じて情報提供する。 

イ 乗降用リフト装置付バス利用支援事業 

リフト付観光バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、通常のバスの貸切

バス料金との差額について支援する。 

 

14 誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業（受入環境課） 

(1) 助成事業 

障害者や高齢者等がアクティビティを通じ、自然を体験する観光を安心して楽しめる環境 

を整備するため、観光プログラムの実施に必要となる備品導入等を支援する。 

・補助率及び補助限度額：４／５以内 200 万円 

ただし、施設整備を伴う場合は、500 万円 

(2) 事業者向けセミナー 

障害者等が自然を楽しむ体験型観光への理解促進及び観光プログラムの実施に必要となる 

専門的知識の付与を目的とした、事業者向けのワークショップやモニターツアーを実施する。 
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(3) 専用サイトによる情報発信 

誰もが楽しめる自然体験型観光に係る事業者の取組の事例や自然体験スポット等を発信す 

る。 

 

15 先端技術を活用したバリアフリー観光推進事業（受入環境課） 

大学や民間事業者が開発した障害者等の観光を手助けするツールやサービスなどの先端技術

について、大学と協定を締結し、都内観光関連事業者等への導入を支援する。 

 

16 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援事業（受入環境課） 

障害者等が島しょ地域の観光を楽しむことができる環境を整備するため、島内交通や飲食店

等のバリアフリー化を推進する。 

(1) 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援事業補助金 

ア 島しょ地域の民間の観光関連施設等のバリアフリー化整備に係る施設整備、備品購入、実 

施設計に要する経費 

・補助率及び補助限度額：４／５以内 1,500 万円 

イ タクシー、レンタカーのバリアフリー車両の導入（リフト装置、スロープ等の設置費用） 

に要する経費 

・補助率及び補助限度額：10／10 以内 上限１台 40 万円、ただし車いすごと乗れるリフ 

ト装置導入の場合は 150 万円 

(2) 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援事業アドバイザー派遣 

島しょ地域の飲食店、小売店、その他観光施設向け補助事業の対象事業者を対象として、施 

設のバリアフリー化のアドバイス等を実施する専門家を派遣する（１施設３回まで）。 

 

17 バリアフリー観光ツアー開発人材育成事業（受入環境課） 

障害者を含む旅行者が楽しめる観光の実現に向け、旅行商品を造成する旅行会社の担当者、

旅行に随行する添乗員やガイドに向けた実践的な講習会を実施する。 

 

18 観光事業者の災害対応力強化事業（受入環境課） 

外国人旅行者の安全・安心の強化を図るため、「外国人旅行者の安全確保のための災害時初

動対応マニュアル」の活用、周知を図るとともに、宿泊施設等を対象としたセミナーを実施す

る。 

 

19 外国人旅行者受入に係るサービス向上支援事業（受入環境課）  

外国人旅行者による観光を東京での消費活動につなげるよう、旅行者の一層の消費拡大や受

入に係るサービス向上に向けた観光関連事業者の取組を促進する。 

(1)  派遣型セミナー・ワークショップの開催、コンサルタント等活用による支援  

     外国人旅行者受入に取り組もうとする宿泊、飲食、小売事業者等に対してセミナーやワー

クショップを開催するとともに、アドバイザーの派遣を行い、その取組を後押しする。 
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(2) 観光タクシー普及事業 

     観光タクシーでＳＮＳ等において発信力がある外国人を案内し、海外に情報発信するとと

もに、東京の観光タクシーＰＲパンフレットを配布することで、観光タクシーの普及啓発と

利用促進を図る。 

(3) 地域通訳案内士育成等事業 

    一定の語学力を有するタクシー運転手等に対し、地域通訳案内士に必要とされる基礎知識

に加え、観光英語や旅程管理等に関する研修を行い、円滑に外国人旅行者を案内できる人材の

育成と、サービスレベルの維持・向上を図る。 

 

20 ＴＯＫＹＯ旅館ブランド構築・発信事業（受入環境課） 

旅行者と地域をつなぐ役割を担う「旅館」が、国内外の旅行者の誘致を地域と協力して進める

取組を支援するとともに、こうした「旅館」の観光の拠点としての機能充実を通じた、旅館ブラ

ンドの構築と発信体制の強化を図る。 

 (1) 地域グループへの支援 

ア 旅館が地域の観光協会や商店などと協力して旅行者誘致を行う取組を支援するため、モデ

ルとなる地域グループに対して、必要となる経費等を支援する。  

イ 観光人材（地域コンシェルジュ）の育成 

 (2) 旅館ブランドの発信  

和の文化とおもてなしを体験できる旅館の優れたイメージを、海外に向けてブランドとし

て発信する取組を支援する。 

 

21 住宅宿泊事業の適正な運営（振興課） 

特別区・保健所設置市（八王子市・町田市）を除く区域において、住宅宿泊事業を営む事業者

の届出を受け付けるとともに、衛生・建築・消防などの関係部署と連携して、適正な事業実施に

向けた指導監督を行う。 

・根拠法令等：住宅宿泊事業法（平成 29 年 法律第 65 号） 

           東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン 等 

 

22 宿泊施設経営力向上推進事業（受入環境課） 

観光産業の活性化を図るため、設備投資等により、収益力の向上と合わせて従業員の待遇改

善に取り組む都内宿泊施設を支援する。 

・助成率：２／３以内（中小企業は３／４以内） 

・助成限度額：1 施設 500 万円 

 

23 観光関連事業者のＤＸ・経営力強化支援事業（受入環境課） 

観光関連事業者が生産性向上や高付加価値実現のために行う、ＤＸ・デジタル技術の活用や

各種設備導入等の取組を、企画段階から取組完了まで一貫した専門家による伴走支援と、取組

に要する経費の補助により支援する。 



 

・助成率：２／３以内（賃上げ計画を掲げ申請する事業者には３／４） 

  ・助成限度額：１事業者 3,000 万円 

 

24  観光産業の活性化促進事業（受入環境課） 

観光産業の活性化を促進するため、観光関連業界団体等が行う生産性向上・新サービス開発、

情報発信等の取組を支援する。 

  ・補助率：２／３以内（４社未満の観光関連事業者グループの場合は１／２以内） 

  ・補助限度額：１団体（グループ）2,500 万円 

 

25  観光事業者向けワンストップ支援センターの運営（受入環境課） 

観光事業者からの相談にワンストップで対応する窓口を設置するとともに、ウェブサイトで支

援メニューを効果的に発信すること等により、事業者のニーズに合った支援を実施する。 

(1)  観光産業総合支援ウェブサイトの運営 

観光事業者向けの支援策を一元的かつ網羅的に紹介するウェブサイトを運営する。 

(2)  観光産業総合相談窓口 

・観光事業者からの相談事項等について、対応する支援メニュー（補助制度、セミナー

等）を案内する総合相談窓口を運営する。 

・経営相談については必要に応じ専門家を派遣し、生産性の向上や新商品・サービスの

開発等、経営に関する助言を実施する。 

・ＤＸナビゲーターを設置し、事業者の経営課題の整理やニーズに合わせた観光ＤＸを

専門とした助言及び補助事業のハンズオン支援等により、デジタル化促進を後押しする。 

(3)  事業説明会等による情報発信 

・都内観光関連事業者に対し、先進的な取組の紹介や生産性の向上、新技術活用等の紹

介を行うとともに、各種支援メニューも案内する経営セミナーを開催する。 

・関連団体と連携した事業説明会、出張相談や事業者交流会も実施する。 

 

26 アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業（受入環境課） 

  観光関連事業者が専門家からアドバイスを受けて行う、経営改善や新商品・サービス開発等の

取組を支援する。 

  ・補助率：２／３以内 

  ・補助限度額：１事業者 200 万円（コンサルタント経費については 100 万円） 

 

27 歴史ある建物や技術等観光資源の維持保全支援事業（受入環境課） 

  都内の貴重な観光資源の喪失を防ぐため、観光関連事業者を対象に、東京の魅力発信に資す

る観光資源の維持・保全に係る取組を支援する。 

   ・補助率：２／３以内 

   ・補助限度額：1,000 万円 
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ただし、地域の協議会等が作成する計画を基に指定する重点エリア内は、以下のとおり 

・補助率：３／４以内 

・補助限度額：1,500 万円 

 

28 ＡＩ等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業（受入環境課） 

  エリア単位で観光関連事業者等が連携し、ＡＩ等先端技術を活用した観光地の面的な高付加

価値化を図る取組を支援する。 

・補助率：１／２以内 

・補助限度額：4,000 万円  

 

29 ＤＸによる観光データ活用等支援事業（受入環境課） 
  観光地での回遊性の向上や消費の最大化に向け、区市町村が抱える観光課題に対してデータ

を活用しながら解決を図る取組を支援する。 

 

30 インバウンド対応力強化支援事業（受入環境課） 

外国人旅行者が都内で快適に滞在できるよう、宿泊施設、飲食店・免税店・体験型コンテンツ

施設（中小企業に限る）、観光バス・タクシー事業者等における、多言語対応やキャッシュレス

機器等の導入、トイレの多機能化、災害時における外国人旅行者の受入対応等の経費を支援す

る。 

・助成率：１／２以内（多言語対応については２／３） 

  ・助成限度額：300 万円（団体等は 1,000 万円） 

 

31 観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業（受入環境課） 

観光関連事業者が IT 等に関する知見・資格を有するＤＸナビゲーターの助言を受けて行う、

デジタル技術による業務効率化やサービス向上の取組を支援する。 

   ・補助率：２／３以内（賃上げ計画を掲げ申請する事業者には３／４） 

 ・補助限度額：１事業者 1,000 万円 

 

32 観光関連事業者デジタルシフト応援事業（受入環境課） 

観光関連事業者が抱える人手不足等の課題解決に向け、デジタル化の裾野を広げるための事

業者向けセミナー等を行うとともに、事業者が行う初歩的なデジタルツール等の導入を支援す

る。 

  (1) 事業者向けセミナー等の開催 

観光関連事業者向けのセミナー等を行い、デジタル化に関する知識の普及啓発や、デジ 

タルツール等導入に関心を有する事業者の掘り起こしを図る。 

 

 

 

- 174 -



 

  (2) デジタルツール等の導入補助   

観光関連事業者によるデジタルツールの購入経費等を支援 

      ・補助率：２／３以内（賃上げ計画を掲げ申請する事業者には３／４） 

        ・補助限度額：１事業者 200 万円 

 

33 ロボットトライアル導入支援事業（受入環境課） 

  人材不足に悩まされる宿泊事業者の業務効率化・省力化を促進するため、令和６年度に実施

した配膳・清掃等各種ロボットのトライアル導入の事後調査を実施し、ロボット導入の実施効果

を検証するとともに、宿泊施設におけるロボット導入事例の発信を行う。 

 

34 観光産業の魅力向上応援事業（受入環境課） 

  観光の仕事のやりがいや魅力を伝えるイベントの開催や職場見学会等を実施して、観光産業

への就業意欲を喚起することにより事業者の人材確保を支援する。 

（1） 観光産業の魅力発信イベント 

    観光産業の魅力や仕事のやりがいを伝えるイベントを開催する。 

 (2) 動画作成、配信 

    観光産業の魅力や仕事のやりがいを伝える動画等を作成し、ＨＰ等で配信する。 

 (3) 職場見学、就業体験等 

    宿泊施設への職場見学や就業体験等を実施する。 

 

35 観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業（受入環境課） 

  観光産業における深刻な人材不足に対し、観光需要への対応力を強化するため観光関連事業

者が行う求人や人材育成等の取組を支援する。 

   ・補助率：２／３以内（大企業の場合１／２） 

        ＤＸ人材・外国人材に関する取組については３／４（大企業の場合２／３） 

   ・補助限度額：１事業者 300 万円（コンサルタント経費については 100 万円） 

 

36 宿泊事業者向け外国人材活躍推進事業（受入環境課） 

  宿泊事業者による外国人材活用を促進するため、外国人留学生等に向け観光産業への興味喚

起からインターンシップの受入支援まで段階的に支援を実施することで、宿泊事業者のインバウ

ンド対応力の向上を支援する。 

(1) 学内セミナー 

    外国人留学生の在籍する教育機関において、留学生を対象とした学内セミナーを開催し、

宿泊事業を中心とした観光産業への興味・関心を高める。 

(2) 宿泊事業者と教育機関の交流会 

    宿泊事業者と教育機関における採用・就職に関する情報交換を行う交流会を実施し、相互

理解及び課題共有を図るとともにネットワークを形成する。 
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(3) インターンシップ 

    宿泊事業者の要望に応じたインターンシッププログラムを策定し、外国人材とのマッチン

グを行う。 

（4）インターンシップ実施支援  

   （3）によりインターンシップを実施した宿泊事業者に対して、インターンシップ生に支払

う経費を補助（中小企業に限る） 補助率 10/10、限度額 10,000 円／日 

 

37 観光関連事業者による環境対策促進事業（受入環境課） 

  観光関連事業者がＳＤＧｓ・環境対策として実施する設備導入やそれらの取組を国内外に向

けてＰＲする経費の一部を補助することで、持続可能な観光を促進し、選ばれる観光都市東京の

実現を目指す。 

・補助率：１／２以内（中小企業は２／３以内） 

・補助限度額：1,500 万円 

 

38 多様な体験型観光推進事業（受入環境課） 

(1) 新たなサービス・コンテンツ開発支援 

海外からの旅行者向けに東京の高い美容技術を新たな観光資源とするため、美容室等を運 

営する事業者が外国人旅行者向けに新たなサービスを開始する取組を支援する。 

・補助率及び補助限度額：２／３以内 200 万円 

(2) 多様な体験型観光モニターツアー 

外国人旅行者等が先進的で快適な美容サービスを受けられる観光モデルコースを作成し、 

東京の美容体験型観光の魅力を効果的に発信する。 

 

- 176 -



 

第５ 人材の育成・活用 

 

東京の観光振興を支える人材や、国際的視野を持つグローバルな人材など、幅広い人材を育成・

活用していく。 

 

１ 観光経営人材育成事業（受入環境課） 

  観光関連産業（旅行業、宿泊業、飲食業、小売業等）の経営人材を対象とした講座を開講する

ことにより、経営の視点からサービス提供ができる人材の輩出につなげるとともに、観光関連事

業者の経営力を向上させる。 

(1) 都立大学と連携した観光経営専門人材育成に向けたプログラムの開発 

都立大学と連携し、ICT やデジタルマーケティング等を活用できる高度な人材育成プログ

ラムの開発及び実施支援を行う。 

(2) 経営人材・マネジメント人材育成のためのプログラムの開発・実施 

都内の大学等と連携し、観光関連産業における経営やマネジメントを担う人材の育成に向

けた新たな教育プログラムの開発及び実施支援を行う。 

 

２ 観光産業外国人材活用支援事業（受入環境課） 

  事業者のインバウンド対応力を高めるため、観光産業への就職を希望する留学生など、外国人

材の活用に向けた支援を実施する。 

（1） 観光産業の魅力発信 

   外国人留学生等に対し、リーフレット等により就職先としての観光産業の魅力を発信する。 

（2） 外国人材活用支援事業 

    外国人材の活用に取り組む宿泊施設・飲食店・小売店の事業者に対して、外国人材採用に 

向けたセミナーの開催、専門家の派遣、職場見学会、合同企業説明会を実施する。 

（3） 外国人材定着支援事業 

外国人材の定着に向け、事業者・留学生双方に対して研修会を実施することにより、普及 

啓発を図る。また、ビジネス日本語研修を実施し、外国人材定着を支援する。 

 

３ ＭＩＣＥ専門人材育成（企画課） 

  ＭＩＣＥに関わる事業者や世界で通用する専門人材を、研修等を通じて育成する。 

(1) ＭＩＣＥ専門人材育成講座 

都内ＭＩＣＥ関連事業者や学生等を対象に、誘致や開催に必要な知識、高度で実践的なス

キルの習得を目的とした講座を実施する。 

(2) ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成 

世界で通用する人材の育成を目的として、都内ＭＩＣＥ関連事業者に対し、国際団体等が

実施する海外の育成プログラムの参加に要する経費等の一部を支援する。 
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(3) 国際会議主催者向け東京都ＭＩＣＥ施策紹介 

国際会議誘致に係る東京都のＭＩＣＥ施策を紹介する冊子を改訂し、国際会議主催者向け

に更なる普及啓発を図る。 

   

４ 観光ボランティアの活用（受入環境課） 

東京を訪れる国内外からの旅行者を温かく迎え入れる環境の整備を進めるため、東京の観光

スポットを案内する観光ボランティアの育成を図る。 

 (1) 東京都観光ボランティア 

       ・登録者数 3,060 名（令和７年４月１日現在）  

 (2) おもてなし親善大使育成塾 

    都内在住又は在学の中学生・高校生を対象に、外国人旅行者に英語で観光案内等を行う「お

もてなし親善大使」を育成する。 

    ・令和７年度任命予定者数：200 名 

 

５ 通訳案内士育成事業（振興課） 

  東京を訪問する外国人旅行者の多様なニーズに対応し、東京の魅力を伝えることのできる質

の高い通訳案内士を育成するため、研修等の実施や通訳案内士としての活動の支援を行う。 

 

６ 青少年の教育旅行受入促進（企画課） 

  観光、教育、私学等の関連部署の連携により「東京都訪日教育旅行促進協議会」を設置して、  

学校交流のマッチングや交流活動の支援を行うとともに、教育旅行の訪問先としての東京を国

内外に向けＰＲすることで、青少年の東京への教育旅行の受入を促進する。 
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第６ 推進体制の構築 

 

１ 都市観光支援事業（振興課） 

 都内の観光協会等が、訪都旅行者の増加を図るために実施する地域の魅力の掘り起こしや、そ

の発信等につながる事業を支援する。 

・補助対象：都内に所在する観光協会等 

・補助率：１／２ 

・補助限度額：200万円 

 

２ 東京観光財団の管理運営（企画課） 

公益財団法人東京観光財団は、東京都の産業・技術及び歴史的・文化的資源を活用し、観光及

びコンベンションの振興を図ることにより、地域の産業経済の活性化及び文化の向上並びに国際

相互理解の増進に資することを目的として、各種事業を実施している。 

都は、東京における観光産業の振興を図るため、行政と民間事業者等の架け橋となる公益財団

法人東京観光財団を支援する。 

 

３ 被災地応援ツアー（受入環境課） 

都内旅行事業者と連携し、福島県を目的地とする旅行を促進することで、現地での消費を喚起

し地域経済復興の支援を行う。また、福島県が推進する「ホープツーリズム」を支援対象とする

とともに、県が実施する「福島県教育旅行復興事業」と連携し、都内の学校等が実施する福島県

への教育旅行などを支援する。 

 

４ 観光産業の育成（企画課・振興課） 

 (1) 観光事業の企画調整 

    東京都の観光事業の振興充実を図るため、知事の附属機関として「東京都観光事業審議会」

を運営するとともに、企画調整・調査を行うことにより、観光事業施策の重要な柱を確立し

ていく。 

   ア 東京都観光事業審議会の運営 

     ・委員：25 名以内 

   イ 各種連絡会議等の運営 

    (ｱ) 東京都区市町村観光行政連絡会議 

       ・構成員：各区市町村観光主管課 

    (ｲ) 東京都観光情報連絡会 

       ・構成員：ホテル・旅館業界、交通業界、旅行業界等 

(2) 東京の観光振興を考える有識者会議の運営等 

    観光を巡る環境の変化に的確かつ迅速な対応を図るため、幅広い分野の有識者との意見交

換を通じて、今後の観光振興の方向性や具体的な観光施策について検討する。 

・委員：15 名（令和７年８月１日現在）    

  



 

(3) 振興育成等 

   ア 観光団体振興育成 

     都内の観光振興を推進するため、広域事業を実施する観光団体に分担金等を支出する。 

   イ 多摩地域観光活性化事業 

     大多摩地域全体の観光振興を目的とし、地域の魅力発信や観光サービスの充実を図るこ

とで、更なる観光客誘致に繋げる。 

 (4) 旅行業者の登録等 

   ア 旅行業 

主たる営業所を東京都内に置き、旅行業（第二種・第三種・地域限定）、旅行業者代理

業又は旅行サービス手配業を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む

者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進するこ

とにより、旅行業務等に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の

増進を図る。 

イ 通訳案内士 

都内に住所を持つ全国通訳案内士及び都が行う研修を修了した地域通訳案内士について 

登録制度を実施し、あわせて通訳案内士の業務の適正な運営を確保することにより、外国 

人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もって国際観光の振興に寄与する。 

 

５ ユースホステル施設の貸付（受入環境課）  

ユースホステル施設を民間事業者に貸し付けることで、より柔軟な運営を図るとともに、都施

設所有者として、建物の修繕等にかかる経費を負担する。 

 

６ 「持続可能な観光」加速化事業（企画課） 

区市町村や観光関連事業者向けに、サステナブル・ツーリズムの推進に効果的な取組や、サス

テナビリティを高い水準で確保していることの国際的な認証の取得に必要な取組等を学べる講座

を実施する。 

 

７ ナイトタイム観光フォーラム（企画課） 

ナイトタイム観光の振興を持続可能で効果的なものとするため、地域住民や事業者と意見や

知識を共有するフォーラムを開催する。 

 

８ 江戸の歴史・文化の理解促進事業（企画課） 

江戸の歴史・文化を活かした観光を推進するため、シンポジウムや観光関係者向けのワーク

ショップを実施するとともに、旅行者向けウェブ冊子を作成する。 
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Ⅵ 農林水産対策 
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地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業

家畜衛生サポートＤＸ

食の安全安心・地産地消拡大事業

食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業

新東京都ＧＡＰ推進事業

家畜衛生対策（危機管理体制整備対策）

農 業 基 盤 の 整 備

東京産農産物消費拡大支援事業

畜産振興総合対策

青梅畜産センター等運営費補助

食育の推進

野生イノシシ豚熱対策

病害虫等の防除

農林水産物認証取得支援事業（農業）

農業用水整備

動物薬事・獣医事取締指導

農産物安全確保調査分析

農業体験農園の開設支援事業

農薬適正指導強化事業

環境と調和した農業の推進

有機質肥料利用促進事業

東京産農産物の学校給食活用促進事業

地域計画策定支援事業

○施策の体系（令和７年８月１日現在）

農林水産対策
農業の振興

農業振興計画等農 業振 興計 画及 び情 報提 供等

農林水産業の普及啓発

食 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保

農地利用調整事務

未来に残す東京の農地プロジェクト

都市農地活用推進モデル事業

東京の農地流動化促進事業

農業振興事務所の管理運営

東京産食材の魅力発信事業

生産緑地買取・活用支援事業

島しょ地域等における農業のＤＸ推進事業

国産米粉消費の促進

農林水産物の相互ＰＲ事業

Tokyo Farm To Tableプロジェクト

東京産食材おもてなしチャレンジ

農業振興地域活用計画支援事業

土地改良

家畜保健衛生所の運営
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環境配慮型農業への転換促進緊急対策事業

農業金融

農林総合研究センターの運営

島しょ地域農業振興プロジェクト

島しょ農林水産総合センターの運営

農林総合研究センター施設整備

島しょ地域等における農業のＤＸ推進事業

地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業

東京型スマート農業実装化促進事業

東京型スマート農業の新展開

農協経営改善対策

農業共済団体

農業次世代人材投資事業

農地長期貸借促進奨励事業

島しょ地域等における農業のＤＸ推進事業

緑 化 推 進 苗木の生産供給

農 林 災 害 復 旧 農地災害復旧等

農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー の 運 営 等 農林水産試験研究総合推進

（公財）東京都農林水産振興財団の運営

小笠原農業基盤整備

小笠原農業生産流通対策

植物防疫

亜熱帯農業センター・営農研修所の運営（総務局所管）

硫黄島旧島民定住促進対策

小 笠 原 振 興

農協指導

農業改良普及指導等

多様な担い手育成支援事業

東京農業アカデミー事業

江戸東京野菜生産流通拡大事業

チャレンジ農業支援事業

東京農業経営強靱化事業

東京広域援農ボランティア事業

野菜供給確保対策事業

地域特産化の推進（農業振興地域、振興山村・過疎・離島・特定農山村地域等）

青梅畜産センター施設整備

新規就農者初期投資支援事業

東京産ブランド農産物育成ステップアップ支援事業

収入保険加入推進支援事業

東京農業の働き方ガイドラインの策定

雇用就農推進支援事業

農業者出産・育児期支援事業

木質バイオマスエネルギー農業利用推進事業

農園芸総合奨励等

新規就農者育成総合対策

就農準備支援事業

産 業 労 働 施 設 整 備

農 業 経 営 の 安 定
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山しごと普及啓発促進事業

木材利用ポイント事業

森林経営効率化支援事業

森林計画の策定等

森林事務所の運営

森林循環に資する花粉発生源対策

伐採・搬出技術者育成事業

新たな手法を活用した保安林整備事業

林業機械化促進事業

中・大規模建築物等の木造木質化促進事業

林業先進技術導入事業

林業普及指導

森林保全におけるシカ害対策

間伐材供給促進事業

伐採を促進する契約合意支援事業

木育活動の推進

林業労働力総合対策事業

多摩産材の利用拡大

「とうきょうの木」ブランド推進事業

林道事業

東京の森林魅力アップ事業

低コスト森林施業の推進

保安林管理

治山事業

分収林事業の推進

木材利用対策

搬出困難箇所における森林整備事業

種苗確保等

造林対策

木の街並み創出事業

林産物生産支援事業

東京の森活性化事業

林業金融

林道・治山災害復旧

林業の振興

森 林 づ く り の 推 進

森林計画及び情報提供等

森 林 産 業 の 育 成

農 林 災 害 復 旧

共存共栄による国産木材の魅力発信事業

農林水産物認証取得支援事業（林業）
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漁業と遊漁の共存に向けた資源管理体制の構築

漁協運営型陸上養殖プロジェクト

漁業経営革新プログラム

移動生態の解明に基づく資源管理型漁業の推進

内水面養殖用配合飼料価格高騰緊急対策事業

ＴＯＫＹＯ魚食促進事業

スマート計量システム導入支援事業

沖ノ鳥島総合対策

離島漁業再生支援事業

農林水産物認証取得支援事業（水産業）

水産業の振興

漁業金融

漁業取締

ぎょしょく普及事業

栽培漁業の育成

島しょ漁業経営支援緊急対策事業等

東京産水産物生産・流通促進事業

漁場環境保全対策

漁場の荒廃・海の異変対策

東京の漁業人材確保・育成事業

ＤＸによる漁協荷捌き作業効率化推進事業

東京産水産物の海外販路開拓

漁業共済加入促進支援事業

東京の水産業振興に向けた専門懇談会の運営

漁協指導等

魚類等防疫対策

漁協指導強化対策等

漁業振興施設整備

漁業調整等

水産物供給基盤整備

水産資源利用の持続化推進

ＤＸによる漁船操業情報収集事業

食害生物等追払い対策

持続可能な網漁業の推進

産 業 労 働 施 設 整 備 島しょ農林水産総合センター施設整備

小 笠 原 振 興

島しょ農林水産総合センターの運営

漁 業 経 営 の 安 定

漁業生産流通基盤の整備

漁 業 資 源 の 管 理

漁業調査指導等

島しょ農林水産総合センター維持管理

漁業調整委員会の運営

島しょ漁業資材高騰緊急対策事業

水産センターの運営（総務局所管）

小笠原漁業基盤整備

島しょ農林水産総合センター試験研究
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第１ 農業の振興 

 

東京農業の振興計画策定や農業基盤の整備、農業経営の安定、食の安全・安心の確保に向けた施策

及び農業者・都民に対する各種情報提供や調査研究等を実施する。 

 

１ 農業振興計画及び情報提供等（農業振興課・食料安全課・調整課） 

(1) 農業振興計画等 

ア 農業振興計画 

地域の実態に即した農業施策を展開する上で、必要な情報・資料の収集や各種調査等を行

う。 

イ 農作物生産状況調査 

東京産の農作物に関して、区市町村・農業委員会の協力の下、区市町村毎の品目別の作付

面積・生産量等の調査を実施する。 

ウ 農業委員会及び農業会議等 

  (ｱ) 区市町村農業委員会交付金等 

農業委員会の委員手当、事務局職員の設置に要する経費を交付する。 

     農業委員会数：44委員会（７区、26市、４町、７村） 

     農 業委員数：561人、農地利用最適化推進委員数：48人、職員数：231人 

（令和６年度農業委員会実態調査） 

  (ｲ) 東京都農業会議補助 

      都道府県に置かれる農業会議の運営に必要な経費の補助を行う。  

  (ｳ)  都推進指導 

     農業委員会及び農業会議の各事業の円滑な執行のための指導等を行う。 

エ 東京の農業振興に向けた専門懇談会 

東京の農業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、その課題に早急かつ的確に対応するため、各

分野の専門家等からの意見を参考に、都の施策を取りまとめる。 

オ 都市農業対策 

  都市と調和した農業を育成することを目的として、都市農業推進協議会の開催、都市農業

実態調査等を実施する。 

カ 都市における農的活動に関する基礎調査 

東京農業の新たな課題等について、より効果の高い農業施策の展開に資することを目的と

し、各種調査等を実施する。 

キ 農業振興地域等の農業実態調査 

農業振興地域と山村・島しょ地域の農業経営や流通、新規就農者の確保・育成状況等の実

態のほか、時勢に応じたテーマに沿った農業者の意向などの各種調査等を実施する。 

(2) 農地利用調整事務 
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  ア 農地調整 

農地に係る訴訟、調停、和解の仲介等に関する業務を行う。 

  イ 農地相談 

農地の転用、賃貸借の解除等に係る許可及び農地に関する相談業務を行う。 

  ウ 国有農地管理 

国有農地及び開拓財産並びに貸付使用料に係る債権の管理業務を行う。 

(3) 農林水産業の普及啓発 

ア 東京の農林水産プロモーション事業 

ＳＮＳ上に東京の農林水産施策をテーマにしたショート動画を投稿し、若年層が東京の農

林水産業の魅力に気づく契機とする。また、新鮮で安全・安心な東京産農林水産物や、東京

で営まれる農林水産業の魅力を専用サイトで紹介する。 

イ  東京味わいフェスタの実施・運営 

東京産の農林水産物やこれを用いた料理、伝統文化など、東京の多彩な魅力を国内外へ発

信するとともに、エリアマネジメント組織と連携し、各エリアの特徴や創意工夫を活かした

地域の賑わいを創出する。 

ウ 東京の農林水産業魅力発信プロジェクト 

  農林水産業の活性化と担い手の確保を図るため、東京の農林水産業の若手生産者が農林水

産業の魅力を様々な場面で広く効果的に発信する。 

(4) 東京産食材の魅力発信事業 

東京産食材の魅力を伝え、都民に実際に食べてもらう機会を増やすため、東京産食材の魅力

発信戦略に基づく施策を展開する。 

ア  東京産食材の魅力発信キャンペーン事業 

都心部の消費者を中心に、繁華街や交通機関でのＣＭ放映等多様な広告を活用して東京産

食材の魅力を情報発信し、認知度の向上を図ることで、東京産食材の消費拡大につなげる。

また、多摩地域において、島しょ産農水産物のＰＲを積極的に展開し、島しょ産農水産物の

購買促進につなげる。 

イ  東京産食材のトライアル・ユース事業 

 東京産食材を使ったことがないレストラン等に、食材をサンプルとして提供し、料理の試

作を通じて東京産農産物の魅力を感じてもらい、継続的な取引につなげる。また、東京産農

産物の取扱事業者を登録し、ホームページにて公開する。 

(5) Tokyo Farm To Tableプロジェクト 

   東京産農産物の区部等での流通を推進するため、複数の都内小売店や飲食店等に納品する流

通事業者の地産地消の取組を支援するとともに、東京産農産物の価値向上に向けたＰＲツール

を制作し、都民の認知度向上を図る。 

(6) 国産米粉消費の促進  

国産米粉需要の高まりを捉え、米粉を使った製品全般をＰＲするキャンペーンやイベント等

を実施し、東京から国産米粉消費を促進する。 
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(7) 農林水産物の相互ＰＲ事業 

新潟県と締結した「米粉の活用と消費の促進及び農林水産物の魅力の発信等に関する協定」

に基づき、農林水産物やその加工品等を相互に紹介するＰＲ販売を実施する。 

(8) 東京産食材おもてなしチャレンジ 

東京産食材の魅力を世界に発信することで食を通じた経済効果を呼び込み、東京産食材の価

値向上を図るため、観光ガイド等と協働した体験型学習による情報の発信やレセプション会場

等における披露、国内外におけるＰＲ活動を行う。 

  (9) 未来に残す東京の農地プロジェクト 

   農地保全を積極的に推進するため、農地の創出や再生、農業・農地の持つ多面的機能を強化 

させるための施設整備や農地保全の理解促進に向けた取組など、区市町村が行う農地保全策に 

対してハード・ソフトの両面から支援する。 

ア 農地創出型 

宅地や公有地を、農地や区民農園等に整備する場合の建築物の基礎や舗装版等の撤去に係

る経費を補助 

補 助 率：２／３以内  

イ 農地再生型 

農家が貸借等した遊休農地等を再生利用するために必要な経費（伐採・伐根・深耕・整地

等）を補助 

補 助 率：２／３以内（認定新規就農者は３／４以内） 

  ウ 生活環境型 

地域や環境に配慮した施設を整備するために必要な経費（土留め・農薬飛散防止施設・簡

易直売所・農業体験農園等）を補助 

補 助 率：３／４以内 

  エ 防災安全型 

防災農業用井戸の設置（周知看板、非常用発電機含む） 

     補 助 率：３／４以内 

   オ 公的利用型 

     区市町村が公有地に市民農園、福祉農園、農業公園等を整備するために必要な経費を補助 

     補 助 率：３／４以内（１億円／箇所を上限） 

カ 推進支援型 

   補 助 率：１／２以内  

(ｱ) 整備支援に関連する調査設計や基本設計 

(ｲ) 農地保全の理解促進を図る情報発信などにより、都市農地の多面的機能をより発揮さ

せる取組 

(ｳ) 農地保全に係るＰＲ、広報活動などの支援 

(ｴ) 整備した農業体験農園のＰＲ など 

(10) 都市農地活用推進モデル事業 
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 ア 高齢者活躍に向けたセミナー農園事業 

    生産緑地の貸借制度を活用し、高齢者層が技術指導を受けながら農作業に取り組める「セ

ミナー農園」を管理し、農地保全とともに高齢者の活躍を進めるモデルを確立する。 

  イ インキュベーション農園事業 

    買取申出等のあった生産緑地を都が買入れ、農業者に新たな栽培技術を試行する場を提供

する「インキュベーション農園」を整備し、公有化による農地活用モデルを示すとともに、

施設の確保が難しい農業者へ貸し出すことにより高収益化へのチャレンジを支援する。 

ウ 生産緑地を活用した体験農園等普及事業 

    都市農地の保全と地域交流の活性化を図り、将来の東京農業の支え手育成を実現するため、

生産緑地の貸借制度を活用して体験農園等の整備・運営に取り組む自治体や民間企業を支援

する。 

エ 体験農園等修了生の人材活用事業 

    「セミナー農園」の修了生と体験農園運営者をマッチングすることで、修了生を東京農業

の担い手として活躍する場を確保するとともに、体験農園等運営者を支援する。 

(11) 農業体験農園の開設支援事業 

農家開設型の体験農園の設置数が少ない地域での開設を促進するため、都内自治体や農業者

等に対し、体験農園に関する普及啓発や相談・講師派遣を実施する。 

(12) 生産緑地買取・活用支援事業 

  区市の生産緑地等の買取りを支援するとともに、高収益農業を目指す農家の育成や区市によ

る福祉農園等の開設に必要となる施設整備費及び運営経費を支援する。 

(13) 東京の農地流動化促進事業 

  ア 都市農地貸借円滑化促進事業 

     都市農地を保全し、担い手等への生産緑地の貸借を促進するため、貸借に関する意向調査

を実施するとともに、生産緑地バンク制度の創設支援や貸借促進のための制度啓発等を実施

する。 

  イ 農地中間管理事業 

    市街化区域以外の区域において、農地の中間受け皿となる農地中間管理機構（（一社）東

京都農業会議）の活動を支援する。また、農地中間管理機構にまとまった農地の貸付けを行

った地域及び同機構に対する貸付けに伴って離農又は経営転換する者等に対して協力金を交

付する。 

  ウ 農地利活用促進事業 

    遊休農地の解消・防止を図るため、新規就農希望者や規模拡大を志向する認定農業者等へ

の農地のあっせん等を実施し、農地の保全・利活用を促進する。 

(14) 農業振興地域活用計画支援事業 

   農業振興地域の効率的な活用につなげ、農地利用の活性化を図るため、市町村の農業振興地

域整備計画の見直しに係る調査検討に要する経費の一部を支援する。 

(15) 地域計画策定支援事業 
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   市町村が地域の農地を保全し、適正な利用を図るため、農業者等による話し合いを踏まえて

地域の農業の在り方や農地利用の姿を明確にした地域計画の策定に必要な経費を支援する。 

(16) 農業振興事務所の管理運営 

     農業振興事務所の管理運営及び建物維持管理を行う。 

 

２ 農業基盤の整備（農業振興課） 

(1) 土地改良 

ア 基盤整備促進事業 

土地改良法等に基づき、農業振興地域で総事業費 200 万円以上かつ受益戸数２戸以上の地

区を対象にした国庫補助事業を実施する。 

(ｱ) 基盤整備促進事業（用排水施設等）：八丈町 

(ｲ) 調 査 設 計 事 業：令和７年度該当なし 

イ 小規模土地改良 

   総事業費 200 万円以上かつ受益戸数２戸以上の地区（国庫対象外のもの）に対し、都単独

の補助事業を実施する。 

(ｱ) 農 作 業 道：大島町、三宅村 

(ｲ) 農 業 用 用 排 水 施 設：日野市、稲城市、青ヶ島村 

(ｳ) 農 地 開 発：令和７年度該当なし 

(ｴ) 調 査 設 計：国立市、あきる野市、大島町、青ヶ島村、小笠原村 

(ｵ) 調 査 ・ 調 整：青ヶ島村 

(ｶ) 災害査定設計書の作成補助：都内全区市町村（総事業費 200 万円以上かつ受益戸数２

戸以上の採択基準は適用されない。） 

ウ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 

(ｱ) 地域農業水利施設ストックマネジメント事業：三宅村 

市町村や土地改良区等の団体営事業で造成された農業水利施設であって、その受益面

積が 10ha 以上の施設について機能保全計画に基づく対策工事を国庫補助事業で実施す

る。 

      (ｲ) 農業水利施設保全合理化事業：令和７年度該当なし 

市町村や土地改良区等の団体営事業で造成された農業水利施設であって、管理省力化

のための農業用用排水施設の整備、水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用用

排水施設に附帯する施設の整備等を国庫補助事業で実施する。 

(ｳ) 農業用水路等長寿命化・防災減災事業：新島村、神津島村、三宅村、昭島用水土地改良区 

 国庫補助事業によって造成された農業水利施設等であって、機能の安定的な発揮に必

要な長寿命化対策及び防災減災対策を実施する。 

   エ 農村総合整備 

農業集落を単位とした農業生産基盤及び農村生活環境の総合的な整備に対して国庫補助

事業を実施する。  
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(ｱ)  農村総合整備事業：令和７年度該当なし 

(ｲ) 農業集落排水事業：神津島村 

   オ 土地改良指導等 

(ｱ) 都指導事務費 

(ｲ) 事業評価委員会 

(ｳ) 土地改良諸調査 

(ｴ) 土地改良区強化対策支援 

(ｵ) 水土里保全活動支援事業 

(2) 農業用水整備 

ア  畑地灌漑施設等実態調査 

農業用水水利組織等実態調査（多摩・島しょ地域）を実施する。 

イ 魚の遡上を阻害する土砂撤去等 

魚道を魚（アユ等）が支障なく遡上できるよう、主要な農業用水堰がある市町村、土地改

良区、漁協等の関係者の連携のもと、農業用水堰及び魚道の機能の維持・改善をする。 

(3) 島しょ地域等における農業のＤＸ推進事業 

ア ＤＸによる農業基盤の防災力強化 

デジタル技術を活用した畑地かんがい施設への遠隔・遠方監視設備の設置を支援し、貴重

な水資源の適正管理、災害発生の防止、維持管理の負担軽減を図る。（農業水利施設：１か

所） 

イ ＤＸによる島しょ農業基盤の防災力強化 

デジタル技術を活用した畑地かんがい施設への遠隔・遠方監視設備の設置を支援し、島し

ょ地域における貴重な水資源の適正管理、災害発生の防止、維持管理の負担軽減を図る。

（農業水利施設：２か所） 

(4) 地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業 

地理情報システムの導入により、農業基盤施設の効率的な維持管理や災害時における被災規

模・被害額の迅速な把握等を行う。（３か所） 

 

３ 食の安全・安心の確保（食料安全課・農業振興課） 

(1) 食の安全安心・地産地消拡大事業 

新鮮で安全安心な東京産農産物について、都内での販売ルートの拡大やＰＲ・販売促進活動

等の支援を行い、地産地消の取組を拡大していく。 

   ア  東京産農林水産物を扱う飲食店等の登録・ＰＲ 

安全安心な東京産農林水産物を積極的に使用している飲食店等を「とうきょう特産食材使

用店」として、また、島しょ産農林水産物を使用している島しょ地域の飲食店等を「東京島

じまん食材使用店」としてそれぞれ登録し、東京都ホームページへの掲載、ＰＲ冊子の作成

や各種イベントでの配布等により広く消費者へＰＲする。 

イ 新たな登録店拡大と食材ＰＲのための取組 
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(ｱ) 食材使用店の英語版ガイドブックの更新 

訪都外国人向けに、東京産食材を食べてもらう機会を増やすため、食材使用店の英語版

ガイドブックを作成し、観光情報センター等へ配布する。 

(ｲ) ＪＡ東京アグリパークを活用した地産地消に係るイベントの開催と食材マッチングサ

ポートデスクの運営 

東京の農林水産物の情報発信拠点であるＪＡ東京アグリパークを活用して農産物の魅

力発信や、食材調達、東京都地域特産品認証食品などの加工品に関するマッチングを支援

する。 

(2) 食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 

輸出先のニーズに対応するための施設や機器の整備及び体制整備を支援し、農林水産物・食

品の輸出促進を図る。 

補 助 率：１／２以内（負担は国及び事業者） 

実 施 主 体：食品製造業者、流通業者、中間加工業者等 

補助対象経費：輸出先のニーズを満たすために必要な施設整備（新設、増設、改築及び修繕）

及び機器整備の経費等 

(3) 東京産農産物消費拡大支援事業 

東京産農産物の消費拡大と販路開拓等の取組を積極的に行う区市町村及び農業協同組合や非

営利活動法人等を支援し、東京全体の地産地消を推進する。 

補 助 対 象：区市町村、区市町村内において当該区市町村民を対象に活動する団体、 

農業協同組合、非営利活動法人等の団体 

    補 助 率：１年目２／３以内、２年目１／２以内、３年目１／３以内 

補助限度額：１年目 1,000 万円、２年目 750 万円、３年目 500 万円  

  (4) 食育の推進 

   ア  交流と体験支援事業 

     東京都食育推進計画に示す食育の推進の基本的考え方に基づき、区市町村や民間団体が実

施する食育推進活動を支援する。また、関連団体や事業者等で構成する協議会を設置・運営

し、事業や施策の検証及び評価を行う。 

    (ｱ) 区市町村食育推進活動支援 

補 助 対 象：区市町村、区市町村内において当該区市町村民を対象に活動する団体 

補 助 率：１／２ 

補助限度額：100 万円 

 (ｲ) 広域食育推進民間活動支援 

補 助 対 象：都内の広域に渡り活動し、都内を住所地とする農業協同組合、漁業協同

組合、特定非営利活動法人等の団体 

      補 助 率：１／２ 

補助限度額：120 万円 

イ  東京の食の魅力の発信（食育フェアの開催） 
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         食育関連団体の参加を募り、各種団体の活動内容の展示や事例発表、講演会、料理講習会、

農業体験などの実施により、食の安全・安心の普及啓発や、食文化、東京産の農畜水産物を

紹介する。 

ウ  食育の情報発信 

     イラストやクイズ等を用いたＷｅｂコンテンツを活用し、東京都食育推進計画を都民に発

信するとともに、子供をはじめあらゆる世代の「食」に関する意識向上を図る。 

   エ  とうきょう元気農場の運営 

     とうきょう元気農場を活用し、地産地消の一層の促進や農業への理解、生産者への感謝の

気持ちの醸成を図る。 

オ 農地を活用した食育の推進 

     食育への関心を喚起し、東京産農産物の認知度向上を図るとともに、生産現場での体験の

機会を提供し、更なる食育の推進を図る。 

  (5) 東京産農産物の学校給食活用促進事業 

地域における地場産農産物の利用を一層図るため、東京産農産物を用いたレシピコンテスト

や栄養士向けセミナーの開催のほか、学校給食に取り組む農業者への農業機械等導入支援等を

実施する。 

 (6) 病害虫等の防除 

   ア 病害虫防除対策 

農業生産環境の変化に伴う病害虫発生の複雑化に対応するため、病害虫発生予察の効率化

や新しい防除技術の検討を行い、高品質で安全な農作物の生産を支援する。 

   イ 病害虫防除所の運営 

病害虫の種類、発生時期、発生量を予測する病害虫発生予察や、病害虫の診断に基づく的

確な防除方法の助言を行うことにより、効果的な病害虫防除を推進する。 

   ウ 農作物獣害防止対策事業 

野生獣による農林作物被害に対応するため、加害獣の侵入を防ぐ対策や有害鳥獣の捕獲支

援、地域での普及啓発活動、加害獣の生息状況調査などによる総合的かつ効果的な対策を展

開する。また、中型野生獣対策に貢献する地域リーダーやサポーターを育成する講座を開催

する。 

   エ  島しょ農作物獣害防止緊急対策事業 

     島しょにおいて農作物に重大な被害を与えている外来野生獣の早期撲滅を図るため、集中

的に捕獲を行う緊急対策を実施する。 

オ プラムポックスウイルス（ＰＰＶ）の防除対策 

ＰＰＶ未発生地域への感染防止のため、発生地域内で生産された苗木・盆栽類等の検査を

実施するとともに、これまで防除強化対策を行ってきた地域の取組等を支援する。 

(7) 農産物安全確保調査分析 

東京産農産物の安全・安心を確保するため、新作型、新品種などにおける農作物への農薬残 

留調査分析を行う。 
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(8) 農薬適正指導強化事業 

農薬の安全使用を推進するため、農薬販売者に対する届出指導、巡回調査・立入検査及び農

薬管理指導士の認定等を行う。また、農薬の適正使用による安全・安心な農作物の生産振興の

ため、農薬登録の拡大、ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）を推進する。 

(9) 環境と調和した農業の推進 

   ア  東京都エコ農産物の生産支援 

      環境保全型農業の普及・啓発を図るため、環境保全型農業に関する講習会、視察研修会な

どを実施し、東京都エコ農産物の生産支援に資する。 

イ 東京都エコ農産物認証制度 

環境にやさしく安全で安心な農産物の普及を進めるため、土づくり、化学肥料削減及び化

学合成農薬削減の技術を導入し、都の慣行基準から化学合成農薬や化学肥料を 25％、50％及

び 100％削減して作った農産物を認証する。 

     ウ 環境負荷低減事業活動実施計画の認定（みどり認定） 

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関す

る法律（みどりの食料システム法）に基づき、環境負荷低減の取組を認定する。 

エ 東京都エコ農産物販売力強化事業 

      東京都エコ農産物の認知度向上と販売力強化のため、都心エリアでの情報発信とＰＲ販 

    売、資材補助等を実施する。 

(10) 有機質肥料利用促進事業 

   化学肥料使用量を削減することで環境負荷の軽減及び経営コスト低減を図るため、土壌診

断に基づく適切な施肥指導を受けた農業者に対し、化学肥料の代替資材として堆肥等の有機

物を利用する場合や機械化に係る購入経費の一部を支援する。 

(11) 農林水産物認証取得支援事業（農業） 

持続可能性に配慮した農業の推進を図るとともに、ＪＧＡＰ等の民間認証取得を取引の条件 

としている流通事業者との取引の継続、若しくは新たな取引のために、民間認証取得及び更新  

に係る経費を支援する。 

(12) 新東京都ＧＡＰ推進事業 

多くの農業者がＧＡＰに取り組めるよう、東京農業の特性を反映した「新東京都ＧＡＰ認証

制度」の認証取得を推進するとともに、認証農産物の流通拡大を図るため、認証取得や維持に

必要な施設等の整備費用の支援及びＰＲを行う。 

(13) 畜産振興総合対策 

都市に適した畜産業の推進のため、家畜の生産性向上、畜産環境対策、品質の良い畜産物の

提供、牛乳・乳製品の需給調整、肉畜の安定生産・流通体制の確立等を図る。また、生産・流

通・消費の強化を図る。 

ア 畜産活性化総合対策 

     畜産振興対策の総合的な推進と円滑・適正な執行を図るための指導監督、畜産基本調査、

事業啓発等を行う。また、家畜排せつ物法に適応した家畜排せつ物の管理の適正化及び利用
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の促進など、資源循環型で環境に調和した畜産を確立する。 

イ 畜産物価格安定対策 

牛乳及び肉用牛価格の安定を図るため、加工原料乳生産者補給金制度及び肉用子牛生産者

補給金制度等への運営支援、並びに肉用子牛基金造成に対して助成を行い、酪農及び肉用牛

生産者の経営安定を図る。 

ウ 高品質畜産物普及定着事業 

    家畜の能力検定と新技術の活用により、優良家畜の確保・生産段階での安全確保をすすめ、

消費者に安全・安心で高品質の畜産物を提供する。また、東京都の銘柄畜産物の生産普及を

支援する。 

  エ 畜産経営基盤強化支援事業 

    酪農ヘルパー制度による省力化の推進、リース事業を活用した機械施設導入促進による生

産性向上・省力化推進・家畜排せつ物の適切な処理の実施を推進することにより畜産経営の

継続性を確保する。 

オ 畜産獣医療体制整備 

    畜産農家戸数の減少により診療効率が低下した都内の畜産獣医療の体制整備のため、地域

の畜産獣医師を活用し、繁殖検診等を行う。 

カ ＴＯＫＹＯ Ｘブランド強化支援 

    農家に対する指導や新規生産者獲得活動などの生産基盤強化対策を実施するとともに、生

産組合の販売・ＰＲを支援することで、ＴＯＫＹＯ Ｘのブランド力強化を図る。 

キ  配合飼料価格高騰緊急対策事業 

    配合飼料の価格上昇により影響を受ける畜産農家の負担を軽減するため、国の「配合飼料

価格安定制度」で畜産農家が負担する積立金の一部を補助する。 

ク  国産粗飼料流通円滑化支援事業 

    牧草やわら草等の外国産粗飼料の価格高騰による畜産農家の経営負担の緩和を図るため、

国産粗飼料を購入する際に必要となる経費等の一部を支援する。 

(14) 青梅畜産センター等運営費補助 

   ア  青梅畜産センター事業 

青梅畜産センターで実施するトウキョウＸ、東京しゃも、東京うこっけいなどの系統維持

及び配付事業を支援し、都民に安全・安心な銘柄畜産物を供給するとともに農家経営の安定

を図る。 

イ  堆肥センター事業 

堆肥センターは、青梅畜産センター等の家畜排せつ物等を利用して優良堆肥を製造し、農

家等に配布している。このセンターの事業を支援し、環境と調和した農業と有機農業の推進

を図る。 

   ウ  青梅畜産センター等施設管理 

青梅畜産センター事業及び堆肥センター事業を円滑に実施するため、施設管理費を補助す

る。 
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(15)  動物薬事・獣医事取締指導 

ア 動物用医薬品取締指導 

動物用医薬品等の製造・製造販売・販売業者の取締指導等により動物用医薬品等の適正流

通及び品質の確保、使用を図る。 

イ 獣医師等の指導監督 

獣医師及び飼育動物診療施設等に対し指導を行い、獣医師の育成と獣医療の向上を図る。 

(16) 家畜衛生対策（危機管理体制整備対策） 

家畜の急性伝染病発生時に備えた対策の一環として、事前対応型の防疫体制及び監視体制

の整備を図る。また、慢性伝染病の摘発、清浄化の推進、動物由来感染症等の防除を行う。 

ア 事前対応型防疫体制整備：家畜伝染病防疫対応強化、人獣共通感染症対策 

イ 地 域 防 疫 清 浄 化 対 策：地域防疫清浄化対策、診断予防技術向上対策、生産農場清浄

化対策、ワクチン接種の推進 

ウ 畜産物安全性確保対策：動物由来感染症監視体制整備、抗菌性薬剤残留調査 

エ 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策：ＢＳＥ対策推進、ＢＳＥ検査体制強化 

オ 特定家畜伝染病侵入防止対策：特定家畜伝染病侵入防止対策普及指導、特定家畜伝染病病

原体侵入防止対策支援 

カ 特定家畜伝染病防疫体制整備：埋却場所事前調査と試掘調査、家畜防疫用大型装置整備、防

疫資材備蓄と更新、ワクチン接種及び抗インフルエンザ薬処

方 

(17) 野生イノシシ豚熱対策 

   飼育豚への感染拡大の原因となる野生イノシシの豚熱（ＣＳＦ）感染を予防するため、経

口ワクチン散布による野生イノシシへの豚熱対策を行う。 

(18) 家畜保健衛生所の運営 

ア 家畜衛生等 

(ｱ)  家畜衛生技術指導事業 

家畜飼養者に対し、家畜衛生技術の普及啓発、各種疾病等による家畜の損耗防止及び生

産性の向上を図り、家畜衛生の向上と経営の安定に資する。 

(ｲ)  家畜防疫 

家畜伝染病予防法に基づき、発生予防及びまん延防止のための検査、調査等を行う。 

    (ｳ)  病性鑑定 

家畜の各種疾病等の診断、原因究明のための専門検査の実施により、迅速かつ適切な

まん延防止、生産阻害疾病の防除等を図る。 

(ｴ)  肥飼料検査等 

肥料の登録及び肥料・飼料の届出の受理、成分分析、製造業者・販売業者への立ち入り

検査、指導等を行う。 

イ 管理運営及び建物維持管理 

(ｱ)  本所〔西多摩郡日の出町〕 
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(ｲ)  肥飼料検査センター〔立川市〕 

(ｳ) 立川庁舎旧本館〔立川市〕 

(ｴ)  大島・三宅・八丈支所 

(ｵ)  青梅施設 

(19) 家畜衛生サポートＤＸ 

家畜伝染病対策及び家畜衛生技術の向上を図るため、飼養者や家畜の情報をクラウド上で

一元管理し、オンラインによる病性鑑定等を実施する。 

 

４ 農業経営の安定（農業振興課・調整課） 

     (1) 地域特産化の推進（農業振興地域、振興山村・過疎・離島・特定農山村地域等） 

ア 経営構造対策事業 

地域農業の再編と活力ある農村社会を築くため、土地基盤の整備、近代化施設、都市農村

交流施設等の導入や、農業の担い手の育成など、地域の独創的、自発的な取組を支援する。 

(ｱ) 構想策定：令和７年度該当なし 

(ｲ) 施設整備：令和７年度該当なし 

   イ 山村振興等特別対策 

      (ｱ) 山村振興等特別対策 

地域特性を活かした農林漁業の振興と関連地場産業の育成、都市との交流促進等によ

る就業機会の確保を図るとともに、高齢者対策の推進と地域社会の環境整備を実施し、

農村地域の総合的定住条件を整備する。 

(ｲ) 山村・離島振興施設整備 

山村や離島での基幹作物の生産振興に必要な施設等を整備し、農業経営の近代化を図

り、農家の生活安定と中山間地域経済の活性化を図る。 

実施地区：奥多摩町、大島町、神津島村、三宅村、八丈町、小笠原村 

(2) 東京農業経営強靱化事業 

都市農業を担う認定農業者等の意欲ある経営体に対して、効率的で生産性の高い農業を展開

するための施設等の整備を支援し、農業経営力の向上等を図るとともに、都市農地の保全及び

多面的機能の発揮により、都市の特性を生かした東京農業の「稼ぐ力」を強化し、東京農業を

魅力ある産業に育成する。 

ア 都市農業振興特別対策事業 

国の交付金事業を活用し、地域における中心的な農業法人や農業者団体等に対して生産施

設や集出荷貯蔵施設等の基幹施設の導入支援を行う。 

国 庫 補 助 事 業 名：強い農業づくり総合支援交付金 

補助対象メニュー事業：産地基幹施設等支援タイプ 

 事 業 実 施 主 体：区市町、農業者の組織する団体、公社農業協同組合、農業協同組

合連合会及び知事が関東農政局長と協議して認める団体 

 対 象 地 域：「都市的地域」 
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 事 業 費：原則として補助対象経費が 1億円以上のものを対象 

補 助 率：国１／２以内、都１／４以内 

イ 都市農業振興施設整備事業 

都市農業を担う認定農業者等の意欲ある経営体に対して、経営力の強化、新技術の導入、

経営の継続や生産基盤の高度化、地域農業の活性化等を図る施設等の導入を支援する。 

また、認定新規就農者等に対し、就農に必要な施設整備費等を補助し、新規就農者の都内

定着を図る。 

対 象 地 域：「都市的地域」  

事 業 実 施 主 体：認定農業者（隣接県との広域認定を含む）、新規就農者、区市町、 

農業協同組合 

事 業 費：１事業の補助対象経費の下限額は 200 万円 

都が負担する補助金の上限額は 5,000 万円 

補 助 率：１／２以内（経営力強化、生産基盤高度化、地域農業活性化） 

３／４以内（スマート農業支援、農業振興地域支援、新規就農者

支援、温室効果ガス排出削減支援、労働環境快適化支援、ＧＡＰ

及びエコ農産物推進支援、畜産経営強化支援） 

 (3) チャレンジ農業支援事業 

（公財）東京都農林水産振興財団にチャレンジ農業支援センターを設置し、経営改善に意欲

ある農業者とそのグループ、団体に対し、課題解決のための専門家派遣や農業経営の多角化・

改善に向けた新たな取組に必要な経費の一部を助成し、東京農業の産業力を強化する。また、

大消費地東京の強みを活かし、販路開拓を包括的に支援し、販売のプロフェッショナルととも

に最適な販売先を見つけて、売込みを支援する。 

    ア 相談業務等 

(ｱ) 相談業務 

農業者が抱える経営課題について相談業務を行うとともに、問題点の整理を行う。 

(ｲ) 専門家の登録・派遣 

経営コンサルタント、Ｗｅｂデザイナー、食品加工、新商品開発などの専門家を登録

し、相談内容に応じて派遣することで、農業者の課題解決を図る。先進的な取組を希望

する農業者には、複数の専門家等によるプロジェクトチームにより多面的な支援を行う。 

(ｳ) 啓発事業 

講演会の開催や成果事例集を作成し、収益性の高い農業経営に転換しようとする農業

者の取組を支援する。 

   イ 販路開拓支援 

(ｱ)  ブランド化コンサルの派遣 

      農業経営に関係するブランド化に知識や経験のあるコンサルタントや営業のプロフェ

ッショナル人材等を派遣し、ブランド化に向けた生産及び経営上の課題を整理し、農産

物の特性に合わせた戦略の構築等を支援する。 
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 (ｲ) 販路開拓ナビゲータの派遣 

百貨店やレストラン等の単価の高い販路に詳しい販路開拓ナビゲータを派遣し、農産

物の価値を高める取引先の紹介や、商品の売込みや商談など営業活動をハンズオンでサ

ポートする。 

(ｳ) 販路開拓プラットフォームの整備 

      農家が自らの農産物を掲示するサイトと販路先が求めている農産物を掲示するＷｅｂ

サイトを整備し、リアルタイムで効率的なマッチングを図る。 

ウ 補助事業  

(ｱ) 内容 

農業経営の多角化・改善に向けた新たな取組に必要な経費の一部を助成 

(ｲ) 事業実施主体 

チャレンジ農業支援センターの専門家派遣を受けた、都内の農業者（就農が確実な者

も含む）、農業者が構成するグループや団体、その他知事が認めたもの 

    (ｳ) 事業費 

30～500 万円以内 

(ｴ) 補助率２／３以内 

    (ｵ) 対象事業 

都内産農産物の販売促進、商品開発、Ｅコマースやマルシェへの出店等 

 (4) 東京広域援農ボランティア事業 

    都内農地の遊休化・低利用化を防止するため、広域ボランティアを育成・活用して農地の保

   全・利活用の促進を図る。 

(5)  農業次世代人材投資事業 

新規就農者の確保育成を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、

就農準備段階や経営開始時の経営を支援するための資金を交付する。 

(6) 新規就農者育成総合対策 

次世代を担う農業者の確保・育成に向けた取組を総合的に講じていくため、経営発展のため

の機械・施設等の導入を支援するとともに、就農準備段階や就農直後の経営を支援するための

資金を交付する。 

(7) 新規就農者初期投資支援事業 

新規就農者の初期投資の負担を緩和し、農業経営の早期安定化及び新規就農者の都内定着を

図るため、認定新規就農者等に対し、就農時に必要な施設や機器等の導入を支援する。 

(8) 農地長期貸借促進奨励事業 

農業の担い手を育成し、農地を保全するため、新規就農者や経営規模拡大志向農家等へ一定

期間以上の長期の賃貸借契約を締結する農地所有者に対して、奨励金を交付する。 

(9) 野菜供給確保対策事業 

市場価格低落の価格差を補てんし、野菜生産の出荷安定と農家経営の安定を図る。 

ア 対 象 品 目：７品目 （こまつな、ほうれんそう、キャベツ、だいこん、ブロッコリー、 
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にんじん、アシタバ） 

イ 保証基準額：市場平均価格の８／10 又は９／10 

ウ 実 施 主 体：（公財）東京都農林水産振興財団 

(10) 農園芸総合奨励等 

     ア 園芸奨励指導 

園芸関係の情報の収集と提供及び農業経営の安定と生産流通改善に関する指導並びに東

京農業のＰＲ等を行う。また、令和８年度に当番都県となる「関東東海花の展覧会」の準備

を行う。 

   イ 経営所得安定対策等の推進 

農業経営の安定と食料の安定供給を図るために、国内と国外の生産条件の格差から生ずる

不利益を補正するための交付金及び農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するた

めの交付金を交付する経営所得安定対策を推進する。 

ウ 農園芸作物の生産販売力強化支援事業  

生産や輸送の共同化、販売、農産品のＰＲ等を共同又は協力して行っている地域や団体に

対して、生産販売力の強化のための新たな取組への支援を行う。  

 (ｱ)  事業実施主体：都内の農園芸作物の生産者団体、区市町村  

(ｲ)  補 助 率：１／２以内 （山村・離島地域は２／３以内）  

  (ｳ) 補助対象事業費：１件当たり上限 200 万円 

  (ｴ) 対象とする内容：区市町村や生産者団体が行う生産・出荷・販売力を強化するための

新たな取組（施設整備等ハード事業は除く）   

(11) 東京産ブランド農産物育成ステップアップ支援事業 

都試験研究機関で開発された新品種や新技術を用いて生産される農産物、あるいは地域特

産農産物などを、「認知度」､「品質」､「生産量」､「ストーリー」､「継続性」といったブラ

ンドとしての５つの要素を高め、東京産ブランド農産物に育成していくため、都内生産者を

核として、研究から生産、販売等の各ステークホルダーの協働を促し、計画的かつ包括的・

多層的な取組を支援する（事業実施主体：（公財）東京都農林水産振興財団）。 

ア 生産者団体及び都関係機関等で構成する協議会の設置・運営 

  協議会では、品目ごとに「５要素」を高めるため、産地形成や生産量確保、ＰＲ展開の方

向性などを検討する。 

イ 産地形成・生産拡大のための生産支援 

  対象農産物の種苗確保、都内生産者団体における試作等を支援する。 

ウ ＰＲ対策 

  品目や生産量など「５要素」の充足状況に応じて、生産拡大、流通拡大、販売拡大のため

のＰＲを実施する。 

  (12) 江戸東京野菜生産流通拡大事業 

江戸東京野菜の計画的な生産と品質向上のため生産団体の組織化等による産地化を推進

するとともに、効果的かつ継続的な流通改善対策の推進による供給力強化を図り、東京産野
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菜のイメージアップにつなげていく。 

ア 江戸東京野菜供給力強化対策 

(ｱ) 事業推進組織の整備 

     生産振興、普及促進を統括する江戸東京野菜普及推進担当の設置運営支援 

(ｲ) 江戸東京野菜産地化推進 

      生産団体の組織化を推進するとともに出荷規格や生産計画の作成を支援し、江戸東京

野菜の産地化を推進 

    (ｳ) 流通改善・販路拡大支援 

    (a) 江戸東京野菜の生産流通に係る実態把握支援 

    (b) 江戸東京野菜を扱う卸・仲卸等業者の開拓支援 

(c) 卸・仲卸等業者と飲食店・加工業者等の連携による江戸東京野菜の販売促進活動支援 

イ 江戸東京野菜生産技術向上対策 

江戸東京野菜である東京ウドは、その多くが地下穴タイプの軟化施設で生産されている

が、壁や天井の崩落など危険な状態のものが増えており、代替策を早急に開発・普及する

必要がある。このため、「地下穴に代わる軟化施設の開発と栽培管理技術の確立」について、

東京都農林総合研究センターにて試験研究を行う。 

(13) 農業改良普及指導等 

   ア 農業改良普及指導 

   (ｱ) 農業技術及び農家経営等の改善を図るために普及指導を実施し、能率的農法の開発や、

農業生産の増大を指導するとともに、農家経営の安定化を図る。 

(ｲ) 普及事業の成果を発表するとともに、関係機関・団体との連携を強化するため、普及

事業フォーラムを開催する。 

   (ｳ) 的確な普及活動を実施するため、体系的に研修を実施し、普及指導員の資質向上を図

る。 

   (ｴ) 年々減少している担い手の確保・育成を強化するとともに、稼ぐ農業の実践を実現す

るため、普及指導体制の強化を図る。 

   (ｵ) 迅速かつタイムリーな普及指導のためのタブレット端末を配備し、現場にて必要なコ

ンテンツを素早く活用できる仕組みづくりを行う。 

   イ  農業改良特別指導 

(ｱ) 女性農業者の社会参画及び経営参画促進を図るため、女性活躍推進会議を開催する。 

(ｲ) 技術職員が常駐していない離島に対する技術指導や新技術の積極的な導入を図る。 

(ｳ)  大島において定年退職者等を対象として講習会を開催する。 

(14) 東京農業アカデミー事業 

東京農業の担い手を確保・育成するため、都内への就農希望者及び都内の農業者の全てを対

象として、就農検討期から経営発展期に至るまでの各ステージに応じた研修等を実施する。 

ア 青年農業者確保育成対策 

次代の東京農業を担う優れた農業後継者や、他産業から転職した新規就農者を確保・育成
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するため、就農計画策定支援、就農支援活動や就農相談活動等を実施するとともに、就農支

援資金の貸付金の管理を行う。 

イ 担い手確保育成及び女性就農支援事業 

将来の東京農業の中核を担う農業者の育成に熱心に取り組む先進的な農業者を「東京都指

導農業士」として認定し、担い手の指導・育成を推進する。また、女性が就農相談しやすい

窓口を設置するとともに、新たに東京の農業経営に参入しやすい環境を整備して、就農促進、

定着を支援する。 

   ウ 女性が輝く東京農業特別支援事業 

女性農業者の活躍推進や女性農業経営者の育成を図るため、女性の労働環境や社会進出に

知見を持つ専門家のノウハウを活用した実効性の高い講座やフォーラム等を開催する。 

エ 八王子研修農場事業 

農外からの新規就農希望者を対象として、実践的な栽培技術や農業経営に関する知識を習

得するための研修事業を実施する。 

オ 農業後継者育成発展事業 

次代の東京農業を担う優れた農業後継者を確保・育成するため、フレッシュ＆Ｕターン農

業後継者セミナーや、農業実践力養成セミナー、経営力強化セミナー、高度・先進技術セミ

ナーを開催する。 

(15) 就農準備支援事業 

新規就農希望者が都内で就農地を確保するまでの一定期間、都が営農場所を提供する。 

(16) 多様な担い手育成支援事業 

区市町村、大学等研究機関、中間支援組織、農業者団体等の連携により、東京農業の担い

手をつなぐプラットフォームを構築し運営することで、副業的農業希望者等、多様な担い手を

確保・育成する。 

（17） 雇用就農推進支援事業 

    東京農業の担い手が減少する中、新たな人材育成として、法人の新規参入による雇用就農

を促進するため、相談、人材育成、施設整備など総合的な支援を実施する。 

  ア 企業参入等経営相談事業 

     都内に農業参入を希望する法人や法人化しようとする農業経営体を対象にした相談窓口

を設置し、意欲的な企業等の参入を支援する。 

  イ 雇用就農推進事業 

     都内で新たに農業参入又は規模拡大した農業経営体に対して、雇用就農者の人材育成や

研修に要する経費の一部を助成する。  

   ウ 雇用就農推進施設等整備事業 

     都内で新たに農地を取得又は貸借した法人を対象に、雇用就農による農業経営を展開す

るための施設整備に要する経費を助成する。 

補 助 率：４／５以内 

補助対象地域：都内農業振興地域等 
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補 助上限額：８億円 

補 助対象者：農地を貸借又は購入して、新たに農業参入し、雇用就農を実施する法人 

 (18) 農業者出産・育児期支援事業 

    農業者が出産・育児等により就業困難になる、あるいは働き続けながら子の養育を行う場

合など、農業経営体として労働力不足になり、一時的にでも事業規模を縮小せざるを得なく

なる。農業経営体の安定的な農業生産を維持するため、代替人材の確保に必要な経費の一部

を助成する。 

(19) 東京農業の働き方ガイドラインの策定 

農業者が自らの働き方を見直し、働きやすい職場環境を整備するための方向性を示し、推

進するためのガイドラインを策定し、持続可能な農業経営を実現する。 

(20) 農協指導 

ア  農協・漁協検査及び指導 

農林水産業協同組合の健全な運営の確保と組合員等の保護を図るため、農協等に対し、組

織、財務、事業等の経営全般に関する検査及び指導を行う。 

(ｱ) 総 合 農 協：14（区部 ４、多摩 10） 

(ｲ) 専 門 農 協：９（多摩 ３、島しょ ６） 

(ｳ) 農事組合法人：10（区部 １、多摩 ４、島しょ ５） 

イ 農業者年金等監査指導 

  農業者年金制度の健全な運営に資するため、有事の際に独立行政法人農業者年金基金が業 

務を委託している区市町村の農業委員会及び農業協同組合に対し、監査指導等を実施する。 

(21) 農協経営改善対策 

東京都農業協同組合中央会が、特別指導組合の経営改善指導等の目的で設置する特別対策

指導員の設置補助を行う。 

(22) 農業共済団体 

    農業共済組合が行う業務に必要な経費を補助するとともに、検査及び指導を行う。 

ア 農業共済団体補助 

  農業者が不慮の災害によって受ける損失を補てんして、農家経営の安定を図ることを目的

に、農業共済事業を行う団体に対して、事業費等を補助する。 

イ 農業共済団体に対する検査及び指導 

  農業共済事業の効率化や組織運営の適正化を図るため、法令に基づく検査、指導等を行う。 

(23) 収入保険加入推進支援事業 

台風や雪害、雹害といった自然災害や、販路喪失などの様々なリスクに備えるため、農業

経営のセーフティネットである収入保険への加入促進を図る。 

ア 助成対象者 

  個人：令和８年を責任期間とする収入保険に新規加入する農業者 

    法人：令和７年６月から令和８年５月までに責任期間が開始する収入保険に新規加入する

農業関係法人 



 

 

イ 助成対象経費、助成率 

新規加入者が負担する保険料（掛捨て部分）、１／２ 

(24) 東京型スマート農業の新展開 

   収益性の高い農業経営の確立に向け、これまでの研究における課題や成果をベースに、産

官学の連携等により技術の実装と開発をさらに進め、現場での課題解決を進めていく。 

(25) 東京型スマート農業実装化促進事業 

農作業の省力化や農畜産物の品質向上を図るため、東京型スマート農業を実施する際に必

要となる農業用機械等導入費を支援するとともに、ＤＸ等の専門家を派遣しアドバイスを行

う。 

(26) 島しょ地域等における農業のＤＸ推進事業 

  東京型スマート農業の確立に向けて、現地調査や発情検知システムの整備など島しょ地域

におけるデジタル技術を活用した農業振興を支援する。 

 (27) 木質バイオマスエネルギー農業利用推進事業 

    農業分野においても脱炭素社会の実現に向けた取組を進めることが求められていることか

ら、持続可能な東京農業の実現を目指すため、暖房等のエネルギーシフトに向けた木質バイ

オマスの利活用について検証する。 

(28) 環境配慮型農業への転換促進緊急対策事業 

   農業由来の廃棄物減量や農薬使用量の削減につながる環境配慮型農業への転換に必要な農

業用資材の導入を支援し、農業経営の継続と環境保全を図る。 

(29) 農業金融 

ア 農業近代化資金利子補給 

(ｱ)  資金の種類  施設資金、果樹等植栽育成資金他 

(ｲ)  対 象 者  農業者、農協等 

(ｳ)  融 資 枠  ４億 5,800 万円 

(ｴ)  貸付限度額  個人 1,800 万円 法人等２億円 

(ｵ)  償 還 期 間  最長 20 年 

(ｶ)  利子補給率  1.25％（令和７年５月 19 日現在、例外あり） 

イ 農業経営基盤強化資金利子補給（貸付主体は日本政策金融公庫） 

平成 23 年度までに利子補給承認された案件について、都において利子補給を実施する。 

ウ 農業改良資金・就農支援資金 

農業改良資金の貸付条件となる農業改良措置（新作物分野及び加工分野への進出、新技術

導入等の取組）の認定等を実施する。また、就農支援資金の債権管理を行う。 

エ 農業金融指導事務 

    農業近代化資金をはじめとする農業に係る制度資金の円滑な運用を図ることを目的とした

各種調査・審査・承認等の事務を実施する。 
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５ 農林総合研究センターの運営等（調整課・島しょ農林水産総合センター） 

(1) 農林水産試験研究総合推進 

農林水産業の振興と都市の良好な生活環境の保全に積極的に貢献していくため、都民や農林

漁業者等のニーズに的確に応えて試験研究を推進する。 

ア 農林水産試験研究外部評価委員会の開催 

  学識経験者を委員とする試験研究外部評価委員会を開催し、専門的な見地から、試験研究

に対する評価及び指導・助言を受ける。 

イ 研究成果合同発表会 

    試験研究機関等が実施した研究等の成果を、わかりやすく都民に提供することで、都民が

農林水産業に対する理解を深める一助とする。 

(2)  農林総合研究センターの運営 

ア 試験研究  41テーマ 

  イ 管理運営及び施設整備等  

(ｱ) 立川庁舎〔立川市〕 

(ｲ) 青梅庁舎〔青梅市〕 

(ｳ) 江戸川分場〔江戸川区〕 

(ｴ) 日の出試験林〔日の出町〕    

(ｵ) 日原試験林〔奥多摩町〕 

 

 園芸技術科 

 ⽣産環境科 

 畜産技術科 

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ổ 

 緑化森林科 

 江⼾川分場 

東京オリジナル品種の開発・育成、農産物の⽣産性
向上・⾼品質化技術の開発を⾏う。 

農産物の安全性確保、⼟壌の適正管理技術、病害⾍
防除管理技術の開発を⾏う。 

東京ブランド畜産物の開発・育成、畜産物の⽣産性
向上・⾼品質化技術の開発を⾏う。 

都市緑化技術 ・都市環境改善技術、豊かな森づくり
の技術の開発を⾏う。 

江東地域における⾼度集約型栽培技術・地域特産作
物の安定⽣産技術の開発を⾏う。 

 研究企画室 

  スマート農業推進室 
ＩｏＴ、ＡＩ等の先進技術を活⽤した東京型ス
マート農業の技術開発を⾏う。 

研究の総合企画・評価・情報発信・成果還元等を
⾏う。 
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 (3)  （公財）東京都農林水産振興財団の運営 

   農林水産業の担い手となる後継者の確保・育成や農林水産業の振興、森林の保全整備及び緑

化推進事業等、行政を補完し、弾力的かつ機動的な施策展開を行うために設立された（公財）

東京都農林水産振興財団の管理運営に必要な経費を補助する。 

(4) 島しょ地域農業振興プロジェクト 

持続可能な島しょ農業を実現するため、担い手の確保・育成に係る支援や就農情報の発信を

実施するとともに、協同組織の体制強化のために専門家による講習会の開催など、関係機関と

連携して島しょ地域の農業振興を推進する。 

(5) 島しょ農林水産総合センターの運営 

ア 試験研究  ６テーマ 

  イ 管理運営及び施設整備等  各事業所〔大島町・三宅村・八丈町〕 

 

６ 緑化推進（農業振興課） 

 苗木の生産供給 

東京を緑豊かな都市とするため、公共事業や公共施設などの緑化を推進するとともに、緑化用

の苗木の生産を行うことで、市街化区域内及び市街化調整区域の農地の保全を図る。また、「緑施

策の新展開」、「東京都環境物品等調達方針」等に基づき、都の環境関連施策に対応した供給を行

う。 

(1) 苗木の育成：48 万本（令和３～令和６年度購入分） 

(2) 苗木の供給：15 万本（令和３～令和５年度購入分） 

 

７ 農林災害復旧（農業振興課） 

 農地災害復旧等 

田、畑、農道、かんがい施設等を対象として、台風、地震などによる被害を復旧する。あわせ

て災害の発生を未然に防止する。 

(1) 農地及び農業用施設災害復旧 

(2) 農地防災：農業用河川工作物応急対策事業 令和７年度該当なし 

       ：ため池一般型工事（ため池改修）八丈町 

        ：実施計画策定事業 令和７年度該当なし 

：用排水施設整備工事 令和７年度該当なし 

 

８ 小笠原振興（農業振興課・食料安全課・調整課・島しょ農林水産総合センター） 

(1) 小笠原農業基盤整備 

農道・かんがい施設などの農業基盤施設を整備し、父島・母島の農業振興を図る。 

令和７年度は、父島及び母島において農業用水槽各１基（計２基）について改修工事を実施

するとともに、前年度までに設置したかんがい用貯水施設の供用開始に向けた付帯施設整備を

実施する。 
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(2) 島しょ地域等における農業のＤＸ推進事業 

島しょ地域における貴重な水資源の適正管理、災害発生の防止、移動手間の負担軽減を図る

ため、デジタル技術を活用した畑地かんがい施設について支援する。 

(3) 地理情報システムを活用した島しょ農業基盤ＤＸ推進事業 

遠隔地にある農業基盤施設について維持管理の省力化や緊急時対応の迅速化を図るため、地

理情報システムを導入した施設管理体制の整備を進める。 

(4) 小笠原農業生産流通対策 

台風等による農作物被害を軽減するとともに、農作物の生産性向上と高品質化を図るため、

農業協同組合の施設整備を行う。 

 (5) 硫黄島旧島民定住促進対策 

母島蝙蝠谷地区において農業生産基盤を整備（平成３年度～８年度）し、硫黄島及び北硫黄

島旧島民の営農による定住（移住）を促進してきたが、旧島民による生産組合の解散により、

平成29年度をもって営農による定住支援は終了した。母島蝙蝠谷地区の土地を有効利用し、小

笠原の農業振興に活用するため、平成30年度から再整備を進め、平成30年度から令和６年度ま

でに18区画（計23,045㎡)を村に有償で貸し付け、農業利用に供している。 

 (6) 植物防疫 

    植物防疫法に基づく指定害虫の防除、特に被害の大きいアフリカマイマイの総合的な防除法

の確立及び、ミカンコミバエの再侵入防止のための警戒調査を実施する。 

(7) 亜熱帯農業センター・営農研修所の運営（総務局所管） 

ア 亜熱帯農業センター 

   (ｱ) 試験研究  ６テーマ 

  (ｲ) 管理運営及び施設整備等 

イ 営農研修所 

(ｱ) 研修会(基礎・ほ場)、巡回指導、営農指導  

(ｲ) 管理運営及び施設整備等 

 

９ 産業労働施設整備 

(1) 青梅畜産センター施設整備 

東京ブランド畜産物の種畜の供給拠点である青梅畜産センターの施設を改修し、将来にわた

る畜産物の安定供給と畜産経営の安定化を図るとともに、都民の食に対する興味・関心をより

一層促していくため、家畜とのふれあい体験等が行える食育機能も充実させていく。 

(2) 農林総合研究センター施設整備 

 農林業に関する試験研究を効率的に推進するため、施設・機器等の整備を行う。 
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第２ 林業の振興 

 

森林計画の策定や森林づくりの推進、森林産業の育成等に向けた施策及び林業者・都民に対する各

種情報提供や、調査研究等を実施する。 

 

１ 森林計画及び情報提供等（森林課） 

(1) 森林計画の策定等 

ア 森林計画 

    木材等林産物の安定供給と森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、市町村が定め

る市町村森林整備計画の規範となる森林整備の方向を明らかにする。 

イ 森林審議会 

    地域森林計画の樹立、林地開発許可、保安林解除等の案件を審議する。 

ウ 東京の林業振興に向けた専門懇談会 

  東京の森林・林業の課題に対し早急に取り組むべき事項等について、専門家等から出され

た意見を参考に、都の施策を取りまとめる。 

エ 森林情報基盤整備 

  航空レーザー計測で得られた高精度な地形や森林のデータ等を、市町村、林業事業体と共

有し、森林整備や林業経営に有効活用するためのシステムの円滑な運用を図る。 

(2) 森林事務所の運営 

   森林事務所の管理運営及び建物維持管理を行う。 

 

２ 森林づくりの推進（森林課） 

(1) 造林対策 

  ア 造林対策 

     森林資源の造成及び森林の持つ公益的な機能の確保のため、人工造林、保育等に対する補

助を実施する。また、高品質な木材を生産していくため、きめ細かな保育管理に対する補助

を実施する。 

   イ 間伐対策 

   間伐、森林作業道整備、間伐材搬出に対する補助を実施する。 

区   分 補助対象面積 実 施 主 体 

造 林 事 業 

 

人 工 造 林  4.00ha 森林所有者 

林業事業体 

市町村 等 

保 育 等 21.00ha 

間 伐 事 業 間 伐  370.00ha 

    計  395.00ha 

   ウ 都行造林管理 

   都行造林の保育及び管理を行う。 

- 209 -



 

 

(2) 間伐材供給促進事業 

   多摩産材の供給量を増やすため、搬出間伐のための作業道の作設支援や搬出間伐に特化した

林業機械の導入等に対する補助を実施する。 

(3) 東京の森林魅力アップ事業 

  ア 森林資源を活用した魅力創出事業 

多摩地域の森林の魅力をさらに引き出すため、良好な景観の支障となっている立木を伐採し、

園地整備を行うことで、森林の恩恵を受けられる環境を整えるとともに、地域の活性化を促進

する。 

   イ 島しょ観光資源・林産物生産振興事業 

伊豆諸島・小笠原諸島において、各島の魅力を引き出すため、景観の向上等に資する森林整

備や、有用広葉樹の育成を促進するための伐採等を行う。 

(4) 分収林事業の推進 

    森林の土地所有者と（公財）東京都農林水産振興財団の二者又はこれに育林費用負担者（森

のオーナー）を加えた三者が共同で育林し、伐採収益を一定の割合で分収する分収林の保育及

び管理を行う。 

(5) 保安林管理 

保安林及び都有林を適切に管理することなどにより、それぞれの森林が持つ機能の強化を図

る。 

ア 保安林管理：保安林の指定、解除、指定施業要件の変更、標識の設置、伐採許可、台帳の

整備等 

イ 都有林管理：林内歩道改修、境界刈払、標柱整備等 

   ウ 保安林整備：標識設置、森林保育整備、歩道改修、境界刈払等 

  (6) 新たな手法を活用した保安林整備事業 

    都有保安林においてヘリコプター集材を導入し、遠隔地での森林整備を推進する。 

(7) 種苗確保等 

     林業種苗法に基づき、優良な種苗の供給を確保するため、採種園等の維持管理を行う。ま

た、花粉対策を進めるため、花粉の少ないスギ・ヒノキの採種園の整備、種子採取、樹齢１年

生の幼苗生産費の補助等を行う。 

(8) 森林循環に資する花粉発生源対策 

利用期に達したスギ・ヒノキ等人工林における主伐事業に加え、都民ボランティアの活用

など、総合的に森林循環を進め、花粉削減と多摩産材の安定供給を図る。 

   ア 主伐事業 

花粉の少ないスギ・ヒノキ等への伐採更新及び保育に加え、民間の主伐実施促進のため、伐

採された木材の運搬経費を補助する。 

   イ とうきょう林業サポート隊 

都民ボランティアとの協働による森づくりの場として、主伐事業地を活用し、将来の林業担

い手の確保・育成につなげる。 
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   ウ スマート立木計測システム導入事業 

     最新のレーザー計測技術の活用により、立木調査業務の効率化を図る。 

(9) 低コスト森林施業の推進 

コンテナ苗の導入に関する調査分析や、低コスト森林施業モデル調査を行う。 

(10) 林道事業 

森林資源の高度利用を促進し、林業経営の安定及び適切な森林管理を行うために林道を開

設する。また、既設林道の機能向上と交通の安全を確保するため林道の改良を行う。 

ア 林 道 開 設：２路線 

イ 林 道 改 良：14路線 

ウ 林 道 維 持 管 理：83路線 

エ 林 道 高 規 格 化：０路線  

オ 林道整備促進事業：４路線 

(11) 治山事業 

山地荒廃の復旧・予防、水源かん養、森林環境の整備を行い、国土の保全を図る。 

ア 公 共 治 山：０箇所 

イ 都 単 治 山：９箇所 

ウ 治山施設機能保全：12箇所 

エ 治山調査委託事業：全体計画調査、測量、設計 

(12) 森林経営効率化支援事業 

境界明確化等の現地調査及び確認・測量及び森林所有者への説明会開催などの経費について

補助を行う。 

(13)  伐採を促進する契約合意支援事業 

伐採等の森林整備を促すため、経営・管理をしていない森林について、専門家の活用により

所有者を特定し、境界を明確にする。 

(14) 森林保全におけるシカ害対策 

ア シカ害防止対策 

東京都第二種シカ管理計画に基づきニホンジカの管理捕獲を実施する。 

【実績】 

項 目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

シカ捕獲 887頭 

（内一般狩猟304頭） 

982頭 

（内一般狩猟347頭） 

965頭 

（内一般狩猟271頭） 

  イ シカ害造林地対策事業 

森林における多摩地区のシカ被害軽減のため、管理捕獲に加え、ＩＣＴを活用した箱罠によ

る捕獲等、新たな捕獲対策を導入する。 

(15) 搬出困難箇所における森林整備事業 

人家や公共施設等に隣接する森林においては、木材の搬出が困難であることから、花粉発生

源対策の更なる促進や防災機能強化のため、森林の整備に対する補助を実施する。 
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３ 森林産業の育成（森林課・調整課） 

(1) 林業普及指導 

地域林業を振興するため、林業に関する技術及び知識の普及指導、林業後継者の育成を行う。

また、森林の公益的機能・林業の社会的役割の重要性について、都民にＰＲする。 

(2) 木材利用対策 

環境保全と経済発展を調和させた「持続可能な森林経営」の実現に向けて、木材産業を育成

強化する。また、消費者に普及啓発を行うとともに、木材安定供給に向けた体制を整備し、木

材需要の拡大を図る。 

   ア 木材需給対策情報事業 

木製材業に従事し、その発展に寄与した模範従業員の表彰等により、勤労意欲の向上及び

後継者の育成を図るとともに、業界の健全な発展に資する。 

   イ 木材利用普及啓発強化推進事業 

         木や木造住宅の良さ、木材の重要性を都民にＰＲし、木とふれあう体験や木製品の展示即

売等を通じて森林資源に対する正しい理解を求めることで、木材需要の拡大を図る。 

(3) 「とうきょうの木」ブランド推進事業 

東京の木 多摩産材認証協議会により「とうきょうの木」ブランドの付加価値を確立し、Ｐ

Ｒを強化して需要拡大を図るとともに、多摩産材を適正に管理する体制を整備することで、需

要に対応できる供給体制を構築する。 

(4) 多摩産材の利用拡大 

都民共通のかけがえのない財産である多摩の森林の循環に資するため、多摩産材の利用拡大

を推進し、多摩の林業・木材産業の活性化を図るとともに、木の良さや多摩産材を使う意義を

普及ＰＲする。 

ア 多摩産材の公共利用の促進 

都民が利用する都有施設等において多摩産材の利用を進め、木の良さや、多摩産材を使う

ことの大切さを普及ＰＲする。 

(ｱ) 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト 

多摩産材と触れあえる場を創出するため、区市町村における公共施設のモデル的な内装

木質化・什器導入等を支援する。 

(ｲ) 公共施設木質空間創出事業 

都民が利用する都関連施設において、多摩産材什器等を整備し、木の良さや魅力を発信

することで、多摩産材の認知度向上と区市町村や民間への波及を図る。 

イ 多摩産材の民間利用の促進 

(ｱ) 多摩産材利用啓発推進事業 

多摩産材を使った家づくりを行う団体等に対し、多摩産材の良さや多摩産材を使った家 

づくりを普及啓発するための活動経費を支援する。 

(ｲ) 森林吸収源機能評価 

とうきょう森づくり貢献認証制度に基づき、森林や木材の二酸化炭素吸収量等を評価・
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認証し「見える化」することで、都民や企業等の木材利用と森林整備への参加を促進する。 

(a) 森林整備による二酸化炭素の吸収量を認証 

(b) 木材利用による二酸化炭素の貯蔵量を認証 

(ｳ)  にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業 

商業施設等のＰＲ効果が高い施設への多摩産材利用を推進する。 

   (ｴ) 建築物木材利用促進協定 

      事業者等と協定を締結し、建築物における木材利用を促進する。 

ウ 多摩産材の供給体制整備 

   (ｱ) 多摩産材情報センターの運営 

多摩産材の製品や調達方法等の情報を一元化し利用者へ提供するなど、供給者と利用者

をコーディネートする組織を運営する。 

   (ｲ) 多摩産材需給情報システムの運用 

      伐採出材情報及び多摩木材センターの市売り情報の収集・提供を実施する。 

(ｳ) 木材加工流通施設等の整備支援事業 

多摩産材の利用を一層推進するため、生産性や品質の向上を図る製材業等の施設整備に

係る経費を支援する。 

(ｴ) 多摩産材流通拠点の整備 

多摩産材の安定供給に向けた体制を整備するため、多摩産材取扱原木市場における供給

量拡大に向けた取組に係る費用を支援する。 

(ｵ) 多摩産材の販路拡大支援事業 

都内の製材業者が多摩産材を出荷する際の輸送費の一部を支援する。 

  (ｶ) 製材業供給力強化事業 

多摩産材製材品の供給力強化のため、製材業者の実態把握及び外国人材の受入れに向け

た課題等を調査するとともに、ＪＡＳ認証取得や労働安全衛生対策に係る経費を支援する。 

(5) 中・大規模建築物等の木造木質化促進事業 

ア 中・大規模建築物の木造木質化支援事業 

  木造の中・大規模建築物の建築促進に向け、設計や施工にかかる経費への支援を行う。 

イ 木造木質化を担う建築士の育成事業 

  中・大規模建築物の構造や内装等の実践的な知識を得られる講習会を開催し、非住宅木造

木質化建築を担う建築士を育成する。 

  (6) 共存共栄による国産木材の魅力発信事業 

ア 国産木材の魅力発信拠点の運営 

多摩産材をはじめとした国産木材の魅力と、木を使うことの意義を、民間企業等に普及・

ＰＲする常設展示拠点「ＭＯＣＴＩＯＮ」を運営する。 

   イ 多摩産材の情報発信拠点の運営 

多摩産材に関する情報を、相談窓口や製品の展示機能を備えた情報発信拠点「ＴＯＫＹＯ 

ＭＯＫＵＮＡＶＩ」において、ビジネスユーザー及び一般消費者向けに広く発信する。 
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ウ 日本各地との連携による国産材利用推進 

(ｱ) 木材製品展示会の開催 

日本各地の木材を取り扱う建材・什器メーカーや団体等が出展する木材製品展示会を、

東京ビッグサイトとオンラインで同時開催し、建築関係者や行政、商社等との商談の機会

を提供する。また、消費者を対象とした国産木材製品の展示販売等も併せて実施する。 

(ｲ) 木材利用建築物のコンクール 

   国産材を活用したモデル的な都内の建築物を表彰し、広く紹介することで、木材利用へ

の機運を高める。 

(7)  林業先進技術導入事業 

東京の森林において、先進技術による林業機械等の導入支援等を行う。 

 (8) 木育活動の推進 

次世代を担う子供たちを中心に木育事業を実施し、森林や多摩産材への理解を深め、森づ

くりに対する意識の醸成を図る。 

ア 木育推進事業  

(ｱ) 木育体験プログラム 

現場で、東京の森林・林業や多摩産材の素材生産から木材利用まで体験しながら学ぶ

プログラムを実施する。 

(ｲ) 多摩産材利用体験プログラム 

都内小学生を対象に多摩産材を使った木工・工作コンクールの実施や、都内の学校に

対し授業等で使用する副教材として多摩産材を提供する。 

    (ｳ) 東京の森林・林業を知る木育アドバイザー 

東京の森林・林業の情報を理解し、提供できる人材を都内の保育園・幼稚園や小中高

等学校等に派遣し、教育現場の各段階に応じたコンテンツを提供する。 

イ 木育活動支援事業 

(ｱ) 情報提供支援 

東京の森林・林業について学ぶことができるインターネット教材の提供や木育関連セ

ミナーを実施する。 

(ｲ) 助成支援 

都内の保育園等が行う木育活動や内装木質化等整備を支援する。また、多摩産材を使

った木育活動を行う団体に対しイベントへの出展費用等を支援する。 

ウ 東京の森林を支える未来の担い手育成支援事業 

未来の林業の担い手育成を図るため、全国育樹祭を契機に結成された緑の少年団が行う

森林づくり等の活動を支援することにより、東京における森林への理解を深める。 

(9)  林業労働力総合対策事業 

林業労働力の確保のため、林業技術者の確保・育成や、林業経営体等の強化、林業労働力の

把握などを総合的に推進する。 

ア 林業技術者の確保・育成 
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都内の森林整備を担う技術者を育成するため、新規就労者への基礎的研修から多岐にわた

る専門技術の習得まで、レベルに応じた研修を実施する。 

イ 林業経営体等の強化 

林業経営体等の経営基盤を強化し、林業技術者の雇用の維持・安定化を図るため、林業経

営体等に対し、経営の拡大・多角化に係る経費、装備等の支給経費、キャリアアップの経費

などの助成を行う。 

ウ 林業労働力の把握 

森林整備に係る林業労働力の確保に向け、都内外の労働力の実態把握を行うとともに、他

県事業者に都内での森林整備事業の情報提供等を行う。 

(10) 林業機械化促進事業 

林業の生産性の向上による多摩産材の供給体制を強化するため、先進技術を搭載した林業

機械等の導入経費に助成を行う。 

(11)  伐採・搬出技術者育成事業 

    森林循環に必要な主伐を行うため、木材の伐採・搬出技術者の確保育成に向け、伐採・搬

出といった高度な技術を習得する研修を行う。 

(12)  農林水産物認証取得支援事業（林業） 

多摩産材の販路を維持・拡大し、ＳＤＧｓを推進するために、森林管理者・木材加工流通

事業者への森林管理及びＣｏＣ（木材加工流通過程の管理）の認証取得等に要する費用を支

援する。 

(13) 東京の森活性化事業 

     東京の森林に対する機運醸成を図るため、「多摩の森」活性化プロジェクト推進協議会等の

運営や各自治体における木材利用の促進及び普及啓発を支援する。 

(14) 山しごと普及啓発促進事業 

東京の森林・林業の役割や重要性の普及啓発と、それを守り育てる林業技術者の認知度向

上を図るための体験型イベントを実施する。 

   (15) 木の街並み創出事業 

外壁や外構に木材を用いることで、木の良さや木を使うことの大切さを普及ＰＲし、多摩

産材をはじめとする国産木材の利用拡大を図るとともに、森林整備の促進につなげていく。 

（16) 林産物生産支援事業 

  ウッドショック等の影響により林産物の生産に係る資材費が高騰していることを踏まえ、 

原木の搬出等に要する経費の一部を支援する。 

 （17) 木材利用ポイント事業 

木材の需要の喚起やゼロエミッション東京の実現に向け、多摩産材及び国産木材を利用し、 

住宅を新築・リフォームをした建築主に対して、東京の特産物等と交換できるポイントを交

付する。 

 (18) 林業金融 

ア 林業近代化資金利子補給 
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(ｱ)  資金の種類  林業・林産業経営資金、林業・林産業用機械・施設資金他 

(ｲ)  対 象 者  林業者、森林組合等 

(ｳ)  融 資 枠  4,000 万円（一般 3,000 万円 災害 1,000 万円） 

(ｴ)  貸付限度額  個人 600 万円  団体 4,000 万円 

(ｵ)  償 還 期 間  ５年 

(ｶ)  利子補給率  1.25％（令和７年５月 19 日現在） 

イ 木材産業等高度化推進資金貸付（間接金融制度） 

(ｱ)  資金の種類    林業経営高度化推進資金、素材生産等促進資金 

(ｲ)  対 象 者  林業者、森林組合等 

(ｳ)  融 資 枠  4,820 万円 

(ｴ)  貸付限度額  林業経営高度化推進資金 4,400 万円 

           素材生産等促進資金   420 万円 

(ｵ)  償 還 期 間   １年 

(ｶ)  利子補給率  なし 

ウ 林業・木材産業改善資金助成会計繰出（林業・木材産業改善資金） 

(ｱ)  資金の種類  林業・木材産業改善資金 

(ｲ)  対 象 者  林業者、森林組合等 

(ｳ)  融 資 枠  5,000 万円 

(ｴ)  貸付限度額  個人 1,500 万円、会社 3,000 万円、会社以外の団体 5,000 万円 

(ｵ)  償 還 期 間  10 年以内 

(ｶ)  利子補給率  なし（無利子資金） 

 

４ 農林災害復旧（森林課） 

   林道・治山災害復旧 

台風・豪雨などにより被災した林道、治山施設、荒廃森林の復旧を行う。 

(1) 林道災害復旧（単）：16箇所 

(2) 治山施設災害復旧（単）：３箇所 

 (3) 林地荒廃復旧（公）：１箇所 

(4) 林地荒廃復旧（単）：10箇所 
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第３ 水産業の振興 

 

水産業の振興計画の策定や漁業資源の管理、漁業生産流通基盤の整備や漁業経営の安定に向けた施

策並びに水産業者・都民に対する各種情報提供や調査研究等を実施する。 

 

１ 漁業資源の管理（水産課・島しょ農林水産総合センター） 

(1) 漁業調整委員会の運営 

漁業者を主体とする漁業調整機構の運用により、水面を総合的に利用し、漁業生産力の発展

と漁業の民主化を図る。 

ア 東京海区漁業調整委員会 

漁場の秩序や各種の漁業調整を漁民の総意に基づいて行う目的で、都道府県に設置されて

いる行政委員会で、知事に当該海区の区域内における漁業権の免許、許可等について意見を

述べ、入漁権の設定、変更、消滅の裁定など、漁業に関する事項を処理する。     

イ 東京都内水面漁場管理委員会 

内水面における漁業生産力の発展と漁場利用の調整を図るため、遊漁規則の変更などの必

要事項を、本委員会において審議する。また、うなぎ種苗の特別採捕許可方針、河川放流魚

の増殖計画の策定や禁漁区などの指示を行う。 

(2) 漁業調整等 

   ア  漁業調整対策 

東京都海面及び内水面における漁業権の免許、入会漁業の調整、漁業許可等の事務を行い、

漁業秩序の維持を図る。 

 イ 漁場利用調整対策 

       東京都海面及び内水面における漁業と親水レクリエーション（遊漁、ダイビングなど）と

の紛争を防止し、漁場の円滑な利用のための調整を行う。 

   ウ 漁船登録 

法に基づき、漁船の登録・変更・抹消、建造許可、トン数の測度などの事務を行う。 

 (3) 漁業取締 

    漁業関連法に基づき、無許可操業、禁止区域及び禁止期間等の違反を対象に、指導船、航空

機、大型船を活用し、漁業取締を実施する。また、国の役割である外国漁船の取締について国

と連携し監視を行う。 

(4) 水産資源利用の持続化推進 

漁業法の下、資源の状態を正確に把握、評価するとともに、資源評価の結果を漁業者に提供

し、漁業者の理解の下で、資源の持続的利用を推進する。 

ア 漁獲努力量管理 

資源の持続的利用の手法として、漁獲努力量管理を実施するとともに、漁業者の取組を支

援する。 
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 (ｱ) 資源管理協定策定指導 

(ｲ) 漁業収入安定対策 

(ｳ) 資源管理措置促進・指導協議会 

(ｴ) 資源評価の精度向上に向けた試験調査 

イ  漁獲可能量管理 

資源の持続的利用の手法として、漁獲可能量管理（ＴＡＣ）を実施し、資源管理方針の策定

と漁業者への指導を実施する。 

  (ｱ) 資源管理方針作成 

  (ｲ) ＴＡＣ管理、指導 

ウ  水産資源利用の持続化推進に向けた漁業取締 

資源の持続的利用を図る手法である漁獲努力量管理と漁獲可能量管理の実効性を担保する

ため、資源管理対象魚種を操業対象とした漁業取締体制を強化する。 

(ｱ) 航空機 

(ｲ) 大型傭船 

   エ フィッシュタグによる骨太の資源管理推進 

     漁業者の協力のもと標識放流調査の充実を図り、資源評価精度の向上に必要なデータを収

集する。 

 (5) 移動生態の解明に基づく資源管理型漁業の推進 

ハマトビウオの摂餌傾向に関する研究やキンメダイの回遊行動生態に関する研究、アカイセ

エビの回遊行動生態解析を大学等と連携して行い、精度の高い資源管理に繋げていく。 

  (6) ＤＸによる漁船操業情報収集事業 

精度の高い資源量推定の必須情報となる操業情報収集のためのシステムを構築し、資源管理

の取組の着実な推進を図る。また、当該システムを活用し、令和８年度からクロマグロに義務

付けられる漁獲情報伝達の仕組みづくりを行う。 

(7) 漁場環境保全対策 

  ア 漁場環境改善対策 

    河川における廃棄物の回収処理や、ウミガメの産卵場等における廃棄物の回収処理、カワ

ウによる食害の防止対策等を行う。 

イ ＤＸによる内水面漁業被害軽減手法の開発 

カワウにＧＰＳデーターロガーを装着し、得られた位置情報等を解析し、行動範囲を把握

することで、効果的な被害軽減手法を開発する。   

ウ 漁場環境監視指導 

漁場環境の監視及び情報の収集を行い、被害発生時には漁業者等に対し、緊急に措置すべ

き事項を指導する。 

   エ 貝毒安全確保対策 

         東京内湾、河川において、アサリ、シジミ等の二枚貝類を採取し、下痢性及び麻痺性貝毒の

検査を実施する。 
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   オ 江戸前アユ資源を増やし活用するための支援事業 

アユ産卵親魚の放流や遡上アユの有効活用に向けた内水面漁協の取組を支援するとともに、

江戸前アユ資源を有効に活用する手法について検討調査を行う。 

   カ 魅力的な内水面漁場づくり支援事業 

禁漁区やキャッチ＆リリース区間の設定等による魅力的な漁場づくりや、電子遊漁券の導

入による釣り人の利便性向上など、内水面漁協の取組を支援する。 

   キ 演習に係る漁業補償調査 

         自衛隊・在日米軍の演習に伴う操業規制により生じた損失を国が補償するための基礎資料

となる漁獲高・操業状況などを調査する。 

(8) 栽培漁業の育成 

ア 栽培漁業センターの施設整備 

栽培漁業の種苗生産基地である栽培漁業センターの整備・改修等を行う。 

令和７年度該当なし 

イ 栽培漁業センターの運営等 

魚貝類の放流種苗の生産・供給を行い、島しょ地域における、稚貝等の放流と育成の場と

なる漁場整備、資源管理をあわせて実施する「つくり育てる漁業」を育成することで、漁業

者の経営安定と都民への新鮮な魚貝類の安定的な供給を図る。 

種苗の生産配付：アワビ、トコブシ、サザエ 

   ウ 栽培漁業センターの機能強化 

生産した種苗の放流、漁場造成や資源管理と連携した取組の方法、海洋環境保全や環境学

習、地域拠点としての取組など栽培漁業センターの機能強化に向けた施設設計を進める。 

エ 島しょ貝類陸上養殖事業化試験 

既存の漁協蓄養施設と栽培漁業センターで生産した貝類種苗を用いて陸上養殖の実証試

験を行い、養殖事業の事業化を図る。 

オ 奥多摩さかな養殖センターの運営 

     都内河川中上流域の水産資源の増殖と冷水性魚類養殖業の振興を図るため、養殖技術の改

良・普及、種苗の生産配付、魚病対策を行い、養殖業の経営安定を図る。 

発眼卵、春稚魚、秋稚魚の生産配付：ニジマス、ヤマメ、奥多摩やまめ、イワナ 

   カ スマート内水面養殖業推進事業 

     奥多摩さかな養殖センターにＡＩ機器を試験導入し、養殖作業の効率化を検証、都内養殖

業者への技術移転を目指す。 

(9) 漁場の荒廃・海の異変対策 

    サメ等による漁業被害の軽減対策を実施し漁家経営の安定を図る。 

  (10) 食害生物等追払い対策 

    イルカによる漁業被害を減らすため、火薬類を使用し地域が連携して行う追払いの取組を支

援する。あわせて、追払い活動で使用する火薬類の取扱いに際し必要な保安講習の開催経費を

補助する。 
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 (11) 持続可能な網漁業の推進 

     資源の状況を正確に把握した上で策定した資源管理協定に基づき、効率的な操業体制への転

換を図ることで持続可能な網漁業を推進することを目的とし、漁船試験操業調査を実施する。 

(12) 漁業と遊漁の共存に向けた資源管理体制の構築 

より効果的な資源管理施策の検討を行うため、遊漁に係る基礎的な調査を実施し、漁場や資

源の利用実態を明らかにする。 

(13) 漁協運営型陸上養殖プロジェクト 

水産業の振興と地域活性化に貢献するため、陸上養殖の分野で強みを持つ民間事業者等と連

携し、東京型の陸上養殖ビジネスモデルを創出する。 

  

２ 漁業生産流通基盤の整備（水産課・島しょ農林水産総合センター） 

(1) 漁業振興施設整備 

   ア 島しょ漁業振興施設整備 

漁業の生産性向上、近代化、合理化などに必要な施設等の整備を行い、島しょ沿岸漁業の

発展を促進し、漁業者の生活安定と地位の向上を図る。 

（令和７年度計画） 

(ｱ) 新   島：特産品物流センター改修（新島村）  

(ｲ) 神 津 島：燃油運搬車、貯氷施設改修、砕氷施設、荷捌施設改修工事設計（神津島漁

協） 

(ｳ) 三 宅 島：出荷運搬等車両（三宅島漁協） 

(ｴ) 八 丈 島：出荷運搬等車両（八丈島漁協） 

(ｵ)  小 笠 原：冷凍施設機械設備改修工事（小笠原母島漁協） 

   イ 内水面漁業振興対策 

    養殖マス類の生産・加工・流通基盤や釣り場等の整備等を行い、内水面漁業の振興を図る。 

 (2) 水産物供給基盤整備 

魚礁の設置、増殖場の造成など島しょにおける漁場の開発を総合的かつ計画的に実施する。 

（令和７年度計画） 

ア 漁場環境管理施設 

  漁場環境予測システムの管理運営及び改修等 

イ 漁場造成調査 

  漁場の評価と生産性向上対策及び造成漁場の効果把握調査 

  (3) 魚類等防疫対策 

農林水産省の定める水産防疫対策要綱に基づき、天然域のモニタリング調査や種苗生産施設

等におけるまん延防止対策のほか、今後発生が懸念される新たな魚類等の疾病について防疫対

策を行う。 
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３ 漁業経営の安定（水産課・調整課・島しょ農林水産総合センター） 

(1) 漁協指導等 

   都内漁協への経営改善等の指導を実施することにより、漁協の健全な発展を図る。 

(2) 漁協指導強化対策等 

    漁協の経営能力の向上と財務体質の改善を目的として設置された漁連指導室に対する補助

及び指導、信用基金協会の執行体制強化による信用保証事業の円滑な実施等への指導を行う。 

   ア 漁協指導強化対策 

         都漁連内に設置された指導室の一部経費を助成することにより、漁協系統団体の指導体制

の整備・強化を図る。 

   イ 漁業信用基金協会補助 

基金協会東京支所の運営経費の一部を補助することにより執行体制及び財務基盤を強化

し、信用保証事業の円滑な実施を図る。 

(3) 漁業経営革新プログラム 

    漁協の経営診断を実施するほか、外部専門家等の意見を参考に経営不振漁協に対する伴走型

特別指導等を行い、漁協の経営安定化を支援する。 

(4) 東京の漁業人材確保・育成事業 

漁業就業者の確保・育成を主導する東京漁業就業支援センター（東京フィッシャーズ・ナビ）

を中心に、助言・相談窓口の設置や担い手ごとのキャリアに応じた支援を行い、漁業者の確保

と技術力の向上を図る。あわせて、将来の東京の漁業を支える担い手を島外から募集し、育成

することを目的とした研修費や住宅費、資格取得（対象者：漁業者、漁協職員等）に係る経費

等の補助を実施する。 

(5) ぎょしょく普及事業 

東京の水産物や水産業を介した食育活動を積極的に展開することで、新鮮で安全・安心な東

京産水産物の魅力を都民に伝え、消費拡大につなげていく。 

(6) 東京産水産物生産・流通促進事業 

新たなニーズに合わせた商品開発や生産能力の強化、販路開拓などの経営力の強化や、食の

安全安心の確保・向上に向けた衛生管理体制の改善、生産品の品質向上に係る取組を支援する

ことで、水産業経営の安定化を図る。 

(7) ＴＯＫＹＯ魚食促進事業 

東京産水産物の理解を向上させるため、小中学生を対象とした出前授業や生産現場講習会等

開催の支援、調理講習会の開催等を実施する。 

(8) 東京産水産物の海外販路開拓 

販路の多角化の一環として東京産水産物を取扱う事業者が行う販売活動への支援を行うと

ともに、国際水産見本市への出展を実施する。 

(9) 農林水産物認証取得支援事業（水産業） 

ＳＤＧｓへの社会的な関心の高まりや、国際的な評価の向上、輸出の促進に向けＭＥＬ（マ

リン・エコラベル・ジャパン）などの国際認証の取得が求められているため、水産認証を希望
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する事業者に対して認証の取得、維持等について支援する。さらに、認証を取得した水産物が

円滑に流通ルートを確保できるように販路開拓等の支援を行う。 

(10) 離島漁業再生支援事業 

都内離島地域において漁業の再生に共同で取り組む漁業集落に対する支援を行う。 

ア 離島漁業再生支援事業 

漁業集落が行う漁場の生産力の向上に関する取組や、漁業の再生に関する実践的な取組を

支援することにより、離島漁業の再生を図る。 

  イ 新規就業者特別対策事業 

新規就業者が独立する際に必要な漁船や漁具のリース料を最長３年間補助し、就業にかか

るコスト負担の軽減を図ることにより、漁業への定着を促進する。 

(11) 島しょ漁業経営支援緊急対策事業等 

   ア 島しょ漁業経営支援緊急対策事業 

島しょ地域へ漁業用燃油を運搬する都漁連運搬船の運賃を補助することにより、漁業経費

の負担を軽減し、漁業操業の安定化を図る。 

    イ 島しょ漁業操業支援緊急対策事業 

      燃油購入経費の一部を補助することで、漁業者負担を軽減し、燃油価格の高止まりによる

操業への影響を抑制する。 

ウ 燃油価格高騰緊急対策 

国で実施している漁業経営セーフティネット構築事業において支払われる補てん金のう

ち、漁業者積立金取崩額の一部を補助することにより、漁業者の国事業への参加を促進し、

漁家経営の安定化を図る。 

   エ 漁獲物運搬特別支援事業 

     定期船の欠航や運航スケジュール変更等を原因とする貨物船のチャーター費用の一部を

補助することにより、漁業経費の負担を軽減し、漁家経営の安定に資する。  

(12) ＤＸによる漁協荷捌き作業効率化推進事業 

漁協事務の効率化及び適切な資源管理を推進するため、導入した情報処理機能付き選別機 

を用いて、データ収集及び解析を行う。 

 (13) スマート計量システム導入支援事業 

漁協事務の効率化及び資源管理の強化を図るため、ＤＸによる漁協荷捌き作業システムの

導入を支援する。 

(14) 漁業共済加入促進支援事業 

漁業災害補償法に基づいて国が行う漁業共済への加入を促進し、漁業経営の安定化を図る

ため、漁業共済加入に係る漁業者の掛金負担額の一部を助成する。 

(15) 東京の水産業振興に向けた専門懇談会の運営 

東京の水産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、その課題に的確に対応していくため、早急

に取組むべき事項について、東京都の施策へ反映させることを目的に、専門家等から意見を

いただく懇談会を設置し、運営を行う。 
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（16） 島しょ漁業資材高騰緊急対策事業 

    島しょ地域の漁業者が使用する出荷資材に要する経費の一部を支援する。 

(17) 内水面養殖用配合飼料価格高騰緊急対策事業 

    内水面養殖業者が使用する配合飼料購入費のうち、高騰分の一部を支援する。 

(18) 漁業金融 

 ア 漁業近代化資金利子補給 

(ｱ)  資金の種類  漁船資金、その他個人施設、共同利用施設等 

(ｲ)  対 象 者  個人他 

(ｳ)  融 資 枠  ４億 9,900 万円 

(ｴ)  貸付限度額  9,000 万円（漁船資金、個人、20ｔ未満） 

(ｵ)  償 還 期 間  １～20 年 

(ｶ)  利子補給率  1.25％（令和７年５月 19 日現在、例外あり） 

   イ 沿岸漁業改善資金助成会計繰出（沿岸漁業改善資金） 

(ｱ)  資金の種類  経営等改善資金、青年漁業者等養成確保資金 

(ｲ)  対 象 者  個人他 

(ｳ)  融 資 枠  4,700 万円 

(ｴ)  貸付限度額  2,500 万円（燃料油消費節減機器等設置資金） 

(ｵ)  償 還 期 間  ２～10 年 

(ｶ)  利子補給率  なし（無利子資金） 

 

４ 島しょ農林水産総合センターの運営（島しょ農林水産総合センター） 

(1) 島しょ農林水産総合センター試験研究   

漁業収益の向上、内水面漁協及び養殖業の経営安定化、水産資源の持続的利用の推進、都民

共有の海や川の多面的活用等を目的として、各種調査、試験、研究、漁業者への指導を行う。 

(2) 漁業調査指導等 

 漁業生産性の向上や漁業秩序の維持を図るため、海洋観測、資源調査、漁業取締、漁業調査

指導、漁海況予報、陸上無線局維持管理を行う。また、試験研究成果の普及啓発を図るため、巡

回指導や養殖衛生管理体制の整備などを行う。 

ア 漁業調査指導 

広域海域漁業調査指導（みやこ）、伊豆諸島北部海域漁業調査指導（やしお）、 

伊豆諸島南部海域漁業調査指導（たくなん） 

イ 漁海況予報 

海洋観測調査等、海の天気図発行 

ウ 陸上無線局維持管理 

無線局の運営による指導通信業務 

エ 普及指導 

巡回指導による担い手の確保と育成 
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(3) 島しょ農林水産総合センター維持管理 

  島しょ農林水産総合センターの管理運営及び施設の維持管理を行う。 

ア 本所〔港区〕 

イ 事業所〔大島町、八丈町〕 

 

５ 小笠原振興（水産課・島しょ農林水産総合センター・調整課） 

(1) 小笠原漁業基盤整備 

ア 小笠原漁業振興施設整備 

     後継者育成、流通体制の整備や、養殖漁業の振興等に必要な施設を整備する。 

（令和７年度計画） 父島：該当なし 

          母島：該当なし 

    イ 硫黄島関連漁業対策 

     自衛隊の施設設置により、漁業活動が制限されることに伴う損失分を漁業生産基盤等の整

備を図ることにより緩和し、漁業の振興と漁家経営の安定を図る。 

（令和７年度計画） 父島：漁船漁具保全施設 

              母島：漁船用補給施設 

(2） 沖ノ鳥島総合対策 

漁場の調査・分析等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 水産センターの運営（総務局所管） 

ア 試 験 研 究：３テーマ 

イ 漁業調査指導：海洋観測、資源調査、沖ノ鳥島調査、漁業取締 

【沖ノ⿃島位置図】 
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ウ 漁業調査指導船(興洋)の運航等 

 

６ 産業労働施設整備   

島しょ農林水産総合センター施設整備 

島しょ農林水産総合センターにおける試験研究及び漁業調査指導の充実と効率化を図るため、施

 設の整備を行う。 
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Ⅶ 雇用就業対策 
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特別就労対策

山 谷 地 区 就 労 対 策

持続可能な障害者雇用における業務開拓・実践事業

障害者就業推進事業

ＴＯＫＹＯ障害者マッチング応援フェスタ

チャレンジ雇用

中小企業障害者雇用応援連携事業

職場内障害者サポーター事業

分身ロボットを活用した新たな働き方の支援事業

（公財）東京都福祉保健財団城北労働・福祉センターに対する助成

企業に対する障害者雇用普及啓発事業

障 害 者 の 就 業 対 策

女性しごと応援ナビ

（アクティブシニア就業支援センター事業）

シニア就業応援プロジェクト

新たな時代のニーズに対応するためのシニアの再活躍応援講座

シルバー人材センター事業

重度障害者等の雇用対策

中小企業障害者雇用支援助成事業

レディＧＯ！Projectプラス

女性活躍推進企業等との合同就職面接会

若 年 者 の 就 業 対 策 若者ジョブマッチング事業

テレワークを活用した女性の雇用拡大事業女 性 の 就 業 対 策

若者正社員チャレンジ事業

学生就業体験支援事業

障害者安定雇用奨励事業

難病・がん患者就業支援事業

若年者の雇用就業支援

中高年の雇用就業支援

東京しごと塾事業

長期失業者等に向けたフォローアップ支援

オンライン就職面接支援事業

しごとセンターの多摩地域展開

キャリアチェンジ再就職支援事業

○施策の体系（令和７年８月１日現在）

雇用就業対策

東京都雇用･就業対策審議会等

地域における雇用・就業の促進

し ご と セ ン タ ー 事 業 の 推 進 しごとセンターの管理運営

高齢者の雇用就業支援

多様な働き方に対する支援

女性の雇用就業支援

就労困難者特別支援

デジタルスキル習得チャレンジ支援事業

中 高 年 の 就 業 対 策 ミドルチャレンジ事業

はつらつ高齢者就業機会創出支援事業高 齢 者 の 就 業 対 策

中小企業障害者雇用スタート支援奨励事業
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緊 急 就 職 支 援 事 業

プラチナ・キャリアセンターの運営

ミドルシニア人材パラレルキャリア構築支援事業

産業分野別ソーシャルファーム
推 進 事 業

プラチナ・キャリアセンター事業

東 京 都 地 域 人 材 確 保
総 合 支 援 事 業

ＴＯＫＹＯはたらくネットの運営

成 長 産 業 人 材 雇 用 支 援 事 業

ものづくり産業人材確保支援事業

業 界 連 携 再 就 職 支 援 事 業

中小企業しごと魅力発信プロジェクト

中小企業人財推進事業

奨 学 金 返 還 支 援 企 業 と の
マ ッ チ ン グ 促 進 事 業

ＴＯＫＹＯ特定技能Ｊｏｂマッチング支援事業

人材確保支援事業

中小企業の外国人材受入支援事業

ソーシャルファーム支援事業

ソ ー シ ャ ル フ ァ ー ム
認 証 審 査 会 等 の 運 営

ソーシャルファーム等に関する
普 及 啓 発 事 業

地域雇用就業促進対策会議

産 業 分 野 別 人 材 確 保 ・
就 職 促 進 事 業

就 職 チ ャ レ ン ジ 多 摩 事 業

ＤＸ・ＧＸ時代を担う専門・中核人材戦略センター事業

中 小 企 業 人 材 確 保 支 援

中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業

デジタル人材確保・就職促進事業

ＥＳ（社員満足度）向上による若手人材確保・定着事業

業界別人材確保強化事業

外国人社員とのコミュニケーション力向上支援事業

ソ ー シ ャ ル フ ァ ー ム へ の
インクルーシブ経営支援事業

雇 用 管 理 改 善 計 画 の 認 定

地 域 の 実 情 に 即 し た 雇 用 ・
就 業 情 報 の 収 集 ・ 提 供 等

 シニアプロフェッショナル人材再活躍支援事業
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争議調査

一般情報調査

労働情勢懇談会

ラ イ フ ・ ワ ー ク ・ バ ラ ン ス
推 進 事 業

中小企業労働条件等実態調査

外国人労働者の雇用環境等啓発事業

東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度

ライフ・ワーク・バランスＥＸＰＯ東京の開催

賃金退職金事情調査

東京の未来の働き方推進事業

非正規雇用に関する法令等普及啓発事業

非正規雇用アドバイザー制度

心の健康相談

労 働 相 談 ・ 指 導

男女雇用平等参画状況調査

労働相談・あっせん

就 職 氷 河 期 世 代 等
待 遇 向 上 支 援 事 業

働き方改革パワーアップ応援事業

就職差別解消促進企業啓発

資料・情報の提供

ＴＯＫＹＯはたらくネットの運営（再掲）

労働資料センターの運営

労働セミナー

自主的労働教育の支援

出張労働教育

職場における男女平等の推進

外国人労働相談支援事業

労 働 情 勢 調 査

労使関係総合調査

経済要求妥結調査

労働相談オンライン化事業

若 者 世 代 職 場 定 着 促 進 事 業

「手取り時間」創出・エンゲージ
メ ン ト 向 上 推 進 事 業

企業における「年収の壁突破」
総 合 対 策 促 進 事 業

中 小 企 業 の 賃 金 制 度 整 備 等
支 援 事 業

正規雇用等転換安定化支援事業

適正な労働環境の確保

労 働 知 識 の 普 及 ・ 啓 発

リスキリング・キャリアデザイン
応 援 事 業

男 女 雇 用 平 等 の 環 境 づ く り
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男 性 育 業 も っ と 応 援 事 業

テ レ ワ ー ク 等 普 及 推 進 事 業

働 き や す い 職 場 環 境 づ く り
推 進 事 業

働 く パ パ マ マ 育 業 応 援 事 業

男 性 育 業 促 進 に 向 け た
普 及 啓 発 事 業

家庭と仕事の両立支援推進事業

働 く 女 性 応 援 事 業

働く女性への総合サポート事業

育業によるパワーアップ応援事業

職 場 の メ ン タ ル ヘ ル ス
対 策 推 進 事 業

働 く 人 の 健 康 保 持 増 進 事 業

妊娠や子育て等の知識に係る
企 業 内 の 普 及 啓 発 事 業

ハラスメント防止対策推進事業

男 性 育 業 推 進 リ ー ダ ー 事 業

介 護 休 業 取 得 応 援 事 業

働く女性のウェルネス向上事業

団体連携によるカスタマーハラス
メント防止条例普及促進事業

サードプレイス活用促進事業

テレワーク導入実態調査

ＴＯＫＹＯシェアオフィス墨田の運営

テレワークとオフィス勤務のベストバランス推進事業

テレワークトータルサポート事業

ＡＢＷオフィス促進事業

キャリアとチャイルドプラン
両 立 支 援 事 業

女性管理職比率・男女間賃金格差
改 善 促 進 事 業

企 業 と 働 く 女 性 の キ ャ リ ア
パ ー ト ナ ー シ ッ プ 支 援 事 業

カ ス タ マ ー ハ ラ ス メ ン ト
防 止 対 策 推 進 事 業

テレワーク普及促進プロジェクト

「テレワーク東京ルール」促進事業
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勤 労 者 福 祉 の サ ー ビ ス 事 業
に 対 す る 支 援

労働衛生環境の改善助成

労政会館の運営

勤 労 者 生 活 向 上 の 推 進

フ リ ー ラ ン ス 就 業
環 境 整 備 支 援 事 業

東京都労働委員会委員の選任

中小企業従業員融資

自主的福祉活動の助成（メーデー実行委員会に対する助成）

東京都中高年勤労者福祉推進員の養成

中小企業退職金共済制度の普及啓発

勤労者福祉支援事業の助成

家内労働傷病共済制度

自主的福祉活動への助成

中小企業従業員融資（家内労働者融資）

家内労働法の普及・啓発等家 内 労 働 対 策

事業所のデジタル化推進事業
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求職者向け訓練（能力開発訓練）

多様なニーズに対応した職業能力の開発・向上　　  　

ものづくり技能の総合ポータル
サ イ ト 情 報 発 信 事 業

職人塾

東京みらいの名工育成プログラム

中小企業人材スキルアップ支援事業

女 性 向 け キ ャ リ ア チ ェ ン ジ
支 援 事 業

技能検定

東京都職業能力開発協会の助成

技能の振興

職業訓練指導員免許の交付及び試験の実施

競技大会等促進支援事業

公 共 職 業 訓 練 の 推 進

女性ＩＴエンジニア育成事業

民間における職業能力開発の促進

短期集中型資格取得支援訓練

も の づ く り ・ 匠 の 技 の 祭 典

デ ジ タ ル 人 材 育 成 支 援 事 業

育業中スキルアップ支援事業

保育支援つき施設内訓練

障害者技能競技大会（アビリンピック)に対する助成

一般社団法人東京都技能士会連合会の助成

ものづくり教育支援プログラム

建設人材育成事業（鉄筋コース・型枠コース）

女性向け委託訓練

職業能力開発センターの戦略的魅力発信事業

再就職促進等委託訓練

職場適応訓練

事業所のデジタル化推進事業

生涯職業能力開発事業等委託事業（広域団体認定訓練助成金）

事業内職業能力開発の振興

ものづくり等産業人材育成支援事業

団 体 連 携 型 Ｄ Ｘ 人 材
育 成 推 進 事 業

在職者向け訓練（能力向上訓練）

障害者職業訓練

技 能 振 興 事 業

職業能力開発センター事業の展開

Ｄ Ｘ 実 践 人 材 リ ス キ リ ン グ
支 援 事 業

成長産業分野へのキャリアシフト
等 支 援 事 業
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第１  審 議 会 等 

 

１ 東京都雇用・就業対策審議会等（調整課) 

(1) 東京都雇用・就業対策審議会 

知事の附属機関として、学識経験者委員・事業主委員・労働者委員による審議を行うこと

により、雇用及び就業の促進、職業能力の開発並びに労使関係の安定を図る。 

ア 委員構成等 

【委員合計】   24人以内 

学識経験者  12人以内 

事業主代表  ６人以内  ※事業主代表と労働者代表は同数 

労働者代表  ６人以内 

イ 任期 

２年 

ウ 所掌事項 

(ｱ) 雇用及び就業対策に関する事項 

(ｲ) 職業能力の開発に関する事項 

(ｳ) 労使関係の安定に関する事項 

(ｴ) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする事項 

エ 諮問事項と審議状況 

第１期 諮問事項「東京を再生させる雇用就業施策について」 

      平成 14 年 10 月 諮問 

      平成 15 年 ３月 中間のまとめ 

      平成 15 年 ７月 答申 

第２期 諮問事項「東京都におけるこれからの職業能力開発行政の基本的な方向及び講ず

べき施策について」 

      平成 16 年 12 月 諮問 

      平成 17 年 ７月 中間のまとめ 

      平成 17 年 12 月 答申 

第３期 諮問事項「社会ニーズの変化に的確に対応する雇用就業施策のあり方について」 

      平成 24 年 ２月 諮問    

平成 24 年 11 月 中間のまとめ 

      平成 25 年 ２月 答申 

(2) 公労使会議 

   2020 年に向けた実行プランに掲げた「新しい東京」を目指し、「セーフ シティ」「ダイバー

シティ」「スマート シティ」の３つのシティを実現するため、公労使が一堂に会し意見交換

を行う場を設ける。 
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(3) 東京都雇用対策協定運営協議会   

   知事と厚生労働大臣は、一層連携を強化し、協働して柔軟に雇用対策を推進するため、「東

京都雇用対策協定」を平成 27 年２月 10 日に締結した。 

この協定に基づき、事業計画の策定や事業の評価を行い、都と東京労働局が連携しつつ、

事業を効果的に実施することを目的として、東京都雇用対策協定運営協議会を設置する。 

 (4) 東京の雇用就業を考える有識者会議 

  雇用就業を取り巻く環境の変化に対して的確な対応を図るため、都における今後の雇用就

業対策の方向性や迅速に実施すべき施策等について、有識者との意見交換を通じて検討を進

める。 
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第２ 地域における雇用・就業の促進 

 

１ しごとセンター事業の推進（就業推進課）※事業の実施は、指定管理者である（公財）東京しごと財団に委任 

(1) しごとセンターの管理運営 

雇用のミスマッチを解消し、都民の雇用・就業の促進を図るため、若年者、中高年者、高

齢者及び家庭との両立を目指す女性を対象とした窓口を通じて、カウンセリングやセミナー、

能力開発などの就職支援を、ワンストップで提供する。 

◎東京しごとセンター 

〇ヤングコーナー（ジョブカフェ） 

・就職支援アドバイザーによるカウンセリング 

・ハローワークによる職業紹介 

〇ミドルコーナー 

・民間事業者によるキャリアカウンセリング、職業紹介 

・非正規対策事業 

〇シニアコーナー 

・高年齢者就業相談 

・ハローワークによる職業紹介 

〇総合相談 

・総合相談、専門相談、事業所相談、情報コーナー 

〇女性しごと応援テラス 

・民間事業者によるキャリアカウンセリング、職業紹介 

〇専門サポートコーナー  

・民間事業者による支援計画作成、プログラムの実施 

〇障害者雇用就業サポートデスク 

〇専門相談機関等 

・東京都労働相談情報センター 

・東京都労働資料センター 

・（公財）東京しごと財団 

・東京都福祉人材センター 

・東京都保育人材・保育所支援センター 

・東京都ひとり親家庭支援センター 

・東京都職業能力開発協会 

〇職業能力開発機関 

・中央・城北職業能力開発センターしごとセンター校  

職業訓練・各職業能力開発センターの案内・相談 

  

※東京しごとセンター・・・東京都しごとセンターのほか、福祉人材センターなどの関係機関
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も含めた仕事に関する多様なニーズにワンストップで応える施設

全体の愛称 

 

令和６年度東京都しごとセンター・東京都しごとセンター多摩利用実績 

（令和６年４月から令和７年３月まで） 

（単位：人） 

区分 
利用者数 

※①就職者数 
新規 再来 計 

ヤ ン グ 7,271 40,232 47,503 3,196 

ミ ド ル 11,853 88,889 100,742 6,049 

シ ニ ア 11,423 61,657 73,080 2,881 

女 性 ※②3,186 2,165 23,357 25,522 1,156 

専門サポート 235 6,013 6,248 109 

小 計 32,947 220,148 253,095 13,391 

総合相談 
専門相談・事業所相談 4,681  

多様な働き方セミナー等 26,196 

小  計 30,877 

合  計 283,972 13,391    

※①就職者数には、令和５年度以前の登録者で令和６年度に就職した者を含む。 

※②年齢別コーナー等の併用を含む「女性しごと応援テラス（多摩含む）」の新規利用者 

(2) 若年者の雇用就業支援 

若者の就職支援のために、東京都しごとセンターにヤングコーナーを設け、ワンストップ

サービスを展開する。各種セミナーやプログラム等によって職業意識の醸成を図るとともに、

個々の状況に応じたきめ細かな相談やカウンセリング、能力開発を提供することにより、若

年者を就業に結びつける。 

ア 様々な職業情報の提供 

各種就職情報に関するサイトを取り込んだポータルサイトや職業適性診断システムを組み

込んだ情報検索端末を設置するとともに、就職活動のノウハウに関する図書類や雇用関係情

報誌等を整備し、求職者へ提供する。 

イ 就職スキルアップ支援 

(ｱ) 就職支援アドバイザー（キャリアカウンセラー）の配置 

(ｲ) 出張型支援の充実強化 

地域の就労支援機関や教育機関等と連携して、しごとセンターのサービス（就業意識

醸成、就活ノウハウ等のセミナー、グループディスカッション、カウンセリング等）を

出張型で提供する。併せて新規登録を促し、来所を誘導する。 

(ｳ) 就活実践力養成講座 

就職に役立つ知識やスキルを学ぶことができる１回完結型のセミナーを年間通じて開

催する。 
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(ｴ) 能力開発コースの実施 

資格を活用した就職希望者等を対象に、資格取得を視野に入れた就職支援を実施する。 

(ｵ) 若年者就職力アップ事業 

社会人としての基礎的スキルや希望する職種に必要な職務能力が低く、無職又は非正

規雇用者として働く若者に対し、コミュニケーション等の基礎能力や職務能力を向上さ

せるためのプログラムを提供し、就職準備性の向上を図り、正社員就職を支援する。 

(ｶ) 若年者早期就職支援事業 

正社員として働くことの具体的イメージを持てないことや、就活ノウハウが不十分な

ため、やむを得ず無職又は非正規雇用者として働く若者に対し、短期間のグループワー

クと個別カウンセリング及びハローワーク飯田橋Ｕ－35 と連携したメニューを提供し、

早期の正社員就職を支援する。    

(ｷ) 新卒学生フォローアップ事業  

就活ルールの変更やコミュニケーション能力不足により、就職活動が進まない学生に

対して、就職活動の遅れを取り戻しながら本来の活動の流れに乗れるよう、しごとセン

ターオンライン登録へ誘導し支援につなげるとともに、仲間づくりやグループディスカ

ッション対策のためグループワークを主体とした短期集中型のプログラムを提供する。 

ウ 若者と企業のマッチング支援 

(ｱ) 合同就職面接会 

34 歳以下の若年者のうち、パート・アルバイトに従事する者又は働く意思のある無職

者で、常用雇用を希望する者を対象に、年４回、各回 15 社程度の小規模面接会を開催す

る。 

(ｲ) 合同企業説明会 

大企業志向等によるミスマッチ解消のため、若年者の採用に意欲的な中小企業と若年

者が交流できるプレマッチングの場を提供する。 

(ｳ) 中小企業見学 

新卒者等の中小企業の理解を促すため、(ｲ)の合同企業説明会に参加した企業に赴いて、

見学会を実施する。 

(ｴ) 合同企業説明会直前対策セミナー 

合同企業説明会を効果的に活用し、応募の促進につなげるための、直前対策セミナー

を実施する。 

(ｵ) 面接対策セミナー 

面接会等を通じた就職決定を支援するため、就職面接会の上手な活用方法（企業の回

り方）と模擬面接をセットにしたセミナーを実施する。 

(ｶ) 業界職種研究ライブラリーの設置 

情報提供アドバイザーによる企業研究や職種研究に特化したカウンセリングを実施し、

業界職種勉強会を開催する。 

(ｷ) 採用・育成サポートセミナー 

合同企業説明会等マッチング支援事業を通じた採用ノウハウを伝達するセミナーを実
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施する。また、早期離職防止のため、人材育成に力を入れている、あるいは離職率が低

い企業の社長等を講師に迎えセミナーを実施する。 

(ｸ) 採用・育成に関する好事例の提供 

若年者の採用や人材育成に関する企業の好事例を取材し、ライブラリー登録企業に対

してメールマガジンで配信する。 

エ 若者のキャリアデザイン支援 

 (ｱ) 就職支援アドバイザー（キャリアカウンセラー）の配置 

 (ｲ) キャリアデザインセミナー（就職活動中） 

就職する前に、自身の職業観や将来のキャリアデザイン、適性等について考え、業界

や企業研究を十分に行うなど、就職後のミスマッチを防ぐために必要なテーマを盛り込

んだセミナーを実施する。 

 (ｳ) 参加者交流会（就職活動中） 

    経営者や先輩社会人との意見交換や、同世代とグループワーク等を通して交流するこ

とで、自身のキャリアデザインを形成する一助とする。 

(ｴ) 社会人基礎プログラム（入社１年目） 

正社員として必要とされる基礎力をつけ、組織の中で働くことへの理解を深めるセミ

ナーを実施する。 

(ｵ) キャリア形成プログラム（入社２年目から３年目） 

仕事の応用力や職種ごとの課題解決力等、会社の業務内容と関連付けたテーマを設定

することで実践力を養うプログラムを実施する。 

(ｶ) 参加者交流会（入社３年以内） 

経営者や先輩社会人との意見交換により、キャリアプランを考える機会を提供する。

また、同世代とグループワーク等を通して交流することで、入職早期の孤立化を防ぐ。 

(ｷ) 育成担当者向け早期離職防止セミナー 

若手社員の教育の担い手となる育成担当者向けに、早期離職を防ぐためのノウハウを

提供する。 

(ｸ) 管理者向け早期離職防止セミナー 

管理職や経営者を対象に、若手社員の早期離職を防ぐためのセミナーを実施する。 

(ｹ) 早期離職防止ガイドブック 

研修メニュー、チューター制度等、早期離職防止のノウハウ等をまとめたガイドブッ

クを作成し、セミナー参加企業や関係機関等に配布する。 

オ 就活バックアップ支援 

大学等就職支援者及び新卒者等の保護者を対象とした事業を実施することで、新卒者等の

就職活動の間接的支援を促進する。 

カ 高校生向け就業意識啓発講座 

進路決定前の時期に、高校生の就業意識を醸成する内容の啓発講座を学校の要望に沿った

形で実施する。 

キ オンライン就職支援 
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特設サイトを設置・運営し、オンライン上でキャリアカウンセリング、セミナー及び企業

説明会等のサービスを提供する。 

ク 就活アプローチ事業 

(ｱ) ワークスタート支援プログラム 

働くことによる社会的自立が必要であるにもかかわらず、就職活動に踏み出せないで

いる若者を対象に、専門的なノウハウを有する機関を活用した支援メニューを実施する。 

(ｲ) 就労支援機関担当者向けセミナー 

若年者就業支援に直接携わるＮＰＯ法人等のスタッフに対してセミナーを実施すると

ともに、行政機関、ＮＰＯ法人等との連携強化を図る。 

(3) 中高年の雇用就業支援 

ア 中高年の雇用就業支援事業 

再就職を目指す中高年求職者に対し、多様な情報を一元的に提供し、民間事業者のアドバ

イザーが豊富な情報とノウハウを活かして、個別カウンセリングによる職業選択・能力開発

等のアドバイスから求人情報の提供、職業紹介まで一貫したきめ細かい就職支援を実施する。 

(ｱ) アドバイザーによる支援 

就職支援アドバイザー（キャリアカウンセラー）を配置することにより、求職者に対

する個別カウンセリングを実施し、今までの職歴や職業能力、今後の希望を踏まえた助

言・指導を行うとともに、求人情報等の提供から職業紹介までの支援を実施する。 

(ｲ) 求職活動支援セミナー 

雇用就業情勢等の情報提供と、本人によるキャリアの棚卸しを行い、今後の再就職活

動の目標設定、就職活動計画の設計及び具体的な求人情報の探し方や面接技法等につい

て学ぶセミナーを開催する。 

ａ 小規模セミナー 

自分の職業特性を分析し理解することで、就職活動の展開を考えていく「自己理解促

進」と、書類選考や採用面接での自己ＰＲ力を実践的に身につけていく「就職対策支

援」の２つのセミナーを実施し、就職活動に必要なスキルを身につけることを支援する。 

また、就職活動期間が長期になっている者を主な対象に、これまでの活動を振り返り、

効果的に活動を行うための「応募活動支援」セミナーを実施し、長期化する活動で低下

したモチベーションの向上を図る。 

さらに、自律的に就職活動を進めていくことができる利用者を対象に、グループワー

ク形式のプログラムを実施し、利用者の早期就業を支援する。加えて、転職を予定して

いる在職者向けのセミナーを土曜日に実施し、在職者の円滑な再就職活動を支援する。 

ｂ 大規模セミナー 

雇用就業情勢の十分な周知を行い、求職者に求人市場の現状確認を促すとともに、今

後の求職活動の進め方などを指導する。 

(ｳ) 能力開発コース 

求人市場で求められている能力を身につける短期の講座を実施する。 

ａ 再就職基礎講座 
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コミュニケーション能力の向上やキャリア開発を支援する講座を実施する。 

ｂ スキルアップ講座 

パソコンの操作経験が乏しい求職者を対象に、ビジネスで役立つパソコン操作に関す

る講座を実施する。 

ｃ 資格取得等支援講座 

資格を活用した就職希望者等を対象に、経理基礎知識、パソコン応用などの資格取得

を支援する講義を実施する。 

(ｴ) 雇用就業情報の提供 

求人情報等をインターネット上で検索できるようにし、求職活動に活用できる情報を

提供する。 

(ｵ) 就職氷河期世代等ミドル向け合同面接会 

就職氷河期世代等中高年求職者を対象に合同就職面接会をしごとセンター内外で開催

し、早期の就職決定に結びつける。 

ａ 大規模面接会（外部会場） 

利用者の未経験業界・職種への転換を含めた視野拡大を図るため、多様な求人企業を

集め、１日のイベントとして開催する。 

ｂ 小規模面接会（しごとセンター内） 

ミドルコーナーの基幹支援（カウンセリング・セミナー等）の支援フローの一環とし

て実施する。 

(ｶ) ミドルアフターのキャリアチェンジ支援 

より就職が困難と見込まれるミドルアフター層（45～54 歳）の早期就職を図るため、

きめ細かなサポートを行い、過去の職歴等にこだわらないキャリアチェンジを促すとと

もに、合同企業説明会や職場体験等の場を提供し、企業とのマッチングを後押しする。 

(ｷ) 非正規就業者向けアプローチセミナー 

非正規雇用歴等が長いミドル層を対象として今後の生活設計等を考えるきっかけとな

るセミナーを実施し、就労・正社員化に向けた具体的な行動を起こせずにいる人等を掘

り起こして、しごとセンターの正規雇用化支援に誘導する。 

(ｸ) ミドル版ワークスタート支援プログラム 

就職活動に入る手前の段階から支援が必要な中高年の就職困難層を対象に、就労準備

支援として、自信回復、職場で必要な基礎能力の付与及び就労体験等を組み合わせたプ

ログラムを提供し、働くことを通じて自立を目指すための第一歩を支援する。 

(ｹ) オンライン化対応 

セミナー等オンラインによる事業を実施する。 

イ 非正規向け特別支援 

非正規での就業経験が長く一貫したキャリア形成が十分でないことから、正社員就業の機会

を逸し、パート・アルバイトなどの非正規雇用を余儀なくされている求職者の正社員化を促進

するため、個々の状況に応じて受講できるプログラム等を提供し、早期就職を支援する。 

(ｱ) 非正規向け求職活動支援 
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ａ 非正規向け求職活動支援セミナーの実施 

正社員の就職経験が少ない求職者を対象に、求職活動に必要な情報（キャリアの棚卸

し、求人市場の現状と今後の活動方法など）を提供する。 

 ｂ 非正規向けパソコン講座の実施 

パソコンスキル等を付与し、職業人としてのスキルを高めることにより、円滑な就職

活動を支援する。 

(ｲ) 就活エクスプレス事業  

比較的早期での就職が見込まれる中高年求職者（30～54 歳）を対象に、就業意欲を醸

成し、就職活動を促進することを目的としたプログラムを提供するとともに、ジョブコ

ーディネーターによるマッチング支援を行い、早期就職を促進する。 

ａ グループワーク 

キャリアの振り返りや職場訪問による中小企業理解、応募書類作成等を行うグループ

ワークを実施するとともに、終了後は求職活動を受講者同士で支えあうフォローアップ

講座を定期的に実施する。 

ｂ 企業とのマッチング支援 

中小企業の採用や人材活用等に精通したジョブコーディネーターを配置し、個別の求

人開拓や正社員登用型求人の活用によりマッチングを支援する。 

ｃ 合同面接会 

非正規雇用経験者の正社員採用に意欲的な企業を開拓し、合同面接会を開催、マッチ

ングを促進する。 

ｄ 短期集中コース 

グループワークへの継続参加が困難な求職者に対しては、短期集中型セミナーを実施

し、正社員就職を支援する。 

(4) 高齢者の雇用就業支援 

高齢者への就業相談、人材開発コースによる能力開発や、ハローワーク飯田橋専門援助第

三部門（シニアコーナー）との連携による職業紹介を実施するなど、高齢者の雇用就業に関

する総合的なワンストップサービスを提供する。 

ア 高齢者向け相談の実施 

就業を希望する高齢者に対して、経験や職歴等の実情を踏まえた就業相談に応じ、ハロー

ワーク飯田橋専門援助第三部門（シニアコーナー）による職業紹介を通じた就職支援を行う。

また、必要に応じて、再就職支援ツールの価値観診断機能、キャリアプランニング機能を活

用する。 

イ 中小企業向け人材開発コース事業 

中小企業団体の協力により、業界に就職する上で必要な技能や基礎知識を短期間で習得す

るための人材開発コースを実施し、修了時に中小企業団体の傘下企業等との合同就職面接会

により就職を支援する。 

     ・コース実施 昼間 20コース 

・主なコース マンション管理員／ベビーシッター／保育補助員／ヘルパー／警備スタッ
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フ／医療・福祉施設食アシスタント など 

ウ 再就職活動支援セミナー等の実施 

高齢求職者の増加や求職者ニーズの多様化に対応するため各種セミナー等を開催し、セミ

ナー受講と就業相談やその他の支援制度等をリンクさせたきめ細かいサービスを提供する。 

・基本セミナー（「履歴書の書き方」「職務経歴書の書き方」「面接のポイント」など） 

・実践セミナー（「職務経歴の棚卸し体験」「面接のロールプレイング」） 

・就活スタート編（「高齢者雇用の現状」「高齢者ニーズの高い職種」など） 

・「就活応用」編Ⅰ（「経験者の成功談」「グループワーク」など） 

・「就活応用」編Ⅱ（「業界・職種の特徴」「ポイントと心構え」など） 

エ シニアの社会参加サポートプログラム 

地域のＮＰＯ活動や在宅ワーク等就業ニーズ多様化の動きが見られる一方で、基礎知識の

不足等を原因として多様な働き方に踏み出せない高齢者が多い。こうした高齢者に対して、

就業相談を行うとともに、基本的知識を整えるための事前セミナーを実施する。 

(ｱ) 就業相談 

企業での就業との具体的比較や就業支援ツールの活用により、より現実的な働き方を

高齢者自身が選択できるようにサポートする。 

(ｲ) セミナー 

就業相談に先立ち、ＮＰＯ就労や在宅ワークといった高齢者の活動実績が比較的高い

分野をテーマに、具体的活動内容や就業現場の状況等多様な働き方に関する基本的知識

を理解するためのセミナーとグループワーク形式の事業体験を実施する。 

オ シニアのパソコンスキルアップ講座 

シニアコーナー利用者のパソコンスキル向上を図り、円滑な就職活動に結びつけるため、

講座を実施する。 

カ 中小企業向けエキスパート人材開発プログラム 

高齢者が培った総合的職務遂行能力を活用し、経験と能力を持った高齢者が中小企業で活

躍できるよう人材開発プログラムを実施し、就職を支援する。 

キ 就業支援総合セミナー 

(ｱ) 定年退職後の働き方を考えるセミナー 

概ね 60 歳以上の高齢者を対象に、再就職活動のプロセスを網羅した内容に、高齢者 

特有の再就職状況を加味した総合的なセミナーを行い、退職後の様々な生き方や働き方

を選択する際に必要な情報や知識を付与し、高齢者の多様なニーズに対応する。さらに、

希望者には、後日、ライフプランの作成等について個別相談を実施する。 

   (ｲ) シニア予備群向け出張セミナー 

企業等に講師を派遣し、概ね 50 歳から 60 代前半の従業員（シニア予備群）を対象に、

退職後のキャリアビジョンや高齢期の働き方を考えるセミナーを実施することで、退職

後の再就職等に向け準備を始める意識啓発やアドバイスを行う。 

ク 65 歳以上のシニア対象職場体験事業 

65 歳以上の就業促進を図るため、企業側、高齢求職者側双方に、再就職の実情についての
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理解を促す職場体験事業を実施する。都内の中小企業等に対する高齢者の採用意向調査及び

個別訪問により、体験受入先を開拓する。最大３日間の体験後、ハローワークとの連携によ

り就業につなげる。また、今後は 70 歳以上のシニアの職場体験も一層促進していく。 

ケ 生涯現役社会推進事業 

現在就職活動を行っていないがきっかけがあれば就職に踏み出せる潜在的な求職者である

高齢者や、就職活動を行っているものの就職の決まらない高齢者を対象として、マインドチ

ェンジやキャリアチェンジを促す内容のセミナーを、東京労働局や地域のハローワークとの

連携により都内全域で実施する。 

コ オンライン化対応 

セミナー等オンラインによる事業を実施する。 

サ 就職氷河期世代等シニア向け合同面接会 

年４回、シニアの合同面接会を開催し、企業と高齢求職者の迅速なマッチングを図る。 

(5) 多様な働き方に対する支援 

働く人々が正社員以外の多様な就業形態から適切なものを選択できるよう、相談窓口及び

資料・情報コーナーの設置や、普及セミナーの開催、Ｗｅｂ上での情報サイトの運営など、

総合的な支援を行う。 

ア 総合相談等 

(ｱ) 総合相談窓口 

利用者がニーズに応じたサービスを適切に受けられるように、導入となる総合相談で

相談者の意向を確認して、適切なサービス窓口・機関への案内や説明を行う。 

(ｲ) 事業所相談 

人材活用等に関する事業主からの相談、情報提供のサービスを行う。 

イ 専門相談 

(ｱ) 起業・創業相談 

(ｲ) 多様な働き方相談（ＮＰＯ・在宅ワーク等） 

(ｳ) 職業適性相談 

(ｴ) 社会保険・年金相談 

(ｵ) メンタルケア相談（キャリアカウンセリングを受けているセンター利用者対象） 

(ｶ) 就業自立支援相談（キャリアカウンセリングを受けているセンター利用者対象） 

ウ 多様な働き方情報の収集・提供 

(ｱ) 多様な働き方セミナー 

様々な働き方、ワークスタイルについての情報提供を行うとともに、働くことに関わ

る様々な知識、ノウハウなどを身に付けることができるセミナーを行う。 

(ｲ) ＮＰＯなどでの就業体験 

ＮＰＯなどでの就業を希望する方などを対象に、インターンシップ事業を行い、短期

間の就業体験機会を提供する。 

(ｳ) オンライン化対応 

セミナー等オンラインによる事業を実施する。 
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エ ＳＮＳ等を活用したオンライン就職支援窓口の設置 

(ｱ) オンライン就職支援窓口の設置 

専任のキャリアカウンセラーを配置し、全ての求職者を対象に、ＬＩＮＥ、電話、オ

ンラインで相談できる「オンライン就職支援窓口」を設置し、就職活動全般についての

キャリアカウンセリングを実施する。 

(ｲ) 求職活動支援セミナー（オンライン配信） 

雇用情勢の説明、就活のノウハウ提供、各種支援策の紹介、しごとセンター事業紹介

等に係るセミナーをオンラインで配信する。 

(6) 女性の雇用就業支援 

ア 女性再就職支援窓口等の運営 

女性再就職支援窓口「女性しごと応援テラス」において、出産や育児、介護等で離職した

女性など、家庭と両立しながら仕事に就きたいと考えている方を主な対象に、アドバイザー

による個別カウンセリング、求人情報の提供・職業紹介など、きめ細かい就職支援を実施す

る。 

(ｱ) アドバイザーによる支援 

就職支援アドバイザー（キャリアカウンセラー）を配置し、個別カウンセリングを実

施するとともに、求人情報を提供し、マッチングを含めた就職支援を行う。また、家庭

と仕事を両立しながら働くためのアドバイス、保育に関する情報提供・相談を実施する。 

(ｲ) ミニセミナーの実施 

就職に向けて具体的ノウハウを提供するミニセミナーを実施する。 

(ｳ) 就職面接会等の実施 

小規模の就職面接会等を実施し、書類選考を経ることなく気軽に面接ができる機会を

確保し、早期就職を支援する。 

(ｴ) 雇用就業情報等の提供 

求人情報をインターネット上で検索できる端末の設置や、各種支援窓口の情報提供等、

求職活動に活用できる情報を提供する。 

(ｵ)  キッズスペースの設置 

子ども連れでも安心して来所できるように、キッズスペースを設置する。 

(ｶ)  啓発セミナーの実施 

再就職に関心のある女性求職者を応援テラスへ誘導するため、応援テラスでの再就職

の事例や各種事業を紹介するセミナーを開催する。 

(ｷ)  職場見学の実施 

就職にブランク期間のある専業主婦等の女性や再就職に不安を抱いている子育て中の

女性のために、職場見学を実施し、就職に向けた意欲を醸成する。 

(ｸ)  子育て女性向け再就職支援イベントの実施  

子育て中の再就職を希望する女性を掘り起こすため、区市町村との連携により、子育 

て女性向けの再就職支援イベントを実施する。 

(ｹ)  オンライン化対応 

- 246 -



 

 

 

 

 

セミナー等オンラインによる事業を実施する。 

イ 女性再就職支援事業 

(ｱ)  女性再就職サポートプログラムの実施 

ａ 女性再就職サポートプログラム 

就職活動のノウハウの提供や、スキルアップを目指す職種別の講義形式のセミナー、

自信を深めるための職場体験を組み合わせた総合的な支援プログラムを、しごとセンタ

ーにおいて実施する。 

ｂ 女性再就職サポートプログラム フォローアップセミナー 

サポートプログラム受講修了後、一定程度の段階で未就職の受講生に対して、就職活

動を行う意欲を高め就職へつなげるため、グループワークを中心としたセミナー及び個

別相談会を実施する。 

 (ｲ)  女性向け在宅ワークセミナーの実施 

家庭の事情等により自宅で働くことを希望する女性向けに、在宅ワーク等に関する基

本的な情報を提供するセミナーを実施する。 

(ｳ)  レディＧＯ！ワクワク塾の実施 

出産等を契機に離職し、働き方や再就職の時期等に様々な希望を持つ女性を対象とし、

再就職希望者の裾野を拡大するため、育児と仕事の両立方法等を学ぶセミナーや両立支

援を推進している企業への職場見学、短期間のインターンシップ等を含めた３か月間の

講座を託児サービス付きで実施する。 

   (ｴ)  地域密着型マッチングイベントの実施 

都内をブロックに分け、地域性の高いマッチングイベント（合同就職面接会・個別就

業相談・セミナーを１日で実施）を各ブロックで開催する。 

   (ｵ)  女性キャリアアップ再就職応援プログラム 

       女性のキャリア形成の実現に向けた就職を後押しするため、セミナーと企業交流を組

み合わせたプログラムを実施する。 

(ｶ)  利用者向け託児サービスの実施 

子ども連れでも女性再就職サポートプログラムなどのサービスをじっくりと利用でき

るよう、東京しごとセンター内で託児サービスを実施する。レディＧＯ！ワクワク塾等

の実施時は、施設借上げにより託児サービスを実施する。 

ウ 女性しごと応援キャラバン 

女性を対象に、都内各地でキャラバン型の就業相談会を開催するとともに、ひとり親の方

など、きめ細やかな支援が必要な方へカウンセリング等の就職支援サービスを実施する。 

  エ 女性再就職包括サポート事業 

育児や介護等をしながらの就職活動や正規雇用を後押しするため、オンラインによりメン 

ター相談やキャリア講座等の包括的サポートを実施する。 

(7) デジタルスキル習得チャレンジ支援事業 

   しごとセンターを利用する求職者に対し、企業が求めるオフィスソフトの操作に加え、急

速に普及しているオンラインツールの習得やネットワーク関連の知識、自社での内製化が可
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能なローコード・ノーコード開発スキル等を体系的に習得出来るよう支援し、就職活動を後

押しする。 

(8) 就労困難者特別支援 

ア 就労困難者特別支援事業 

就労を希望しながら様々な事由により就労することが困難である就労困難者を対象に、関

係機関と連携しながら、就労支援及び定着を図るための支援を行う専門サポートコーナーを

設置する。 

(ｱ) キャリアカウンセラー等によるチーム支援 

キャリアカウンセラー等による個別カウンセリングを実施し、職場見学に同行する等、

個々の特性や状況に応じたきめ細かな支援を行う。また、カウンセラー、求人開拓員、職場

定着支援員、専門支援員及び就業自立支援員による支援チームを構成して、各利用者ごとに

支援計画を策定する。 

 (ｲ)  各種プログラムによる支援 

支援計画に基づき、生活面を含めた社会的な自立及び就労を支援するためのプログラム

を策定し、各利用者の必要性に応じてパソコン等のトレーニングを実施していく。 

 (ｳ)  就労受入先のマッチング（職業紹介） 

求人開拓員が都内企業等への求人開拓を行い、勤務条件等の条件緩和の調整を行う等、

利用者の特性や状況に沿った就労受入先を確保し、就労の準備が整った利用者とのマッチ

ングを行う。 

 (ｴ)  定着支援 

職場定着支援員が定期的に利用者が就職した職場を訪問し、利用者と就労受入先双方に

対し、職場定着に関する支援を行う。 

イ 非正規・ひとり親・困難を抱える女性等向け就業自立支援 

経済的困難を抱える女性等にアウトリーチでアプローチし、就職相談会やセミナー等を通

じて、東京しごとセンターの就労支援につなげることで、女性の就職・正規雇用化を後押し

していく。 

(9)  長期失業者等に向けたフォローアップ支援 

   雇用就業対策をより効果的に行っていくため、しごとセンターで実施しているキャリアカ

ウンセリングや職業紹介、求職活動支援セミナー、就職面接会などの支援と職業能力開発セ

ンターで行う希望する業種の知識・技能の提供を組み合わせ、それぞれの強みを活かしなが

らより効果的な支援策を実施していき、就業支援の総合的な支援の仕組みを構築する。 

(10) オンライン就職面接支援事業 

オンライン就職面接の模擬実施を可能とするテレワークＢＯＸを、東京しごとセンターと

東京しごとセンター多摩に設置し、アドバイザーによるオンライン面接対策に活用する。 

(11) しごとセンターの多摩地域展開 

ア 総合相談サービス 

(ｱ) 総合案内 

利用者がニーズに応じたサービスを適切に受けられるように、導入となる総合相談で
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相談者の意向を確認して、適切なサービス窓口・機関への案内や説明を行う。 

(ｲ)  情報コーナーの運営 

パソコンでの応募書類作成や情報検索のほか、求人情報誌等の閲覧ができる情報コー

ナーを運営する。 

(ｳ)  事業所相談 

事業主からの人材活用や定着支援等に関する相談に対応する。 

イ 全年齢層に対する基幹サービスの提供 

(ｱ)  キャリアカウンセリング 

利用者の適性や就職に向けた希望条件を勘案しつつ、求人市場の動向を踏まえ、就職

活動に関する幅広いサービスを提供する。 

(ｲ)  就業自立支援等相談 

社会福祉士、臨床心理士等の専門家を配置し、日常生活及び就職活動に支障がある利

用者に対して、就職支援アドバイザーと協力して専門的見地からの助言や支援窓口等の

案内を行う。 

(ｳ)  就職ノウハウセミナー 

雇用就業情勢を十分周知するとともに、求職者に求人市場の現状を確認させ、今後の

求職活動の進め方等に関する情報を提供するセミナーを実施する。 

(ｴ)  能力開発コース 

パソコン操作経験が乏しい求職者を対象に、ビジネスで役立つパソコン操作に関する

講座を実施する。 

(ｵ)  土曜就活セミナー 

平日に時間の取れない求職者等を主な対象として、毎回仕事に関するテーマを設定し

て、必要な知識を提供する。 

ウ ターゲットを絞ったサービス提供 

(ｱ)  フリーター等に対する支援 

  多摩地域での就業を希望する既卒者等若年者のうち、特に支援が必要な方向けに、１

回４社程度の小規模な就職面接会を開催し、マッチングを行う。 

(ｲ)  定年等退職者に対する支援 

定年等退職者を対象として、再就職のプロセスを網羅した内容に、高齢者特有の再就

職状況を加味した総合的なセミナーを行い、退職後の様々な生き方や働き方を選択する

際に必要な情報や知識を提供し、定年等退職者の多様なニーズに応える。 

エ 若者のキャリアデザイン支援 

就職支援アドバイザー（キャリアカウンセラー）を配置しキャリアデザイン等に関する個

別相談を行うとともに、就職後のミスマッチを防ぐために必要なテーマを盛り込んだセミナ

ーや定着支援に向けたセミナー等を実施する。 

オ  広域多摩就職応援プログラム 

年齢層問わず誰でも気軽に参加しやすく、カウンセリング、セミナーを併せて行う面接会

イベントを、利用者が少ない南部地域も含め、多摩地域において広域的に展開する。 
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カ 新卒支援事業 

(ｱ)  面接対策セミナー 

就職面接会の上手な活用方法と、模擬面接をセットにしたセミナーを実施する。 

(ｲ)  合同企業説明会 

新卒採用活動中の企業を集めた合同企業説明会を実施し、新卒未内定者にプレマッチ

ングの場を提供する。 

(ｳ)  中小企業見学会 

新卒者等の中小企業の理解を促すため、(ｲ)の合同企業説明会参加企業に赴き、中小企

業の現場を体験できる見学会を実施する。 

(ｴ)  大学等就職支援者向けセミナー 

大学のキャリアセンター職員等を対象に、新卒者等の就職支援に関するセミナーを実

施する。 

(ｵ)  保護者向けセミナー 

若年者の志望先決定に大きな影響力を持つ保護者を対象に、若年者の就職の現状や中

小企業への理解を高めるセミナーを実施する。 

(ｶ)  保護者向け中小企業見学会 

保護者が中小企業の現状を理解できるよう、大学等と連携して中小企業の現場を体験

できる見学会を実施する。 

キ 多摩地域若者・中小企業交流支援事業 

多摩地域の大学等に通う若者に、地元の中小企業への理解を深めてもらうため、中小企業

の情報や魅力等に触れる機会を提供する。 

(ｱ)  講師派遣 

大学等に講師を派遣し、中小企業の魅力や適職探しのポイント、自己ＰＲの方法など

を学生に伝えるとともに、中小企業交流会について積極的に周知を行う。 

(ｲ)  企業研究・業界研究セミナー 

専門家による当日参加予定の企業・業界研究を中心としたセミナーを行う。 

(ｳ)  オリエンテーション  

参加者同士のコミュニケーションを図り、交流会での企業に対する質問等を考えるワ

ークを行う。 

(ｴ)  人事担当者向けセミナー  

企業人事担当者に向け、自社の魅力の伝え方、人材確保の採用戦略等に関するセミナ

ーを行う。 

(ｵ)  若者・企業交流会 

多摩地域の若者に、中小企業に対する理解を深めてもらうため、企業経営者等との交

流会を実施する。 

(ｶ)  企業見学会・職場体験 

参加者の希望業界及び職種に対する更なる理解促進を目的として、交流会参加企業へ

の企業見学会・職場体験を行う。 
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ク 地域と連携した就業支援 

市町村や商工会議所等の地元経済団体等と連携し、就職面接会を実施する等、地域のニー

ズに合った雇用就業支援を推進する。 

ケ 女性向けサービス 

多摩地域における女性の就業支援の充実を図るため、「女性しごと応援テラス多摩」を設

置するとともに、関係機関と連携したセミナー等を実施する。 

コ オンライン化対応 

セミナー等オンラインによる事業を実施する。 

(12) キャリアチェンジ再就職支援事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

トライアル就労とリスキリングを組み合わせ、求職者の最適なキャリアチェンジの実現と

人手不足分野への労働移動を実現する求職者・企業双方への伴走型支援を実施する。 

また、中高年層に差し掛かるも、依然として不安定就労の多い就職氷河期世代の正規雇用

化支援を実施していく。 

ア カウンセリング 

キャリアコーチによるカウンセリングにおいて、ＡＩによるマッチング技術を活用する等、

求職者の状況に即した業界や企業と、最適なリスキリングのコースを提案する。 

イ 事前セミナー 

業界理解やリスキリング方法だけでなく、各コースの求職者の状況にあわせた内容のセミ

ナーを実施する。 

ウ ｅラーニング受講 

幅広い科目から選択可能なｅラーニングによりサービス・建設・運輸等の専門スキルを習

得させる。 

エ トライアル就労 

民間派遣会社の派遣社員として登録後、新たな業種や職種等の企業で、派遣社員として１

社当たり最大２か月間、就業する（最大２社まで）。派遣期間終了後、派遣先企業等とマッ

チングを行い、正社員としての就職を目指す。 

 

２ 若年者の就業対策（就業推進課） 

(1) 若者ジョブマッチング事業 

内定を得ていない新規学卒者等を対象として、年４回合同就職面接会を開催し、企業との

マッチングを積極的に進める。 

(2) 若者正社員チャレンジ事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

正社員としての実務経験等が十分でない既卒 29 歳以下の求職者を対象に、セミナーと企業

内実習（20 日間程度）を組み合わせたプログラムを提供し、働く上での実践的な能力を身に

付けることを通じて正規雇用化を支援する。併せて、採用後の職場定着を図るために採用か

ら６か月にわたり定着支援のサポートを実施する。 

(3) 学生就業体験支援事業 

学生の大企業志向等を一因とする求人と求職のミスマッチ解消のために、都内中小企業を

- 251 -



 

 

 

 

 

受入先とした就業体験を展開し、学生の中小企業理解等を促進する。 

 

３ 中高年の就業対策（就業推進課） 

(1) ミドルチャレンジ事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

一定程度の社会人スキルを有しながらも、非正規での雇用期間が長い中高年層の求職者

（30～54 歳）に対し、セミナーと企業内実習をセットにしたプログラムを提供し、実践的な

職務能力を身につけ、正社員就職につなげる。 

ア セミナー 

参加者に対し、様々な業種、職種について学べるセミナーを実施し、今まで就職先として

視野に入れてこなかった業種、職種についても興味をもたせ、企業とのマッチングの範囲を

広げる。 

イ 合同企業説明会 

参加者と実習先企業とのマッチングを目的として、合同企業説明会を開催し、事業内容や

実習内容等の説明を聞いたうえで、実習先企業を決定する。 

ウ 企業内実習 

企業内実習に協力する企業を開拓する。参加者は、20 日間程度当該企業内において実習を

行い、社会人としての心構えやスキルを身につける。 

   ※受入準備金 協力企業には受入１人につき日額 6,000 円を支給 

※キャリア習得奨励金 参加者には日額 5,000 円を支給 

エ 採用奨励金の支給 

協力企業が企業内実習を全て履行し、その後参加者を正社員など期間の定めのない雇用契

約で採用した場合は、採用から６か月後に採用奨励金を支給する。 

※採用奨励金 正規雇用化１人につき 10 万円 

オ ジョブリーダーによる支援 

事業参加時のカウンセリングから就職後の定着支援まで、ジョブリーダーによる一貫した

支援を行う。 

(2) 東京しごと塾事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

スキルが十分でない中高年層の求職者（30～54 歳）を対象に、正社員として働く上で必要

な実践的能力を習得するプログラムを実施するとともに、就職活動から就職後の職場定着ま

での一貫した支援を講じ、正規雇用化を後押しする。 

ア 職務実習 

グループワークにより、基本的なビジネススキルやコミュニケーション力を習得するとと

もに、業界研究や経験者交流を通じて中小企業理解を深め、正社員として働く心構えを身に

つけるなど、２か月間の実践的な研修を実施する。 

イ 企業とのマッチング支援 

中小企業の採用や人材活用等に精通したジョブトレーナーを配置し、求職者に対して就職

活動に関する相談・助言を行うとともに、企業訪問、企業説明会の開催を通じて、企業との

マッチングを支援する。 
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ウ 職場定着支援 

就職後３か月間は、就職者へのフォローアップ講座や、企業への人材育成講座などを行う

とともに、両者への職場定着支援を行い、就職後の離職を防止する。 

 

４ 高齢者の就業対策（就業推進課） 

(1) はつらつ高齢者就業機会創出支援事業（アクティブシニア就業支援センター事業） 

地域における高齢者の就業機会を創出し、高齢者の就業促進を図ることを目的として、区

市町村が設置するアクティブシニア就業支援センターの実施運営に要する経費を補助すると

ともに、しごとセンターにおいて、必要な指導及び支援等を行う。 

ア アクティブシニア就業支援センターで提供するサービス 

一般社団法人及び一般財団法人等が、無料職業紹介事業の許可を受けて、概ね 55 歳以上

の都民向けに、就業相談、職業紹介を実施する。また、その他地域における多様な就業（創

業・起業、ＮＰＯ等）についての情報を収集・提供する。 

イ 事業内容 

(ｱ)  事業費補助 

アクティブシニア就業支援センターを設置する区市町村に対し、事業費の一部を補助

する。 

［補 助 対 象] 区市町村 

［補 助 基 準］１／２ 

［補助上限額］アクティブシニア就業支援センターの前年度事業実績に応じて、９段階

のランク（440 万円～1,200 万円）を設定（この他初度調弁費等あり）。 

(ｲ)  地域情報システムの運用 

東京しごとセンターと各アクティブシニア就業支援センター間のネットワークにより

求人・求職の管理を行う情報配信システムの運用を行う。（しごとセンター事業） 

(ｳ)  アクティブシニア就業支援センター職員の育成 

アクティブシニア就業支援センター職員を対象に、職業相談及び求人受理等に関する

実務研修を実施する。（しごとセンター事業） 

(ｴ)  地域別合同就職面接会 

しごとセンターとアクティブシニア就業支援センターとの共催による、合同就職面接

会を実施する。（しごとセンター事業） 

(ｵ)  シニア就業支援キャラバン 

アクティブシニア就業支援センターと連携し、アクティブシニア就業支援センター設

置区市近辺において、潜在的求職者の掘り起こしや、高齢者と地元企業のマッチングを

支援するイベントを実施する。（しごとセンター事業） 

(2) シニア就業応援プロジェクト 

高齢者が新たな職場においていきいきと働くことができるように、高齢者の就業を後押し

するとともに、企業において高齢者活用が促進されるよう総合的に施策を展開する。 

ア 企業向けシニア雇用促進事業 

- 253 -



 

 

 

 

 

就業意欲のある高齢者の増加を踏まえ、企業の高齢者雇用の理解と受入準備の支援を行い、

高齢者雇用を行う企業の拡充と、高齢者の雇用促進を図る。 

(ｱ)  シニア雇用促進セミナー 

企業がシニア雇用の理解と受入準備ができるように、シニア人材の活用方法や配慮事

項、企業の活用事例を紹介するセミナーを実施する。一部オンライン配信も行う。 

(ｲ)  シニア雇用に関するコンサルタント派遣 

シニア人材の採用や活用に関する必要な情報やノウハウが不足している企業に対して、

専門家を派遣し、高齢者の受入準備から定着まで、高齢者活用に関するアドバイスを行

う。 

イ 東京キャリア・トライアル 65 

高齢者が派遣社員として企業に短期間の就業を行うことにより、高齢者は当該業界で働く

スキルを身に付け、企業は高齢者を活用するノウハウを取得することで、働く高齢者の活躍

の場を広げる。派遣就業前の高齢者には事前研修を実施する。 

ウ 東京セカンドキャリア塾 

65 歳以上の高齢者を対象に、楽しみながら就職に必要な知識等を学べる長期の講座を行い、

受講生同士の相互交流等を通し、就業意欲の向上を図る。講座終盤には、新たに関連機関か

らの情報収集や企業との面談ができる機会を提供する。また、定年退職前の 50 代から 60 代

前半の中高年齢者（シニア予備群）を対象に、今後のセカンドキャリアに向けて再就職や多

様な働き方について考える一連の講座とともに、職場体験による現場を学ぶ場を設け、セカ

ンドキャリアへ一歩踏み出すためのきっかけ作りを行う。さらに、企業及び中高年齢者（シ

ニア予備群）を対象に、シニアのキャリアデザインの方法やフリーランス等の多様な働き方

を学べるオンライン講座を実施することで、企業における高齢者雇用の促進を図る。 

エ シニアしごとＥＸＰＯ 

高齢求職者を後押しし、高齢者の就業拡大を図るため、都内の高齢者就業に携わる公的機

関の参加を得て、普及啓発イベント等を開催し、併せて合同就職面接会を実施する。イベン

ト内のセミナーや講演の一部についてはオンラインでの配信を行う。 

オ シニア雇用事例普及啓発事業 

都事業を利用して高齢者を継続雇用している企業を取材し、高齢者の活用のポイントやメ

リットなど、高齢者雇用のノウハウが分かるような事例集と動画を隔年で作成するとともに、

Ｗｅｂ広告を活用して事業周知を行い、高齢者の雇用に係る意識啓発を図る。 

(3) 新たな時代のニーズに対応するためのシニアの再活躍応援講座 

豊富な経験や専門的知見を有するシニアが、セカンドキャリアにおいて円滑に職場適応し

即戦力となるため、マインドチェンジを促進する短期間のプログラムを実施し、中小企業で

の活躍を後押しする。 

(4)  シルバー人材センター事業 

シルバー人材センター事業の推進を図るため、区市町村や東京都シルバー人材センター連

合への補助等を行う。 

シルバー人材センターとは、働く意欲をもつ健康な高齢者が、その経験・能力・希望を活
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かし、相互協力のもとに働く機会を確保することにより、高齢者の生活観の充実、健康の保

持、ひいては地域社会の発展に寄与し、その経済的、社会的地位の向上を図ることを目的と

する会員主体の公益法人である。 

ア シルバー人材センターの運営指導等 

都内全域においてシルバー人材センター事業の展開を図るために、シルバー人材センター

の設立指導を行うとともに、区市町村及びシルバー人材センター連合等に対する指導監督を

通じてシルバー人材センター事業の適正な業務運営の確保を図る。 

イ シルバー人材センターに対する助成 

地域におけるシルバー人材センターの事業運営について補助を行う区市町村に対し、その

補助に要する経費の一部を助成する。 

(ｱ)  公益目的事業費補助 

［補 助 対 象］区市町村 

［補 助 基 準］１／２ 

［補助上限額］シルバー人材センターの組織規模等に応じて４段階のランク（931 万

9,000 円～1,249 万 5,000円）を設定 

(ｲ)  重点推進事業費補助 

多様化する高齢者の就業ニーズに応じて、シルバー人材センターが提案する高齢者の

地域における活躍の推進に向けた意欲的な取組を支援する。 

［補 助 対 象］区市町村 

［補 助 基 準］１／２ 

［補助対象事業］①労働者派遣事業の導入・拡充に係る経費、②地域課題解決・地域

活性化事業の導入・拡充に係る経費、③困難を抱える世帯等への支

援事業の導入・拡充・継続実施に係る経費 

［補 助上限額］補助対象事業ごとに、補助上限額（労働者派遣事業：250 万円、地域

課題解決・地域活性化事業：165 万円、困難を抱える世帯等への支援

事業：100 万円）を設定。 

ウ 高齢者就業推進事業（（公財）東京しごと財団補助事業） 

（公財）東京しごと財団は、都内でのシルバー人材センター事業を展開するに当たり、区

市町村と締結した出捐協定に基づき事業を実施するとともに、高年齢者雇用安定法の指定を

受けた東京都シルバー人材センター連合として事業を実施しており、都はこれに要する経費

を補助する。 

(ｱ) シルバー向け人材開発コースの実施 

シルバー人材センターでの就業を希望する就業意欲のある高齢者が、シルバー人材セ

ンターの希望分野で働くことができるよう、必要な基本知識、技術・技能を付与する講

習を実施する。 

(ｲ)  広域企画提案による就業機会の確保 

労働力人口の減少による人手不足の軽減に寄与するため、シルバー人材センター連合

とシルバー人材センターが協働して、複数エリアに渡る就業場所を持つ人手不足の民間
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企業を主要なターゲットに、積極的に企画提案することで、就業機会の確保を図る。 

また、シルバー人材センター連合の就業開拓ノウハウを活かし、シルバー人材センタ

ー自らが、地域にあるニーズを踏まえた事業提案ができるよう支援する。 

(ｳ)  シルバー人材センターの多様な求人開拓の強化 

シルバー人材センターが、より高度な業務等を希望する高齢者の受け皿にもなれるよ

う、人手不足に悩む企業等からの多様な分野・職種の求人の開拓と会員のマッチングを

支援する。 

(ｴ)  シルバー人材センターのブランド力向上への支援 

地域の高齢者が幅広く参画できる新しい仕事や魅力ある活動の開拓と会員の獲得に主

体的に取り組むシルバー人材センターを支援するとともに、ＤＸを活用したマッチング

の推進により都内シルバー人材センターのブランド力向上を図る。 

(ｵ)  人材情報バンクの整備 

就業機会の確保を図るツールとして、各シルバー人材センターからの人材情報をシル

バー人材センター連合に集約し、シルバー人材センター連合ホームページからの発信を

行うとともに内容の充実、利便性の向上を図り、広報発信力を強化する。 

(ｶ)  安全・適正就業の推進 

会員の安全就業を推進するため安全活動強化支援員を２名配置し、詳細な事故分析を

基礎とするＰＤＣＡの定着を図り、リスクヘッジ型の安全就業対策を展開するとともに、

適正就業指導員１名を配置し、都内 58 シルバー人材センターの就業現場への巡回指導を

行う。 

(ｷ)  福祉・家事援助サービスの推進 

シルバー人材センターの会員が安心して就業できるよう家事援助・生活援助に必要な

能力を付与する研修を実施する。また、シルバー人材センターと関係機関との連携を進

め、コーディネーター及び会員の育成、支援を図ることにより、新たな就業先の確保や

円滑な事業実施に資するため、家事援助アドバイザーをシルバー人材センター連合に配

置する。 

(ｸ)  シルバー人材センター等労働者派遣事業の実施 

従来から実施している請負の形態に加え、発注者からの指揮命令を受ける職種への就

業が可能な労働者派遣事業を拡大し、地域からの事業ニーズに応えると同時に、会員の

就業機会拡大と新規会員の増加を図る。 

(ｹ)  これからシルバー応援ＦＥＳＴＡ 

働きながら生きがいづくりを希望する多くの高齢者に向け、従来のように労務系だけ

でなく、新たな職域の分野で働くことのできるシルバー人材センターの魅力や、ライフ

スタイルに合わせた無理のない働き方を選択できるメリット等を広く発信するため、連

合がけん引役となってシルバー人材センターのイメージアップと会員拡大を図るイベン

トを都内各地にて年７回実施する。 

また、50 周年の節目を迎えることから、シルバー人材センター創設 50 周年記念イベン

ト（シルバー人材センター50 周年 応援ＦＥＳＴＡ2025）を開催する。 
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(ｺ)  シルバー人材センター高齢ひとり世帯等サポート事業 

長きに渡り地域社会に密着した活動を行っているシルバー人材センターの高齢ひとり

世帯等への取組に支援を行い、課題の解決を図るとともに、同世代のシルバー会員が訪

問することで、身近な地域での多様な就業やユニークな活動を提供し、高齢者の生きが

いやフレイル予防にも資する役割を担うシルバー人材センターの魅力について、認知の

機会を広げる。 

(ｻ)  シルバー人材センター連合事業 

     高年齢者雇用安定法に基づき、都道府県ごとにシルバー人材センターを会員とする

「シルバー人材センター連合」が設立されており、国庫補助事業（国と都道府県が１／

２ずつ、シルバー人材センター連合に指定された団体に補助（限度額あり））として、都

道府県下全域においてシルバー人材センターの支援事業を展開している。 

なお、都では（公財）東京しごと財団を「東京都シルバー人材センター連合」として

指定している。 

ａ シルバー体験講習 

地域の一般高齢者に、退職後の新たな働き方の選択肢の一つであるシルバー人材セン

ターの具体的内容を理解してもらい、入会につなげるため、シルバー人材センターの就

業体験を含めた講習を実施する。 

ｂ 活動分野拡大事業 

シルバー人材センターの就業開拓担当者などの育成、就業職種の拡大の検討及び実施

を効果的に行うために、就業推進員を設置し、就業機会の確保をより一層推進する。 

ｃ 職域拡大技能講習事業 

事務系分野や家事援助分野等での職域拡大を目的に、各シルバー人材センターにおい

て事業実施に当たってのキーパーソンとなる会員向けに、他の会員に対する指導力を養

成する職域拡大技能講習を実施する。 

 

５  女性の就業対策（就業推進課） 

(1) テレワークを活用した女性の雇用拡大事業 

育児・介護等と仕事の両立を図る女性の就業に向けて、再就職準備プログラムや個別カウ

ンセリングを実施するとともに、参加者ニーズに合致したテレワークが可能な求人を開拓し、

女性求職者とテレワークが可能な企業とのマッチングを支援する。 

(2)  レディＧＯ！Project プラス 

女性の就業拡大に向けた機運を意識啓発により醸成し、家庭との両立を図りながら再就職

を目指す女性等に対し、オンラインセミナーの配信やオンラインのキャリアカウンセリング

等を実施することで就職意欲を高め、子育てと仕事の両立に協力的な企業との合同就職面接

会を年５回、都内各地で開催することで、女性の就業を後押しする。 

(3) 女性活躍推進企業等との合同就職面接会 

ライフ・ワーク・バランスの実現をより一層効果的に促進するため、従業員が生活と仕事

を両立し、いきいきと働ける職場の実現に向け優れた取組を実施している企業である「東京
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ライフ・ワーク・バランス認定企業」や女性活躍推進企業等のうち、特に家庭と仕事の両立

に関し、優れた取組を実施している企業と非正規雇用で働く女性等とのマッチングの場とし

て、合同就職面接会を託児付きで開催する。 

なお、「ライフ・ワーク・バランスＥＸＰＯ」と一体的に開催することにより相乗効果を創

出し、正規雇用化の促進を図る。 

(4) 女性しごと応援ナビ 

女性活躍の更なる推進に向けて、就職活動や仕事に関する悩みを解消するための「オンラ

インキャリアカウンセリング」や、様々な「はたらく選択肢」の紹介を通年で実施する。加

えて、従来のはたらくイメージを変えて、自身の可能性を発見していただくための３日間の

オンラインイベント「女性しごとＥＸＰＯ」を開催し、女性の就業を後押ししていく。 

 

６ 障害者の就業対策（就業推進課） 

(1) 重度障害者等の雇用対策 

雇用情勢がとりわけ厳しい重度障害者等の雇用の安定及び推進を図るため、関係機関との

連絡会を開催するとともに、重度障害者多数雇用事業所である第三セクター企業の指導等を

行うほか、啓発用ハンドブックの作成等、一般企業への普及・啓発を行う。 

(2) 中小企業障害者雇用支援助成事業 

障害者や難病患者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース又は

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）の受給を満了した事業主のうち、就労場所が

都内であること等を要件として、引き続き都が独自に最長３年間賃金助成（重度障害者等：

１人当たり月額６万円（定額）、それ以外の障害者：１人当たり月額３万 6,000 円（定額））

を行う。 

(3) 障害者安定雇用奨励事業 

障害者等を正規雇用や無期雇用で雇い入れた事業主に対し、奨励金（障害者等１人当たり

中小企業：150 万円、大企業：100 万円）を支給する。また、障害者等を有期雇用から正規雇

用や無期雇用に転換した事業主に対し、奨励金（障害者等１人当たり中小企業：120 万円、大

企業：100 万円）を支給する。さらに、精神障害者を正規雇用や無期雇用で雇い入れた場合、

正規雇用や無期雇用に転換した場合は、上記に 30 万円を加算する（企業規模不問）。 

(4) 難病・がん患者就業支援事業 

難病やがん患者の雇入れや復職時の就業継続に向けた取組を行う事業主に対し、採用奨励

金（企業規模不問）・雇用継続助成金（中小企業）（週所定労働時間に応じて最大 70 万円）を

支給する。さらに、対象となる労働者の雇入れや復職時に、治療と仕事の両立に配慮した制

度や産業保健スタッフへの相談体制を新たに整備した場合、最大 30 万円を加算する（企業規

模不問）。 

(5) 企業に対する障害者雇用普及啓発事業 

障害者法定雇用率を達成している都内企業のうち、障害者の能力開発や処遇改善を積極的

に行うなど、障害者雇用の特色ある優れた取組を行っている企業を顕彰するとともに、好事

例の発信を行う。 
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(6) ＴＯＫＹＯ障害者マッチング応援フェスタ 

東京労働局等と連携し、区部会場、多摩会場にて、就業を希望する障害者と障害者雇用に

取り組む企業をマッチングする「障害者就職面接会」を実施する。併せて、「職場体験実習面

談会」や障害者雇用に携わる関係機関及び業界団体等と連携し「普及啓発イベント」も開催

し、面接に参加する障害者の職業準備性の向上のほか、障害者雇用を検討している企業等の

障害者雇用の取組を促進させる。 

(7) チャレンジ雇用 

知的障害者、精神障害者の雇用機会の拡大を目指し、地方自治体として都庁におけるチャ

レンジ雇用を推進するため、都庁内において知的障害者、精神障害者を雇用する事業を実施

し、一般企業などへの就職に向けたキャリア形成の充実を図る。 

(8) 中小企業障害者雇用応援連携事業 

都、（公財）東京しごと財団、国（東京労働局・ハローワーク）、都内障害者就労支援機

関が連携し、障害者雇用を進めていく必要のある中小企業に対し個別訪問等を行い、企業の

ニーズに応じた情報提供や支援メニューの提案等を行う。 

(9) 職場内障害者サポーター事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

企業における自立的な障害者支援を推進するため、企業の人事担当者や障害者と一緒に働

く職場の社員を対象に、障害者支援のノウハウが学べる養成講座を実施するとともに、一定

の条件を満たした企業には奨励金（１事業所当たり中小企業：24 万円、大企業・特例子会

社：12 万円）を支給する。 

(10) 持続可能な障害者雇用における業務開拓・実践事業 

障害者の新たな業務開拓・ニューロダイバーシティ（※）の観点から、トライアル雇用に

より障害者雇用の新たな可能性を模索するとともに、Ｗｅｂサイトやシンポジウムを通じて

普及啓発を図る。 

※脳や神経、それに由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊

重し、それらの違いを社会の中で活かしていこうという考え方 

(11) 分身ロボットを活用した新たな働き方の支援事業 

働く意欲のある重度障害者等がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、

遠隔操作が可能な分身ロボット等を活用した職域開拓を都庁舎等で行い、新たな働き方を創

出する。併せて、働き方の実践を通じて障害者の働き方に係る普及啓発等を行い、障害者雇

用に係る理解を深める。 

(12) 中小企業障害者雇用スタート支援奨励事業 

   障害者を１人も雇っていない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に、受入れ初期段階   

の体制整備の構築を後押しするため奨励金を支給する。対象労働者の週所定労働時間が 20 時

間以上 30 時間未満の場合は 60 万円、30 時間以上の場合は 90 万円を支給する。対象労働者

が、重度障害者、45 歳以上又は精神障害者の場合で、週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間

未満のときは 30 万円を支給し、20 時間以上のときは上記の週所定労働時間に応じた支給額

に 30 万円を加算して支給する。 

(13) 障害者就業推進事業（（公財）東京しごと財団補助事業） 
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（公財）東京しごと財団が企業等に対し、障害者雇用の普及啓発を図り、また就職後の職

場定着の支援等の施策を行い、一般就労への促進を図るため、障害者雇用就業総合推進事業、

東京ジョブコーチ支援事業を実施し、これに対する経費を補助する。 

ア 障害者雇用就業総合推進事業 

障害者雇用就業サポートデスク、就業に関する総合相談会、障害者就活セミナー、普及啓

発セミナー、特例子会社向けセミナー、障害者雇用実務講座、企業見学支援事業、職場体験

実習開拓・紹介、職場体験実習助成事業、障害者雇用ナビゲート事業等を実施し、障害者の

一般就労の拡大を図る。 

イ 東京ジョブコーチ支援事業 

障害者の職場定着支援として、登録した都独自のジョブコーチの質の向上のため、東京ジ

ョブコーチ人材養成研修を実施するとともに、企業のニーズに応え、初めて障害者を雇用す

る中小企業等に出向いて支援を行う。 

 

 

７ 山谷地区就労対策（就業推進課） 

山谷地域の日雇労働者の就労機会を確保するため、労働者に対する職業相談、職業紹介、事業

所に対する求人開拓など、就労機会の確保のための取組を進める。 

(1) （公財）東京都福祉保健財団城北労働・福祉センターに対する助成 

（公財）東京都福祉保健財団城北労働・福祉センターが都の行う「山谷対策総合事業計

画」に協力して実施する山谷地区居住日雇労働者の就労対策事業に要する経費を補助するこ

とにより、山谷地区就労施策の推進を図る。 

(2) 特別就労対策 

「山谷対策総合事業計画」に基づいて、日雇労働者の求人確保策として、産業労働局が、

関係事業局、職業紹介機関の協力を得て公共事業（都立公園、東京湾埋立地や都道の清掃な

ど都からの仕事発注）を実施し、日雇労働者の就労機会の確保と生活の安定を図る。 

 

職場定着支援事業 
委託法人（ＮＰＯ等） 

 

支援 

東京都 

東京ジョブコーチ支援事業スキーム 

（公財）東京しごと財団 
障害者就業支援課 
 
募集・登録管理・審査等 

 
養成研修事業 

東京ジョブコーチ（有償ボランティア） 
 
・就労関係機関ＯＢ 
・障害者就業・生活支援センター等の 
 地域就労支援機関の非常勤職員等 

養成研修  

利用者 
 
・企業 
・障害者など 

支援申込  

 

直営 

 

委託 

 
支援指示 
活動費支払 

 
補助 

 
 登録 
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８ 中小企業人材確保支援（調整課・就業推進課・労働環境課） 

(1) 人材確保支援事業 

人材確保に課題を抱える中小企業等に対し、採用に関する相談や専門家によるコンサルテ

ィング等を通じて支援する。 

ア 中小企業人材確保総合サポート事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

企業の人材確保に関する相談窓口を設置するとともに、セミナーや専門家派遣等を通じて、

人材戦略の構築から、女性・高齢者、副業・兼業人材、専門・中核人材等の幅広い人材の採

用・活用まで、中小企業等の人材確保を総合的に支援する。 

(ｱ) 人材確保相談窓口 

企業の求人活動、採用支援等に精通した専門相談員を配置し、採用に悩みを抱える中

小企業等の相談に対応する。（採用に関する一般相談、専門・中核人材の採用相談、女性、

高齢者等の活用相談、副業・兼業人材の活用相談） 

(ｲ)  専門相談窓口  

ａ 専門・中核人材専門相談窓口 

ｂ 副業・兼業人材専門相談窓口 

(ｳ)  人材確保セミナー 

労働市場の動向、採用計画の考え方、求職者の企業選択の視点等の人材確保をテーマ

とした一般セミナー及び若年求職者を取り巻く労働市場の動向、Ｗｅｂサイト・ＳＮＳ

等を活用した採用活動等の若年者採用をテーマとした若年者採用セミナーを実施する。 

      (ｴ)  多様な人材活用セミナー 

女性・高齢者等を取り巻く労働市場の動向、多様な人材活用のメリット、人材活用成

功事例の紹介等の多様な人材活用をテーマとしたセミナーを実施する。 

(ｵ)  副業・兼業人材活用セミナー 

     自社の従業員に対する副業・兼業の承認や、副業・兼業人材の受入れ・活用に関する

理解促進を図るセミナーを実施する。 

      (ｶ)  スタートアップ企業向け人材確保課題解決セミナー 

スタートアップ企業の人材確保の課題解決に資するセミナーを実施することで、スタ

ートアップ企業への人材確保支援を強化する。 

(ｷ)  専門家派遣によるコンサルティング支援 

即戦力人材、女性・高齢者、副業・兼業人材等企業が求める人材の確保に向けたコン

サルティング支援を実施する。 

(ｸ)  専門アドバイザーの設置 

ａ 女性活用アドバイザー 

女性活用を検討する企業の採用を支援するため、女性活用に精通した専門家を派遣す

る。 

ｂ 副業・兼業人材活用アドバイザー 

副業・兼業人材の活用を検討する企業を支援するため、副業・兼業人材の活用に精通
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した専門家を派遣する。 

ｃ 専門・中核人材採用アドバイザー 

採用が困難な専門・中核人材の確保を検討する企業を支援するため、専門・中核人材

の採用に精通した専門家を派遣する。 

(ｹ)  ツアー型マッチング支援 

     ハローワークのダイレクト方式による採用手法等を活用し、企業が求職者とのマッチ

ングのために自立的に実施する事業所の見学と面接等を組み合わせた施策構築を支援す

る。 

(ｺ)  好事例集作成  

     支援企業の中から、中小企業の採用において参考となるような事例を事例集としてま

とめ、広く配布する。 

      (ｻ)  業界課題に対応した人材確保好事例セミナー 

      「業界別人材確保強化事業」等と連携し、中小企業への波及効果が高い取組を紹介す

る好事例セミナーを開催する。 

(ｼ)  人材確保に向けた人材戦略の構築に関する支援 

ａ 経営者向けセミナー 

中小企業等の経営者等を対象に、人材戦略構築や人材マネジメントを行うための基本

的な考え方やプロセスを習得するとともに、自社の戦略を実行していく具体的な方法を

考察できるセミナーを実施する。 

ｂ 人材戦略構築コンサルティング 

支援企業の現状や経営目標等を踏まえた人材戦略や人材マネジメントの基盤づくり、

具体的な進め方等に関するコンサルティングを実施する。 

イ 人材課題サポートガイド事業 

都を中心として、各支援機関が連携し、人材確保に係る多様な公的支援メニューを中小企

業に情報提供し、その活用を促すことにより、人材課題の解決を促進する。 

(ｱ)  連絡調整会議 

各支援機関による連絡調整会議を開催し、人材確保に係る公的支援メニューを中小企

業に情報提供するための連携の仕組みを検討、事業ニーズや紹介したメニューの報告等

を実施する。 

(ｲ)  人材課題を抱える中小企業の掘り起こし 

ａ 事前診断 郵送によるアンケート及び診断シートのＷｅｂ公開 

ｂ 金融機関等による紹介 

(ｳ)  既存事業を活用した企業訪問 

アンケート及び診断シートを活用し、既存事業の専門家（※）が企業を訪問、各企業

の課題に応じて、適切なメニューを紹介する。 

      ※中小企業人材確保総合サポート事業の専門家、中小企業人財推進事業の「人財ナビ

ゲータ」を活用 

(ｴ)  情報交換会 
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      人材確保に係る公的支援メニューの担当者同士の交流・連携を深める情報交換会を開 

催し、人材確保に係る公的支援メニューを中小企業に情報提供するための連携の仕組み 

の底上げを図る。 

ウ 労働者協同組合の設立等の支援 

労働者協同組合に係る各種届出等の受付を行うとともに、労働者協同組合の設立や運営を

後押しするため、相談窓口の運営やＷｅｂサイトを活用した情報発信を行う。 

(2) 中小企業の外国人材受入支援事業 

ア 外国人材受入総合サポート事業 

「東京外国人材採用ナビセンター」において、外国人採用に悩む中小企業の相談に常時対

応するとともに、外国人材の活用を希望する企業へコンサルタント派遣等を行うことで、多

様化する外国人材の受入れをきめ細かに支援する。 

(ｱ)  「東京外国人材採用ナビセンター」の運営 

外国人材受入れを希望する企業に対し、ワンストップで支援を行う。また、就労を希

望するウクライナ避難民等や、採用を検討している都内中堅・中小企業を対象に、「東京

都ウクライナ避難民等就労相談窓口」において、就労に関する相談を受け付ける。 

［所 在 地］東京都新宿区四谷１－２ 

［開所時間］月～金曜日 ９：00～17：00 

［支援内容］外国人材の採用や活用に関する相談、当事業の紹介及び申込受付、他機

関の支援サービス紹介等 

※上記に加え、外国人材向け相談デスクでは、外国人労働者特別相談会

において出張相談を実施（年１回、２日間） 

(ｲ)  外国人材受入に関するコンサルタントの派遣  

外国人材の採用・活用に必要な情報やノウハウが不足している中小企業に、採用から

定着まで、企業の受入段階に応じたきめ細かな支援を展開することにより、企業の多様

な外国人材ニーズに対応していく。 

［実施規模］年間延べ 115 回（１社最大５回） 

※うち 25 回は、ウクライナ避難民等の採用検討企業向け 

［支援内容］外国人材受入に関する企業の課題の整理、雇用環境整備の支援、求人方

法のアドバイス、就業規則の改正の支援等 

(ｳ)  外国人材の採用・就職に向けた支援 

中小企業と外国人材双方に対し、採用・就職に関する情報やノウハウを提供するとと

もに、交流と就職マッチングに向けた支援を行う。 

ａ 中小企業向け 

・採用セミナー（年 200 人程度、年２回） 

・出張版業界団体等向け外国人材受入支援セミナー（年３回） 

ｂ 外国人材向け 

・小規模セミナー、先輩社会人との交流会等 （年 16 回程度） 

ｃ 教育機関向け 
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・留学生の就職支援ノウハウに関するセミナー （年 100 人程度、年１回） 

ｄ 中小企業と外国人材向け 

・インターンシップ（35 社程度、１回につき５日間程度） 

・合同企業説明会（年５回、１回当たり 10 社・50 人程度） 

・中小企業トップ層と外国人材の交流マッチングフェア（年２回、１回当たり５

社・30 人程度）  

     ｅ 中小企業と教育機関向け 

・情報交流会（年１回、20 社・50教育機関程度） 

     ｆ 外国人材と教育機関向け 

・出張版留学生向け就職セミナー（年６回） 

(ｴ)  企業と外国人材との相互理解促進に向けた支援 

外国人材が都内中小企業で活躍できるよう、都内中小企業に対して、受入れのための

支援を行う。 

・採用・定着講座 

年６回（20名×３コマ×２クール） 

      年２回（10～20 名×１コマ×２回）※ウクライナ避難民等の採用検討企業向け 

・中小企業向け外国人材受入マニュアル作成 （3,000 部） 

イ 海外高度人材獲得支援事業 

海外在住の高度な専門知識や技術を有する外国人材（高度外国人材）に対し、東京の中小

企業の魅力を身近に感じられるようなＰＲを実施することで、都内中小企業への就職意欲向

上を図る。さらに、都内中小企業と高度外国人材に対し、マッチングや就業体験の機会を提

供することにより、高度外国人材の都内中小企業への就職を促進する。 

(ｱ)  人材誘致プロモーション  

海外在住の高度な専門知識や技術を有する外国人材（高度外国人材）と企業交流の場

を設けることで、相互理解を深めるとともにマッチングを促進する。 

［実施内容］ 

・都内企業を招いた合同企業説明会 

・面接ブースの設置 

・就職相談コーナーの設置 

・海外啓発イベント（ミニセミナー） 

［実施規模］ 

アジア５か国（各回 20社程度） 

(ｲ)  高度人材インターンシップ 

［実施内容］ 

高度外国人材に都内での就労生活を体験してもらい、都内中小企業の魅力を伝え就

職意欲向上を図る。中小企業には高度外国人材の受入体験をしてもらうことにより、

受入環境の整備につなげる。 

［実施規模］ 
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年間 40 人程度 

期間 最長３か月 

(ｳ)  相談デスクの設置 

［実施内容］ 

東京で働くことに関する相談窓口を海外に設置し、外国人材の相談に対応する。 

［実施規模］ 

５か国以上 

(ｴ)  Ｗｅｂサイト「東京で働こう。」を用いた情報発信 

外国人材活用の好事例や、外国人材の活躍事例等の紹介を通じ、東京で働くことの魅

力を発信する。 

(3) ＴＯＫＹＯ特定技能Ｊｏｂマッチング支援事業 

人手不足に悩む特定技能分野の都内中小企業に対し、外国人材とのマッチングの機会を提

供し、受入準備に関するコンサルティングを実施するなどきめ細かな支援を提供することで、

特定技能外国人の雇用を促進する。また、特定技能２号の対象分野拡大に伴い、中小企業に

おける特定技能２号人材の活用につながる支援も併せて実施する。 

  ア 特定技能１号対象 

(ｱ)  特定技能外国人の受入れを希望する中小企業向け 

・事業説明会 

・コンサルタント支援 

（社内体制整備支援／行政機関手続支援／支援計画実施状況届出等作成支援） 

(ｲ)  都内での就労（特定技能分野）を希望する外国人材向け 

・事前セミナー 

・企業紹介資料の提供 

・特定技能評価試験受験に向けたジョブサポーター支援 

(ｳ)  中小企業向け・外国人材向け 

・マッチング支援 

・事例集の作成 

イ 特定技能２号対象 

(ｱ)  特定技能２号外国人の活用を目指す中小企業向け 

・勉強会、情報交換会 

・コンサルタント支援 

(ｲ)  特定技能２号を目指す特定技能１号外国人向け 

・技能評価試験に係る情報発信 

・技能評価試験対策集中講座 

(4)  外国人社員とのコミュニケーション力向上支援事業 

外国人材の企業での活躍や定着を図るため、外国人社員への日本語教育等支援に加え、受

入側の中小企業社員の英語力の向上を図り、双方の文化を理解しながら、コミュニケーショ

ンを深められる取組を実施する。  
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ア 外国人材の育成・定着に向けた支援 

   就職を希望する留学生や既に働いている外国人材に対して語学支援等を実施する。 

(ｱ)  就職を希望する留学生等外国人材向け 

・ビジネス日本語講座（５日間を１セット・年３回程度） 

・ビジネスマナー講座（年３回程度） 

(ｲ) 働いている外国人材向け 

・ビジネス日本語 e ラーニング研修（年 200人程度） 

 イ 中小企業の外国人社員に対する研修等支援 

   中小企業が外国人従業員に対して実施する日本語教育支援等に係る経費の一部を負担する。 

(ｱ) 一般コース 

   [対 象]外国人社員に対して、ビジネスに必要な日本語教育を行う都内中小企業等 

 [補助率]標準プラン（50 時間以上）  １／２（１社当たりの補助上限額 25万円） 

       短時間プラン（30時間以上） １／２（１社当たりの補助上限額 15 万円） 

(ｲ) ウクライナ避難民採用企業コース 

[対 象]ウクライナ避難民である外国人社員に対し、ビジネスに必要な日本語教育を行う

都内中堅・中小企業等 

   [補助率]標準プラン（50 時間以上）  10／10（１社当たりの補助上限額 50万円） 

       短時間プラン（30時間以上） 10／10（１社当たりの補助上限額 30 万円） 

 ウ 英語力向上・コミュニケーション促進支援 

企業の現状やニーズを踏まえてオーダーメイドでプログラムを構築し、導入セッションか 

らディスカッション（グループワーク）までの一連をきめ細かく伴走支援する。 

(ｱ)  日本人社員向け 

   ・導入セッション（２時間×２回程度） 

    ・英語研修（1.5時間×10 回程度） 

(ｲ)  日本人社員及び外国人社員向け 

・ディスカッション（グループワーク）（２時間×５回程度） 

(5)  中小企業しごと魅力発信プロジェクト 

若者・女性等に対して、中小企業で働く魅力をＷｅｂサイトや冊子等で発信するとともに、

企業と若者等が直接交流し、相互理解を深めるイベントなどの事業を実施し、中小企業のイ

メージアップ・就業促進を図る。 

  ア 「東京カイシャハッケン伝」（Ｗｅｂサイト及び冊子） 

（Ｗｅｂサイト：通年、冊子発行回数：年４回） 

ものづくり分野（製造・建設・ＩＴ）をはじめ、人材ニーズが高まるサービス業等におい

て、人材育成の取組等を積極的に行っている都内の中小企業を若者・女性等に向けて広く紹

介する。 

  イ 企業紹介ショートムービーの作成（年 90 社程度） 

１社 10 秒程度で企業の特徴を紹介する動画を作成・Ｗｅｂサイトに掲載し、効率的に企

業探しができるようにする。 
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ウ 業界ＰＲ動画の作成（年８種類） 

紹介した様々な業種の職場や現場、実際の作業風景等を撮影し、より身近に中小企業の魅

力を感じられる動画をＷｅｂサイトに掲載する。 

エ しごと体験ワークショップ（年 25 回） 

Ｗｅｂサイトで紹介した中小企業に若者、女性等をバス等で案内し、職場・現場見学、体

験や経営者、社員との交流など中小企業への理解を深めるプログラムを実施する。 

オ 産業交流展「中小企業魅力発見ツアー」（年１回） 

都が主催する中小企業の見本市である「産業交流展」の出展企業ブースへ若者、女性等を

案内し、経営者や社員と交流する見学ツアー等を実施する。 

カ 中小企業情報交流会（年２回） 

中小企業と教育機関等が一堂に会し、企業情報や採用・就職に関する情報交換等を通じて、

相互の理解を深める交流会を実施する。 

キ 女性の再就職応援交流会（年２回） 

「東京カイシャハッケン伝」の掲載企業等と、再就職を希望する女性との交流会を実施す

る。 

(6) 中小企業人財推進事業（（公財）東京都中小企業振興公社補助事業） 

中小企業の人財推進をナビゲートするため、専門家によるハンズオン支援のほか、セミナ

ーの開催など、中小企業における人材の確保から育成・定着までを一貫して支援する。また、

ものづくり中小企業については、工科高校生等の現場体験を受け入れることでその魅力を発

信していくとともに、技能を受け継ぐ人材の定着を支援する。 

  ア 人財ナビゲート支援 

   (ｱ)  人財ナビゲータハンズオン支援 

      人財ナビゲータ（12 名）を配置し、企業の個別ニーズに応じた人事制度の見直しや組

織風土改革、体系的な人材育成策の取組を伴走支援する。 

     (ｲ)  活性化セミナー 

中小企業の人材活用や組織の活性化、人材定着等に資するテーマを設定し、具体的な

手法やノウハウを提供する。（年８回） 

     (ｳ)  人財支援ツールの作成・提供 

人財づくりに寄与するハンドブックの作成や、エッセンス動画（４コンテンツ）を配

信し、タイムリーに情報収集ができるツールを整備する。 

(ｴ)  ＨＲテック試験導入支援 

人材課題解決に資するＨＲテックの活用を模索する中小企業に向けた導入セミナー

（年４回）を実施するとともに、試験的活用の機会（計 10 社）を設け、人材の確保・育

成・定着の取組を後押しする。 

  イ ものづくり中小企業魅力体験受入支援 

        中小企業による工科高校生や高専生の職場体験の受入れを促進するため、受入奨励金を支 

給する。（8,000 円／人・日) 

ウ ものづくり中小企業技能人材定着支援 



 

 

 

 

 

中小企業に就職した若手職員に対して、技能人材サポーターによる技能人材定着支援を実

施（20 社）（若手社員とベテラン職人との潤滑サポートによる技能伝承伴走等）するととも

に、技能人材交流会を年１回（10社）開催する。 

 (7) 業界別人材確保強化事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

各業界において人手不足が深刻化する中、中小企業は業種や業態によって人材確保に関す

る課題が異なっていることから、業界団体の要望や状況に応じてカスタマイズでの支援を行

うとともに、業界団体の自主的な取組に対し、経費を助成することにより、業界全体の人材

確保を推進する。 

  ア 実施内容 

(ｱ)  カスタマイズ支援 

  これまでの業界団体への支援実績やノウハウ等を活用し、採用支援や多様な人材活用

の推進などのテーマを設定し、業界団体の希望やニーズを受け、人材確保の課題に沿っ

た支援メニューを組み合わせカスタマイズした支援を実施する。 

(ｲ)  業界団体取組支援 

各業界特有の課題解決に向けて、団体が独自に行う人材確保の取組に対して経費を一    

部助成する。 

  イ 事業規模 

(ｱ)  15 団体 

(ｲ)  15 団体程度（うち特例５団体） 

［助成率］１／２ 

［上限額］１団体当たり 3,000 万円 

※特例（介護・建設・運輸）の場合、１団体当たり 5,000 万円 

  ウ 事業期間 

    １事業当たり２年間 

(8) 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

若手技術者が不足している中小企業の中核人材確保を支援するため、奨学金を利用してい

る大学生等が中小企業に就職し、継続して在籍した場合、奨学金返還をサポートする中小企

業の取組を支援する。 

ア 支援対象 

    若手技術者を採用する建設・ＩＴ・ものづくり分野の中小企業 

   イ 実施内容  

(ｱ)  支援対象中小企業の企業情報・魅力等を発信 

(ｲ)  奨学金を利用している大学生等を、(ｱ)の中小企業が採用した場合、就職後３年間、奨    

学金返還費用相当額の一部を助成 

         ※都と中小企業が同額を負担（上限 150 万円） 

(9) ＤＸ・ＧＸ時代を担う専門・中核人材戦略センター事業 

（（公財）東京しごと財団基金事業） 

ＤＸ・ＧＸ推進をはじめ、企業の課題解決に寄与する人材の確保を必要とする都内中小企
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業等に向け、「専門・中核人材戦略センター」を設置し、人材戦略マネージャーによるアウト

リーチ型の支援を実施するとともに、金融機関や関係機関、大企業等とも連携し、企業開拓

からマッチング・定着まで一気通貫で支援する。 

ア 専門・中核人材戦略センターの運営 

(ｱ)  相談窓口（中小企業人材確保総合サポート事業と連携し運営） 

(ｲ)  人材戦略マネージャーによる企業訪問 

(ｳ)  啓発セミナーの実施 

(ｴ)  大企業等の専門人材と中小企業との交流会の実施 

イ 人材確保に要する費用の助成  

中小企業等が本事業を利用し人材確保に至った場合に、その費用の一部を助成する。 

［助成率］フルタイム１／２（上限 100 万円）、副業・兼業２／３（上限 50 万円） 

(10) ＥＳ（社員満足度）向上による若手人材確保・定着事業 

（（公財）東京しごと財団基金事業） 

若手人材の確保・定着に向けて、ＥＳ（Employee Satisfaction 社員満足度）の向上を目

指す都内中小企業等を、専門家派遣及び助成金により支援する。 

［規 模］60 社 

ア ＥＳ向上に向けた取組計画の作成支援（専門家派遣） 

若手人材の採用・定着や福利厚生制度の充実等について知見を有する専門家を企業に派遣

し、取組計画の作成を支援する。（１社当たり最大３回） 

イ ＥＳを高める取組への助成 

取組計画を作成しＥＳ向上の取組を実施した企業に、経費の一部を最長３年間助成する。

（住宅の借上げ、食事等の提供、健康増進サービスの提供のうち２つ以上の実施が要件） 

［助成率］１／２ 

［上限額］住宅：年間 200 万円 食事：年間 50万円 健康：年間 50 万円 

 

９ 成長産業人材雇用支援事業（就業推進課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

  成長産業分野での就職を希望する求職者を対象に、労働者派遣のスキームを活用し、派遣社員

として働きながら、複数の業種や職種を経験し、適職を探しながら正社員としての就職を目指す

支援を行う。 

 

10 デジタル人材確保・就職促進事業（就業推進課） 

デジタル産業に特化した合同就職面接会を実施する。デジタル分野未経験者でもエントリー可

能な求人に加え、デジタル中核人材の求人も開拓し、中小企業のＤＸ人材確保のニーズに対応し

ていく。（年３回実施、来場見込 1,500 人、参加企業 200社） 

 

11 奨学金返還支援企業とのマッチング促進事業（就業推進課） 

人手不足に悩む中小企業に対し奨学金返還支援制度など人材確保対策の普及を図るとともに、

こうした働き手の経済的サポートに取り組む中小企業等と奨学金の返還を抱える求職者とのマッ
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チングの機会を提供し、求職者の経済的安定と企業の人材確保を後押しする。（年１回実施、来

場見込 200人、参加企業 30 社） 

 

12 ものづくり産業人材確保支援事業（就業推進課） 

 地域の経済団体など関係機関により構成される協議会と連携し、地域経済を支えるものづくり

産業において、人材を必要としている地元企業の情報提供を受けて求人を開拓しつつ、都内の潜

在的な利用者に働きかけ、派遣制度のスキームを活用して、一定の収入を得ながら正社員就職を

目指す支援を行う。 

 

13 業界連携再就職支援事業（就業推進課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

 人材を確保したい業界団体と連携し、業界知識と技能を付与する短期間の講習プログラムと業

界傘下企業とのマッチングを組み合わせた再就職支援を実施する。 

 

14 産業分野別人材確保・就職促進事業（就業推進課） 

人材供給の強化が求められる成長産業分野や人材確保の課題を抱える産業分野への人材シフト 

を強化するため、求職者と企業とのマッチングイベントを実施する。（年３回実施、来場見込

1,800 人、参加企業 300社） 

 

15 就職チャレンジ多摩事業（就業推進課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

多摩地域において、セミナーやグループワークを経て、企業内実習やマッチング支援を行うプ

ログラムを提供し、正規雇用化を図る。 

就職準備度別に２コースを設定し、就職準備度の低いコースでは、セミナーやグループワーク

参加後、企業内実習、合同就職面接会に参加して正社員就職を目指す。就職準備度の高いコース

では、セミナーやグループワーク参加後、企業見学・体験や合同就職面接会に参加して正社員就

職を目指す。 

 

16 緊急就職支援事業（就業推進課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

東日本大震災の被災者及び避難者で都内での就職を希望する方に対して、しごとセンター事業

と連携した就業支援、就職後支援及び職場定着支援を行う。併せて、要件を満たす雇用先企業に

対して採用助成金を支給する。 

(1) 就職後支援員による支援 

企業の人事担当ＯＢ等を配置し、求職者や採用企業に対して支援を行う。 

（求 職者向け）就職後の相談・助言の実施 

（採用企業向け）人材育成等に関する相談・助言の実施 

(2) 採用助成金 

事業対象者を、正社員など期間の定めのない雇用契約又は６か月以上の有期雇用契約によ

り６か月以上雇用した企業に対し助成金を支給する。 

(3) 職場定着支援 
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就職後６か月間、就職後支援員による職場訪問等の支援を行う。 

 

17 東京都地域人材確保総合支援事業（就業推進課） 

女性、若者などすべての人が活躍できる社会の実現に向け、地域の実情に応じて実施する、中

小企業の人材確保に向けた区市町村等の自主自立的な取組の継続や、他の地域のモデルとなる先

進的な取組を支援する。 

(1) 一般事業 

モデル事業に該当しない取組 

［補助率］１／２ 

(2) モデル事業 

都が設定するテーマに沿った他の地域のモデルとなりうる先進的な取組 

［補助率］10／10 

※令和７年度設定テーマ 

・テレワークや時差出勤等に対応した人材確保の取組 

・就職氷河期世代の就労支援 

・就労困難者の就労支援 

・外国人材の活用 

・人生 100 年時代におけるリカレント教育等キャリア形成支援 

・ＤＸ、ＧＸなどの成長分野における人材確保の取組 

・アフターコロナによる経済活動再開に伴う人材確保支援 

・人材確保特別支援 

※１区市町村（団体）当たりの上限は 2,000万円とする。 

(3) 東京都商工会連合会実施事業 

主として都が設定する上記のテーマに沿った取組 

［補助率］10／10 上限３億円 

 

18 ソーシャルファーム支援事業（就業推進課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

就労に困難を抱える方が働く新たな枠組みである「ソーシャルファーム」を普及・根付かせて

いくため、「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条

例」を制定した。令和２年度にはソーシャルファームに係る指針を策定、公表した。 

当事業では、ソーシャルファームに係る指針に基づき、認証ソーシャルファームの支援を行う

とともに、ソーシャルファーム支援センターを設置し、ソーシャルファームの創設・経営相談等

を行う。 

 

19 ソーシャルファーム認証審査会等の運営（就業推進課） 

支援対象となるソーシャルファームを認証するため、企業経営や就労支援の専門家等で組織す

る認証審査会を設置する。認証審査会において認証基準に適合していることを確認し、支援対象

となるソーシャルファームの認証を行う。 

 

20 ソーシャルファーム等に関する普及啓発事業（就業推進課） 
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ソーシャルファームの裾野を広げる「TOKYO SOCIAL FIRM ACTION」の取組を実施し、都民や事

業者、就労支援機関へ向けた普及啓発や情報提供を行い、ソーシャルファーム創設等の更なる気

運を醸成し、その取組を都内に根付かせていく。 

 

21 産業分野別ソーシャルファーム推進事業（就業推進課） 

各産業分野におけるソーシャルファームの取組を推進するため、産業分野の特色を捉えたセミ

ナーや交流会等を実施し、認証ソーシャルファームやソーシャルファームに関心のある事業者相

互の連携を図る。 

 

22 ソーシャルファームへのインクルーシブ経営支援事業（就業推進課） 

  （（公財）東京しごと財団基金事業） 

認証ソーシャルファームの自律的経営への移行を促進するとともに、就労困難者の雇用・定着

を後押しするため、専門のサポートチームを設け、経営や雇用に関する課題の解決に向けて伴走

型で支援を行う。 

 

23 プラチナ・キャリアセンター事業（就業推進課）（（公財）東京しごと財団補助事業） 

(1) プラチナ・キャリアセンターの運営 

今後シニア層が活躍できる多様な機会を確保するため、「プラチナ・キャリアセンター」を

運営し、シニアのキャリアシフトと中小企業等の人材確保を後押しする。 

(2)  ミドルシニア人材パラレルキャリア構築支援事業 

経験豊富な 50 代以降のシニア人材が、副業・兼業など新たな形態の働き方を通じて自らの

スキルを活かせるよう、50 代以降のシニア人材と中小企業等、それぞれに対し、講座や交流

会等を開催し、50 代以降のシニア人材の活用を後押しする。 

 (3) シニアプロフェッショナル人材再活躍支援事業 

    経験豊富な 50 代以降のシニア人材が、セカンドキャリアにおいて、技術者等の人材不足に

悩む中小企業等で即戦力として活躍することができるよう、シニア人材と中小企業等のそれ

ぞれに対し、きっかけとなる講座や交流会等を開催し、シニア人材の活用を後押しする。 

 

24 雇用管理改善計画の認定（労働環境課） 

事業協同組合等が、働きやすい労働時間等の設定、男女雇用均等及び職業生活と家庭生活との

両立、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善、教育訓練の充実等により、職場の魅

力を高め、その構成員である中小企業者の人材の確保・育成を促進することを支援するために、

組合等が作成する雇用管理改善計画について、中小企業労働力確保法に基づく認定に関する事務

を行う。 

 

25 地域の実情に即した雇用・就業情報の収集・提供等（調整課・就業推進課） 

(1) ＴＯＫＹＯはたらくネットの運営 

雇用就業部ホームページ(｢ＴＯＫＹＯはたらくネット｣)を活用し、東京都の雇用・就業施
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策に関する様々な情報を総合的に提供する。これにより、これらの情報を労使、都民が迅速

かつ容易に取得・活用できるようにし、雇用・就業の促進及び行政サービスの向上を図る。 

ア 雇用・就業施策の情報提供 

イ 各種窓口・イベント・セミナー・職業能力開発の情報提供等 

ウ 労働セミナー、キャリアアップ講習のインターネットによる受講申込み 

エ 発行資料、労働情勢、調査統計情報の提供等 

オ 各支援機関、国機関、区市町村等とのリンクによる情報提供 

(2) 地域雇用就業促進対策会議 

都における効果的な雇用・就業対策を実施するため、関係行政機関や民間団体等との情

報・意見交換の場として「地域雇用就業促進対策会議」を開催する。（年３回） 
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第３ 適正な労働環境の確保 

 

１ 労働情勢調査（労働環境課） 

(1) 一般情報調査 

労使団体の活動の動向や労使紛争議などの状況を常時把握し、労働行政の基礎資料とする

とともに、労働情勢資料としてまとめ、労使に提供する。 

・労 働 情 勢：年１回、600 部 

・メールマガジン「労働情報」：月１回 

(2) 労働情勢懇談会 

労働問題の今日的課題について主要な労使団体や行政機関等と情報や意見の交換を行う。 

・雇用就業部：年５回、各所：年６回 

(3) 争議調査 

都内労働争議状況を随時調査し、情勢資料を作成し、労働行政遂行上の参考とするととも

に労使に提供する。 

(4) 労使関係総合調査 

全国的な調査の一環として、毎年６月末時点での労働組合の実態及び組織率等を把握し、

その結果を発表する。 

・「労働組合名簿」全都版：1,000 部 

東京及び全国の単位労働組合数・組合員数及び推定組織率（令和６年） 

 組合数 構成比 組合員数 構成比 推定組織率 

東京都  6,421 組合 

（Ａ） 

14.0％ 

（Ａ／Ｃ） 

2,444,093 人 

（Ｂ） 

24.8％ 

（Ｂ／Ｄ） 

25.4％ 

 

全 国  45,819 組合 

（Ｃ） 

 9,851,161 人 

（Ｄ） 

  

(5) 経済要求妥結調査 

都内の 17 産業、40 業種に属する 1,000 組合を対象に、春季賃上げ、夏季・年末一時金の 

要求・回答・妥結状況の調査を行う。調査結果は、インターネットのホームページや速報の

発行等により、情報を必要とする労使へ迅速に提供する。 

令和６年度調査結果 

 要求額（円） 妥結額（円） 賃上げ率、月数 対前年比（％） 

春 季賃上げ 17,159 15,670 4.78％ 42.44 

夏 季一時金 888,361 835,640 2.55 か月 2.96 

年 末一時金   906,281  866,502 2.57 か月 3.98 

                                     注）加重平均 

(6) 賃金退職金事情調査（中小企業の賃金・退職金事情調査） 

中小企業の賃金改定等の参考資料とするため、「賃金」は毎年、「退職金」と「労働時間制

度」は隔年に調査を実施する。 
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・「令和７年版中小企業の賃金事情」2,800 部 

(7) 中小企業労働条件等実態調査 

都内中小企業における労働条件等を総合的に把握し、労働行政施策の立案・推進の基礎資

料とするとともに、都内労使に情報提供し、労働条件の改善向上と労使関係の安定に寄与す

ることを目的として調査を行う。 

・「パートタイマーに関する実態調査（予定）」1,200 部 

（令和６年度実績:「賃上げと労使交渉に関する実態調査」） 

 

２ 労働知識の普及・啓発（調整課・労働環境課） 

(1) 労働セミナー 

労使及び都民に、近年の社会情勢に対応した労働法や労働問題に関する体系別のセミナー

を開催し、知識の普及を図る。  

セ ミ ナ ー 名 実施主体 
回数

（回） 

定員 

（人） 

個
別
課
題 

セ
ミ
ナ
ー 

使用者向けセミナー 
各事務所実施回数の１/２

はセンターが実施 

24  3,400  

労働者向けセミナー 24  3,400  

多様な働き方セミナー 24  2,840  

時事的課題セミナー 都と東京都立大学の共催 ４  800 

小   計 76  10,440  

労
働
法
等
周
知 

セ
ミ
ナ
ー 

労働法基礎セミナー センター ６   680  

ｅラーニング ― ― 

オンラインセミナー ―  ― 

    小   計 ６   680  

総
合 

講
座 

多摩地域総合セミナー 

（基本１、専門２） 
センター、多摩事務所 １  240  

東京労働大学（総合講座１コース） 

（専門講座２コース） 

都と(独）労働政策研究・ 

研修機構の共催 

 

１  390  

小   計 ２  630  

合     計 84  11,750  

※使用者向けセミナー、労働者向けセミナー、多様な働き方セミナーは一部オンライン配信予定 

(2) 自主的労働教育の支援 

都内の労働組合及び使用者団体が行う労働教育活動に対して、都が共催することにより､そ

の助成を図る。 

［助成団体］40 団体 

［限 度 額］３万 7,400 円／団体 

(3) 出張労働教育 

職業能力開発センターや労使団体等が実施する研修の場に、労働相談情報センター職員を

講師として派遣し、労働法や労働問題に関する知識の普及を図る。 
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(4) 就職差別解消促進企業啓発 

企業・関係団体等に対して、同和・女性・障害者・高齢者問題をはじめとする人権に係る

普及啓発、研修等を行い差別問題の解消を図る。 

・企業・関係団体等に対する研修の実施 

・就職差別解消促進月間（６月）事業の実施 

・啓発指導用資料の作成（年１回、６万部） 

(5) 資料・情報の提供 

ア 「とうきょうの労働」の発行 

雇用・就業の促進、適正な労働環境の確保のため、雇用・就業施策や事業を広く都民にＰ

Ｒし、これらに関する情報や知識を提供する。 

・年 12 回 各 7,000 部（Ａ４版、６ページ） 

・雇用就業部ホームページ「ＴＯＫＹＯはたらくネット」にも掲載 

イ 普及・啓発資料の発行 

名     称 発行部数 

使用者のための労働法 

労働組合のしおり 

学生向け小冊子（①大学・短大生向け、②高校生向け） 

大学等入学者向けリーフレット 

東京労働局連携資料（若年者向け啓発ポスター） 

就業規則作成の手引き（改訂版） 

ポケット労働法 

外国人労働者ハンドブック（中国語） 

多言語版労働法周知啓発パンフレット（２言語） 

通訳制度等案内リーフレット（英中語） 

テレビ電話通訳制度案内リーフレット（多言語） 

働く女性と労働法 

4,000 部 

4,000 部 

178,100 部 

95,000 部 

2,300 部 

8,000 部 

3,500 部  

1,600 部  

10,000 部  

4,300 部  

2,600 部  

5,545 部 

ウ 視聴覚用資料の貸出 

労働問題等のビデオソフト・ＤＶＤを労働相談情報センター・各事務所(青山事務所を除

く)に備え、貸出しを行う。 

エ 労働情報システム 

賃上げ等の要求・妥結状況を労働相談情報センターで集計し、プレス発表するとともに、

ＴＯＫＹＯはたらくネットにより情報を提供する。 

また、増加傾向にある労働相談の実態を把握し、総合的・多角的に分析するため、労働相

談の集計に活用する。 

(6) ＴＯＫＹＯはたらくネットの運営（再掲） 

「Ⅶ 雇用就業対策 第２ 地域における雇用・就業の促進」25(1)参照 

(7) 労働資料センターの運営 

雇用就業に関する各種図書・資料等を収集し閲覧・貸出しを行っている。また、「とうきょ
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うの労働」等を通じて、図書・資料の最新の情報を提供する。 

なお、図書資料管理検索システムはインターネット対応により、蔵書公開等を行っている。 

 

３ 男女雇用平等の環境づくり（労働環境課） 

(1) 男女雇用平等参画状況調査 

雇用の場における男女平等などの実態を調査し、雇用環境の整備に当たっての問題を探る。

平成 13 年度から「東京都男女平等参画基本条例」に基づく調査として実施し、調査結果に基

づき男女雇用平等について啓発をする。 

・令和７年度調査テーマ 

 「女性活躍推進法への対応等 企業における男女雇用管理に関する調査（予定）」 

(2) 職場における男女平等の推進 

男女雇用平等推進月間（６月）を中心に、「職場における男女の平等」､「女性労働者の能

力発揮」などの各種セミナーを実施し、労働者、使用者及び都民に対し広く普及啓発を行う。 

ア 男女雇用平等推進月間事業 

男女雇用平等推進月間（６月）に、男女労働者や一般都民を対象にセミナーを開催すると

ともに、事業主を対象とした雇用機会均等法等の説明や、両立支援の取組を促進するためセ

ミナー等を集中して行い、女性の労働に関する普及・啓発活動を重点的に展開する。 

事  業  名 実施回数(回) 定員(人) 

事業主向け均等法セミナー １ 
400 

男女雇用平等推進セミナー １ 

男女雇用平等セミナー ５ 375 

  ※事業主向け均等法セミナー、男女雇用平等推進セミナーはオンライン配信予定 

イ 男女雇用平等セミナー等の実施 

男女労働者、使用者、都民を対象に、雇用機会均等法や労働法、ポジティブ・アクション、

労働問題に関する基礎的知識の普及を図るセミナーや、地域事業主団体等と共催して男女雇

用平等などに企業が積極的に取り組むためのセミナーを実施する。 

セ ミ ナ ー 名 実施回数(回) 定員(人) 

男女雇用平等セミナー 12(５) 900(375) 

※( )は男女雇用平等推進月間事業として実施 

 

４ 労働相談・指導（労働環境課） 

労働相談情報センターでは、主として中小企業の労働問題全般に関する相談を実施している。

産業・就業構造の変化や、一段と進む非正規雇用者の増加、女性の職場進出及び成果主義の普

及・浸透などを反映して、小規模事業所の多い、サービス業や卸・小売業など第３次産業の労使

からの相談が多い。また、最近では、相談内容が個別化・複雑高度化しており、職場での嫌がら

せに関する相談やメンタル疾患を伴う深刻な相談も増えている。 
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(1) 労働相談・あっせん 

ア 労働相談 

(ｱ) 労働相談の形態 

労働相談情報センターにおいて、以下の労働相談事業を行う。 

相 談 形 態 内  容 

電話労働相談 
電話相談専用ダイヤル「東京都ろうどう 110 番」を設置し、電話に

より労働相談を実施 

来所労働相談（平日・土

曜日）（予約制） 

面接等により労働相談を実施（土曜日はセンター（毎週）及び多摩

事務所（第１・第３土曜日）で実施） 

出張相談 
街頭労働相談 駅前、広場等で関係行政機関とともに実施 

随時出張相談 依頼に基づき実施 

パート・派遣・契約社員

等の労働相談会 

パート・派遣・契約社員等の労働セミナーと連携して労働相談を実

施 

外国人労働相談 
通訳を配置、テレビ電話通訳制度により各所の外国人労働相談に対

応 

手話労働相談 手話通訳派遣制度により各所の手話相談等に対応  

心の健康相談 専門相談員を配置し、心の健康相談を実施 

弁護士労働相談 弁護士を配置し、高度な法律解釈や判例等の相談に対応 

(ｲ)  パート・派遣・契約社員等の労働相談会の実施 

11 月の「パート・派遣・契約社員等の労働月間」に労働セミナーと労働相談を合わせ

て実施するパート・派遣・契約社員等の相談会や、電話相談を集中的に受け付ける電話

総合相談会を実施する。 

 令和６年度実績 

パート・派遣・契約社員等の教育相談会 全 12 回   相談件数  26 件 

パート・派遣・契約社員等電話総合相談会 ２日間   相談件数 80 件  

 

52,318 
45,504 46,269 42,642 44,440 
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令和６年度労働相談件数       （ ）は構成比〔％〕 

合  計 労  使  別(※) 男  女  別(※) 労 働 組 合 有 無 別 

44,440 

(100.0) 

労 働 者 使 用 者 男 性 女 性 組 合 有 組 合 無 

35,774 

(80.5) 

6,910 

(15.5) 

19,027 

(42.8) 

25,372  

(57.1) 

2,853 

(6.4) 

41,587 

(93.6) 

企 業 規 模 別(※) 

30 人未満 30～99 人 100～299 人 300 人以上 

6,316 

(14.2) 

2,885 

(6.5) 

2,317 

(5.2) 

5,513 

(12.4) 

産  業  別 

建設業 製造業 情報通信業 運輸業 
 卸売業、 

小売業 

 金融業、 

保険業 

不動産業、 

物品賃貸業 

1,106 

 (2.5) 

2,144 

 (4.8) 

3,246 

(7.3) 

1,219 

(2.7) 

2,891 

(6.5) 

616 

(1.4) 

586 

(1.3)  

宿泊業、 

飲食ｻｰﾋﾞｽ業 

教育、 

学習支援 
医療・福祉 サービス業 

(他に分類されないもの) 
その他 不 明 

1,562 

(3.5) 

1,522 

(3.4) 

5,975 

(13.4) 

7,195 

(16.2) 

1,363 

(3.1) 

15,015 

(33.8) 

合 計 内  容  別(※) 

項目数 

81,302 

(100.0) 

労使関係 賃金全般 退職関連 解雇関連 労働契約関連 労働時間関連 

1,901 

(2.3) 

6,425 

(7.9) 

9,925 

(12.2) 

6,977 

(8.6) 

10,132 

(12.5) 

4,652 

(5.7) 

※他にも項目があるため「合計」とは一致しない。 

イ あっせん 

労働相談の中で受けた労使間のトラブルのうち、労使だけでは自主的な解決が難しい問題

について、両当事者の要請を踏まえ、行政としての関与が必要との判断に基づき、都が第三

者としての立場で、労使間のトラブルの自主的な解決に向けて援助を行っている。 

［令和６年度あっせん件数］268 件 

(2) 労働相談オンライン化事業 

     令和４年度に開設した労働相談情報センター多摩事務所の相談機能強化のため、テレビ会  

議システム等新たなツールを利用した遠隔相談やチャットボットの運営、ＬＩＮＥによる広

報を行う。 

また、ＬＩＮＥ通話を利用した相談の実施や、労働相談プロモーション動画を活用したＰ

Ｒを行うことにより、若年層を中心とした利用者層を拡大し、労働問題の早期解決と労使関

係の安定化を推進する。 

ア 遠隔相談 

多摩地域の自治体等と連携し、市役所庁舎等に来庁した相談者に対し、テレビ会議システ
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ムによる遠隔相談を実施する。 

イ オンライン労働相談 

テレビ会議アプリケーションにより、オンライン労働相談を実施する。 

ウ チャットボット 

都民が労働問題に関するキーワードを入力すれば、それに対して適切な内容を自動で回答

することができるチャットボットによる質問・回答サービスを実施する。 

エ ＬＩＮＥ広報 

    労働相談情報センター事業や相談会等の周知を行う。 

オ ＬＩＮＥ電話相談 

労働相談の利用促進を図るため、ＬＩＮＥ通話を利用した電話相談を実施する。 

カ プロモーション動画を利用した広報の実施 

労働相談の利用方法を動画で案内し、労働相談の手軽さや身近さをＰＲする。 

  キ 検索連動型広告による労働相談広報の実施 

    検索連動型広告を実施し、労働問題の解決を求める都民に対して相談窓口を周知する。 

(3) 非正規雇用に関する法令等普及啓発事業 

パートタイマーや派遣労働者などの非正規雇用に関して、資料の作成や月間事業による法

令等の普及啓発を通し、雇用環境の安定化やトラブルの未然防止を図る。 

ア 労働契約締結時の留意点等を広く注意喚起 

資料名 発行部数 

法周知リーフレット 10,000 部 

派遣労働者等向け資料 4,800 部 

イ 非正規労働関連法令の解説資料 

資料名 発行部数 

労働契約手引資料 Ｗｅｂサイトに掲載 

啓発資料 4,000 部 

ウ 非正規労働月間 

資料名 発行部数 

労働相談リーフレット 15,000 部 

 

相談会 回数 

労働教育相談会 ５回 

電話総合相談会 ２日間 

(4) 非正規雇用アドバイザー制度 

各労働相談情報センター（青山事務所を除く）に、非正規雇用アドバイザーを配置し、中

小企業等を巡回して、パートタイム労働法をはじめとする関連法令の普及や適正な雇用管理

に関する助言等を行い、非正規雇用労働者の雇用管理の改善を図る。 

［令和６年度実績］巡回件数 2,893 事業所 

(5) 外国人労働相談支援事業（再掲） 
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「Ⅶ 雇用就業対策 第３ 適正な労働環境の確保」４(1)ア(ｱ) 参照 

(6) 外国人労働者の雇用環境等啓発事業 

ア 外国人労働者特別労働相談会の実施 

  外国人労働者に関わる労働時間、賃金等の労働条件、処遇に関する差別的取扱、ハラスメ

ント・メンタルヘルス問題、在留資格など雇用問題全般の相談に対応するため、東京外国人

材採用ナビセンターや東京出入国在留管理局と連携して、外国人労働者特別相談会を実施す

る。 

［開催回数］１回（２日間） 

イ 外国人労働者の雇用・労働環境の啓発の実施 

(ｱ) 外国人雇用に関するセミナー 

外国人労働者の適切な雇用管理を普及・啓発するため、特定技能２号となった外国人労

働者の処遇（国籍による差別的取扱禁止）や「育成就労制度」の創設に向けた検討状況・

労働時間や賃金制度などの法制度の解説、ハラスメントに関するセミナーを実施する。 

［開催回数］２回 

(ｲ) 外国人労働者の雇用問題個別相談会 

セミナー講師による個別相談を実施する。 

［開催回数］２回 

(7) 心の健康相談 

労働者の多くが抱えている不安やストレスを緩和するため、働く人の心の健康づくり講座

を実施するなど、労働者が健康で働き続けることができる労働環境を推進する。 

ア 労働相談（再掲） 

「Ⅶ 雇用就業対策 第３ 適正な労働環境の確保」４(1)ア(ｱ) 参照 

イ 「働く人の心の健康づくり講座」事業 

効率的・効果的に職場の健康づくりを推進していくため、対象者を労働者と使用者に分け、

それぞれの立場に即した実践的な講習を実施する。また、企業内でのメンタルヘルス対策を

推進する中核となるリーダーを養成する講座や企業交流会を実施する。 

［実施回数］11 回 

［延べ定員］442 人 

 

５ 正規雇用等転換安定化支援事業（労働環境課） 

国のキャリアアップ助成金（正社員化コース※）の支給決定を受けた都内に雇用保険適用事業所

を置く中小企業に対し、計画的な育成計画の策定や退職金制度の整備、結婚・育児支援制度の整備

など、正規雇用等転換後も労働者が安心して働き続けられる労働環境整備や賃金の引上げに取り組

む企業に対して助成金を支給し、質の良い転換を促進する。 

［事業規模］助成金（最大）         60万円  ×1,400件 

   退職金制度加算        10万円 ×   50件 

結婚・育児支援制度加算    10万円 ×  350件 

賃上げ加算（最大）      36万円 ×  550件 
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［都の助成額］  

対象労働者数 助成額 

１人 20万円 

２人 40万円 

３人以上 60万円 

退職金制度加算 10万円 

結婚・育児支援制度加算 10万円 

賃上げ加算 １人12万円（最大36万円） 

 

                        

 

６ 就職氷河期世代等待遇向上支援事業（労働環境課） 

就職氷河期世代・シニア世代の方が、正規・非正規雇用を問わず、長く働き続けられる労働環境

を整備し、待遇向上に積極的に取り組む中小企業等に対して助成金を交付する。 

［事業規模］ 

〇正規雇用等コース 

助成金 （最大）       90万円 × 200件 

退職金制度加算        10万円 ×  10件 

結婚・育児支援制度加算    10万円 ×  50件 

賃上げ加算（最大）      36万円  ×  80件 

〇安定有期雇用コース 

助成金（最大）      60 万円 × 100 件 

［都の助成額］ 
〇正規雇用等コース 

対象労働者数 助成額 

１人 30万円 

２人 60万円 

３人以上 90万円 

退職金制度加算 10万円 

結婚・育児支援制度加算 10万円 

賃上げ加算 １人 12万円（最大 36万円） 

 

     キャリアアップ助成金 
     支給決定 

      （正社員化コース） 

    ■対象の労働者に対し①～③を実施 
     ①指導育成計画（３年間）の策定 
     ②メンターの選任及びメンターによる指導 
     ③研修の実施 
    ■支援期間終了時に対象者が都内に勤務

していること 

    【加算】 

○新たに退職金制度を整備 

○新たに結婚・育児支援制度を整備 

○対象労働者の賃上げを実施 

・対象者にあった指導育成の実施 

・職場での定着 

・職場環境の整備 

 

 

国 

＜支援期間（３か月間）＞ 

非正規から 

正規雇用等に 

転換 

 

 

都 
 

※正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成 
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〇安定有期雇用コース 
対象労働者数 助成額 

１人 20万円 

２人 40万円 

３人以上 60万円 

※両コース合わせて１事業所最大３人まで 
 

           ＜支援期間（３か月間）＞ 

正規雇用労働者として就職 

 
 

 

国 
特定求職者雇用開発助成金 

（就職氷河期世代安定雇用 

実現コース） 

 

 

 

都 

■対象の労働者に対し①～③を実施 

①指導育成計画（３年間）の策定 

（安定有期雇用コースは 1 年間） 

②メンターの選任及びメンターによる指導 

③研修の実施 

■支援期間終了時に対象者が都内に勤務し

ていること 

（加算）正規雇用等コースのみ 

○新たに退職金制度を整備 

○新たに結婚・育児支援制度を整備 

○対象労働者の賃上げを実施 

 

 

 

・対象者にあった

指導育成の実施 

 

・職場での定着 

 

・職場環境の整備 

       

都 

都の就職支援事業 

（キャリアチェンジ再就職支援事

業、就活エクスプレス、ミドルチャ

レンジ、東京しごと塾等） 

 

正規・非正規を問わず雇用 

 

 

 
※就職氷河期世代安定雇用実現コース いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキ

ャリア形成がなされず、正社員としての就業が困難な方を支援し、

その就職を促進するため、対象労働者を正社員として雇用した事業

主に助成 

 

７ 若者世代職場定着促進事業（労働環境課） 

 若者世代の就職者に対して、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など

安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付し、若者の

早期の職場定着を促進する。 

［事業規模］助成金（最大）        60万円 × 400件 

退職金制度加算        10万円 ×  20件 

結婚・育児支援制度加算    10万円 ×  90件 

賃上げ加算（最大）      36万円 × 150件 

［助 成 額］  

対象労働者数 助成額 

１人 20万円 

２人 40万円 

３人以上 60万円 

退職金制度加算 10万円 

結婚・育児支援制度加算 10万円 

賃上げ加算 １人12万円（最大36万円） 
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８ 働き方改革パワーアップ応援事業（労働環境課） 

  企業が自社の課題を把握し、主体的に働き方改革に取り組めるよう、相談窓口の設置、働き方改

革に必要な法知識やノウハウ等の提供、従業員サーベイに基づく課題への専門家のサポートを行う。 

(1) 相談窓口の設置 

働き方改革に関連した雇用環境整備や生産性向上等について、都内企業からの相談等に対応

する窓口を設置する。 

(2) 働き方改革セミナー 

  主に中小企業の経営者や人事労務担当者等を対象に、働き方改革に関する法令や事例、改革

を社内で推進する上でのノウハウ等を体系的に学ぶセミナーを実施する。 

［規 模］1,000社 

(3) 従業員サーベイの実施及び専門家派遣 

    企業における従業員サーベイを実施し、さらなる働き方改革を進める上での課題を把握する。

課題解決のサポートをする社会保険労務士等の専門家を企業に派遣する。 

［規 模］300社（１社当たり５回） 

 
９ リスキリング・キャリアデザイン応援事業（労働環境課） 
（（公財）東京しごと財団基金事業） 

都内中小企業等が実施する従業員のリスキリングの環境整備の取組を支援する。 
(1)専門家派遣 

    リスキリングやキャリアデザインを支援する意欲のある企業に、専門家を派遣し、制度

整備等について助言を行う。 

   ［対 象］都内中小企業等 

 ［規 模］100 社（１社当たり２回） 

  (2)奨励金 

    専門家派遣の実施を受け、リスキリングやキャリアデザインを支援する制度を整備した

企業に、奨励金を支給する。 

   ［対 象］都内中小企業等 

 ［規 模］100 社 

［奨励金］１社当たり最大40万円 

 

 

 

 

都の就職支援事業 

(ｷｬﾘｱﾁｪﾝｼﾞ再就職

支援事業等) 

 

 

 

正規雇用 

 

 

・対象者にあった指導

育成の実施 

 

・職場での定着 

 

・職場環境の整備 

＜支援期間（３か月間）＞ 

 
 
 
 
都 

 
 
 
 
都 

■対象の労働者に対し①～③を実施 

①指導育成計画（３年間）の策定 

②チューターの選任及び指導 

③研修の実施 

■支援期間終了時に対象者が都内に

勤務していること 

（加算） 

○新たに退職金制度を整備 

○新たに結婚・育児支援制度を整備 

○対象労働者の賃上げを実施 
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10 東京の未来の働き方推進事業（労働環境課） 

都内中小企業等の多様な働き方を推進するとともに、テクノロジーを活用した生産性の高い新し

い働き方の機運醸成を図るため、「東京サステナブルワーク企業」の登録や先進的な取組を行う企

業の表彰制度「Tokyo Future Work Award」等を実施する。 
(1) 未来の働き方推進フォーラムの実施 

経営者や従業員を対象に、多様な働き方やデジタルを活用した働き方改革に関するフォーラ

ムを開催し、働き方改革に係る普及啓発を図る。 

［規 模］年２回 

(2) 「東京サステナブルワーク企業」の登録 

    「残業の少ない働き方」等の働き方改革に積極的に取り組んでいる企業を「東京サステナブ

ルワーク企業」として登録する。 

［規 模］300社 

(3) 多様な働き方の実現に向けた専門家派遣 

    「東京サステナブルワーク企業」の登録を目指す企業に対し、働き方改革の推進をサポート

する社会保険労務士等の専門家を派遣する。 

［規 模］100社（１社当たり２回） 

(4) 未来の働き方コンサルティング 

「東京サステナブルワーク企業」登録企業を対象に、テクノロジーを活用した「未来の働き

方」に向けた取組を支援するため、中小企業診断士やＩＴコーディネータ等の専門家を派遣す

る。 

   ［規 模］20社（１社当たり２回） 

(5) 「Tokyo Future Work Award」の表彰 

「東京サステナブルワーク企業」登録企業を対象に、テクノロジーを活用した生産性の高い

働き方を実現している企業を表彰する。 

［規 模］大賞１社、優秀賞２社、奨励賞７社 

 

11 「手取り時間」創出・エンゲージメント向上推進事業（労働環境課） 

（（公財）東京しごと財団基金事業） 

都内中小企業等の「手取り時間」の創出に向けた取組やライフステージの支援、エンゲージメン

ト向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を支援する。 

(1) 専門家派遣 

社内における課題の把握と制度整備に向けた具体的な助言を行うため、人事労務管理等に係

る知見を有する専門家を派遣する。 

［規 模］1,400社（１社当たり２回） 

(2) 奨励金 

専門家の派遣を受けて、「手取り時間」の創出やライフステージの支援、エンゲージメント

向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を行う中小企業に対して奨励金を支給する。 

［規 模］（最大）230万円 × 1,400社 
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12 企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業（労働環境課） 

（奨励金は（公財）東京しごと財団基金事業） 

働く方の中には、税や社会保険の仕組みが生み出す、いわゆる「年収の壁」により、自ら就業

調整を行う場合がある。 

本事業では、オンラインセミナーや個別相談窓口、専門家派遣の実施を通じて、税や社会保障制

度についての知識の理解を促進していくとともに、収入要件のある配偶者手当の見直しや社会保険

に加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行う都内中小企業等を奨励する。 

(1) 普及啓発セミナー 

年７回・オンラインで実施 

［対 象］都内中小企業等の人事担当者・従業員等 

(2) 個別相談の実施 

社会保険労務士等の専門家による個別相談を実施 

［手 段］電話、メール、オンライン 

［対 象］都内中小企業等の人事担当者・従業員等 

(3) 専門家派遣 

［規 模］30 社（１社当たり２回） 

     ［対 象］都内中小企業等の人事担当者・従業員等 

(4) 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 

〇配偶者手当見直しコース 

収入要件がある配偶者手当の見直しを行った企業に対し、奨励金を交付する。 

       ［対 象］都内中小企業等 

［規 模］900 社（３年間） 

［金 額］30 万円 

〇社会保険加入促進コース 

新たに社会保険の対象となった非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の新

設を行った企業に対し、奨励金を交付する。 

       ［対 象］都内中小企業等 

［規 模］3,000 社（３年間） 

［金 額］30 万円 

※上記２つのコースを同時に申請した場合の奨励金額は 50 万円 

 

13 中小企業の賃金制度整備等支援事業（労働環境課） 

(1) 賃金制度・賃上げに関する特別講座 

  企業の経営者や人事労務担当者等を対象に、賃金をめぐる情勢や賃上げに関する手法、ジョブ

型の賃金制度など賃金に関する特別講座を実施し、企業での賃金制度の整備等を支援していく。 

［対 象］都内中小企業 

［規 模］定員 80 名、年２回（１回２日間） 
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(2) 賃金制度の整備のための専門家派遣 

中小企業における、賃上げの手法や賃金制度や退職金制度等の見直しを支援するため、社

会保険労務士等の専門家を企業に派遣する。 

  ［対 象］都内中小企業 

［規 模］延べ 75 回（最大５回／社） 

(3) 賃上げ取組企業の好事例紹介 

賃上げを推進する都の施策を利用した中小企業を含め、賃上げに取り組んでいる企業への

取材を行い、ＴＯＫＹＯはたらくネットに特設ページを設けて好事例の紹介を行う。 

［対 象］都内中小企業 

［規 模］５社程度 

(4) 賃上げに関する相談窓口 

賃上げの取組を検討する中小企業や労働組合等が相談できるよう、労働相談情報センター

職員と専門家（社会保険労務士）が連携して対応する相談窓口を設置する。 

 

14 ライフ・ワーク・バランス推進事業（労働環境課） 

(1) 東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度 

従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働ける職場の実現に向け優れた取組を実施して

いる中小企業を募り、その取組内容等を広く公表することにより、ライフ・ワーク・バラン

ス等、働き方の見直しについて社会的気運の醸成を図り、都内中小企業の雇用環境の整備を

推進する。 

中小企業等の「職場をいきいきとさせる」取組を有識者（学識経験者、労使団体、マスコ

ミ等関係者等）からなる審査会で審査し、都が「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」

として選定する。（認定企業 13 社程度） 

(2)  ライフ・ワーク・バランスＥＸＰＯ東京の開催 

ライフ・ワーク・バランスの実現を一層効果的に促進するため、先進企業の取組内容や、

効果的な支援ツール等について、具体的かつ実践的な事例を展示・紹介する総合展を開催す

る。 

 

15 テレワーク等普及推進事業（労働環境課） 

(1) テレワーク導入実態調査 

テレワークの普及状況の把握や、今後の的確な施策展開の一助とするため、都内企業等の

テレワーク導入の実態調査を行う。 

［対 象］・導入実態調査（年１回） 

ア 都内の常時雇用者 30 人以上の企業等 約１万社 

           上記企業に勤務する従業員１社につき２名 

         イ 自営型テレワーカー（Ｗｅｂ調査） 

        ・毎月調査（企業調査） 

         都内の常時雇用者 30 人以上の企業等 約 1,000 社／月 
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        ・毎月調査（従業員調査） 

         都内企業に勤める従業員 約 2,000 人／月 

(2) テレワーク普及促進プロジェクト 

テレワークの普及・促進に向け、都のテレワーク施策を紹介するポータルサイト等の運営

や多様な働き方を推進するためのセミナー、企業見学会等を実施する。 

ア 多様な働き方セミナー 

［規 模］年３回程度 

イ 先進的テレワーク実践企業見学会 

［規 模］年３回程度 

(3) 「テレワーク東京ルール」促進事業 

今後、導入が進んだテレワークを後戻りさせることなく定着させるため、「テレワーク東京

ルール」を社会全体に浸透させ、その普及を推進していく。 

ア  「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度（登録制度） 

イ テレワーク推進リーダーパワーアップ事業 

・オンライン意見交換会の実施 

・推進リーダー向けに、テレワークツールの紹介やＱ＆Ａ等必要な情報をＷｅｂ上で提供 

・推進リーダーにアンケートを実施、意見等を都の施策等に反映 

(4) テレワークとオフィス勤務のベストバランス推進事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

テレワークの定着を図るため、テレワークを進める上での課題とその解決策について検討

し、自社に最適な「テレワークルール（我が社のベストバランス）」等を定めた都内中堅・中

小企業等に奨励金を支給する。 

［規 模］1,000 件 

［奨励額］20 万円 

(5) テレワークトータルサポート事業（助成金は（公財）東京しごと財団基金事業） 

テレワークの導入・定着・促進を図るため、専門家の活用や機器等の導入支援により、企

業の多様なニーズにきめ細かく対応する。 

 ア コンサルティング 

   ＩＣＴ等の専門家により、業務の棚卸や機器及びツールの選定、規定の整備、運用課題の

解決等についての助言を行い、テレワークの導入・定着・促進に向けた取組を支援する。 

  ［規 模］1,200 社 

 イ 助成金 

  ［規 模］1,000 社 

  ［対象経費］テレワーク機器及びツール導入経費、テレワーク環境整備に係る経費 

  ［助成額・助成率］ 

  （ｱ）常用雇用労働者数２人以上 29 人以下の企業等 

     助成額 最大 150 万円 助成率 ２／３ 

  （ｲ）常用雇用労働者数 30 人以上 999 人以下の企業等 

     助成額 最大 250 万円 助成率 １／２ 
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   ＜育児・介護休業法への対応又はＢＣＰ（猛暑対策）として導入した場合に加算＞ 

    ａ 育児・介護コース（300社） 

３歳未満の子の養育又は介護期従業員を対象とするテレワーク規定の整備をした場

合に加算（定額 20 万円） 

    ｂ 職場環境改善コース（100 社） 

      猛暑時のテレワークが困難な業務従事者に対し電動ファン付ウエアを貸与するなど

の企業の取組に助成（最大 50 万円 助成率 10／10） 

(6) ＡＢＷオフィス促進事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

  出社とテレワークの双方の利点を活かし、仕事の内容や目的に合わせ、社内外問わず、従

業員自らがふさわしい場所や時間を選んで生産性の高い仕事が可能となるＡＢＷ（Activity 

Based Working）の導入を目指す都内中小企業等に対し、専門家等によるＡＢＷ導入支援を行

うとともに、オフィス整備に係る改修費の一部を助成する。 

 ［規 模］５社 

 ［対象経費］ＡＢＷオフィス整備に係る改修費の一部 

 ［助成額・助成率］助成額 最大 2,000 万円 助成率 ２／３ 

  ※子連れ出勤を可能とする整備を行った場合加算あり（最大５万円 助成率 10／10） 

(7) サードプレイス活用促進事業（奨励金は（公財）東京しごと財団基金事業） 

  サテライトオフィスの利用を促すためのイベントを開催するとともに、サテライトオフィ

ス勤務及びワーケーション勤務の導入を奨励することにより、多様で柔軟な働き方を推進す

る。 

 ア サテライトオフィス活用交流フェアの開催 

   サテライトオフィスへの理解を深め利用を促進するため、サテライトオフィス活用交流フ

ェアを年２回（区部・多摩で各１回。１回当たり出展企業 15 社程度）開催する。 

 イ 奨励金 

 （ｱ）サテライトオフィス勤務応援奨励金 

   新たにサテライトオフィス勤務制度を整備し、従業員がサテライトオフィス勤務を実施し

た都内中堅・中小企業等に対し奨励金を支給する。 

 ［規 模］300 社 

 ［奨励額］10 万円 

（ｲ）ワーケーション勤務応援奨励金 

   新たにワーケーション勤務制度を整備し、従業員がワーケーション勤務を実施した都内中

堅・中小企業等に対し奨励金を支給する。 

 ［規 模］100 社 

 ［奨励額］10 万円 

(8) ＴＯＫＹＯシェアオフィス墨田の運営（（公財）東京しごと財団補助事業） 

テレワークの更なる推進のため、「ＴＯＫＹＯシェアオフィス墨田」の運営支援を行い、テ

レワークによる柔軟な働き方の実現につなげる。 
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16  働きやすい職場環境づくり推進事業（労働環境課） 

育児・介護や病気治療と仕事の両立に向けた取組の奨励や専門家の派遣等により、企業におけ

る働きやすい職場環境づくりを推進する。 

(1) 研修 

働きやすい職場環境づくりに関する知識を習得できる研修を実施する。 

［内 容］育児・介護や病気治療等との両立支援、非正規労働者の雇用環境改善 等 

(2) 専門家の派遣 

働きやすい職場環境づくりに意欲のある中小企業等へ専門家を派遣し、人事制度等につい

て企業の実情に応じた助言を行う。 

［規 模］延べ 500 回（最大５回／社） 

(3) 奨励金 

中小企業等において、雇用環境の改善・充実を図る取組を行った企業に対して働きやすい

職場環境づくり推進奨励金を支給する。 

［規 模］（最大）100 万円 × 600 社 

［奨励コース］ 

  ・育児と仕事の両立推進コース   （最大）  100 万円 

  ・介護と仕事の両立推進コース   （最大）  100 万円  合計 （最大）100 万円 

  ・病気治療と仕事の両立推進コース（最大）   40 万円 

 

17 キャリアとチャイルドプラン両立支援事業（労働環境課） 

不妊治療等や卵子凍結に関する情報を総合的に発信するとともに、研修の実施や不妊治療等及

び卵子凍結に係る特別休暇制度等の導入を奨励することにより、企業の職場環境整備を推進する。 

(1) 普及啓発 

ア セミナー等（２回） 

［テ ー マ］不妊治療・不育症治療と職場環境整備、卵子凍結と職場環境整備 

［規  模］各回 200 名 

［開催形式］オンライン 

イ ライフ・ワーク・バランスＥＸＰＯでの広報 

休暇等に関する制度の導入を促すことや仕事との両立における課題、先進企業の取組につ

いて、ＥＸＰＯ内でパネル展示等、多様な媒体を活用した広報により広く情報発信する。 

ウ 研修（２回） 

［テ ー マ］不妊治療・不育症治療、卵子凍結 

［開催形式］オンデマンド配信 

(2) 奨励金 

ア 不妊治療・不育症治療に係る職場環境整備奨励金 

不妊治療・不育症治療に係る特別休暇制度等の仕組みを導入した企業に対し奨励金を支給

する。 

［対 象］都内企業等 



 

 

 

 

 

［規 模］300 件 

［金 額］不妊治療及び不育症治療のための休暇制度等の整備 40 万円 

不育症治療のための休暇制度等の整備       10万円 

イ 卵子凍結に係る職場環境整備奨励金 

卵子凍結に係る特別休暇等の仕組みを導入した企業に対し奨励金を支給する。また、卵子

凍結に関する福利厚生制度を整備した場合、加算する。 

［対 象］都内企業等 

［規 模］30 件 

［金 額］卵子凍結に係る休暇制度等の整備 20 万円 

※福利厚生制度（福祉局が指定する医療機関の利用等を要件とする採卵や凍

結に係る費用助成）を整備した場合、加算（40 万円） 

 

18 働く女性応援事業（労働環境課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

企業における女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備を支援するため、トイレ・

ロッカー、ベビールーム等の整備に係る費用の一部を助成する。 

［対 象 者］都内中小企業等 

［規  模］30 社 

［助成限度額］500 万円 

［助 成 率］２／３ 

 

19 働くパパママ育業応援事業（労働環境課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

 従業員が希望する期間の育業をし、原職復帰する取組への支援により育業を奨励する等、企業

における職場環境整備を推進する。 

(1) 働くママコースＮＥＸＴ 

女性従業員が、合計１年以上の育業（産後休業含む）をし、原職等に職場復帰するととも

に、企業が就業規則等で法定を上回る育業期間等の規定を新たに整備した場合に、奨励金を

支給する。また、法定以上の育業しやすい職場環境づくりの取組を行った場合、１項目につ

き 30 万円を加算する。 

    ［対 象］都内中小企業等 

    ［規 模］400 件 

    ［金 額］125 万円 

※「同僚への応援手当」、「同僚への評価・表彰制度」の取組を行った場合、そ

れぞれ１項目につき30万円を加算、どちらも実施した場合は50万円を加算

（その場合最大175万円） 

(2) 働くパパコースＮＥＸＴ 

男性の育業を奨励する企業に対し、育児・介護休業法に基づく環境整備を行うとともに、

男性従業員が合計 15 日以上の育業をし、原職等に職場復帰した場合に、育業期間に応じて奨

励金を支給する。また、法定以上の育業しやすい職場環境づくりの取組を行った場合、１項
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目につき 20万円もしくは 30 万円を加算する。 

［対 象］都内中小企業等 

［規 模］750 件 

［金 額］25 万円 ～ 330 万円 

※合計 15～30 日未満の育業の場合 25 万円、合計 30～45 日未満の育業の場合 55

万円、合計 45 日以降は 15 日の育業ごとに 27 万 5,000 円を支給 

※法定以上の育業しやすい職場環境づくりの取組を行った場合 1 項目につき 20

万円を加算 

     ※「同僚への応援手当」、「同僚への評価・表彰制度」の取組を行った場合、そ

れぞれ 1 項目につき 30 万円を加算、どちらも実施した場合は 50 万円を加算

（その場合最大 420 万円） 

 

20 育業によるパワーアップ応援事業（労働環境課） 

（奨励金は（公財）東京しごと財団基金事業） 

  女性従業員が、合計６か月以上１年未満の育業（産後休業含む）をし、原職等に職場復帰する

とともに、夫婦双方の育業計画書（パートナーは合計30日以上）を作成した企業に対して奨励金

を支給する。また、計画書策定に当たり、企業に対する専門家派遣を行う。 

［対 象］都内中小企業等 

［規 模］200 件 

［金 額］100 万円 

［専門家派遣］600 回（１社当たり３回まで）※専門家派遣は労働相談情報センターで実施 

 

21 男性育業もっと応援事業（労働環境課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

  複数の男性従業員が、合計 30 日以上の育業をし、原職等に職場復帰するとともに、企業が継

続的に育業しやすい法定上の環境整備を２つ以上実施した場合に、育業した人数に応じて奨励金

を支給する。 

   ［対 象］都内企業等（大企業を含む） 

   ［規 模］300 件 

   ［金 額］80 万円 ～ 170 万円 

※２人がそれぞれ合計 30 日以上の育業＋複数の職場環境整備 80 万円 

        ※３人目以降１人につき 30 万円加算（最大５人まで） 上限額 170 万円 

 

22 男性育業促進に向けた普及啓発事業（労働環境課） 

(1) 男性の育業促進に向けた社内研修用動画等の発信 

企業等が社内研修で活用できる男性育業の取組ポイント等をまとめた研修動画を制作する。

男性の育業を積極的に推進する先進企業等の好事例や男性育業促進のメッセージを含む動画

等を発信する。  

(2) オンラインセミナー 
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経営者や従業員等を対象に、男性の育業促進に向けたオンラインセミナー及びＷｅｂ交流

会を開催するとともに、セミナー開催後はオンデマンドで配信する。 

・経営者向け基調講演 １回 

・従業員向け基調講演 １回 

・事例紹介（パネルディスカッション）１回 

・Ｗｅｂ交流会 １回 

(3) ＴＯＫＹＯパパ育業促進企業の登録・普及啓発 

男性の育業取得率平均 50％以上を達成し、今後も継続して男性育業を推進する企業等に対

して、取得率に応じた登録マークを付与するとともに、取組内容等をＷｅｂサイトで紹介す

る。また、登録マークのグッズを作成し、登録企業や企業向けイベント等にて配布、普及啓

発を行う。 

 

23 男性育業推進リーダー事業（労働環境課） 

(1) 奨励金 

男性育業の経験者を「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業の課題把握や具体

的な取組を実施するとともに、取組をグループ会社等へ波及した中堅・中小企業等に奨励金

を支給する。 

［金 額］100 万円 

［規 模］75 社 

     ［対 象］都内中堅・中小企業等（常用雇用労働者数 1,000人以下） 

(2) 認定 

都が奨励金を支給した中堅・中小企業等を「男性育業推進リーダー設置企業」として認定

するとともに、都のホームページにて取組を紹介する。 

※男性育業推進リーダー設置企業の認定対象には奨励金の要件と同様の取組を実施した大

企業等を含む。 

 

24 妊娠や子育て等の知識に係る企業内の普及啓発事業（労働環境課） 

不妊治療から妊娠・出産・育児等の一連の知識や支援策がまとまったリーフレットを作成し、

区市町村の母子手帳交付窓口等での直接交付、経済団体等を通して都内企業へ配布するほか、デ

ジタルブックをＷｅｂサイト上に掲載し広く周知することで、普及啓発を図る。 

・リーフレット ：区市町村窓口や経済団体で配布（14万 5,000 部） 

・デジタルブック：Ｗｅｂサイトに掲載 

 

25 介護休業取得応援事業（労働環境課）（（公財）東京しごと財団基金事業） 

 従業員が、合計 15 日以上の介護休業（有給の介護休暇を含む）を取得し、原職等に職場復帰す

るとともに、企業が就業規則等で法定を上回る介護休業期間等の規定を新たに整備した場合に、介

護休業等の期間に応じて奨励金を支給する。 

  ［対 象］都内中小企業 
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  ［規 模］80 件 

  ［金 額］27万 5,000 円・55万円 

      ※「同僚への応援手当」、「同僚への評価・表彰制度」の取組を行った場合、それぞれ

１項目につき 30 万円を加算、どちらも実施した場合は 50 万円を加算（その場合

最大 105万円） 

 

26 家庭と仕事の両立支援推進事業（労働環境課） 

(1) 家庭と仕事の両立支援ポータルサイト 

育児・介護や、病気治療・不妊治療等と仕事の両立など様々な両立支援について、労使双

方への情報提供を行うとともに、それぞれの問題に直面した際に役立つ情報を提供する。 

(2) 介護と仕事の両立推進シンポジウム 

企業の経営者や人事労務担当者、従業員等を対象に、介護と仕事の両立への取組に対する

意識啓発を行い、介護と仕事の両立に関する情報を広く提供するためのシンポジウムを開催

する。 
(3) 両立支援に関する短編動画・車内広告動画の作成・掲出 

家庭と仕事の両立をめぐる課題の多様化を踏まえ、両立支援に関する短編動画や、車内広

告動画を作成及び掲出し、広く普及啓発を行う。 

 

27 働く女性への総合サポート事業（労働環境課） 

働くうえで女性が抱える課題に対応するため、「はたらく女性スクエア」において、経営者や

管理職等も含めた女性の「働き方」や「活躍の基盤づくり」を後押しする。 

(1) 働く女性の総合相談窓口 

    女性管理職や従業員等を対象に、キャリアアップや育児・介護との両立等の相談に、専門

相談員や社外メンターが対応するとともに女性の健康課題に関する相談にも対応する。（女性

活躍に取り組む企業の相談にも応じる。）また、イベントの実施等も行う。 

(2) 働く女性の労働相談 

      女性の労働問題に関する相談（ハラスメント、部下のマネジメント等）に対応する。また、

臨床心理士等による専門相談も実施する。 

(3) 働く女性向けセミナー 

働く女性及び企業の経営者・人事担当者を対象に、労働基準法や男女雇用機会均等法の解

説、家庭と仕事の両立のポイント、ハラスメント対策やメンタルヘルス等に関するセミナー

を実施する。 

    ［規 模］６回   

 

28 女性管理職比率・男女間賃金格差改善促進事業（労働環境課） 

（（公財）東京しごと財団基金事業） 

行動計画・男女間賃金格差を公表し、その是正に向け、短時間勤務者から管理職を登用するな

ど、女性活躍の基盤づくりに計画的・戦略的に取り組む事業者へ奨励金を支給することで、女性

- 294 -



 

 

 

 

 

従業員の処遇の向上や賃金の引上げを後押しする。 

［対  象］従業員数300人以下で取組の対象とする雇用管理区分の女性の割合が４割を下回

る事業者 

［規  模］500社 

［支給要件］ 

ア 本事業のセミナーを受講し、取組期間中に専門家派遣を受けること。 

イ 取組期間（６か月）中に以下（ｱ）から（ｳ）までの取組を新たに１つ以上実施すること。 

（ｱ）短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職の新設 

（ｲ）役職手当の支給対象の女性従業員の増加 

（ｳ）女性管理職の増加 

上記の取組に加え、下記（ｴ）を実施した場合に加算 

（ｴ）短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入 

ウ 行動計画及び男女間賃金格差を女性の活躍推進データベースで公表すること。 

エ 全社員向けの社内研修を実施すること。 

［支給金額］ 

（ｱ）～（ｳ）の取組  各 30 万円 

（ｴ）の取組（加算）   10 万円 

※１事業者につき最大 100 万円 

 

29 企業と働く女性のキャリアパートナーシップ支援事業（労働環境課） 

  女性のヘルスリテラシー向上と健康課題に対する理解促進、必要な職場環境等の整備とともに、

女性が幅広くキャリア選択と両立ができるよう、企業と女性従業員双方に対してセミナー等を実

施する。 

(1)  女性活躍推進に向けた企業の職場環境整備支援 

ア 健康課題に対する理解セミナー 

(ｱ) 女性活躍推進と健康経営セミナー 

(ｲ) 健康課題とキャリア両立セミナー 

イ 女性の健康課題等を踏まえた職場環境整備支援 

(ｱ) 職場環境づくりと事例紹介セミナー 

(ｲ) 企業向けコンサルティング 

ウ 女性リーダー等育成支援 

女性リーダー等育成のための管理職向けセミナー 

エ 女性活躍推進法に基づく行動計画策定等支援 

(ｱ) 行動計画策定支援セミナー 

(ｲ) フォローアップコンサルティング 

(2)  働く女性のキャリア形成支援 

ア 都内企業で働く女性向けプログラム 

(ｱ) キャリアやライフステージと健康を考えるセミナー 
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(ｲ) キャリアを考える女性従業員交流セミナー 

(ｳ) 社外ロールモデルとの交流セミナー 

(ｴ) 女性従業員向けメンタリング・コンサルティング 

イ 女性リーダー等向けセミナー 

(ｱ) リーダーに必要な知識・スキルセミナー 

(ｲ) 女性管理職としてのスキルアップセミナー 

(3)  その他の支援 

ア 女性の活躍推進相談員を設置し、今後都や国が実施する女性の活躍推進に関する施策や関 

連法令等の情報提供、助言、普及啓発を行う。 

イ 本事業を修了し、行動計画の策定・達成や、健康課題に対する取組において意欲的な取組

を行った企業をＥＸＰＯなどでＰＲする。 

 

30 働く女性のウェルネス向上事業（労働環境課） 

女性の健康課題や職場環境の課題等について広く声を収集し、好事例の発信等を通じて企業・

従業員双方の意識を高め、働く女性のウェルネス（心身の健康）を向上させていくムーブメント

を創出する。 

 また、企業における女性の健康課題と仕事の両立を可能とする働きやすい職場環境づくりを推

進していく。 

(1) 発信・普及 

女性の健康課題に関する意識や対応状況等の実態や、女性の健康課題を元にした座談会動

画コンテンツ、企業における取組の好事例（生理休暇を取りやすい職場環境づくりやフェム

テックの活用事例など）等を特設サイト等で発信する。 

(2) フェムテック導入による職場環境整備の支援 

フェムテックの製品・サービスを新たに導入し、福利厚生制度を整備・拡充した場合等に、

奨励金を支給する。 

［対 象］都内企業等 

    ［規 模］30 社 

    ［金 額］10 万円 

 

31 働く人の健康保持増進事業（労働環境課） 

働く人の健康保持増進に関する普及啓発や情報提供を行い、働く人が心身ともに健康で働ける

社会の実現を目指す。 

(1) Ｗｅｂサイト「働くあなたのメンタルヘルス」の運営 

(2) ｅラーニングの運営 

(3) リーフレット等の作成 

 

32 職場のメンタルヘルス対策推進事業（労働環境課） 

都内中小企業の経営者等に対して普及啓発を行い、経営者等の主導による職場のメンタルヘル
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ス対策への取組を促進することにより、誰もがいきいきと働ける職場づくりの実現を目指す。 

(1) 職場のメンタルヘルス対策推進事業検討会議の開催 

(2) 職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーンの展開 

(3) 職場のメンタルヘルス対策シンポジウムの開催 

(4) 職場のメンタルヘルス対策相談会の開催 

 

33 ハラスメント防止対策推進事業（労働環境課） 

(1) 「ＴＯＫＹＯノーハラ企業支援ナビ」での情報提供 

特設Ｗｅｂサイトに、ハラスメント防止対策の基本的な知識・様々なハラスメントについ

て学べる短編動画・企業における取組事例等、ハラスメント防止に役立つ情報を掲載する。 

   ・短編動画：５本 

(2) 企業向け普及啓発 

12 月・１月を防止対策集中取組期間と設定し、企業の経営者・人事労務担当者・就活生等

を対象にハラスメント防止をテーマとする労働セミナーを開催する。また、都の支援策やハ

ラスメント防止対策に関する情報発信を行うとともに、経済団体と連携し、リーフレット等

による普及啓発を実施する。 

     

34 カスタマーハラスメント防止対策推進事業（労働環境課） 

（企業向け奨励金は（公財）東京しごと財団基金事業） 

(1) 普及啓発 

ウェブサイトやポスター・リーフレットの活用や、啓発グッズの配布、動画広告による

情報発信等により、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の理念の普及啓発等を実施

する。 

(2) 奨励金 

ア 団体向け奨励金 

会員企業及びその従業員向けに防止対策の体制を整備した場合、その取組等に対し

て奨励金を支給する。 

［対 象］都内業界団体 

［規 模］30 団体 

［金 額］最大 100 万円 

・企業向け対策方針の策定・周知  20 万円 

・防止対策のサポート窓口の設置  40 万円 

・対策研修の実施         20 万円 

・外部人材等活用による対策の実施 20 万円 

イ 企業向け奨励金 

条例で規定する事業者の措置等を速やかに都内企業へ浸透させるため、条例施行日以

降、より実践的な防止対策を行った企業等に奨励金を支給する。 

［対 象］都内中小企業等 
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［規 模］10,000 件（３か年） 

［金 額］40 万円 

・防止対策マニュアルの作成に加え、以下のいずれか一つの取組を実施 

「録音・録画環境の整備」「ＡＩを活用したシステム等の導入」「外部人材の活用」 

(3) 相談窓口等 

ア 相談窓口 

カスハラに関する問い合わせを一元的に受け付ける総合相談窓口を開設し、事業者・

就業者・顧客等からの相談に対応する。 

イ 団体向けコンサルティング 

業界に精通した専門家等によるコンサルティングにより、各業界が会員向けに定める

防止対策マニュアルの作成を支援する。 

［対 象］都内業界団体 

［規 模］30 団体 

ウ 団体向けセミナー 

カスハラの課題が深刻な業種を中心に、カスハラの未然防止や発生時の対応等に関す

るセミナーを実施する。 

［対 象］都内業界団体、会員企業等 

［規 模］年５回程度 

(4) その他 

ア 調査 

都内のカスハラの現状把握・分析、今後の施策への参考とするため、都内のカスハラ

に関する実態調査を実施する。 

イ カスタマー・ハラスメント防止対策推進会議 

条例に基づき防止施策の実施及び当該実施状況等の検証に当たって、関係機関等の意

見を聴くため、会議を開催する。 

 

35 団体連携によるカスタマーハラスメント防止条例普及促進事業（労働環境課） 

顧客との接点を効果的に活用し、防止対策と条例の普及に都と連携して取り組む業界団体を支

援するため、業界団体が構成員の中小企業等を通じて実施する防止対策に係る広報に要する経費

を補助する。 

［対 象］都内業界団体 

［規 模］10 団体 

［補助率］１／２ 

［金 額］１団体当たり最大 5,000 万円 

 

36 フリーランス就業環境整備支援事業（労働環境課） 

「フリーランス・事業者間取引適正化等法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法

律）」の適正な運用に向けて、企業やフリーランスに対して、法知識や必要な取組等の情報提供、
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専門家による企業の制度整備の支援、フリーランスの就業環境等に関する相談窓口の設置を行う。 

(1) オンラインセミナー 

発注者とフリーランスを対象に、フリーランス法における取引の適正化やフリーランスの

就業環境の整備等に関するオンラインセミナーを実施し、法律についての周知啓発と取組促

進を図る。 

［規 模］企業対象：年２回、フリーランス対象：年２回 

(2) 専門家派遣 

発注企業に対してフリーランスの就業環境に関する制度整備等を支援するため、社会保険

労務士等の専門家を派遣する。 

［規 模］延べ 75 回（最大５回／社） 

(3) 専門家相談窓口の設置 

フリーランスの就業環境等に関する相談に対応できるように、専門家（弁護士）による相

談窓口を設置する。 

 

37 事業所のデジタル化推進事業（調整課） 

生産性向上を図り、より質の高いサービスを提供するため、労働相談情報センターにおけるデ

ジタルを活用した業務改革を推進する。 

 

38 勤労者生活向上の推進（労働環境課） 

(1) 中小企業従業員融資 

中央労働金庫等との協調融資により、都内に在住又は在勤の中小企業従業員に対して、一

般生活資金、本人及び扶養親族の教育・リスキリング費用、子育て・介護に要する費用及び

育児・介護休業中の生活資金を融資する。 

ア 中小企業従業員融資 

事 項 
個 人 融 資 

団 体 融 資 
さわやか まなび 

使 途 一般生活資金 
本人及び扶養親族の 

教育・リスキリング費用 

夏季及び年末における賃金・ 

一時金の遅欠配時の生活資金 

対 象 
年収 800 万円以下の 

中小企業従業員 

年収 800 万円以下の 

中小企業従業員 
労働組合、消費生活協同組合等 

限 度 
70 万円以内 

(特例※100万円以内) 
120 万円以内 

構成員１名 70 万円かつ 

１団体 5,000 万円以内 

利 率 1.8％ 1.8％ 1.8％ 

返 済 
３年以内 

(70 万円超は５年以内) 

３年以内 

(70 万円超は５年以内) 

夏期 150 日以内 

年末 120 日以内 

機 関 中央労働金庫 中央労働金庫 中央労働金庫 

    ※特例：医療費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費に利用の場合 
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イ 子育て・介護支援融資（すくすく・ささえ） 

使 途 子育て・介護に要する費用、育児・介護休業中の生活資金 

対 象 

下記のいずれかに該当する中小企業従業員 

・妊娠中の方（本人又は配偶者） 

・20 歳までの子を養育する方 

・育児・介護休業取得中の方 

・要介護認定または要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方 

限 度 100 万円以内 

利 率 1.5％ 

返 済 

据置期間経過後５年以内 

（据置期間）・育児休業取得期間：子が１歳６か月になるまでを限度 

・介護休業取得期間：12 か月を限度 

機 関 中央労働金庫・都内信用組合 

 

令和６年度融資実績 

 用途（貸付資金別） 団体利用数 利用者数 融 資 金 額 

団体融資 
夏季手当資金 

年末手当資金 

0 件 

0 件 

0 人  

0 人  

0 円  

0 円  

個人融資 
一般生活資金 

子育て・介護支援 

－ 

－ 

120 人  

22 人  

7,266 万円 

1,820 万円 

計  0 件 142 人  9,086 万円 

  (2) 中小企業退職金共済制度の普及啓発 

中小企業勤労者の労働条件、福祉の向上を図るため、中小企業退職金共済制度の普及及び

加入促進を行う。 

・中小企業退職金共済制度加入状況（令和７年３月末）：共済契約者   ４万 8,902 所 

被共済者   55万 8,820 人 

(3) 東京都中高年勤労者福祉推進員の養成 

中小企業で働く中高年勤労者が退職後も安定した社会生活が送れるよう、企業内で生涯生

活設計等の相談・指導のできる人材を育成するため、「中高年勤労者福祉推進員養成講座」を

実施する。 

［年１回定員］150 人 

［実 施 主 体］労働相談情報センター（飯田橋） 

(4) 労政会館の運営 

勤労者の文化・教養及び福祉の向上増進を図ることを目的とし、労働相談情報センターの

附属施設として東京都労政会館を設置する。(南部労政会館) 

 

39 勤労者福祉のサービス事業に対する支援（労働環境課） 
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(1) 勤労者福祉支援事業の助成    

中小企業で働く人々の福祉向上を効果的に図るため、（公財）東京都中小企業振興公社に対

し、勤労者福祉支援事業に要する経費を助成する。 

ア 勤労者福祉に関する普及啓発事業 

様々な媒体により、企業や働く人々に対し、勤労者福祉に関する普及啓発を実施  

イ 施設提供事業 

京浜島勤労者厚生会館の運営 

(2) 自主的福祉活動の助成（メーデー実行委員会に対する助成） 

働く者の基本的権利の確立と労働条件の改善を目指して開催されるメーデーの実行委員会

に対し、その経費の一部を助成する。 

 

40 家内労働対策（労働環境課） 

(1) 家内労働法の普及・啓発等 

ア 普及啓発資料の提供 

家内労働法の周知を図るとともに、家内労働に関する様々な情報を提供するために、各種

啓発資料を発行する。 

・季刊家内労働     年４回 6,000 部／回 

・都の制度       3,000 部 

・あなたと家内労働法  4,500 部 

イ 家内労働相談員の配置 

専業的家内労働者及び委託者に対し、労働環境課浅草分室を拠点として、家内労働に関す

る情報提供や工賃の遅れ・未払い、環境改善等の家内労働問題に関する相談・指導を行う。

常設相談の他に、家内労働者宅を訪問しての巡回相談も行う。 

（令和６年度実績）相談者数：521人、相談件数：延べ 1,551 件 

(2) 労働衛生環境の改善助成 

一定の要件を満たす家内労働者に対して、有機溶剤健康診断の制度を設けるとともに、作

業環境改善が必要な場合には、その経費の一部を助成する。 

・全体換気装置、局所排気装置等の設置助成 

・有機溶剤健康診断 

・安全衛生講習会の実施 

(3) 家内労働傷病共済制度 

専業的家内労働者等が傷病のため就労不能の状態に置かれた時に掛金に応じた給付金を支

払うことによって、加入者の生活の安定を図る相互扶助制度である。 

都は、実施主体である（公財）東京都中小企業振興公社に運営費を補助する。 

(4) 自主的福祉活動への助成 

家内労働者の健康を保持増進し、福祉の向上を図るため、専業的家内労働者等で構成する

団体が自主的に行う福祉活動に対し、その活動に要する経費の一部を助成する。 

(5) 中小企業従業員融資（家内労働者融資） 
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専業的家内労働者に対し、生活に必要な資金を融資することにより、生活の安定と向上に

資する。 

［種 類］一般生活資金 70 万円（特例 100万円）、 特別生活資金 130 万円 

［利 率］年利 1.8％、ただし災害時の生活資金は年利 1.5％ 

（令和６年度実績）融資実績：６件、595 万円 

 

41  東京都労働委員会委員の選任（労働環境課） 

労働組合法第 19 条及び同法施行令第 21 条に基づいて、東京都労働委員会委員（公益・労働

者・使用者各 13 名、任期２年）の選任事務を行う。 
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第４ 多様なニーズに対応した職業能力の開発・向上 

 

１ 公共職業訓練の推進（能力開発課） 

職業能力開発促進法に基づき、「都民の生涯にわたる職業能力開発への支援」と「東京の産業

の振興を担う人材の育成」を大きな理念、目標として、時代や環境の変化に機敏に対応した公共

職業訓練を展開している。 

(1) 求職者向け訓練（能力開発訓練） 

求職者向け訓練（能力開発訓練）は、求職者に対し、新たな職業に必要な技能及び知識を

習得させるために実施する訓練である。 

ア 一般向け訓練  

求職者に対し、新たな職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を

実施する。 

（延べ 77 科目 3,545 人） 

イ 高年齢者訓練 

主として職業の転換を必要とする概ね 50 歳以上の求職者を対象として、新たな職業に必

要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を実施する。 

（延べ８科目 1,150 人） 

ウ 若年者能力開発訓練 

概ね 30 歳未満の若年者のフリーターや無業者等を対象に、能力開発を支援し就業の促進

を図るため、若年者それぞれの特性に応じた訓練を実施する。 

（延べ６科目 220 人） 

エ 求職者に対する訓練受講の奨励（訓練手当等）  

再就職のための職業能力開発訓練の受講機会確保と、受講期間中の生活の安定を図ること

を目的として、以下の制度を設けることにより、訓練の受講を奨励する。 

(ｱ) 訓練手当 

就職の困難な障害者、母子家庭の母等が公共職業安定所長の指示により訓練を受講す

る場合に支給する。（国庫負担金１／２） 

(ｲ) 雇用保険法による求職者給付 

雇用保険の失業給付受給資格者が公共職業安定所長の指示により訓練を受講する場合

に、支給される給付金について、必要な手続を行う。（国費） 

   (ｳ)  求職者支援制度による職業訓練受講給付金 

雇用保険の受給資格のない者が公共職業安定所長の指示により訓練を受講する場合に

支給される給付金について、必要な手続を行う。（国費） 

(ｴ) 技能者育成資金融資制度 

訓練手当、雇用保険の求職者給付又は求職者支援制度の職業訓練受講給付金の支給を

受けていない者で、成績が優秀であり、経済的理由により受講の困難な生徒を対象とし

た技能者育成資金の融資について、借入申込資格確認に必要な手続を行う。（国費） 
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(ｵ) 生徒の災害補償制度 

生徒が、職業能力開発センター等の管理下における訓練上又は通校途上による事由で

災害を受けた場合に、職業能力開発センター災害見舞金支給要綱により災害見舞金を支

給する。 

オ 職業能力開発に関する調査・研究 

中小企業の人材ニーズや就業に必要な技能・技術に対する各種調査及び職業能力開発セン

ター修了生への調査等を実施するとともに、産業界の技術動向や人材需要に即した新規科目

や指導技法の開発、内容の改善を進める。 

カ 無料職業紹介の実施 

職業能力開発センターにおける訓練指導と就職援助に一貫性を確保し、求人・求職双方の

ニーズを的確にとらえ生徒の特性を生かした就職を促進するために、職業能力開発センター

に就職支援推進員等を配置し、能力開発担当、職業訓練指導員等との連携により職業紹介事

業を実施する。（11 校） 

また、生徒に対する求人情報及び事業主に対する求職情報を、インターネットを活用して

提供する。 

キ 技能照査の実施 

技能照査は、職業訓練修了時に一定の基準のもとに、生徒がその水準に達しているか否か

を判定する制度である。 

技能照査合格者には、技能士補（国家資格）又は東京都技能士補の称号が与えられる。技

能士補の場合には、相当する技能検定職種（２・３級）の学科が免除される。 

ク 生徒の資格・免許取得への取組 

職業訓練は、その性格から各種の資格・免許に深い関わりを持つ。資格等の取得を目標の

一つに置くことにより生徒の技能習得意欲の向上につながり、また、資格取得により就職も

有利になる。 

このため、職業能力開発センター等では、資格等の取得に向けた訓練を実施するとともに、

訓練科目の改善に当たっては、生徒の更なる能力向上と資格等の取得も視野に入れたカリキ

ュラム編成に取り組んでいる。 

(2) 在職者向け訓練（能力向上訓練） 

ア 能力向上訓練 

能力向上訓練は、在職者に対し、職業に必要な能力の向上に要する技能及びこれに関する

知識を習得させるために実施する訓練である。 

都では、主として中小企業で働き、企業内での職業能力開発の機会に恵まれない在職者を

対象とし、高度な技能や新技術を習得できるようコースの設定を行っている。 

（延べ１万 9,322 人) 
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種類 目 的 ・ 内 容 

学 科 

新たな技能の追加及び

保有する技能を補完又

はさらに高める訓練 

・１クラス 45 人標準 

・学科を中心 

・標準 24 時限  （実習時間０％） 

実技Ⅰ 

・１クラス 30 人標準 

・学科と実技 

・標準 24 時限  （実習時間 50％未満） 

実技Ⅱ 

・１クラス 20 人標準 

・実技を中心 

・標準 24 時限  （実習時間 50％以上） 

東京みらい

の名工育成

プログラム 

業界をけん引する中堅

技能者に対し、技能向

上への意識醸成及び後

進への指導の取組を支

援するための訓練 

・１クラス５人標準 

・実技を中心 

・標準 24 時限  （実習時間 50％以上） 

イ オーダーメイド訓練の実施 

自ら訓練を実施することが困難な中小企業等の多様な人材育成ニーズに対応するために、

企業側の求めに応じた機動的、弾力的な訓練を実施する。 

（237 回 5,634 人（ア「在職者向け訓練（能力向上訓練）」の内数）） 

ウ 東京みらいの名工育成プログラム 

東京の製造業の有するものづくり基盤技術や技能の維持・発展を図るため、中堅技能者に

対して、一流の熟練技能士が直接指導することにより、高度な技能や指導技法を継承し、

「東京みらいの名工」を育成する。  

（延べ定員 20 人（ア「在職者向け訓練（能力向上訓練）」の内数）） 

［規 模］機械加工     １校   城南職業能力開発センター大田校 

定員５人 

金属塗装     １所   城東職業能力開発センター 

           定員５人 

エ 建設人材育成事業（能力向上訓練） 

建設技能労働者の人材育成を図るため、技能検定対策講座、特別教育等、建設現場で求め

られる資格の取得等を目的とした訓練を実施する。 

（８科目 200 人（ア「在職者向け訓練（能力向上訓練）」の内数）） 

(3) 障害者職業訓練 

ア 障害者職業訓練 

障害者がそれぞれの適性に応じた知識や技能を習得することで、職業的社会的自立を図る

ことができるよう、東京障害者職業能力開発校、中央・城北職業能力開発センター板橋校、

城南職業能力開発センター、城東職業能力開発センターにおいて、障害者訓練を実施する。 

・東京障害者職業能力開発校 

対象者 身体障害者、知的障害者、精神障害者・発達障害者等（260人） 

・中央・城北職業能力開発センター板橋校 
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対象者 知的障害者（20 人） 

・城南職業能力開発センター 

  対象者 知的障害者（20 人） 

・城東職業能力開発センター 

対象者 知的障害者（20 人） 

イ 能力向上訓練 

障害のある在職労働者の職業能力の開発・向上を促進するため、東京障害者職業能力開発

校において、障害者を対象とした能力向上訓練を実施する。（50 人） 

(4) 再就職促進等委託訓練 

離職者等が再就職に必要なスキルを習得するため、民間教育訓練機関等に委託し、訓練を

実施する。 

ア 民間活用型訓練 

公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた求職者を対象に実施する。 

(ｱ) ＩＴ・医療・福祉・事務（３か月 5,670人、６か月 1,000 人） 

雇用が見込まれる産業分野から科目を設定し、訓練を行う。 

(ｲ) 介護福祉士養成科（２年 274人） 

介護福祉士の資格取得を目指す訓練を行う。 

(ｳ) 保育士養成科（２年 643 人） 

保育士の資格取得を目指す訓練を行う。 

(ｴ) 専門人材育成訓練（２年 909人） 

人材確保が急務の業界等における即戦力人材を育成するため、国家資格等の高度なス

キル習得を目指す訓練を行う。 

(ｵ) 義肢装具科（１年 20 人） 

義肢装具を作成する専門的技術者を育成する訓練を行う。 

(ｶ) 委託訓練活用型デュアルシステム（270 人） 

３か月の訓練と、企業等における１か月の実習訓練を組み合わせた訓練を行う。 

(ｷ) ウクライナ避難民向け職業訓練（６か月 10 人） 

日本での就労を望むウクライナ避難民を対象とする訓練を行う。 

イ 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練 

公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた障害をもつ求職者を対象に

実施する。 

(ｱ) 知識・技能習得訓練コース（３か月以内 470 人） 

知識･技能習得を目的とする職業訓練を行う。 

(ｲ) 実践能力習得訓練コース（３か月以内 250 人） 

企業等の現場を活用し、職場実習による実践的な職業訓練を行う。 

(ｳ) ｅラーニングコース（３～６か月 30 人） 

訓練施設への通所が困難な重度障害者等で、自宅等でのｅラーニング受講が可能な状

態にある者に対し、ＩＴ技能の習得を目指す訓練を行う。 
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(5) 職場適応訓練 

障害者及び中高年齢者等、就職が困難な求職者で、公共職業安定所長から指示され、都知

事が適当と認めた者について、作業環境への適応を容易にするため、民間事業主に委託して

訓練を実施し、就職の促進を図る。 

(6) 建設人材育成事業（鉄筋コース・型枠コース）  

建設技能労働者の高齢化等を背景として、建設現場で働く技能者の育成が急務となってい

るため、城東職業能力開発センター江戸川校、多摩職業能力開発センター及び多摩職業能力

開発センター八王子校において、現場のニーズが高い鉄筋工と型枠大工の育成を実施する。

（120 人） 

(7) 女性向け委託訓練 

出産や育児等を理由に退職し、再度働くことを希望する女性等の再就職を支援するため、

民間教育訓練機関に委託して職業訓練を実施する。 

ア 育児等両立応援訓練（主に３か月 500 人） 

育児や介護などの事情を抱える求職者に対し、通所又は同時双方向型オンラインで、１日

の訓練時間が短いカリキュラム等で実施する職業訓練の受講機会を提供する。 

イ 女性デジタルカレッジ事業（５日～15 日間 670 人） 

事務職等への就職を希望する女性に対し、オフィスソフト等の講座を実施するとともに、

実務的なデジタルスキル等も紹介しＩＴ分野の関心を高め、女性デジタル人材の裾野を拡大

する。 

(8) 保育支援つき施設内訓練 

職業能力開発センターに入校する育児中の人に対して、民間保育施設を提供することによ

り、育児等による離職からの再就職を支援する。 

(9) ものづくり等産業人材育成支援事業 

職業能力開発センターの訓練を通じて従業員の技能習得を図る中小企業に対して、奨励金

を支給し、ものづくり人材等の育成を推進する。 

［支 給 額］10 万円／月・人 

［支援規模］200 件 

(10) 職業能力開発センターの戦略的魅力発信事業 

しごとセンターやハローワークの利用者を中央・城北職業能力開発センターしごとセンタ

ー校に誘導し、ＰＲコーナーや見学・体験を通じ職業訓練の魅力を伝え、スキルを習得して

就職する流れを創出する。 

 (11) 事業所のデジタル化推進事業 

    訓練等に係る事務を効率化し、より質の高い公共職業訓練を提供するため、職業能力開発

センターにおけるデジタルを活用した業務改革を推進する。 

 

２ 民間における職業能力開発の促進（能力開発課） 

(1) 生涯職業能力開発事業等委託事業（広域団体認定訓練助成金） 

都知事の認定を受けた認定職業訓練実施団体のうち、広域的に認定職業訓練を実施する中
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小企業事業主の団体に対して、運営に要する経費を補助する。 

［助成額］補助対象経費の１／２又は算定基準により算出した額のいずれか低い額 

(2) 事業内職業能力開発の振興 

ア  認定職業訓練の振興 

認定職業訓練とは、事業主の行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法第 24 条第１項の

規定に基づき厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨、都道府県知事が認定した

ものである。 

認定職業訓練は、習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づき、次の

ような課程に分けられている。 

・普通職業訓練（普通課程、短期課程） 

・高度職業訓練（専門課程、専門短期課程） 

・指導員訓練（長期課程、専門課程、研修課程） 

イ 認定職業訓練運営費の補助 

認定職業訓練を実施する中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対して、認定職業訓

練の運営及び施設、設備の整備に要する経費について補助金の交付を行う。 

［助成額］補助対象経費の２／３又は算定基準により算出した額のいずれか低い額 

ウ 認定職業訓練の開拓・指導 

認定職業訓練の開拓促進と既認定職業訓練の規模拡大を図るため、実態調査・巡回指導等

を実施するほか、リーフレット作成・配布等によりＰＲを行う。 

エ 職業訓練法人化の促進 

認定職業訓練を実施している団体等のうち法人格を有しない団体に対して、訓練実施体制

を強化・確立することにより訓練内容の充実を図るため、職業訓練法人化を促進する。 

(3) 中小企業人材スキルアップ支援事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

都内中小企業等が従業員のスキルアップを目的として実施する職業訓練の経費に対して助

成金を支給する。 

ア 事業内スキルアップ助成金 

自社内で実施する短時間の職業訓練（ＯＦＦ－ＪＴ）に対して支給する。 

［助成額］訓練生１人１時間当たり 760 円 

（「イ 事業外スキルアップ助成金」と合わせて１社当たりの上限 150 万円／年） 

イ 事業外スキルアップ助成金 

民間教育訓練機関等が実施する訓練に従業員を派遣する職業訓練に対して支給する。 

［助成率］受講料等の１／２（小規模企業者２／３） 

      ※非正規雇用労働者の割合が受講者全体の２割以上の場合は一律２／３ 

［助成額］一人当たり上限２万 5,000 円 

     （「ア 事業内スキルアップ助成金」と合わせて１社当たりの上限 150 万円／年） 

ウ ＤＸリスキリング助成金 

ＤＸに関して、民間教育訓練機関等が集合若しくはｅラーニング等により実施する職業訓

練又は自社内に外部講師を招いて実施する職業訓練に対して支給する。 
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［助成率］受講料の３／４ 

［助成額］一人当たり上限７万 5,000 円 

（１社当たりの上限 100 万円／年） 

  (4) 育業中スキルアップ支援事業（（公財）東京しごと財団基金事業） 

育業中のスキルアップを希望する従業員に対し企業等が支援する職業訓練の経費に対して

助成金を支給する。 

［助成率］受講料の２／３（大企業は１／２） 

１社当たりの上限 100万円／年 

 

３ 技能振興事業（能力開発課） 

 (1) 技能検定 

技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定

制度で、職業能力開発促進法に基づき実施されている。これにより、技能に対する社会一般

の評価を高め、労働者の技能と地位の向上を図るとともに、我が国の産業の発展に寄与する

ことを目的としている。 
技能検定は、職種ごとに特級、１級、２級及び３級に区分するもの、単一等級として等級

を区分しないものがあり、それぞれ実技試験と学科試験が行われる。 
このほか、外国人技能実習生等を対象とした随時２級、随時３級、及び基礎級を実施して

いる。 
(2) 東京都職業能力開発協会の助成 

東京都職業能力開発協会は、職業能力開発促進法に基づいて職業能力の開発及び向上の促

進を図ることを目的に設置された、民間における指導的団体である。同協会は、都との密接

な連携のもとに、民間における職業能力開発及び技能検定の普及・振興、全国競技大会の参

加促進・普及啓発を図るため、職業能力開発のための各種講習会等や技能検定、ものづくり

体験教室、認定職業訓練を実施している団体等への支援、全国競技大会の参加費助成などを

行っており、都は同協会に対して助成・指導を行っている。 

(3) 技能の振興 

ア 「卓越した技能者表彰」（現代の名工）候補者の推薦 

広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、技能者の地位及び技能水準の向上を図ること

等を目的として実施されており、きわめて優れた技能を有する者の中から選定して、候補者

を厚生労働大臣に推薦している。 

イ 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞の贈呈 

都内の事業所等に勤務する優秀な技能者に対して知事賞を贈呈することにより、中小企業

等における技能者の確保及び育成を図るとともに、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透さ

せ、技能者の社会的地位及び技能水準の向上を図ることを目的としている。なお、平成 28

年度から東京都優秀技能者を広く社会一般に広め、優秀技能者の活用を推進するため、東京

都優秀技能者（東京マイスター）独自のホームページを開設している。 

［贈呈者数］40 人以内 
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［贈呈時期］人材開発促進月間中（11 月） 

ウ 東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞の贈呈 

優秀な技能者の育成と技能の継承への取組に成果を上げた優良な中小企業等に知事賞を贈

呈することにより、中小企業等における技能者の人材育成と処遇･地位の向上を図るととも

に、東京の産業の活性化と競争力ある東京のものづくり産業及びサービス産業を築くことを

目的としている。 

［贈呈社数］大賞１社又は団体（３部門の中から１社又は団体）、優秀賞３社又は団体程

度（各部門から１社又は団体程度）、奨励賞９社又は団体程度（各部門から

３社又は団体程度） 

［贈呈時期］人材開発促進月間中（11 月） 

(4) 職業訓練指導員免許の交付及び試験の実施 

ア 免許の交付 

職業能力開発促進法の規定に基づく公共職業能力開発施設及び認定職業訓練施設で訓練指

導に当たる者を「職業訓練指導員」といい、「職業訓練指導員免許」を必要とする。 

免許の交付を受けることができる者は、 

(ｱ) 職業能力開発総合大学校の指導員養成訓練課程修了者 

(ｲ) 職業訓練指導員試験合格者 

(ｳ) 職業訓練指導員の業務に関して、上記(ｱ)及び(ｲ)と同等以上の能力を有すると認めら

れる者のいずれかである。 

イ 試験の実施 

厚生労働省令で定めている免許職種の中から、都の「職業訓練指導員」の不足状況等を勘

案して職種を選定し、「職業訓練指導員試験」を実施している。 

(5) 障害者技能競技大会（アビリンピック）に対する助成 

障害者が技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよう、その職業

能力の向上を図るとともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を深め、その雇用の促進

と地位の向上を図ることを目的として開催されている。 
都は、全国大会に出場する東京都派遣選手に対して東京都職業能力開発協会と連携して支

援を行うとともに、地方大会として東京アビリンピックを独立行政法人高齢・障害･求職者雇

用支援機構東京支部との共催により開催している。 
(6) 一般社団法人東京都技能士会連合会の助成 

東京都技能士会連合会は、技能士の地位の向上と技能尊重気運の醸成を目的として、昭和

52 年 12 月に設立（平成 27 年５月に一般社団法人化）された、都内の各職種の技能士会等で

構成する団体である。 
同連合会は、会員技能士に対して技能向上のための研修会等の事業を実施している。同連

合会の事業目的と都の施策である技能の振興及び技能士の地位の向上とは密接な関係があり、

同連合会の活動は都の施策を補完する意味を持っているため、都は同連合会に対し助成を行

っている。 
(7) 競技大会等促進支援事業 
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協同組合等が都内で行う参加者５人以上の技能競技大会及びコンクールに対して奨励金を

支給することにより、中小企業等の技能者の技能向上と技能継承の強化を図る。 

［規 模］延べ 50 団体程度 

(8) ものづくり教育支援プログラム 

次代を担う若者にものづくりの楽しさ、素晴らしさ、あるいは達成感を体験できる機会を

提供し、ものづくり基盤技術に係る学習の振興を図るため、職業能力開発センターの人材、

施設を活用したものづくり教育を推進する。 

ア 工作教室（半日から３日間程度) 児童・生徒対象 

イ 高校生向け実習講座（３日間程度) 

(9) 職人塾 

ものづくりに触れる機会の少ない若者に対して、優れた職人技を目にし、直接職人から指

導を受ける機会を提供することにより、技能や職人の仕事への関心を高めさせ、若者がもの

づくり業界に入るきっかけを創出する。 

［規 模］延べ 50 人程度 

(10) 東京みらいの名工育成プログラム（再掲） 

「Ⅶ 雇用就業対策 第４ 多様なニーズに対応した職業能力の開発・向上」１(2)ウ 参照 

 

４ ものづくり・匠の技の祭典（能力開発課） 

ものづくり産業を持続的に発展させていくために、東京のみならず、日本各地と連携し全国か

ら優れた技能を一堂に集め、ものづくりと匠の技の魅力を、若者をはじめ、国内外の多くの人々

に広く発信するイベントを開催する。さまざまな分野の優れた技の展示・実演を行うほか、実際

に参加して体験できる機会を提供する。 
 

５ ものづくり技能の総合ポータルサイト情報発信事業（能力開発課） 

東京の多様な技能の紹介や技能習得・技能向上に関する情報など、ものづくり技能の総合的な

情報提供を行うポータルサイトを運営し、ＳＮＳ等も活用しながら継続的な発信を行い、次世代

のものづくり技能人材の確保、技能継承を促進する。 
 

６ 職業能力開発センター事業の展開（能力開発課） 

東京の活力を支える中小企業の人材力を高め、競争力のある企業を育成するため、産業界と

連携しながら企業ニーズに基づいた人材確保と人材育成を積極的に支援する。都内を４地域に

分け、各地域に職業能力開発センターを設置し、地域の業界団体・企業と連携しながら中小企

業の人材確保と人材育成を支援する。 
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  (1) 職業能力開発連絡協議会 

地域における人材育成・確保に関する関係者の具体的な事業連携を進める場として、地域団体、

事業主団体、学識経験者、教育機関、行政機関等で構成する職業能力開発連絡協議会を設置する。

情報の蓄積と共有化を図るとともに、地域での連携策の実施等について協議する。 

(2) 総合相談の実施 

人材総合サポートデスクを設置し、中小企業の人材育成・確保や職業能力開発に関する相談や

各種事業の紹介を行う。人材育成に必要な技能指導者の紹介や、企業内訓練に関する指導助言等

も行う。 

また、人材アドバイザーを配置し、各企業への訪問やオンライン相談による、人材情報の

提供や企業内訓練等に関する支援・アドバイスを行う。 

(3) 産業人材確保事業 

東京の産業を支える基盤的技能を持つ人材確保のため、地域の企業・業界団体等との協働・連

携による取組を進めていく。地域マッチング会の実施やものづくり業界についての講演会等によ

り、企業が求める人材の確保を図る。 

(4) 現場訓練支援事業 

中小企業における技能の継承や職業能力の向上を図るため、職業能力開発センターに登録

された指導人材が企業現場を訪問し、ニーズに即した訓練指導を行う。 

(5) 人材育成プラザの設置 

職業能力開発に関する総合サービスを行うことを目的として、知識･技能の維持向上のため

の講習会の実施や施設の貸出し等を行う人材育成プラザを設置している（中央・城北職業能

力開発センター、多摩職業能力開発センター等 計８か所）。 
 

７ デジタル人材育成支援事業（能力開発課） 

離職した若者等に対し、デジタル関連のスキルを付与する職業訓練と再就職支援を一体的に実

施する。 
［規 模］1,000 人 

職業能力開発センター 

◇地域における技能分野を中心とした人材育成・確保 
 を支援する拠点を整備 

◇企業・業界等のニーズ把握、連携の場を設置 

□人材総合サポートデスクの設置 

□業界や産業支援機関等との連携による人材確保支援 

□中小企業の人材育成支援 

□ものづくり教育への支援 

技能分野における人材育成・確保支援機能 

職業能力開発機能 

□地域の産業特性を踏まえた職業訓練科目の展開 

業界団体 

・企業 

個 人 

（社員） 

人材の確保・育成支援 

相談・要望（ニーズ） 

職業能力開発 

質
の
高
い
労
働
力 

の
提
供 

企 
業 
内 
教 
育 
訓 
練 

の 
実 
施 
・ 
採 
用 

在職者・求職者等 
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８ ＤＸ実践人材リスキリング支援事業（能力開発課） 

都内中小企業のＤＸを推進するため、企業の課題把握を踏まえた従業員のリスキリング計画の

策定からＤＸ講習までを一体的に実施し、さらにフォローアップ研修を行うことで、社内ＤＸ人

材の育成を支援する。 
［規 模］講習 300 社、フォローアップ研修 90 社 

 

９ 成長産業分野へのキャリアシフト等支援事業（能力開発課） 

（（公財）東京しごと財団基金事業） 
成長産業分野や柔軟な働き方が可能な業種等への就業に向け、非正規労働者等やひとり親の方

に対し、ｅラーニング等を通じたスキルアップと就職支援を一体的に実施する。 
［規 模］1,500 人 

 

10 短期集中型資格取得支援訓練（能力開発課） 

短期間で集中的に成長産業分野等に関連する資格を取得し、早期の再就職につなげるよう、求

職者等に対し、ｅラーニングと試験直前対策合宿を組み合わせた訓練を実施する。 

［規 模］100 人 

 

11 女性向けキャリアチェンジ支援事業（能力開発課） 

（（公財）東京しごと財団基金事業） 

非正規雇用で働く女性等のキャリアチェンジを支援するため、ｅラーニングによる能力開発及

び就職支援を一体的に実施する。 

［規 模］500 人 

 

12 女性ＩＴエンジニア育成事業（能力開発課） 

非正規雇用で働く女性等が、プログラミング等を学び、ＩＴエンジニアとしての再就職やキャ

リア形成を実現できるよう、ｅラーニング等によるスキルの習得支援と就職支援を一体的に実施

する。 

［規 模］300 人 

 

13 団体連携型ＤＸ人材育成推進事業（能力開発課） 

業界団体への支援ノウハウのある団体と連携し、業界や企業の実情を踏まえたＤＸ人材育成セ

ミナーの開催を支援し、中小企業の人材育成を推進する。 

［規 模］50 件 
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Ⅷ 国際金融都市の推進 
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戦略的な情報発信

・ビジネスコンシェルジュ事業

・金融系外国企業・人材に対する一時的オフィス提供事業

・外国企業発掘・誘致事業（第４次産業革命関連分野・金融系分野）

・東京開業ワンストップセンター事業

・金融関係ライセンス登録手続等に関する英語解説書の作成・公表

・外国企業インセンティブ施策（第４次産業革命関連企業向け拠点設立補助金、
金融系外国企業進出・定着支援補助金）

・外国企業誘致の更なる推進

・グリーンファイナンス外国企業進出支援事業

・金融系外国企業ネットワーク事業

・ＧＸ関連企業誘致促進補助金

・英語対応生活支援アドバイザー窓口の設置

・行政手続の英語対応

・ＡＩ自動翻訳システム利用促進事業

・企業の英文情報開示支援、価値向上支援

・インターナショナルスクール設立等支援

・世界に向けた戦略的なプロモーション

・海外メディアを活用した認知度向上施策

○施策の体系（令和７年８月１日現在）

国際金融都市の推進

「国際金融都市・東京」

・グローバルアドバイザー及び国際金融フェローの設置
・金融プロモーション組織「FinCity.Tokyo」との連携
・シティ・オブ・ロンドンとのＭＯＵ締結
・金融・資産運用特区の取組の推進

「国際金融都市・東京」の実現に向けた企画・立案

「国際金融都市・東京」の実現

・Tokyo Sustainable Finance Weeksの実施

・資産運用業の活性化

・ファイナンシャル・ウェルビーイング実現支援事業

・東京金融賞の実施

・デジタル証券（セキュリティトークン）市場拡大促進事業

・フィンテック産業における協業基盤整備支援事業

の実現

シ ョ ン の 推 進

・官民連携ファンドを活用した社会課題解決に向けた取組

・ＳＤＧｓファイナンス促進支援事業

・金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業

・サステナビリティ経営推進情報発信ポータルサイト

戦 略 的 な 海 外 プ ロ モ ー 外国企業の誘致

・都内のキャッシュレス決済比率の継続的な把握調査

・フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業

・フィンテック企業に対する海外進出支援事業
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第１ 「国際金融都市・東京」の実現 
 

都が目指す「サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブ」を実現する

ため、「金融・資産運用特区」も活用しながら必要となる制度見直しや規制緩和等に取り組み、金

融の力を活用して社会課題の解決に繋げていくことで、東京だけではなく日本全体やアジアの成

長に貢献していく。 

「国際金融都市・東京」構想 2.0 に基づき、国や関係機関、民間事業者のほか、シティ・オブ・

ロンドンなど国内外のプレイヤーとも連携しながら、金融プロモーション組織「一般社団法人東

京国際金融機構（FinCity.Tokyo）」とともに様々な取組を進める。 

 

１ 「国際金融都市・東京」の実現に向けた企画・立案 

東京が世界をリードする国際金融都市としての地位を確保するべく、「国際金融都市・東京」構

想 2.0 に基づく取組を通じて、グリーンファイナンスの推進、金融のデジタライゼーション、多

様な金融関連プレイヤーの集積を３つの柱に据え、サステナブル・リカバリーやグローバルな経

済成長、社会課題の解決を実現し、その成果を都民へ還元することを目指す。 

(1) 経緯 

平成 28 年 11 月 国際金融都市・東京のあり方懇談会（平成 29 年 10 月までに計８回開催） 

平成 29 年 11 月 「国際金融都市・東京」構想公表 

令和 ２年 11 月 「国際金融都市・東京」構想に関する有識者懇談会 

（令和３年６月までに計５回開催） 

令和 ３年 ６月 「Tokyo Green Finance Initiative（ＴＧＦＩ）」を提言 

令和 ３年 11 月 「国際金融都市・東京」構想 2.0 公表 

(2)  構想実現に向けた体制 

構想を実現するため、金融庁をはじめとする国の行政機関、金融業界をはじめとする民間

事業者、教育機関等と連携を深め、具体的な施策を推進していく。 

ア グローバルアドバイザー及び国際金融フェローの設置 

金融に関する大所高所からの意見やグローバルな趨勢の情報提供、東京都の施策の方向

性等について助言をいただくため、都の国際金融都市に係る「グローバルアドバイザー」

を設置している。また、専門的助言、支援等の体制を強化し、取組を加速化するため、「国

際金融フェロー」を設置している。 

イ 金融プロモーション組織「FinCity.Tokyo」との連携 

海外プロモーション活動推進の一翼を担う、官民一体の「東京版金融プロモーション組

織」として、一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）が、国内の主要な銀行や証

券会社等、金融業界を支える幅広い民間主体の参画の下、平成 31 年４月に設立された。「国

際金融都市・東京」の実現に向けて、都と FinCity.Tokyo との役割分担の下、緊密に連携・

協働しながら、国内外での情報発信や海外金融プロモーション組織との連携、金融系外国

企業等の誘致等の取組を進めている。 

ウ シティ・オブ・ロンドンとのＭＯＵ締結 
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  平成 29 年 12 月には、ロンドンの金融機能の中枢を占めるシティ・オブ・ロンドンと、

金融分野の合意書（ＭＯＵ）を締結し、金融関連事業者を対象としたグリーンファイナン

スや金融の活性化等に関するセミナーの共催、定期的な意見交換、職員の研修派遣等を実

施している。 

(3)  金融・資産運用特区の取組の推進 

都は、「サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブ」を目指し、グ

ローバルに資金や人材、技術・情報を呼び込むゲートウェイとなり、金融の力を活用して社

会課題の解決に繋げていくことで、東京だけではなく、日本全体やアジアの成長に貢献して

いく。こうした都市を実現していくために必要となる制度見直しや規制緩和等について、令

和６年２月、金融・資産運用特区の指定に向けた提案を行った。 

ア 経緯 

令和５年 11 月 資産運用立国の実現に向けた国への提言 

令和６年２月 「金融・資産運用特区」に関する提案 

令和６年６月 「金融・資産運用特区」として指定 

  イ 都の提案概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  都内経済の活性化に向けた規制改革等に関する国への提案要求 

東京が海外の高度人材から選ばれる都市となるため、国家戦略特区、総合特区制度等の活

用により、多岐にわたる分野で提案を行う。 

 

２ 「国際金融都市・東京」の実現 

≪サステナブルファイナンスの推進≫ 

(1)  官民連携ファンドを活用した社会課題解決に向けた取組 

  都の官民連携ファンドは、都の出資を呼び水として民間の資金やノウハウを引き出し、新

たな資金の流れを創出することなどを通じて、政策目的の実現につなげていくことを目的と

し、この考え方に沿ってファンドの組成や管理に取り組むものである。更に、ファンド事業

を通じて、新たなリスクマネーの供給を支えるエコシステムの発展を促し、民間主体で自律

的に機能する市場の実現を目指していく。 

ア  ソーシャルインパクト投資ファンド 

社会課題解決型企業を育成し、インパクト投資ファンドのリーディングケースとして発信
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することで、社会課題解決に官民協働で取り組む新たな金融の流れを加速させる。 

イ  創エネ・蓄エネ推進ファンド 

系統用蓄電池の社会実装を促進するための官民連携のファイナンスモデルを確立し、安定

的な再生可能エネルギーの普及を推進する。 

ウ  循環経済・自然資本等推進ファンド 

循環経済への移行と生物多様性の保全・回復を推進するために創設したファンドを通じて、

持続可能な社会の実現や民間企業と連携した新たなファイナンスモデルの構築を目指す。 

エ  金融スキームを活用したアフォーダブル住宅の供給促進 

     ファンドへの出資を通じて、子育て世帯等が手頃な価格で安心して住むことが出来るアフ

ォーダブル住宅の供給を進め、子育て世帯等が住みやすい環境の形成に向けた新たなモデル

を構築するとともに、民間主体での供給機運の醸成に繋げていくことを目指す。 

(2)  ＳＤＧｓファイナンス促進支援事業 

企業によるグリーンボンド／ローン、ブルーボンド／ローン、トランジションボンド／ロ

ーン及びソーシャルボンド／ローンによる資金調達時に要する外部レビューの付与に係る費

用を補助することにより、国内におけるＳＤＧｓファイナンスの活用を促進する。 

 

 

 

 

 

 

(3)  金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業 

  都と連携協定を締結した金融機関が取り扱うサステナビリティ・リンク・ローン（ＳＬＬ）、

ポジティブ・インパクト・ファイナンス（ＰＩＦ）及び金融機関独自のＳＤＧｓ関連融資の実

行に必要な経費の一部を支援することで、都内中堅・中小企業のサステナビリティに配慮した

経営への転換を促進する。  

 

 

 

 

 

 

(4)  サステナビリティ経営推進情報発信ポータルサイト 

   サステナビリティ経営に取り組む企業の好事例や、ＳＤＧｓ関連の補助金・セミナー情報

等を一元化して発信するポータルサイト「東京サステナブルＮａｖｉ」を運営し、中堅・中小

企業のサステナビリティ経営への転換を支援する。 
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(5)  Tokyo Sustainable Finance Weeks の実施 

    FinCity.Tokyo と連携して、サステナブルファイナンスに関するイベントを集中的に開催

している。Japan Weeks（金融庁）をはじめとした同時期に実施される他の関連イベントとも

連携を図り、一大イベント・ウィークとして発信することで、サステナブルファイナンスの

機運を醸成する。 

≪金融イノベーションの推進≫ 

 (6)  東京金融賞の実施 

    平成 30 年度に東京金融賞を創設し、同賞の金融イノベーション部門にて、都民や都内事業

者のニーズや課題の解決に資する画期的な金融商品･サービスの開発・提供を行う金融事業者

等を表彰している。また、同賞のサステナビリティ部門では、サステナブルファイナンスの

普及活動を実践する金融事業者等を表彰しており、令和７年度は新たにサステナブルファイ

ナンス人材育成カテゴリを新設する。 

(7)  フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業 

   金融事業者等とのマッチング、新たな金融サービスの事業化に向けた検証といった各段階

において、その経費の一部を支援することで、フィンテック企業等と金融事業者等によるオ

ープンイノベーションを加速させる。 

(8)  フィンテック企業に対する海外進出支援事業 

 グローバルスタンダードを備えた金融サービスを展開できるフィンテック企業を育成する

ため、自社サービスの拡大や、新たなネットワークの構築等に向けて、海外への展開を図る

フィンテック企業に対して、海外への出展の可能性を検討するための調査や、海外で開催さ

れる展示会への出展を支援する。 

(9)  デジタル証券（セキュリティトークン）市場拡大促進事業 

 ブロックチェーン上で社債等の有価証券を裏付けに発行するデジタル証券（セキュリティ

トークン）の導入コストを支援することで、多様な発行事例を創出し、ノウハウや課題を広

く共有することで市場拡大を図る。 

また、先進好事例を紹介するシンポジウムの開催を通じて、セキュリティトークンの発行

機運を醸成していく。 

(10) 都内のキャッシュレス決済比率の継続的な把握調査 

   都内のキャッシュレス決済比率を継続的に調査し、2030 年（令和 12 年）の都内の同比率の

目標（80％）達成に向けた進捗等を把握する。 

(11) フィンテック産業における協業基盤整備支援事業 

フィンテック企業と金融事業者等の協業に必要な要件等に関する解説集等の作成及び対外

発信への支援を行い、両者の協業を促進させる。 
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≪成長資金の創出≫ 

(12) 資産運用業の活性化 

資産運用業の振興のため、創業や成長に必要な支援を、FinCity.Tokyo とも連携して実施す

る。 

ア  資産運用業の創業に係る支援 

創業に必要な情報を提供する「独立開業道場」を実施する。また、投資運用業の業登録を

行う事業者に対して、創業に必要な経費を最長で５年間支援するほか、投資運用業者の高度

化（事業拡大）に係る経費の支援、資産運用人材の裾野拡大に向けた、投資助言・代理業と

しての登録や投資運用業者の雇用の下で投資運用経験を積む方が、投資助言・代理業務等を

行うための必要な経費の支援を行う。 

イ  資産運用業者の成長に必要なシードマネー獲得のためのプロモーションを支援 

新興資産運用業者（ＥＭ）の認知度向上や国内アセットオーナーとのマッチングを目的と

して、「Tokyo Asset Management Forum」を開催するほか、国内の新興資産運用業者の情報

を集約したカタログ（「ＥＭカタログ」）を作成し、特色ある新興資産運用業者を紹介する「Ｅ

Ｍ Showcase」の取組を展開する。さらに、海外のアセットオーナーと国内の新興資産運用

業者をマッチングして、面談機会を提供するなど、運用資金獲得を支援する。 

(13) ファイナンシャル・ウェルビーイング実現支援事業 

   無関心層への働きかけや情報提供、授業やセミナーの実施等に取り組むことで、都民の金

融リテラシー向上を推進し、ファイナンシャル・ウェルビーイング（注）の実現を支援する。 

（注）自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることによって、現在及び将来にわた 

って、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られている 

状態 

 

 

 

 

 

ア  講師派遣事業  

全世代向けに、金融経済教育に関する出張授業やセミナーを行う講師を派遣し、金融リテ

ラシー向上を支援する。 
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イ  都民向け金融セミナー等の実施  

FinCity.Tokyo とも連携しながら、若者や 50～60 代を対象としたセミナー等を実施する

ことで、金融リテラシーを向上させ、貯蓄から投資への流れを促進する。 

金融経済教育推進機構（J-FLEC）と連携し、都・FinCity.Tokyo が主催するイベント等に

おいて、J-FLEC 認定アドバイザー等を迎え、個別無料相談会を実施する。 
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第２ 戦略的な海外プロモーションの推進 

 

１ 外国企業の誘致 

国内外から投資を呼び込む国際金融都市としての環境整備に向け、国とも連携し、世界有数の

ビジネスインフラを備えた東京の優位性を余すことなく発揮し、国際社会から選ばれる都市にす

る。 

(1)  東京開業ワンストップセンター事業 

 定款認証や法人登記、税務・社会保険に関する相談・申請の窓口を一元化し、法人設立等、

開業に係る手続の迅速化を促進する。赤坂に拠点を、渋谷及び有楽町にサテライトセンター

を設置している。 

(2)  ビジネスコンシェルジュ事業 

平成 23 年 12 月に総合特別区域法に基づく「アジアヘッドクォーター特区」が国際戦略総

合特別区域として指定され、平成 24 年７月、外国企業のアジア地域の業務統括拠点等の東京

への誘致を積極的に推進する国際戦略総合特別区域計画が国から認定を受けた。同年 10 月、

外国人・外国企業の都内進出をサポートするため、外国人・外国企業のビジネスから生活面

にわたる多様な支援ニーズにワンストップかつ英語で対応する窓口として、ビジネスコンシ

ェルジュ東京を開設した。令和 ２年 10 月には、ビジネスコンシェルジュ東京香港窓口を開

設し、現在、赤坂、丸の内、有楽町及び香港に窓口を設けている。 

(3)  外国企業発掘・誘致事業（第４次産業革命関連分野（IoT、ビッグデータ、ＡＩ等）・金融系

分野） 

金融系分野の外国企業の東京進出に向け、外国企業の効果的に発掘、誘致し、東京進出さ

せることを目的として、コンサルティングを実施する。また、国際戦略総合特別区域計画と

して特区内に進出する特定の外国企業を対象とした誘致を計画して認定を受けており、令和

６年度～令和８年度の第４期計画により、第４次産業革命関連外国企業の特区内への誘致に

向けた取組を実施している。 

  【第４期誘致計画の概要】 

・外国企業を３年間で 375 社以上誘致（アジア地域の業務統括拠点及び研究開発拠点、金

融系外国企業を含む。） 

・アジア地域の業務統括拠点及び研究開発拠点を設置する第４次産業革命関連の外国企業

を３年間で 30 社以上発掘・誘致 

・金融系外国企業を３年間 30 社以上発掘・誘致 

・外国企業と都内企業との引き合わせ件数を３年間で 750 件以上 

(4) 金融系外国企業・人材に対する一時的オフィス提供事業 

    新たに東京での拠点設立を検討している金融系外国企業・人材に対し、事前調査（リサー

チ）等のための一時滞在を支援することにより、東京への進出を後押しする。 

(5)  外国企業インセンティブ施策（第４次産業革命関連企業向け拠点設立補助金、金融系外国

企業進出・定着支援補助金） 
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  アジアヘッドクォーター特区内などに新たに拠点を設立する第４次産業革命関連外国企業

に対し、拠点設立に係る経費の補助を行うことで進出を後押しするとともに、金融系分野の

外国企業に対し、東京進出及び事業活動の展開に係る経費の一部を補助することで、都内進

出、定着を後押しする。 

(6)  金融系外国企業ネットワーク事業 

    FinCity.Tokyo と連携して、東京に進出した金融系外国企業への情報発信とネットワーク

化を図るとともに、当該企業の課題やニーズ等に基づき、内外との連携が強化されるイベン

トを実施する。 

(7)  ＧＸ関連企業誘致促進補助金 

海外の技術力のある企業を東京へ誘致するため、ＧＸ（グリーントランスフォーメーショ

ン）関連外国企業が都内に拠点を設立する際の経費等を補助するとともに、ビジネスマッチ

ング等のコンサルティング支援を実施する。 

(8)  グリーンファイナンス外国企業進出支援事業 

グリーンファイナンスに取り組む金融系外国企業が都内で事業展開する際の経費を補助す

るとともに、ビジネスマッチング等のコンサルティング支援を実施する。 

(9)  外国企業誘致の更なる推進 

     Invest Tokyo ウェブサイト上のｅビジネスコンシェルジュ（ビジネスコンシェルジュ東京

における代表的な質問を集めた、多言語対応のＡＩチャットボット）の運用のほか、スター

トアップ戦略推進本部が所管する海外機関との窓口業務、Access to Tokyo（ロンドン、パリ、

サンフランシスコ、シンガポール、ベンガルールの 5 か所に海外ハブ組織との連携窓口を設

置）や、海外ベンチャーキャピタル・アクセラレータ誘致の取組と連携し、海外の企業及び高

度人材の東京進出を一層促進させる。 

(10) ＡＩ自動翻訳システム利用促進事業 

   海外から日本の企業活動を “見える化”する英文情報開示の拡大に向け、国の研究機関が

開発した高度ＡＩ翻訳システム（金融専用モデル）の活用を推進し、連携してＡＩ翻訳の精

度向上を図るとともに、活用の機運を高めることで、投資の呼び込みとグローバル展開を推

進する。 

(11) 企業の英文情報開示支援、価値向上支援 

  FinCity.Tokyo と連携して、企業の英文情報開示を推進するとともに、海外ＩＲ活動の支援

による都内企業の海外販路拡大や海外からの投資を促進する。 

(12) インターナショナルスクールの設立等支援 

     インターナショナルスクールの設立等を検討している者に対して、各種相談への対応や、

ビジネスマッチング支援、行政手続支援、ニーズ調査等のコンサルティング支援を行う支援

制度を開始する。また、都内のインターナショナルスクールに関する情報発信のため、ポー

タルサイトやデータベースを作成し、公開する。 

(13) 英語対応生活支援アドバイザー窓口の設置 

外国人材等の生活面を英語で支援するため、英語対応生活支援アドバイザー窓口を設置す

る。同窓口では、行政手続や銀行口座開設等の手続について相談に応じるとともに、必要に
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応じて手続先への照会や、窓口への同行支援を行う。 

(14) 行政手続の英語対応 

    外国人の利用が多いなど、対応が必要な行政手続について、各局等と調整を行いつつ、必

要な英語対応を行う。 

(15) 金融関係ライセンス登録手続等に関する英語解説書の作成・公表 

ライセンス登録手続等に係る言語障壁の解消や、参入ルール・プロセスの明確化を実現す

るため、手続等に関する英語解説書を公表している。 

 

２ 戦略的な情報発信 

  FinCity.Tokyo のもつノウハウや会員企業、海外金融プロモーション組織等とのネットワーク

を活用し、国や業界団体、関係機関とも連携の上、海外主要都市での対面プロモーションや多様

なメディアによる情報発信を戦略的・継続的に展開し、国際金融都市及びビジネス都市としての

東京の魅力や都の誘致施策の認知度向上を図り、さらには外国企業による東京進出や海外からの

投資を後押しする。 

(1)  世界に向けた戦略的なプロモーション 

 外国企業や海外投資家等に対し、ウェブサイトやＳＮＳ、記事広告、ＰＲ動画等により広

く情報発信を行うとともに、海外主要都市や都内でのフォーラム等の開催・参加を通じて海

外のプレイヤーとのネットワークを構築し、東京への資金・人材・技術・情報の集積に向けた

効果的なプロモーションを行う。 

(2)  海外メディアを活用した認知度向上施策 

FinCity.Tokyo と連携し、海外金融専門誌への記事広告掲載を行うとともに、メディアラウ

ンドテーブル等を通じて国内外のメディアとのリレーション構築・強化を図り、東京の魅力

や誘致施策等の取組について、第三者を通じた客観的で信頼性の高い情報発信に繋げる。 
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第１表　産業構造（東京都・全国）

経済活動別（産業別）都(国)内総生産構成比（名目　東京都2022年度・全国2022年　平成27年基準）

第１次産業 0.03 1.02
　農林水産業 0.03 1.02

第２次産業 11.20 24.69
　鉱業 0.04 0.08
　製造業 7.31 19.36
　建設業 3.85 5.25

第３次産業 88.77 74.29
　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1.50 2.41
　卸売・小売業 21.50 14.41
　運輸・郵便業 3.42 4.74
　宿泊・飲食サービス業 1.63 1.60
　情報通信業 11.58 4.90
　金融・保険業 7.99 4.57

 　不動産業 12.62 11.65
　専門・科学技術、業務支援サービス業 12.31 9.12
　公務 3.61 5.19
　教育 2.43 3.46

 　保健衛生・社会事業 6.32 8.34
　その他のサービス 3.86 3.88

合　　　　　　　計 100.00 100.00

（注）ここでの総生産額には、「輸入品に課される税･関税」を含まず、「総資本形成に係る消費税」を控除していない。
　　また、全国では、「統計上の不突合」も除いている。

資料：東京都「都民経済計算年報　令和４年度」、内閣府「2022年度国民経済計算年次推計」

事業所数・従業者数　－民営－（東京都・全国　2021年） 　

実　数 構成比 実　数 構成比 実　数 構成比 実　数 構成比
（所） （％） （所） （％） （人） （％） （人） （％）

全産業 628,239 100.0 5,156,063 100.0 9,592,059 100.0 57,949,915 100.0
第１次産業 595 0.1 42,458 0.8 4,813 0.1 453,703 0.8
農林漁業 595 0.1 42,458 0.8 4,813 0.1 453,703 0.8

第２次産業 80,172 12.8 899,617 17.4 1,048,153 10.9 12,560,755 21.7
鉱業，採石業，砂利採取業 58 0.0 1,865 0.0 1,708 0.0 19,697 0.0
建設業 41,348 6.6 485,135 9.4 484,543 5.1 3,737,415 6.4
製造業 38,766 6.2 412,617 8.0 561,902 5.9 8,803,643 15.2

第３次産業 547,472 87.1 4,213,988 81.7 8,539,093 89.0 44,935,457 77.5
電気・ガス・熱供給・水道業 941 0.1 9,139 0.2 33,444 0.3 202,149 0.3
情報通信業 28,503 4.5 76,559 1.5 1,085,934 11.3 1,986,839 3.4
運輸業，郵便業 13,330 2.1 128,224 2.5 457,526 4.8 3,264,734 5.6
卸売業，小売業 141,055 22.5 1,228,920 23.8 1,968,705 20.5 11,611,924 20.0
金融業，保険業 12,049 1.9 83,852 1.6 433,956 4.5 1,494,436 2.6
不動産業，物品賃貸業 64,271 10.2 374,456 7.3 404,078 4.2 1,618,138 2.8
学術研究，専門・技術サービス業 50,886 8.1 252,340 4.9 624,126 6.5 2,118,920 3.7
宿泊業，飲食サービス業 76,127 12.1 599,058 11.6 735,786 7.7 4,678,739 8.1
生活関連サービス業，娯楽業 43,692 7.0 434,209 8.4 318,875 3.3 2,176,139 3.8
教育，学習支援業 19,434 3.1 163,357 3.2 368,630 3.8 1,950,734 3.4
医療，福祉 52,683 8.4 462,531 9.0 912,794 9.5 8,162,398 14.1
複合サービス事業 1,728 0.3 32,131 0.6 31,615 0.3 435,970 0.8
サービス業(他に分類されないもの) 42,773 6.8 369,212 7.2 1,163,624 12.1 5,234,337 9.0

（注）日本標準産業分類（第13回改定）による。公務を除く。
資料：総務省・経済産業省「令和３年 経済センサス－活動調査」

5,695.6

事　業　所　数 従　業　者　数
東　京　都 全　　国 東　京　都 全　　国

120,540.1 555,918.3

7,621.7 46,388.6
4,655.7 21,555.1

39.2

4,348.9 28,876.8
2,923.3 19,217.1

15,216.9 64,769.2
14,838.1 50,711.2

13,962.4 27,243.3
9,629.0 25,411.9

4,119.7 26,372.5
1,969.8 8,917.9

1,804.7 13,417.3
25,913.4 80,105.0

4,642.3 29,172.4
107,003.6 412,985.9

42.8 446.5
8,812.2 107,617.8

39.2 5,695.6
13,497.3 137,236.7

（10億円） （％） （10億円） （％）

第１　主要事業統計表

東　京　都 全　　　国
総生産額 構成比 総生産額 構成比
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第２表　就業状態別・男女別15歳以上人口（東京都　2014～2024年）
（単位：万人）

非労働力 労働力人口 完　全

年 15歳以上人口 就 業 者 完　全 人    口 比    　率 失業率

雇用者 失業者 （％） （％）

2014(26) 1,184.0 759.9 731.2 659.4 28.7 423.6 64.2 3.8

2015(27) 1,192.5 767.5 740.0 670.1 27.5 424.5 64.4 3.6

2016(28) 1,206.5 776.8 751.7 684.3 25.1 429.2 64.4 3.2

2017(29) 1,215.8 790.8 768.2 699.7 22.6 424.4 65.0 2.9

2018(30) 1,225.1 813.3 792.2 718.0 21.1 411.0 66.4 2.6

2019(元) 1,234.3 825.4 806.1 731.2 19.3 407.7 66.9 2.3

2020(２) 1,240.9 836.2 810.4 737.3 25.8 403.9 67.4 3.1

2021(３) 1,247.6 848.5 823.1 750.3 25.5 398.2 68.0 3.0

2022(４) 1,246.2 855.8 833.2 760.0 22.6 389.5 68.7 2.6

2023(５) 1,255.8 859.3 837.9 764.3 21.4 395.6 68.4 2.5

2024(６) 1,264.5 867.1 844.7 774.5 22.4 396.9 68.6 2.6

2014(26) 581.5 435.3 418.3 374.5 17.0 145.9 74.9 3.9

2015(27) 585.3 440.1 423.2 379.2 16.9 144.9 75.2 3.8

2016(28) 592.0 442.9 428.8 385.9 14.2 148.9 74.8 3.2

2017(29) 596.2 446.6 433.2 390.9 13.4 149.4 74.9 3.0

2018(30) 600.0 454.2 441.8 395.9 12.3 145.6 75.7 2.7

2019(元) 604.0 458.4 447.0 399.7 11.3 144.9 75.9 2.5

2020(２) 606.7 463.8 448.5 402.8 15.3 142.6 76.4 3.3

2021(３) 608.9 467.2 451.3 406.1 15.9 141.3 76.7 3.4

2022(４) 608.0 468.9 455.9 411.1 13.0 138.7 77.1 2.8

2023(５) 613.1 469.7 457.6 411.8 12.0 142.9 76.6 2.6

2024(６) 617.6 470.3 457.7 414.4 12.6 147.1 76.1 2.7

2014(26) 602.6 324.7 312.9 284.9 11.7 277.6 53.9 3.6

2015(27) 607.2 327.4 316.8 290.9 10.6 279.6 53.9 3.2

2016(28) 614.4 333.8 322.9 298.4 11.0 280.4 54.3 3.3

2017(29) 619.7 344.2 334.9 308.8 9.2 275.0 55.5 2.7

2018(30) 625.0 359.1 350.4 322.1 8.7 265.4 57.5 2.4

2019(元) 630.3 367.0 359.0 331.5 8.0 262.7 58.2 2.2

2020(２) 634.2 372.4 361.9 334.6 10.5 261.3 58.7 2.8

2021(３) 638.7 381.3 371.8 344.2 9.6 256.9 59.7 2.5

2022(４) 638.2 386.9 377.3 348.9 9.6 250.8 60.6 2.5

2023(５) 642.7 389.6 380.2 352.5 9.4 252.8 60.6 2.4

2024(６) 646.9 396.7 386.9 360.1 9.8 249.9 61.3 2.5

（注）１　年平均値

　 ２　2016年及び2021年の数値については、基準人口の切替えに伴う変動を考慮し、総務省統計局が

　　　 遡及集計した数値を用いている。
 資料：東京都「東京の労働力」

労　　 働　 　力　 　人 　　口

男
女
計

男

女

- 330 -



第３表　国・地域別訪日外客数（全国　2020～2024年）

州・国・ 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

地域名 （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

合　計 4,115,828 100.0 245,862 100.0 3,832,110 100.0 25,066,350 100.0 36,870,148 100.0

アジア 3,403,547 82.7 150,427 61.2 3,001,292 78.3 19,984,902 79.7 29,752,855 80.7

韓国　 487,939 11.9 18,947 7.7 1,012,751 26.4 6,958,494 27.8 8,817,765 23.9

台湾　 694,476 16.9 5,016 2.0 331,097 8.6 4,202,434 16.8 6,044,316 16.4

中国　 1,069,256 26.0 42,239 17.2 189,125 4.9 2,425,157 9.7 6,981,342 18.9

香港　 346,020 8.4 1,252 0.5 269,285 7.0 2,114,402 8.4 2,683,391 7.3

ヨーロッパ 240,897 5.9 52,238 21.2 304,505 7.9 1,663,432 6.6 2,390,258 6.5

イギリス 51,024 1.2 7,294 3.0 57,496 1.5 321,482 1.3 437,230 1.2

ドイツ　 29,785 0.7 5,197 2.1 45,748 1.2 233,410 0.9 325,870 0.9

フランス 43,102 1.0 7,024 2.9 52,782 1.4 277,436 1.1 385,071 1.0

アフリカ 7,840 0.2 6,769 2.8 14,613 0.4 38,266 0.2 51,130 0.1

北アメリカ 284,829 6.9 26,238 10.7 392,009 10.2 2,583,678 10.3 3,478,768 9.4

アメリカ 219,307 5.3 20,026 8.1 323,513 8.4 2,045,854 8.2 2,724,594 7.4

南アメリカ 18,222 0.4 5,204 2.1 17,652 0.5 99,350 0.4 155,625 0.4

オセアニア 160,386 3.9 4,953 2.0 101,921 2.7 696,251 2.8 1,040,961 2.8

　オーストラリア 143,508 3.5 3,265 1.3 88,648 2.3 613,062 2.4 920,196 2.5

無国籍･その他 107 0.0 33 0.0 118 0.0 471 0.0 551 0.0

資料：国土交通省「観光白書」、日本政府観光局(JNTO）資料

2024(6)2023(5)2021(3) 2022(4)2020(2)
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第４表 耕地面積の現況 
 
 
 
 

          区分 
地域別 

総  数 
(ha) 

 田 
 (ha) 

 畑 
     (ha) 

 １戸当り 
 (a) 

 

東 京 都 計  6,090 203 5,890 63.7 

 
区 部   417   1   416  

多 摩 地 域 4,624 202 4,422  

 

北 多 摩 1,923  46 1,877  

西 多 摩 1,316  66 1,250  

南 多 摩 1,385 90 1,295  

島 しょ地域 1,049   0 1,049  

全 国 計 4,272,000 2,319,000 1,952,000 244.5 

 

 注） ・農林水産省「令和６年耕地面積」 

・端数処理の関係上合計が合わない場合がある。 
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第５表 総農家数及び事業別農業経営体数 

                                単位：戸 

  

単位：経営体 

 
総経営体数 

個人経営体 団体経

営体 計 主業 準主業 副業的 

東 京 都 計 5,117 5,041 554 2,176 2,311 76 

  
注) ・農林水産省「2020 年農林業センサス」 

・主業経営体とは、農業所得が主（世帯所得の 50%以上が農業所得）で、年間 60 日以上

農業に従事する 65 才未満の者がいる個人経営体 
・準主業経営体とは、農業所得が 50%未満で、年間 60 日以上農業に従事する 65 才未満の

者がいる個人経営体 
・副業的経営体は、調査期日前１年間に自営農業に 60 日以上従事している 65 歳未満の世

帯員がいない個人経営体 

 総農家数 販売農家 自給的農家 

東 京 都 計 9,567 4,606 4,961 
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第６表  東京都農林水産総生産額 

注）・農林水産部調べ 
・農林水産省「生産農業所得統計」、「花木等生産状況調査」 
・東京都「東京都農作物生産状況調査」、「東京都畜産関係統計資料」 
・端数処理の関係上合計が合わない場合がある。 

 令 和 ４ 年  

面  積  ha 生産量  t 金  額  千円 

農 林 水 産 総 生 産 額 － － 26,101,322 

 農 林 総 生 産 額 － －  

22,795,632 

 農 産 物 総 生 産 額 － －  

21,797,231 

 主 穀 157 － 100,000 

 米 

雑 穀 豆 類 

136 

22 

－ 

－ 

100,000 

0 

野 菜 3,651 －  

12,600,000 

果 樹 類 982 

 

－  

2,800,000 

花 き ・ 植 木 そ の 他 743 －  

4,500,000 

畜 産 物 －  

10,345 

  

1,797,231 

 牛 乳 

卵 

肉 類 

－ 

－ 

－ 

  8,822 

   1,006  

 517 

 1,050,582 

 217,071  

 529,578 

林 産 物 総 生 産 額 － －  998,401 

 素 材 ( 針 葉 樹 ) 

特 用 林 産 物 

－ 

－ 

42,000（㎥） 

－ 

 613,615 

 384,786 

水 産 物 総 生 産 － 2,308   

 

  

3,305,690 

  魚 類 

貝 類 

藻 類 

そ の 他 

－ 

－ 

－ 

－ 

 2,021 

 51 

 70 

 165 

2,798,834 

  52,901 

  57,836 

  396,119  
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第７表　令和６年度　公共職業訓練事業実績

１　求職者向け訓練（能力開発訓練） （令和７年８月１日現在）

うち
修了

うち
中途退校

人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 人 人 ％

(205) (83)

3,340 2,175 65.1 1,667 1,408 84.5 1,270 1,160 110 1,084 83.7

1,150 1,052 91.5 800 747 93.4 480 454 26 405 62.1
[20]

220 84 38.2 74 56 75.7 23 22 1 16 62.2
[17]

320 232 72.5 147 121 82.3 88 74 14 79 74.6
(205) (83)

5,030 3,543 70.4 2,688 2,332 86.8

2,295 1,861 1,710 151 1,584 76.1

※就職人員については、令和７年５月31日現在（委託訓練は訓練修了後３か月現在）の数

※高年齢者訓練のうち令和７年３月に開始する委託訓練については、就職支援期間中のため、就職実績は未計上

２　在職者向け訓練（能力向上訓練）

うち
公共訓練
修了生

回 人 人 回 人 人 人 ％ 人 ％

287 3～45 10,350 302 10,572 6,275 245 59.4 2,870 45.7

536 3～30 8,952 455 8,282 6,037 252 72.9 4,200 69.6

4 5 20 4 20 20 6 100.0 19 95.0

0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

827 - 19,322 761 18,874 12,332 503 65.3 7,089 57.5

5 10 50 5 50 46 1 92.0 38 82.6

832 - 19,372 766 18,924 12,378 504 65.4 7,127 57.6

※受講者数は、授業料の支払や免除申請を行った者の数

第８表　令和６年度　認定職業訓練実施状況

認 定 実施 休止 認定 実施

2 1 1 2 1 35

105 83 22 121 84 7,559

0 0 0 0 0 0

107 84 23 123 85 7,594

80 62 18

0 0 0 0 0 0

48 42 6 63 51 3,756

0 0 0 0 0 0

48 42 6 63 51 3,756

41 34 7

2 1 1 2 1 35

153 125 28 184 135 11,315

0 0 0 0 0 0

155 126 29 186 136 11,350

121 96 25

一般向け訓練

区　　分
定員 応募者 応募率 就職率

就職計 関連
入校者 修了者 修了率

就職人員

高年齢者訓練

受講
者数

修了
者数

若年者能力開発訓練

障害者訓練

合計
修了後に他の訓練に連続入校する
者は除く⇒

※定員・入校者の（　）は、２年生の数で外数。修了者の[　]は、修了後に就職せずに他の訓練に連続入校する者の数で内数

訓練科数(科)

東京みらいの名工育成プログラムコース

一級技能士コース

合計

延定員回数
１回
定員

コース名

計　　　　画 実　　　　施

修了率

学科コース

実技コース

受講率回数 定員

東京障害者職業能力開発校

総合計

種　　類 課　　程
団体・事業所数(所)

共同訓練団体

高度職業訓練

普通職業訓練

指導員訓練

合　　　　　計

実　　団　　体　　数

訓練生
数(人)

合　　　計

高度職業訓練

普通職業訓練

指導員訓練

合　　　　　計

実団体・事業所数

単独事業所

高度職業訓練

普通職業訓練

指導員訓練

合　　　　　計

実　事　業　所　数

就職者(修了)＋就職者（中途退校）

※就職率＝

訓練修了者＋就職者（中途退校）－修了後に他の訓練に連続入校する者



第９表　単位労働組合数、組合員数、推定組織率（東京都　2000～2024年）

年 労働組合数 対前年 労働組合員数 対前年 雇用者数 推　定 全国推定

増減率 増減率 組織率 組織率

組合 ％ 人 ％ 人 ％ ％

2000(12) 8,879 -0.5 2,144,259 -2.4 7,879,080 27.2 21.5

2001(13) 8,957 0.9 2,113,435 -1.4 7,604,724 27.8 20.7

2002(14) 8,758 -2.2 2,057,511 -2.6 7,513,405 27.4 20.2

2003(15) 8,481 -3.2 2,023,189 -1.7 7,548,528 26.8 19.6

2004(16) 8,308 -2.0 2,000,124 -1.1 7,545,718 26.5 19.2

2005(17) 8,232 -0.9 1,991,763 -0.4 7,608,939 26.2 18.7

2006(18) 7,928 -3.7 2,013,159 1.1 7,775,497 25.9 18.2

2007(19) 7,881 -0.6 2,055,521 2.1 7,843,146 26.2 18.1

2008(20) 7,714 -2.1 2,069,730 0.7 7,843,146 26.4 18.1

2009(21) 7,694 -0.3 2,080,955 0.5 8,611,636 24.2 18.5

2010(22) 7,673 -0.3 2,082,078 0.1 8,599,006 24.2 18.5

2011(23) 7,632 -0.5 2,059,453 -1.1 8,663,732 23.8 18.1

2012(24) 7,602 -0.4 2,075,518 0.8 8,726,878 23.8 17.9

2013(25) 7,503 -1.3 2,122,563 2.3 8,794,761 24.1 17.7

2014(26) 7,469 -0.5 2,120,469 -0.1 8,891,919 23.8 17.5

2015(27) 7,344 -1.7 2,169,717 2.3 8,967,904 24.2 17.4

2016(28) 7,289 -0.7 2,199,518 1.4 9,086,632 24.2 17.3

2017(29) 7,191 -1.3 2,259,681 2.7 9,228,028 24.5 17.1

2018(30) 7,093 -1.4 2,313,135 2.4 9,373,202 24.7 17.0

2019(1) 6,907 -2.6 2,332,386 0.8 9,504,175 24.5 16.7

2020(2) 6,757 -2.2 2,365,301 1.4 9,355,845 25.3 17.1

2021(3) 6,583 -2.6 2,361,811 -0.1 9,355,730 25.2 16.9

2022(4) 6,559 -0.4 2,414,345 2.2 9,462,116 25.5 16.5

2023(5) 6,506 -0.8 2,428,917 0.6 9,557,550 25.4 16.3

2024(6) 6,421 -1.3 2,444,093 0.6 9,604,486 25.4 16.1

(注)　１　各年6月30日現在

　　　２　雇用者数は事業所・企業統計調査、経済センサス-基礎調査、労働力調査により推計

　　　　　事業所・企業統計調査は2009年から経済センサス-基礎調査に統合されたため、2009年以降は

　　　　　経済センサス-基礎調査の結果を使用

　　　３　推定組織率は労働組合員数を雇用者数で除して算出

　　　４　2011年の雇用者数及び推定組織率は「労働力調査における東日本大震災に伴う補完推計」

　　　　　の推計値及びその数値を用いて計算した値

資料：東京都産業労働局、厚生労働省「労働組合基礎調査」
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住　所 最寄駅名 電　話　番　号

墨田区東墨田3-3-14 京成線・八広 03（3616）1671

台東区花川戸1-14-16
東武線／銀座線／浅草
線・浅草

03（3843）5912

八王子市明神町3-19-2 中央線／京王線・八王子 042（697）0802

住　所 最寄駅名 電　話　番　号

葛飾区東金町1-23-2　澁澤金町ビル2階
（仮移転先事務所）

常磐線・金町、京成線・
京成金町

03（5648）6606

大田区南蒲田1-20-20 京浜急行線・京急蒲田 03（3733）6284

昭島市東町3-6-1
産業サポートスクエア・TAMA内

青梅線・西立川 042（500）3901

国分寺市南町3-22-10 中央線／西武線・国分寺 042（329）5270

八王子市明神町3-5-1
中央線・八王子、京王
線・京王八王子

042（656）8280

台東区台東1-3-5
反町商事ビルディング

山手線／日比谷線／つく
ばエクスプレス・秋葉原

03（3832）3655

浜 松 町 館

台 東 館 台東区花川戸2-6-5
東武線／銀座線／浅草線
／つくばエクスプレス・
浅草

03（3844）6190

20Floor Interchange21 Bldg,
399 Sukhumvit Road,
Klongtoey Nua, Wattana, BANGKOK
10110 THAILAND

BTS Asoke(アソーク)
MRT Sukhumvit(スクン
ビット）

+66-(0)2-611-2641

江東区有明3-11-1
りんかい線・国際展示
場、ゆりかもめ・東京
ビッグサイト

03（5530）1111

千代田区丸の内3-5-1
山手線／有楽町線・有楽
町駅、日比谷線／丸の内
線／銀座線・銀座駅

03（5221）9000

昭島市東町3-6-1 青梅線・西立川 042（500）2300

葛飾区青戸7-2-5 京成線・青砥

墨田区横網1-6-1　KFCビル12階 総武線／大江戸線・両国 03（3624）3731

大田区南蒲田1-20-20 京浜急行線・京急蒲田 03（3733）6233

千代田区神田佐久間町1-9
東京都産業労働局秋葉原庁舎6～8階

山手線／日比谷線／つく
ばエクスプレス・秋葉
原、新宿線・岩本町

03（5256）9251

江東区青海2-5-10
テレコムセンタービル東棟

ゆりかもめ・テレコムセ
ンター、りんかい線・東
京テレポート

03（5530）2558

399 Interchange building,
20th Fl, Sukhumvit Road,
Khlong Toey Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand

BTS Asok（アソーク）
+66-(0)2-712-2338

東京都立多摩産業交流センター
（東京たま未来メッセ）

第２　産業労働局事業所等一覧表（令和７年８月１日現在）

１　商工関係事業所等

名　称

東京都立皮革技術センター

台東支所

東京都知的財産総合センター

東京都立産業貿易センター

(関係団体)
名　称

公益財団法人
東京都中小企業振興公社 千代田区神田佐久間町1-9

東京都産業労働局秋葉原庁舎2・4・5
階

山手線／日比谷線／つく
ばエクスプレス・秋葉
原、新宿線・岩本町

03（3251）7886

本 社

城 東 支 社
※令和5年9月4日より仮移転

城 南 支 社

多 摩 支 社

オープンイノベーション
フィールド多摩国分寺館

オープンイノベーション
フィールド多摩八王子館

港区海岸1-7-1
ゆりかもめ・竹芝、
山手線／京浜東北線・浜
松町、大江戸線・大門

03（3434）4242

タ イ 事 務 所

株式会社
東京国際フォーラム

株式会社
東京ビッグサイト

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター 江東区青海2-4-10

ゆりかもめ・テレコムセ
ンター、りんかい線・東
京テレポート

03（5530）2111

本 部

バ ン コ ク 支 所

多 摩 テ ク ノ プ ラ ザ

城 東 支 所 （ 休 館 中 ）

墨 田 支 所

城 南 支 所

食 品 技 術 セ ン タ ー

Ｄ Ｘ 推 進 セ ン タ ー
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住　所 最寄駅名 電　話　番　号

新宿区西新宿2-3-1
新宿モノリス15階

JR各線・新宿、
大江戸線・都庁前 03（5579）2680

所　　在　　地 最寄駅名 電　　話

立川市錦町3-12-11
中央線・立川、
南武線・西国立

042(548)4861

江戸川区鹿骨1-15-22 総武線・新小岩 03(3678)5905

練馬区豊玉北4-7-6 西武池袋線・練馬 03(5946)9326

世田谷区南烏山4-9-2 京王線・千歳烏山 03(5969)9781

青梅市新町6-7-1 青梅線・小作 0428(31)2374

八王子市南大沢2-2
パオレビル6階

京王相模原線・南
大沢

042(674)5971

小平市花小金井1-6-20 西武新宿線・花小金井 042(465)9882

青梅市河辺町6-4-1
（青梅合同庁舎）

青梅線・河辺 0428(22)4183

西多摩郡奥多摩町氷川1448 青梅線・奥多摩 0428(83)2150

西多摩郡日の出町平井
2753-2

五日市線・武蔵増
戸

042(519)9416

八王子市明神町3-19-2
（八王子合同庁舎）

京王線・京王八王
子

042(648)0910

港区海岸2-7-104
山手線・浜松町、
ゆりかもめ・日の出

03(3454)1951

大島町波浮港18 04992(4)0381

大島町元町小清水273-1
（大島農林合同庁舎）

04992(2)1123

新島村本村6-4-24
（大島支庁新島出張所内）

04992(5)0281

八丈島八丈町三根4222-1 04996(2)0209

八丈島八丈町大賀郷4341-11
（八丈農林合同庁舎）

04996(2)0042

三宅島三宅村坪田4357 04994(6)1414

西多摩郡日の出町大字
平井2759

五日市線・武蔵増
戸

042(588)7171

八丈島八丈町大賀郷4341-11
（八丈農林合同庁舎）

04996(2)0504

立川市富士見町3-20-28 中央線・立川 042(524)6701

立川市富士見町3-8-1
（公益財団法人東京都農林水
産振興財団庁舎内）

青梅線・西立川 042(525)8236

大島事業所（農業）

新島分室

八丈事業所（水産）

八丈事業所（農業）

三宅事業所

家畜保健衛生所

八丈支所

肥飼料検査センター

病害虫防除所

大島事業所（水産）

農業振興事務所

区部農業改良普及センター

西多摩農業改良普及センター

南多摩農業改良普及センター

北多摩農業改良普及センター

森林事務所

多摩川林務出張所

秋川林務出張所

浅川林務出張所 

島しょ農林水産総合センター

城北分室

城南分室

名　　　　　称

２　観光関係事業所等

(関係団体)

名　称

公益財団法人
東京観光財団

３　農林水産関係事業所等



所　　在　　地 最寄駅名 電　　話

立川市富士見町3-8-1 青梅線・西立川 042(528)0505

大島町元町字和泉99-5 04992(2)3461

西多摩郡奥多摩町小丹波720 青梅線・古里 0428(85)2028

青梅市新町6-7-1 青梅線・小作 0428(31)2171

青梅市新町6-7-1 青梅線・小作 0428(33)3997

八王子市大谷町1013 中央線・八王子 042(649)3444

青梅市河辺町6-4-1
（青梅合同庁舎）

青梅線・河辺 0428(20)8134

立川市富士見町3-8-1 青梅線・西立川 042(528)5216

青梅市新町6-7-1 青梅線・小作 0428(31)2171

江戸川区鹿骨1-15-22 総武線・新小岩 03(3679)1458

公益財団法人
東京都農林水産振興財団

(関係団体)

名　　　　　称

農林総合研究センター（立川）

　　　　〃　　　    （青梅）

　　　　〃　　　　（江戸川）

栽培漁業センター

奥多摩さかな養殖センター

青梅畜産センター

有機農業堆肥センター

東京農業アカデミー八王子研修農場

花粉対策室

- 339 -



所　　在　　地 最寄駅名 電　　　話 所管区域

千代田区飯田橋３－10－３
東京しごとセンター９階

総武線／東西線／有楽町線／
南北線／大江戸線・飯田橋

03(5211)2200
千代田、中央、新宿、
渋谷、中野、杉並、島しょ

大崎事務所
（南部労政会館）

品川区大崎１－11－１
ゲートシティ大崎
ウエストタワー２階

山手線／埼京線／
りんかい線・大崎

03(3495)4872
港、品川、目黒、
大田、世田谷

池袋事務所 豊島区東池袋４－23－９
山手線／埼京線／東北・高崎線／
東武東上線／西武池袋線／
有楽町線／丸ノ内線・池袋

03(5954)6501
文京、豊島、北、
荒川、板橋、練馬

亀戸事務所
江東区亀戸２－19－１
カメリアプラザ７階

総武線/東武線・亀戸 03(3682)6321
台東、墨田、江東、
足立、葛飾、江戸川

多摩事務所
立川市柴崎町３－９－２
立川駅南口東京都・立川市
合同施設６階

中央線／青梅線／南武線・立川／
多摩都市モノレール・立川南

042(595)8705

八王子、立川、武蔵野、
三鷹、青梅、府中、昭島、
調布、町田、小金井、
小平、日野、東村山、
国分寺、国立、福生、
狛江、東大和、清瀬、
東久留米、武蔵村山、
多摩、稲城、羽村、
あきる野、西東京、
西多摩郡

青山事務所
（はたらく女性スク
エア）

渋谷区神宮前５－53－67
コスモス青山地下１階
EAST‐A2

山手線／埼京線／東急東横線／京
王井の頭線／副都心線・渋谷／銀
座線／半蔵門線／千代田線・表参
道

03(6427)7253

４　雇用就業関係事業所等

名　　　　　称

労働相談情報センター
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所　　在　　地 電　　　話

文京区後楽１－９－５ 03(5800)2611

しごとセンター校
千代田区飯田橋３－10－３
東京しごとセンター
10～12階

03(5211)8181

高年齢者校
新宿区百人町３－25－１
サンケンビルヂング

03(3227)5951

板橋校 板橋区舟渡２－２－１ 03(3966)4131

赤羽校 北区西が丘３－７－８ 03(3909)8333

品川区東品川３－31－16 03(3472)3411

大田校 大田区羽田旭町10－11 03(3744)1013

足立区綾瀬５－６－１ 03(3605)6140

江戸川校 江戸川区中央２－31－27 03(5607)3681

台東分校 台東区花川戸１－14－16 03(3843)5911

昭島市東町３－６－33 042(500)8700

八王子校 八王子市台町１－11－１ 042(622)8201

府中校 府中市南町４－37－２ 042(367)8201

小平市小川西町２－34－１ 042(341)1411

中央・城北
職業能力開発センター

総武線／東西線／有楽町線／
南北線／大江戸線・飯田橋

総武線／東西線／有楽町線／
南北線／大江戸線・飯田橋

総武線・大久保／山手線・新大久保

埼京線・浮間舟渡

りんかい線・品川シーサイド／
京浜急行線・青物横丁

京浜急行空港線・穴守稲荷／天空橋

城東
職業能力開発センター

常磐線／千代田線・綾瀬／
つくばエクスプレス・青井

総武線・新小岩下車
都バス・大杉小学校前

東京障害者
職業能力開発校

西武線・小川

東武線／銀座線／浅草線／
つくばエクスプレス・浅草

多摩
職業能力開発センター

青梅線・西立川

中央線・八王子／京王線・山田

京王線・中河原

校　　　　　名 最寄駅名

埼京線・十条／
三田線・板橋本町

城南
職業能力開発センター

所　　在　　地 最寄駅名 電　　　話

千代田区飯田橋３－10－３
東京しごとセンター８階

03(5211)2310

※千代田区飯田橋３－８－５
  住友不動産飯田橋駅前ビル10・11階

※03(5211)2395

千代田区飯田橋３－10－３
東京しごとセンター１～５階

03(5211)1571

立川市柴崎町３－９－２
立川駅南口東京都・立川市合同施設３階

中央線／青梅線／南武線・立川／
多摩都市モノレール・立川南

042(526)4510

港区虎ノ門２－２－１
住友不動産虎ノ門タワー20階

銀座線・虎ノ門／
日比谷線・虎ノ門ヒルズ

03(6426)5505

台東区日本堤２－２－11
常磐線／日比谷線／つくば
エクスプレス・南千住

03(3874)8089

総武線／東西線／有楽町線／
南北線／大江戸線・飯田橋

公益財団法人　東京都福祉保健財団
城北労働・福祉センター

(関係団体)

名　　　　　称

公益財団法人　東京しごと財団

東京都しごとセンター

プラチナ・キャリアセンター

東京都しごとセンター多摩

※企業支援部
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